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平成27年 第１回奄美市議会臨時会議事日程及び付議事件 

 
○平成27年７月28日 奄美市議会第１回臨時会を招集した。 
○会 期 １日間 
○議事日程 

月 日 曜 区 分 日       程 

8月 5日 水 本会議 

１ 会議録署名議員の指名 

２ 会期の決定（１日間） 

３ 報告第５号(一般会計補正予算第2号) 

４ 議案第49号(一般会計補正予算第3号) 

 

 

 

上程 説明 質疑 討論 採決 

上程 説明 質疑 討論 採決 

 

 
 
〇 付議事件は，次のとおりである。 

番 号 議案等番号 件              名 議決年月日 議決結果 付託委員会 

(1) 報告第５号 

専決処分の承認を求めることについて 

（専決第11号 平成27年度奄美市一般会計補正予算（第

２号）について） 

H27.8.5 承認 本会議 

(2) 議案第49号 平成27年度奄美市一般会計補正予算（第３号）について H27.8.5 原案可決 本会議 
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第 １ 回 臨 時第 １ 回 臨 時第 １ 回 臨 時第 １ 回 臨 時 会会会会    

平成平成平成平成 27272727 年８月５日年８月５日年８月５日年８月５日    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



8月5日（1日目）

○  出席議員は，次のとおりである。

１ 番 西 公 郎 君 ２ 番 安 田 壮 平 君

３ 番 川 口 幸 義 君 ４ 番 栄 ヤ ス エ 君

５ 番 師 玉 敏 代 君 ６ 番 多 田 義 一 君

７ 番 橋 口 和 仁 君 ８ 番 竹 田 光 一 君

９ 番 渡 雅 之 君 10 番 戸 内 恭 次 君

11 番 関 誠 之 君 12 番 大 迫 勝 史 君

13 番 与 勝 広 君 14 番 叶 幸 與 君

15 番 奥 輝 人 君 16 番 平 川 久 嘉 君

17 番 栄 勝 正 君 19 番 渡 京 一 郎 君

20 番 元 野 景 一 君 21 番 里 秀 和 君

22 番 崎 田 信 正 君

○  欠席議員は，次のとおりである。

18 番 竹 山 耕 平 君

○　地方自治法第１２１条の規定により会議に出席した者は，次のとおりである。

1 朝 山 毅 君 3 福 山 敏 裕 君

4
要 田 憲 雄 君

5
市 川 哲 義 君

6
元 多 政 重 君

7
東 美 佐 夫 君

10 奥 田 敏 文 君 11 三 原 裕 樹 君

19 前 田 和 男 君 21 則 敏 光 君

柴 一 夫 君 泉 賢 一 郎 君

中 元 幸 立 君 菊 田 和 仁 君

久 保 信 正 君 奥 正 幸 君

大 海 昌 平 君 砂 守 久 義 君

戸 田 正 利 君 上 島 宏 夫 君

林 茂 穂 君 森 山 直 樹 君

企 画 調 整 課 長

上 下 水 道 部 長

市 長 副 市 長

教 育 長
住 用 総 合 支 所
事 務 所 長

笠 利 総 合 支 所
事 務 所 長

総 務 部 長

商 工 観 光 部 長

総 務 課 長

教 育 委 員 会
事 務 局 長

商 水 情 報 課 長 農 政 部 長

農 林 振 興 課 長

財 政 課 長 市 民 部 長

保 健 福 祉 部 長

土 木 課 長

水 道 課 参 事

税 務 課 長

福 祉 事 務 所 長

建 設 部 長
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8月5日（1日目）

保 浦 正 博 君

○　職務のため会議に出席した者は，次のとおりである。

元 優 君
71

上 原 公 也 君

70 前 田 賢 一 郎 君 74 麓 浩 登 志 君

73

教育委員会総務課長
兼行革調整監兼給食
センター整備対策監

議会事務局次長兼
調査係長事務取扱

議 会 事 務 局 長

議 事 係 長 議 事 係 主 査
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議長（竹田光一君） おはようございます。ただいまの出席議員は２１人であります。会議は成立いたし

ました。 

 これから，平成２７年度第１回奄美市議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

                     ○              

議長（竹田光一君） 日程に入ります。日程第１，会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員に，川口幸義君，戸内恭次君，元野景一君の３名を指名いたします。 

                     ○              

議長（竹田光一君） 日程第２，会期の決定について議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期として，お手元に配付の議事日程表のとおり，会期を本日１日間とすることに御異議

ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，会期は本日の１日間とすることに決定いたしました。 

                     ○              

議長（竹田光一君） 日程第３，報告第５号 専決第１１号 平成２７年度奄美市一般会計補正予算（第

２号）についての専決処分の承認を求めることについて議題といたします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） おはようございます。それでは，ただいま上程されました報告第５号の専決につき

まして，提案理由を御説明いたします。 

 報告第５号 平成２７年度奄美市一般会計補正予算（第２号）の専決につきましては，去る６月２２

日から２５日までの大雨による災害復旧に関する経費の専決処分について御報告するものでございま

す。 

 第１表，歳入歳出予算補正につきましては，歳出において農林水産業施設災害復旧費１億２，４１４

万６，０００円，公共土木施設災害復旧費５１０万円，その他公共施設公用施設災害復旧費９７９万

９，０００円，合計で１億３，９０４万５，０００円を計上いたしております。 

 次に，歳入につきましては，国庫支出金７，２００万円，県支出金５２０万円，市債２，１１０万円

などを計上するとともに，財政調整基金繰入金４，０１５万５，０００円を追加いたしております。 

 今回の専決補正予算で１億３，９０４万５，０００円を追加したことにより，平成２７年度奄美市一

般会計予算の総額は３０３億６，３３７万６，０００円となっております。 

 また，第２表の地方債補正につきましては，今回の災害復旧事業に伴う起債限度額の変更を行うもの

でございます。 

 以上，報告第５号の提案理由を説明申し上げましたが，議会を招集する時間的余裕がないことが明ら

かでございましたので，地方自治法第１７９条第１項の規定により市長において専決をいたし，同条第

３項の規定により報告を行い，承認をお願いする次第でございます。 

 何とぞ御審議のうえ御承認くださいますようお願い申し上げます。 

 

議長（竹田光一君） これから，質疑に入ります。 

 通告がありましたので，関 誠之君の発言を許可いたします。 

 

１１番（関 誠之君） 市民の皆さん，議場の皆さん，おはようございます。質疑の前に議案の取り扱い

について，当局にお願いを申し上げます。毎回，議会に対して分かりやすくきめ細やかに丁寧に説明を
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しようとすることに対して高く評価をしているところでございます。釈迦に説法かも分かりませんが，

一言述べさせていただきます。今回の議案の取り扱いについては，専決処分でいいのではという思いも

あったかと伺っております。専決処分は，先ほど市長も申し上げましたとおり，地方自治法第１７９条

第１項に普通地方公共団体の長において，議会の議決すべき事件について，特に緊急を要するため，議

会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められたとき，または議会において議決すべき

事件を議決しないときは，当該普通公共団体の長はその議決すべき事件を処分することができると規定

されております。このことからも，時間的余裕があるときは，しっかりと議会を開催して，議会の議決

すべき事件は審議すべきだと考えますので，当局の御理解をお願い申し上げます。もちろん，今回の臨

時会は市長の判断により開催されたということは理解をいたしております。また，当局が全員協議会に

おいて各種案件を説明することは，議員にとっては事前に情報が分かり助かっているところもありま

す。しかし，この全員協議会は議会委員会条例に規定された正式な機関ではなく任意的な機関であるこ

とも御認識いただきながら，全員協議会の利点は大いに利用しつつも，全員協議会で説明したから終わ

りでなく，市民に対する情報の公開ということも含め，議会の議決すべき事件は本会議や常任委員会

で，より丁寧な説明をお願いを申し上げます。少し前置きが長くなりましたが，早速質疑をさせていた

だきます。 

 私は社会民主党の関 誠之でございます。報告第５号 一般会計補正予算（第２号）について，質疑

をさせていただきます。 

 その１，８ページの１８款１項１目基金繰入金４，０１５万５，０００円について，先の議会で地方

財政法第７条及び地方自治法第２３３条の２の規定，奄美市財政調整基金条例第２条第2項により，財

政基金積立金として４億６，０００万円を積み立てたとの答弁がありました。 

 ①今回の基金への繰り入れにより財政調整基金の積立の総額と地方債の残高についてお示しをいただ

きたいと思います。 

 二つ目，財政調整基金の今後の積立予想額と地方債残額の関係について御説明をいただきたいと思い

ます。また，県下における奄美市の財政調整基金，地方債残高などの状況についてお示しをいただきた

いと思います。 

 （２）９ページの１１款１項１目農林水産施設災害復旧費１億２，４１４万６，０００円の財源内訳

について。 

 ①災害復旧費の財源としては，国庫支出金が７，７２０万円と少なく，一般財源が多いように思われ

ますが，一般財源の２，５２５万６，０００円についての詳細をお示しいただきたいと思います。以上

です。 

 

議長（竹田光一君） 答弁を求めます。 

 

財政課長（前田和男君） おはようございます。それでは，ただいまの質問について御答弁させていただ

きます。 

 まず，１点目の財政調整基金の積立の総額と地方債の残高についてでございますが，財政調整基金の

平成２６年度末の基金総額は３０億９６５万円となっております。御質問の中にございましたように，

平成２７年度に平成２６年度の決算剰余の積立金として４億６，０００万円，その他基金利子相当の積

立ての見込みを加えまして，今回，更に４，０１５万５，０００円の歳入として繰入れを行っておりま

すので，財政調整基金の平成２７年度末の金額見込額といたしましては，３４億３，１８３万２，００

０円となる見込みでございます。地方債残高につきましては，平成２６年度末では予算書の１１ページ

に示してございますが，３７１億１，１６１万１，０００円でございます。更に今年度の借入償還の見

込みを加えました平成２７年度末では，３６９億９，２７１万５，０００円となる見込みでございま

す。 
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 ２点目の財政調整基金の今後の積立及び地方債残高との関係等についてでございますが，財政調整基

金の積立額につきましては，最低でも予算総額の１割程度，３５億円程度は確保したいと考えておりま

す。また，地方債残高の関係でございますが，財政調整基金は地方債の償還財源として積み立てている

わけではございません。従いまして，地方債残高の額と直接的な関係はございませんので，御理解をお

願い申し上げます。 

 また，県下における奄美市の状況でございますが，２６年度は現在，各県下の集計がまだできており

ません。従いまして，２５年度決算における状況でございますが，財政調整基金の残高は１９市中１３

番目，地方債現在高は同じく１９市中５番目となっております。 

 ３点目の災害復旧の一般財源の詳細についてでございます。まず，農林水産業施設災害復旧費の事業

費１億２，４１４万６，０００円の内訳といたしましては，補助災害で１億４６７万４，０００円，単

独災害で１，９４７万２，０００円となっております。財源内訳といたしましては，補助災害が国・県

支出金７，７２０万円，起債が２，１１０万円，一般財源が６３７万４，０００円となっております。

単独災害につきましては，建物損害共済金５９万円と残る分が一般財源で１，８８８万２，０００円と

なっております。以上でございます。 

 

１１番（関 誠之君） よく理解をいたしました。財政調整基金がかなり積み上がってきておるというふ

うに思いますけども，あくまで財源の不足とか，その他政策的なことに使えるんだろうとは思いますけ

れども，それとともにですね，地方債のほうが先ほど１９市中５位ということでありますが，この地方

債が平成２１年度より増加傾向にあるというふうに思われますけども，このことに対する当局の見解

と，今後の起債計画があればお示しをいただきたいというのが１点。 

 また，先の議会で形式収支が１０億１，８１０万１，０００円と，翌年度繰越額が１億１，００３万

９，０００円ということで，実質収支が９億８０６万２，０００円と，予定額ということで御答弁をい

ただきましたけれども，決算には少し早いようですから，これから計算するとですね，単年度収支がマ

イナスの２万，２億９，６１１万５，０００円というふうに赤字になった予定じゃないかというふうに

思いますが，この単年度の収支の赤字の件について，お分かりになればお示しをいただきたいと思いま

す。以上です。 

 

財政課長（前田和男君） 地方債現在高の増加傾向についての見解と，今後の起債計画ということでござ

いますが，まず，増加要因といたしましては，平成２２年，２３年度は豪雨災害がございましたので，

災害関係の起債が伸びております。また，平成２４年度，２５年度につきましては，住用・笠利両支所

の庁舎建設がございました。これは特殊要因として財源は確保したものでございます。これらが増加し

ている要因というふうに考えております。 

 また，今後の起債計画についてでございますが，当然，これまでどおり財政規律を遵守してまいりた

いと考えておりますが，現在，第二次財政計画を策定中でございます。策定後に議会へも御説明させて

いただきたいと考えておりますので，御理解をお願いいたします。 

 次に，単年度収支が赤になった要因ということでの御質問でございますが，まず，単年度収支につき

ましては，議員の御質問にもございましたように，決算における歳入歳出の差引きである形式収支か

ら，翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額が前年度より増加した場合は黒字，減少した場

合は赤字という表現になっております。したがいまして，平成２６年度は２５年度と比較し，実質収支

が減少したということでございます。このことは，２６年度最終予算計上時点での見込額と決算額の差

が減少したということが大きな要因でございます。 

 また，単年度収支につきましては，どの自治体においても常に黒字ということはございません。極端

な言い方をすれば黒字と赤字が交互にくることで形式収支，実質収支が過大にならないようにするもの

でございますので，御理解をお願いいたします。 
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１１番（関 誠之君） はい，よく理解をいたしました。なぜこの質問をしたかと言いますと，もちろん

備考欄に書いてありますけれども，将来負担比率が奄美市の場合は７３．２と，かなり低くはなってき

ておりますけれども，例えば，同じ人口の日置とか，指宿市に比べるとかなり高いということもありま

して，やはり地方債をどういうふうな形で少なくしていくかというのは，これからの財政運営の一つの

視点になるのではないかなというふうな思いがありまして，この財政調整金並びに地方債の関係を質問

をさせていただきました。 

 先ほど農林水産業の施設災害復旧費ということでありましたが，この詳細がちょっと分かれば，どこ

どこ幾らというのが分かればお願いをしたいと思います。以上ですが，よろしくお願いをいたします。 

 

農林振興課長（大海昌平君） ただいまの質問についてお答えいたします。農業施設災害復旧費につきま

しては，名瀬勝の水路，それから住用にございます市農道の３号線，それから安念勝線，これは金作原

から下ってくる林道でございます。それから奄小のプール裏の山手のがけ崩れ，それとあと大名線，そ

れと笠利が２件で用安の農道と手花部の水路ということになっております。以上でございます。 

 

土木課長（戸田政利君） 関係の災害について御説明いたします。補助災害につきまして，小湊漁港の防

潮堤が５１．８メートル被災いたしまして，これを復旧するものと，あと，単独災害といたしまして，

小湊山田川の土砂の堆積，土砂を掘削するものでございます。以上でございます。 

 

議長（竹田光一君） ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑ないものと認めます。 

 これをもって，質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 この専決処分は，委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，この専決処分は，委員会付託を省略することに決定いたしました。 

 これから，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって，討論を終結いたします。 

 これから，採決に入ります。 

 報告第５号について，採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 この専決処分について，承認することに御異議ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，報告第５号 専決第１１号 平成２７年度奄美市一般会計補正予算（第２号）については，

承認することに決定いたしました。 

                     ○              

議長（竹田光一君） 日程第４，議案第４９号 平成２７年度奄美市一般会計補正予算（第３号）につい

てを議題といたします。 
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 市長に提案理由の説明を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） ただいま上程されました議案第４９号の提案理由を御説明申し上げます。 

 議案第４９号 平成２７年度奄美市一般会計補正予算（第３号）につきましては，小湊小学校校舎改

築事業において債務負担行為を設定するとともに，今年度事業費の調整を行うものでございます。 

 第１表，歳入歳出補正予算につきましては，歳出において工事請負費及び事務費で総額１億５，６８

４万５，０００円を減額し，歳入におきましては国庫補助金６，１５４万５，０００円，市債９，５３

０万円をそれぞれ減額するものでございます。 

 以上，今回の補正予算で１億５，６８４万５，０００円を減額することにより，平成２７年度奄美市

一般会計予算の総額は３０２億６５３万１，０００円となります。 

 次に，第２表，債務負担行為の補正につきましては，平成２８年度までの期間及び限度額を設定する

ものでございます。 

 また，第３表，地方債補正につきましては，今回の事業費の減額に伴い起債限度額の変更を行うもの

でございます。 

 以上をもちまして議案第４９号の提案理由の説明を終わりますが，何とぞ御審議のうえ議決してくだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

議長（竹田光一君） これから，質疑に入ります。 

 通告がありましたので，関 誠之君の発言を許可いたします。 

 

１１番（関 誠之君） おはようございます。社会民主党，社民党の関 誠之でございます。先ほど冒頭

にも申し上げましたが，市長の提案理由説明，私どもはしっかりと分かっているつもりでありますけれ

ども，市民の皆様から見れば，なぜ今日，この議案が提案されたのかということが，私どもは全員協議

会で聞いておりますから，その感覚はありますけれども，市民の皆さんにすればそこが少し分からない

のかなという思いもありますので，通告にはありませんけれども，この小湊小学校の校舎改築が当初予

算に出て，なぜ今，また臨時議会で審議をしなければならなかったのかということについて，まずお答

えをいただいた後に，議案第４９号 一般会計補正予算（第３号）について，私の質疑をさせていただ

きたいと思います。 

 （１）は，今回の補正減額１億５，６８４万５，０００円の根拠と事業年度割合変更ということで伺

っておりますが，平成２７年度９０パーセントを６０パーセントに減額をすると，平成２８年度は１０

パーセント，平成２９年度４０パーセントに増になるということで，国からの事業年度割合変更の連絡

が入って，予算を変更せざるを得なくなったという説明でありましたけれども，このことの今回の補正

減額と，この事業年度割合変更の関係について，説明をいただきたいと思います。 

 二つ目は，１２ページの臨時財政対策債４億２，７９８万２，０００円の財源はどのように充当され

るのか。また，毎年４億円余りの起債が行われているが，直近の３年間の充当の現状と，今後はどのよ

うに使用される予定なのか，特別な使用の方法を考えているのか，お答えをいただきたいと思います。

特別な使用というのは，例えば臨時財政対策債を財源に，市の庁舎の基金積立にしたとか，以前はまた

国保の赤字充当というように思いますけれども，そういったような特別な使用方法が考えられるのか，

考えているのかお答えをいただきたいと思います。 

 三つ目は，１２ページの当該年度中起債見込額３２億９，６１８万２，０００円は，一般会計の起債

額を超えているけれども，その内容について説明をいただきたいと思います。 

 

議長（竹田光一君） 答弁を求めます。 
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教育委員会総務課長（保浦正博君） おはようございます。それでは，お答えします。 

 まず最初の，なぜ今回臨時議会の開催に至ったのかということについて，お答え申し上げます。小湊

小学校校舎改築事業につきましては，当初，平成２７年度中に校舎改築を終え，２８年度において仮校

舎を解体する予定でございました。このことで，我々も事業を進めることといたしておりましたが，発

注業務において国の内示前の着手は困難であるということがございました。それと併せまして，小湊小

学校がフワガネク遺跡の周辺に位置するということで，試掘調査を行う必要があるのではないかという

県からの指導がございました。この点で，スケジュールが約２か月程度伸びるということとなりまし

た。続きまして，一方で国の交付金の財源が２６年度の繰り越しを当てているということでございまし

て，実施自治体におきましては繰り越しができないということから，事業を年度割にする債務負担行為

の補正が必要となってきたところでございます。以上の２点におきまして，今回，臨時議会をお願いし

たところでございます。 

 続きまして，今回の減額補正につきましてですが，債務負担を設定することに伴い新校舎建設に係る

本体改築工事及び電気機械設備工事のうち２８年度において執行する見込みの工事請負費１億５，５２

２万４，０００円と，それに伴う事務費１６２万１，０００円の合計でございます。校舎改築事業にお

きましては，事業を２か年で実施する場合，事業要望時に対象面積などにより各年度の事業割合を決め

る必要がございます。小湊小学校校舎改築事業につきましては，当初，平成２７年度に既設公社４棟の

うち２棟の解体と新校舎の建設，平成２８年度に残る２棟の解体を予定しておりました。このことか

ら，事業割合が平成２７年度９０パーセント，平成２８年度１０パーセントということでございます。

一方，平成２７年度６０パーセント，平成２８年度４０パーセントとすることにつきましては，債務負

担行為を設定することに伴う本体改築及び電気機械設備に係る工事請負費の年度割を設定するものでご

ざいます。このことから，各年度の割合の増減ということではございません。御理解をいただきたいと

思います。以上でございます。 

 

財政課長（前田和男君） 臨時財政対策債についての御質問でございます。まず，臨時財政対策債は普通

交付税の不足額の一部を国と地方が折半し，地方負担分について臨時財政対策債として基準財政需要額

から振り替える仕組みでございます。この臨時財政対策債につきましては，後年度に１００パーセント

交付税算入され，償還財源を担保されていること等により，基本的に一般財源としての取り扱いになっ

ております。したがいまして，平成２７年度予算で計上いたしております４億２，７９８万２，０００

円は一般財源として取り扱っており，特定財源としての充当はいたしておりません。 

 また，直近３年間の充当の現状につきましても，本年度と同様一般財源としており，特定財源として

の充当はいたしておりません。 

 次に，今後の使用の方法についてでございますが，現在，財政規律として起債枠を一般会計２９億

円，全会計で３８億円として設定してございます。臨時財政対策債につきましても，この起債枠の中に

入っているということで，臨時財政対策債の借入額を上限として庁舎整備基金積立金をはじめとする基

金積立金について特殊要因として位置付けをしているところでございます。したがいまして，臨時財政

対策債はあくまでも一般財源でございますので，特別な使用方法ということでは考えておりませんの

で，御理解をお願いいたします。 

 次に，起債の見込額が超過しているのではないかという御質問でございますが，議員御承知のとお

り，予算書の１１ページの地方債の現在高見込みに関する調書における起債見込額には，平成２６年度

から２７年度への繰越事業に伴う起債が含まれております。２７年度の場合は繰り越しの起債額は３億

１，７８０万円でございます。この額を差し引きますと２９億７，８３８万円となり，この額は予算に

計上してございます起債額ですが，予算書の２ページの第１表，歳入歳出予算補正の市債の欄における

補正後の額と一致するものでございます。また，今年度の予算に計上している起債額の中には，名瀬・

住用給食センター建設事業債が１億４，１４０万円，平田浄水場建設に伴う一般会計出資債が２億円，
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過疎ソフト基金積立金の財源としている過疎ソフト債が８，１３０万円を計上いたしておりますが，こ

れらにつきましては償還財源を担保しているということで特殊要因としております。これらの額を差し

引きますと，２５億５，５６８万２，０００円となり，２９億円の枠内ということでございますので，

御理解をお願いいたします。 

 

１１番（関 誠之君） ありがとうございました。臨時財政対策債は一般財源だということはよく承知を

しているつもりですけれども，その使い方として，先ほど言った償還分についてのね，ものをこの財源

から，この財源になるんだろうと思いますけども，積立をすると。非常に財政にあまり影響を与えない

ようなやり方で，非常にいいとは思います。しかしながら，今，財政課長もお答えになったとおり一般

財源ですから，これはもう教育や福祉や，いろんな住民の行政サービスに使うものだというふうに理解

をしておきたいというふうに思います。逆に言えば，それをどこかに積み立てるということは，その

分，行政サービスを何らかの形で我慢をしなければいけないというふうになるかもしれませんので，そ

ういった臨時財政対策債，毎年４億余りの予算が計上されておりますので，しっかりと住民のサービス

に使っていただきたいというふうに思います。 

 それと，起債の関係は何遍もただしておりますけれども，これは非常に重要なことでありまして，前

段質問をさせていただきました起債の枠をしっかりはめておかないと，先ほど将来負担比率ですか，が

ちょっと高いんではないかなと思われますので，そういったことについてしっかりとこの２９億円を堅

持していくということが，将来の財政運営にとっては一番大事なことではないかというふうに思います

ので質問をさせていただきました。 

 そこで再質問でありますが，工事費が１億５，５２２万４，０００円の減額になり，同額を債務負担

したことにより，入札や契約にどのような変化があるのかないのかをお答えをいただきたいと思いま

す。併せて，工事費２億９，５７７万６，０００円の内訳がお示しできればお示しいをいただきたいと

いうふうに思います。 

 それと，今後の詳細なスケジュールがどのようになっているかというふうに思います。それで，先ほ

ど遅延の理由がありましたけれども，県の文化財課にお聞きしましたところ，昨年６月より協議をして

いると，埋蔵の文化財の関係ですね。工事による地下への影響がないよう市教委へ指導したということ

で，地下の状況を把握するため工事前に試掘をしていただきたいということを指導いたしましたと。そ

して文化財課としては，この試掘が不要だと言った事実はありませんというようなことも聞いておりま

すので，もう少しですね，昨年の６月から協議をしているわけですから，何とかならなかったのかなと

いうような気もいたしますので，その辺のところは十分に反省をしながらですね，今後の事務事業執行

に生かしていただきたいというふうに思います。以上です。 

 

教育委員会総務課長（保浦正博君） まず，入札や契約にどのような変化があるのかということでござい

ますが，今回，債務負担行為の設定により２８年度の予算が確保されることから，来年５月末を工期と

しての入札の執行や契約の締結が可能となります。 

 次に，工事費２億９，５７７万６，０００円の内訳につきまして，今年度で完了いたします既設校舎

の２棟の解体工事と新校舎建設に係る杭打工事及び２か年で実施いたします本体改築工事，電気機械設

備工事のうち，今年度実施見込みの工事請負費となります。 

 次に，今後のスケジュールということにつきましてでございます。本臨時議会において審議いただい

た後，入札参加の予備指名，本指名，入札，仮契約まで概ね１か月を見込んでおります。本契約議案に

つきましては，９月議会中での御審議をお願いいたしたいと考えておるところでございます。また，本

体改築工事につきましては，標準工期がおよそ８か月であることから，平成２８年５月末の新校舎完成

を見込んでいるところでございます。以上でございます。 
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１１番（関 誠之君） よく分かりました。それで，この改築スケジュールの中で，遅れてきた，遅れざ

るを得なかったというのが文化財の試掘をしなければいけなかったというふうに思っておりますが，先

ほども申し上げましたとおり，昨年の６月あたりから協議をしていたということと，なかなか分からな

いかも分かりせんが，やはり，先ほど説明があったように２８年度の繰り越しはできないということに

ついてもですね，これは補助金の交付申請する段階で，何らかの形で分からないのかなという思いもあ

りましたけれども，それが分からなかったからこのようなことになったんでありましょうけれども，今

後ですね，やっぱり，そういったことも県・国に気軽に聞けるような体制と言いますか，そういった情

報をしっかりと取れるような体制をつくっていただきたいなというふうに思いますが，そういう意味

で，前段，少しこの全員協議会の案件の説明についてですね，皆さんのほうにもお願いをしたところで

あります。そういうことを受けて，市長，何かこの件について見解があればお聞かせをいただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

 

市長（朝山 毅君） 私の考えを申し述べさせていただきます。今回，この臨時議会をお願い申し上げ，

招集させていただきました。その要因については，災害に対する専決の御報告，そしてまた，今年当初

議会において採決いただきました小湊小学校の建設改築事業についての計画の変更，そして当該年度中

に建設するべき議案でありましたものが，債務負担行為を起こして２年度にまたがるというふうな大切

な事業の計画の変更でありましたので，これを専決するということは議会に対して大変失礼，失礼と言

いますか，議会軽視と言われかねないと。したがって，全員協議会があるということを伺いましたの

で，その席において御理解をいただきますれば，事情をお話申し上げて，そして議会の御同意がいただ

きますれば，臨時議会の招集のいとまが議員の皆さん方にあるようであればお願いをしたいというふう

なことで今日に至ったわけであります。その案件に至る経緯については，やはり，補助金をいただく県

や国との緊密な連携のもとに，事業に遺漏のないような計画をしっかり持てという御教示，御示唆，そ

して，やはり，財源などをしっかりしたうえで，また，事前調査を整えたうえで事業着工というものを

やりなさいという御示唆であろうと思いますので，そのことをしっかり踏まえて，今後の事業執行に向

けての体制整備，また緊張感を持った事業執行に職員ともどもあたっていくようにまいりたいと思いま

すので，御理解をいただきたいと思います。 

 

議長（竹田光一君） ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑ないものと認めます。 

 これをもって，質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 この議案第４９号は，委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第４９号は委員会付託を省略することに決定いたしました。 

 これから，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって，討論を終結いたします。 

 これから，採決に入ります。 

 議案第４９号について，採決を行います。 

 本案は，原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 
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 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第４９号 平成２７年度奄美市一般会計補正予算（第３号）については，原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で本臨時会に付議された事件は議了いたしました。 

 これをもって，平成２７年第１回奄美市議会臨時会を閉会いたします。（午前１０時１４分） 

                    ○              
 以上，本会議の次第を記載し，相違なかったことを認め，ここに署名する。 

                      奄美市議会議長  竹田 光一 

                      奄美市議会議員  川口 幸義 

                      奄美市議会議員  戸内 恭次 

                      奄美市議会議員  元野 景一 
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会期・議事日会期・議事日会期・議事日会期・議事日程程程程    

付 議 事付 議 事付 議 事付 議 事 件件件件    

    



○平成27年９月７日　奄美市議会第３回定例会を招集した。

○会　期　33日間

○議事日程　

月  日 曜 区  分

 1  会議録署名議員の指名

 2  会期の決定（33日間）

 3  議案第50号～61号(12件） 上程  説明

  ※ 全員協議会（本会議終了後）

【議題】平成26年度決算等審査特別委員会構成について

9月8日 火 本会議 1 一般質問 -多田議員，元野議員，平川議員，安田議員，崎田議員（質問順）

9月9日 水 本会議 1 一般質問 -戸内議員，栄(勝)議員，栄(ヤ)議員，関議員（質問順）

9月10日 木 本会議 1 一般質問 -川口議員，西議員，竹山議員，叶議員（質問順）

9月11日 金 休  会

9月12日 土 休  会

9月13日 日 休  会

 1  議案第50号～61号(12件） 上程  質疑  付託

 2  議案第62号(1件） 上程  説明　質疑  付託

総務企画－議案第56号(１件)

文教厚生－議案第51号,52号,57号,60号～62号（6件）

産業建設－議案第53号～55号,58号,59号（5件）

全委員会－議案第50号  平成27年度一般会計補正予算

（第４号）は，所管する各常任委員会に付託

  ※ 請願・陳情付託報告（前議会からの継続審査事件を含む。）

総務企画－陳情第12号，陳情第13号（2件）

（継続分）平成24年陳情第5号,陳情6号，陳情8号,陳情9号（4件）

文教厚生－請願第3号（1件）

（継続分）陳情第10号（1件）

  ※ 全員協議会（本会議終了後）

【議題】平成26年度決算等審査特別委員会構成について

9月15日 火 休  会   ※ 午前９時３０分～各常任委員会審査（文教厚生・産業建設）

9月16日 水 休  会   ※ 午前９時３０分～各常任委員会審査（総務企画）

9月17日 木 休  会   報告書整理・議案等調査

9月18日 金 休  会   報告書整理・議案等調査

9月19日 土 休  会

9月20日 日 休  会

9月21日 月 休  会敬老の日

9月22日 火 休  会国民の休日

9月23日 水 休  会秋分の日

 1  議案第50号～62号(13件） 上程  報告　質疑  討論　採決

 2  請願第３号,陳情第10号（2件） 上程  報告　質疑  討論　採決

 3  陳情第13号,陳情第６号,陳情第８号,平成24年陳情第5号（4件）

上程  報告　質疑  討論　採決

 4  議案第76号～77号（2件） 上程  説明　質疑  討論　採決

 5  発議第６号 上程  説明　質疑  討論　採決

 6  議案第63号～75号(13件）(決算関係) 上程  説明　質疑  付託

一般会計決算等審査特別委員会  議案第63号（1件)

特別会計決算等審査特別委員会　

 議案第64号～議案第75号(12件)

平成27年第３回奄美市議会定例会議事日程

日　　　　　　　　　程

9月7日 月 本会議

9月14日 月 本会議

9月24日 木 本会議
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9月25日 金 休  会　※平成26年度決算等審査特別委員会（一般・特別）

9月26日 土 休  会

9月27日 日 休  会

9月28日 月 休  会　※平成26年度決算等審査特別委員会（一般・特別）

9月29日 火 休  会　※平成26年度決算等審査特別委員会（一般・特別）

9月30日 水 休  会   報告書整理

10月1日 木 休  会   報告書整理

10月2日 金 休  会   報告書整理

10月3日 土 休  会

10月4日 日 休  会

10月5日 月 休  会   報告書整理

10月6日 火 休  会   報告書整理

10月7日 水 休  会   報告書整理

10月8日 木 休  会   報告書整理

 1  議案第63号(1件） 上程  報告　質疑  討論　採決

 2  議案第64号～75号(12件） 上程  報告　質疑  討論　採決

 3  議案第78号 上程  説明　質疑  討論　採決

 4「奄美・琉球」世界自然遺産登録推進特別委員会の最終報告　上程　報告

 5 閉会中の継続審査について

10月9日 金 本会議
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〇 付議事件は，次のとおりである。 

番 号 議案等番号 件              名 議決年月日 議決結果 付託委員会 

 

専決処分の報告について 

（専決第 12 号 損害賠償の額を定めることに

ついて） 

   

(1) 議案第 50 号 

平成 年度奄美市一般会計補正予算（第４号）に

ついて
H27.9.24 原案可決 全委員会 

(2) 議案第 51 号 

平成  年度奄美市国民健康保険事業特別会計補

正予算（第２号）について
H27.9.24 原案可決 文教厚生 

(3) 議案第 52 号 

平成  年度奄美市介護保険事業特別会計補正予

算（第２号）について
H27.9.24 原案可決 文教厚生 

(4) 議案第 号
平成27年度奄美市公共下水道事業特別会計補正予

算（第１号）について 
H27.9.24 原案可決 産業建設 

(5) 議案第 号 
平成27年度奄美市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第１号）について 
H27.9.24 原案可決 産業建設 

(6) 議案第 55 号 
平成  年度奄美市水道事業会計補正予算（第１

号）について
H27.9.24 原案可決 産業建設 

(7) 議案第 号 
奄美市手数料条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
H27.9.24 原案可決 総務企画 

(8) 議案第 号 

奄美市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

H27.9.24 原案可決 文教厚生 

(9) 議案第 号
奄美市農業用ビニールハウス使用料徴収条例を廃

止する条例の制定について 
H27.9.24 原案可決 産業建設

(10) 議案第 号 字の区域の変更について H27.9.24 原案可決 産業建設

(11) 議案第 号 工事請負契約の締結について H27.9.24 原案可決 文教厚生 

(12) 議案第 号 工事請負契約の締結について H27.9.24 原案可決 文教厚生 

(13) 請願第 号
学校給食センターを性急に建設しないよう求める

請願 
H27.9.24 一部採択 文教厚生 

(14) 陳情第 12 号 
防災避難所及び多機能型複合施設建設に関する陳

情
H27.10.9 継続審査 総務企画 

(15) 陳情第 13 号 

陸上自衛隊警備部隊・ミサイル部隊配備に関する

市民への説明会を奄美市長が開催することを求め

る陳情

H27.9.24 採 択 総務企画

(16) 議案第 62 号 工事請負契約の締結について H27.9.24 原案可決 文教厚生
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番 号 議案等番号 件              名 議決年月日 議決結果 付託委員会 

(17) 発議 ６ 号 

子ども医療費無料化に関する意見書の提出につい

て
H27.9.24 原案可決 本会議

(18) 議案第 63 号
平成  年度奄美市一般会計歳入歳出決算認定に

ついて
H27.10.9 認 定 

一般会計決算

等審査特別委 

（19） 議案第 64 号
平成  年度奄美市国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算認定について
H27.10.9 認 定 特別会計決算

等審査特別委 

（20） 議案第 65 号
平成  年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘

定特別会計歳入歳出決算認定について
H27.10.9 認 定 特別会計決算

等審査特別委 

（21） 議案第 66 号
平成  年度奄美市後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算認定について
H27.10.9 認 定 特別会計決算

等審査特別委 

（22） 議案第 67 号
平成  年度奄美市介護保険事業特別会計歳入歳

出決算認定について
H27.10.9 認 定 特別会計決算

等審査特別委 

（23） 議案第 68 号
平成  年度奄美市訪問看護特別会計歳入歳出決

算認定について
H27.10.9 認 定 特別会計決算

等審査特別委 

（24） 議案第 69 号
平成  年度奄美市公共下水道事業特別会計歳入

歳出決算認定について
H27.10.9 認 定 特別会計決算

等審査特別委 

（25） 議案第 70 号
平成  年度奄美市農業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算認定について
H27.10.9 認 定 特別会計決算

等審査特別委 

(26) 議案第 71 号
平成  年度奄美市公共用地先行取得事業特別会

計歳入歳出決算認定について
H27.10.9 認 定 特別会計決算

等審査特別委 

（27） 議案第 72 号
平成  年度奄美市ふるさと創生人材育成資金特

別会計歳入歳出決算認定について
H27.10.9 認 定 特別会計決算

等審査特別委 

（28） 議案第 73 号
平成  年度奄美市と畜場特別会計歳入歳出決算

認定について
H27.10.9 認 定 特別会計決算

等審査特別委 

（29） 議案第 74 号
平成  年度奄美市交通災害共済特別会計歳入歳

出決算認定について
H27.10.9 認 定 特別会計決算

等審査特別委 

（30） 議案第 75 号
平成  年度奄美市水道事業会計の利益処分及び

決算認定について
H27.10.9

原案可決

及び認定
特別会計決算

等審査特別委 
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番 号 議案等番号 件              名 議決年月日 議決結果 付託委員会 

（31） 議案第 76 号 奄美市人権擁護委員候補者の推薦について H27.9.24 承 認 本会議 

（32） 議案第 77 号 奄美市人権擁護委員候補者の推薦について H27.9.24 承 認 本会議 

（33） 議案第 78 号 平成 27 年度奄美市一般会計補正予算（第５号）に

ついて 
H27.10.9 原案可決 本会議 

※前議会からの継続審査

（34）
平成 年
陳情第５号 

公契約における公正な賃金確保等に関する陳情 H27.9.24 採 択 総務企画 

（35） 陳情第６号 

「集団的自衛権の行使を具体化する法案について

廃案にすることを求める意見書」を政府に提出す

ることを求める陳情
H27.9.24 不採択 総務企画

（36） 陳情第８号 
集団的自衛権行使を具体化する「安全保障関連法

案」の廃案を求める陳情
H27.9.24 不採択 総務企画

（37） 陳情第９号 
女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求

める陳情
H27.10.9 継続審査 総務企画

（38） 陳情第 10号 子ども医療費無料化に関する陳情 H27.9.24 採 択 文教厚生
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第３回定例会一般質問通告

９月８日（火）

◎新奄美 多田 義一

１ 産業振興について

１ 風営法の改正に伴う県条例制定について

２ 末広港土地区画整理事業について

１ ８番街区の現状は。

２ 事業区域内の換地状況は。

３ 空き店舗現状と市施策の成果は。

４ 通行量調査の結果は。

５ 様々な角度からの支援が必要と考えるが市の見解は。

６ 旧港埋め立ての進捗は。

３ 子育て支援について

１ 待機児童対策について

２ 幼保一元化について

◎自由民主党 元野 景一

１ 市長の政治姿勢について

１ 名瀬港マリンタウンプロジェクトの重要な一環である，名瀬港商港区整備が本格化に向けて動き

出すが，朝山市長のこの事業に連動する一連の奄美市政に対する見解を伺う。

２ ふるさと納税制度について

１ ふるさと納税制度に対する奄美市の考え方を伺う。

２ 奄美市におけるふるさと納税制度についての取組の現状

３ 地方創生について

１ 奄美大島総合戦略策定の取組について

２ 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業の奄美市における取組について

◎市民クラブ 平川 久嘉

１ 奄美市の魅力化・活性化施策について

１ 奄美の特性を生かした，魅力化に向けての主な事業及び課題

・気候・風土，地理的要件・自然環境を生かした事業

・伝統芸能・文化・住民の生活風習を踏まえた事業

２ 地方，地域の活性化を図る施策および取組の現状及び課題

・若者の雇用を創出する事業

・外海離島の不利性を克服する取組

・人口減少を抑制する取組
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(３) 奄美市の魅力を情報発信する取組 

    ・広報紙の発行・メディアの活用 

    ・シンボル施設，タワーの設置 

(４) 奄美の国立公園化，世界自然遺産登録実現 

    ・国内外に認められる奄美の魅力の情報発信 

    ・観光関連事業の起業・充実 

２ 陸上自衛隊部隊の円滑な配備について 

(１) 部隊配備の概要及び基本構想の業務への理解と協力 

    ・駐屯地等の配置及び施設の建設計画 

    ・奄美カントリー地区工事の工程 

(２) 家族隊員宿舎の誘致による過疎地域の活性化 

(３) 部隊の訓練，災害派遣活動等に対する地域住民の理解と協力 

３ 大島北高等学校の魅力化・活性化支援について 

(１) 小規模校の特性を踏まえた魅力化及び活性化支援活動の状況及び課題 

(２) 北部大島地区の活性化，伝統文化芸能の継承，後継者育成の拠点校としての必要性 

(３) 生徒確保の活動現状及び行政支援 

４ 赤木名本通り拡張整備事業について 

(１) 工事の進捗状況 

(２) 関連事業（上・下水道，まちなみ景観整備）と連動する効率的，効果的な推進 

(３) 工事に伴う地域住民への適時の説明 

 

◎無所属 安田 壮平 

１ 防災 

(１) ７・８月に名瀬地区で起こった火災について 

   ① 被害の状況及び出火の原因は。 

   ② 罹災者へのその後の対応は。 

(２) 今後の防火対策について 

   ① 高齢者など災害弱者のみの世帯が増えつつある中で，情報共有に向けた仕組みを構築すること

ができないか。 

   ② 漏電対策について，行政として支援ができないか。 

   ③ 家庭等への消火器設置について，支援ができないか。 

２ 世界自然遺産登録の推進 

(１) 住用地区の外来種対策について 

   ① 世界自然遺産推進室分室の役割・任務は何で，実際にどのような業務を行っているのか。 

   ② 住用川・役勝川などで確認されたコイについて，どのような対策を考えているのか。 

   ③ 世界自然遺産登録推進基金の主な使途は何か。 

(２) 飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例の運用について 

  ① 転入者への案内はどのように行っているか。 
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  ② 更新制度を導入することについての見解は。 

  ③ 室内飼養を普及させるための取組をどのように進めていくか。 

３ ふるさと納税 

(１) ふるさと納税の活用について 

  ① メリット・デメリットをどのように整理しているか。 

  ② 返礼品を寄附者が選択できるようにしてはどうか。 

 

◎日本共産党 崎田 信正 

１ 市長の政治姿勢について 

(１) 「平和安全法制整備法案」いわゆる「戦争法案」については，国会論戦でその危険性が次々と明

らかになっている。市長の見解は変わらないのか。 

(２) 自衛隊を戦地におくる戦争法案の危険性が明らかになり，不安に感じる市民がいる。説明会・意

見交換が早急に必要ではないか。 

２ 小宿土地区画整理事業について 

 (１) 小宿土地区画整理事業の見通しについて第２回定例会でも質問したが，具体的にどうするのか。

地域の高齢化もあり，不安に感じている住民もいる。 

３ 医療・介護，福祉制度について 

 (１) 国民健康保険制度について 

   ① 国保の都道府県単位化が平成 30年度からとなるが，課題は何か。 

   ② 国保制度への交付金の使途はどうするのか。 

 (２) 介護保険制度について 

 (３) 子ども医療費は中学校卒業までに拡大できないか。 

 (４) 高齢者の交通費助成制度は来年度も継続を。 

４ 奄美和光園将来構想について 

 (１) ３年以内の短期で実現する期間が過ぎたが，どのように総括されているか。 

 (２) ５年以内の中期は平成 28年度まで，６年目以降の長期目標の展望は。 

 

９月９日（水） 

◎無所属 戸内 恭次 

１ 地方創生について 

(１) 奄美市の取組について 

２ 観光関連について 

(１) バニラ効果について 

(２) 空港ビル拡張について 

(３) ＪＡＣへの補助金について 

(４) ＪＡＣからの株主配当について 

(５) 海岸線のゴミ対策について 

(６) フルマラソン大会について 
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３ 市民生活について

１ 平松地区コミュニティーセンター建設について

２ 塩浜地区コミュニティーセンター整備について

４ 農業について

１ 鉄骨ハウス建設について

５ 中心商店街区画整理事業について

１ ８番街区について

２ メートル幅道路のアーケード化について

◎市民クラブ 栄 勝正

１ 市政方針

１ 人口増対策，取組

２ Ｕターン，Ｉターン状況

３ 小学生までの医療費無償化取組

４ 空き家対策の現状

５ 雇用対策

２ 自主防災現状

１ 自主防災の現状

２ 自主防災の運営訓練

３ 観光行政

１ 体験事業の取組

２ 体験学習の取組

４ し尿処理場

１ し尿処理場取組

５ 不登校の現状

１ 不登校の現状と対策

２ 生活困窮者への助成制度について

３ いじめ対策について

◎公明党 栄 ヤスエ

１ 生活困窮者自立支援制度の推進等について

１ 国の生活困窮者自立支援制度の目的及び支援事業

２ 本市における同制度に関する取組状況

① 制度の広報・周知方法について

② 関係部署や関係機関との連携体制について

３ 本市における就労に関する支援の取組について

① 取組状況・成果・課題について（相談内容）

② 今後の取組
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４ 子どもの学習支援等について

① 生活困窮者自立支援制度に関する学校や教育委員会等と福祉関係機関との連携について（通

知）の学習支援に関する概要と本市の対応

２ 市民生活について

１ 歳選挙権について

① 本市における，高校や専門学校生等への広報・周知の取組状況について（出前講座・模擬投票

等）

２ 期日前投票における，宣誓書の事前配布について

① 県内５市が実施しているが，本市での実施はできないか。

② 本市における有権者の投票率向上の取組状況について

３ 救急救命におけるＡＥＤの活用について

① 本市における，ＡＥＤの設置状況を伺う。

② 学校・事業所等への普及啓発の現状と取組を伺う。

③ 時間営業のコンビニ・レストラン等への設置推進はできないかを伺う。

④ 応急手当指導員の現状と育成推進について

３ 世界自然遺産登録について

１ ノネコ・野良猫対策について

① 「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」の市民への広報・啓発の現状と課題を伺う。

② 「飼い猫の避妊・去勢手術支援事業」の取組を伺う。

③ ＴＮＲの推進状況と今後の計画を伺う。

④ 動物愛護センターの機能を持った施設の設置計画はないかを伺う。

◎社会民主党 関 誠之

１ 市長の政治姿勢

１ 奄美市総合計画の現況と今後の課題について

① 市長の目指すまちづくりとは，どのようなまちか具体的にお答えください。

② 名瀬・住用・笠利地区における重点プロジェクトの達成割合はどうなっているのか。

・ 名瀬地区の「ふれあい」「にぎわい」に満ちた中心市街地，多様な市民ニーズに対応できる

都市機能の達成度を示せ。

・ 住用地区の交流人口の増加と地域活性化はどう図られたか。

・ 笠利地区の交流人口の増加と地域活性化はどう図られたか。

③ 観光・一次産業の振興・情報産業の振興の検証

・ Ｈ 年度の予想・農業生産額と総生産額は。

・ Ｈ 年度の予想・入込客数と大型船寄港回数は。

・ Ｈ 年度の予想・情報関連企業数と就労者数は。

④ 将来目標の達成に必要な今後の施策と課題は何か，後期基本計画の基本的考え方について示

せ。

２ 自衛隊警備部隊・中距離地対空ミサイル部隊の配備について
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   ① 全協以降，防衛省から情報の開示はなかったか，市側からの情報開示の要求はしなかったのか。 

   ② 基地に隣接する住民に対する説明会の開催を。 

２ 教育行政について 

 (１) 学校給食センター建設について 

   ① 保護者に対する説明会の概要についての説明を。 

   ② 学校給食センター化はリスクが大きいと考えるが，当局の見解を問う。 

   ③ 給食センター化の議論は充分に尽くされたと思うか見解を示せ。 

   ④ センター整備を来年度以降に延期出来ないか。 

 

９月 10 日（木） 

◎無所属 川口 幸義 

１ 市長の政治姿勢について 

(１) 公契約と公共事業の在り方について 

(２) 奄美市の指名業者ランク付けについて 

(３) 本市指名委員会の在り方について 

(４) ＪＶ（共同企業体）の取組について 

(５) 高額事業の発注について 

(６) 入札業者債権譲渡について 

２ 本場大島紬協同組合について 

(１) 大島紬協同組合販路開拓資金について 

３ 大浜海浜公園について 

(１) 海の家契約について 

  ① 高倉の補修工事について。 

 

◎無所属 西 公郎 

１ 世界自然遺産に向けて大島本島ロープウェイ構想について 

(１) コア部分は何処になるか。 

(２) 歩道，トイレ等の整備をどの様に考えているか。 

(３) コア，バッファー部分の開発許可の申請はどうなるか。 

(４) 水の町住用 今後の整備予定について 

(５) ビジターセンターの予定地について 

(６) 大島本島ロープウェイ構想について本市の考えは。 

２ 保育所待機児童解消について 

 (１) 本市における待機児童数について 

 (２) 解消されない理由は何が考えられるのか。 

 (３) 保育士確保を緊急雇用対策で進めるべきと考えるが。 

３ 教育行政取り分け学力向上について 

 (１) 学校耐震関連工事はいつごろ終了となるのか。 

－ 23 －



 (２) 今後各教室へのクーラー整備をどのように考えるか。 

４ 情報関連について 

 (１) 光ファイバー未整備地区今後の方向性について 

５ 防災及び安心，安全について 

 (１) 平松地区消防団待機室整備の方向性について 

 (２) 住用マングローブパーク子供向遊具の取替え等について 

６ 本市表彰制度について 

 (１) 本市における文化面，芸能面での表彰制度について 

７ 義務教育時における医療費について 

 (１) 小学生の医療費の総額はいくら掛かっているか。 

    医療，歯科の割合等は。 

 (２) 中学生の医療費の総額はいくら掛かっているか。 

    医療，歯科の割合等は。 

８ 自衛隊誘致における基地周辺整備事業活用について 

 (１) 本市における基地周辺整備事業費の活用をどのように考えているのか。具体的にあれば示してい

ただきたい。 

 

◎新政会 竹山 耕平 

１ 市長の政治姿勢について 

(１) 「地方創生」実現に向けた取組状況について（進捗状況など。） 

  ① 本市及び島内・群島が一体となる取組 

   （各総合ビジョン以外に新たな留意点など含め。） 

  ② 自治体・企業・住民が一体となる取組 

(２) 乳幼児医療費助成制度の対象年齢拡大へ向けて。 

   （子どもの医療費助成制度創設へ向けて。） 

(３) 福岡市内への奄美事務所開設へ向けて。 

    トータル産業である観光産業の振興を中心とした取組や経済流通・郷土出身者も多く住み関連

性の高い福岡県との連携の必要性への考え方 

(４) 選挙権年齢拡大に伴う教育現場の在り方について 

    教員の政治的中立への立場の確保と教育委員会の基本的な考え方と指導の在り方，学校現場の

取組 

２ 教育行政について 

(１) 芸術・文化を対象とした九州・全国大会等への補助制度活用の実績について（今後の可能性も併

せて。） 

(２) 命の大切さに対する情操教育への取組について 

   （学校・関係機関・地域との連携） 

 (３) 今の時代，子供から大人まで世代を超えて口ずさめるような日本人の歌が少なくなっていると感

じる。教育長が掲げる歌が響く教育環境づくりにも重要な位置づけと考えるが，音楽の授業を中心
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に学校環境づくりに向けた教育長の見解を。 

３ まちづくりについて 

 (１) 末広港土地区画整理事業について 

８番街区の進捗状況とその周辺街区について（大型集客拠点施設整備と中心商店街の再生） 

 (２) まちなか景観（道路景観・建物協定・一体感ある商店街づくり体制へ向け，まちづくり会社や商

店街との連携）への取組について 

 (３) 公設市場構想について（当初計画と現状，また，将来構想について） 

 

◎公明党 叶 幸與 

１ 市長の政治姿勢 

(１) 自衛隊誘致に伴い芦花部小中学校の存続にも叶った自衛隊員家族宿舎を芦花部に誘致する考えは

ないのか。 

(２) 大熊～有良間のトンネルの計画について 

(３) 世界自然遺産登録に向けた島づたい観光連携，交流の拡充について 

２ 農業振興 

(１) 奄振交付金の農業創出緊急支援事業があるが台風に強い鉄骨ハウスの導入は考えられないのか。 

(２) 平張ハウスの整備事業があるが花き限定で離島が主である。奄美市での導入は考えていないか。 

３ 市民生活 

(１) 下佐大熊住宅の建設計画は，どのようになっているのか。 

(２) サービス付高齢者住宅について市の計画は。 

(３) 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進について 

４ 教育行政 

(１) 月１回の土曜授業について教育長の考えは。また，成果及び課題と今後の方針は。 

 

－ 25 －



    

第第第第 ３３３３ 回 定 例回 定 例回 定 例回 定 例 会会会会    

平成平成平成平成 22227777 年年年年９９９９月月月月７７７７日日日日    

（第１（第１（第１（第１日目）日目）日目）日目）    



9月7日（1日目）

○  出席議員は，次のとおりである。

１ 番 西 公 郎 君 ２ 番 安 田 壮 平 君

３ 番 川 口 幸 義 君 ４ 番 栄 ヤ ス エ 君

５ 番 師 玉 敏 代 君 ６ 番 多 田 義 一 君

７ 番 橋 口 和 仁 君 ８ 番 竹 田 光 一 君

９ 番 渡 雅 之 君 10 番 戸 内 恭 次 君

11 番 関 誠 之 君 12 番 大 迫 勝 史 君

13 番 与 勝 広 君 14 番 叶 幸 與 君

15 番 奥 輝 人 君 16 番 平 川 久 嘉 君

17 番 栄 勝 正 君 18 番 竹 山 耕 平 君

20 番 元 野 景 一 君 21 番 里 秀 和 君

22 番 崎 田 信 正 君

○  欠席議員は，次のとおりである。

19 番 渡 京 一 郎 君

○　地方自治法第１２１条の規定により会議に出席した者は，次のとおりである。

1 朝 山 毅 君 3 福 山 敏 裕 君

4
要 田 憲 雄 君

5
市 川 哲 義 君

6
元 多 政 重 君

7
東 美 佐 夫 君

10 奥 田 敏 文 君 11 三 原 裕 樹 君

19 前 田 和 男 君 21 則 敏 光 君

田 中 義 人 君 泉 賢 一 郎 君

菊 田 和 仁 君 久 保 信 正 君

奥 正 幸 君 大 海 昌 平 君

砂 守 久 義 君 本 山 末 男 君

上 島 宏 夫 君 市 田 利 郎 君

森 山 直 樹 君 保 浦 正 博 君

上 下 水 道 部 長 下 水 道 課 長

建 設 部 長

農 林 振 興 課 長

都 市 整 備 課 長

教育委員会総務課長
兼行革調整監兼給食
センター整備対策監

教 育 委 員 会
事 務 局 長

総 務 課 長 企 画 調 整 課 長

財 政 課 長 市 民 部 長

保 健 福 祉 部 長

商 水 情 報 課 長

市 民 福 祉 課 長

農 政 部 長

商 工 観 光 部 長

副 市 長

教 育 長
住 用 総 合 支 所
事 務 所 長

総 務 部 長

市 長

笠 利 総 合 支 所
事 務 所 長
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9月7日（1日目）

○　職務のため会議に出席した者は，次のとおりである。

元 優 君
71

上 原 公 也 君

70 前 田 賢 一 郎 君 74 麓 浩 登 志 君

議 会 事 務 局 長
議会事務局次長兼
調査係長事務取扱

議 事 係 長 議 事 係 主 査
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議長（竹田光一君） おはようございます。ただいまの出席議員は２１名であります。会議は成立いたし

ました。 

 これから，平成２７年第３回奄美市議会定例会を開会いたします。（午前９時３０分） 

                     ○              

議長（竹田光一君） 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程に入ります前に，諸般の報告をいたします。 

 去る６月定例会において可決されました少人数学級の推進などの定数改善と，義務教育費国庫負担制

度２分の１復元を図るための２０１６年度政府予算に係る意見書ほか２件につきましては，内閣総理大

臣はじめ関係方面に提出いたしましたので御了承願います。 

 また，地方自治法第１０８条の規定による専決第１２号 損害賠償の額を定めることについての専決

処分の報告がありました。 

 次に，地方自治法第２４３条の３第２項の規定により，出資法人の経営状況を説明する書類の提出が

ありました。 

 また，本年第２回定例会において採択しました陳情で，会議規則第１４２条及び第１４３条の規定に

より，市長において処理すべきものとして送付してありました陳情について，その処理経過及び結果に

ついて報告がありました。その内容は，お手元に配付のとおりであります。 

 以上，諸般の報告を終わります。 

                     ○              

議長（竹田光一君） 日程に入ります。日程第１，会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員に，栄 ヤスエ君，関 誠之君，里 秀和君の３名を指名いたします。 

                     ○              

議長（竹田光一君） 日程第２，会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は，お手元に配付の議事日程表のとおり，本日から１０月９日までの３３日間とする

ことに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，会期は，本日から１０月９日までの３３日間とすることに決定いたしました。 

                     ○              

議長（竹田光一君） 日程第３，議案第５０号 平成２７年度奄美市一般会計補正予算（第４号）につい

てから，議案第６１号 工事請負契約の締結についてまでの１２件を一括して議題といたします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） おはようございます。ただいま上程されました議案第５０号から議案第６１号まで

の提案理由を御説明申し上げます。 

 議案第５０号 平成２７年度奄美市一般会計補正予算（第４号）の主な内容につきまして御説明いた

します。 

 第１表，歳入歳出予算補正について，まず，歳出の主な内容を申し上げます。 

 今回の補正予算は，関係する費目に職員の人事異動及び時間外勤務手当の追加に伴う人件費を計上い

たしております。 

 総務費につきましては，総務管理費において庁舎整備基金積立金５億円や，地域振興基金積立金，公

共施設整備事業基金積立金を計上するほか，本庁舎建設に要する経費３，６４４万４，０００円や，街

灯ＬＥＤ化に要する設置補助経費１，７５３万円を追加計上するものでございます。また，戸籍住民基

本台帳費において，マイナンバー制度開始に伴う通知カード通信経費１，５７５万７，０００円などを
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計上いたしております。 

 民生費につきましては，社会福祉費において，平成２６年度臨時福祉給付金事業精算に伴う国庫支出

金返還金１，５４７万６，０００円などを計上いたしております。 

 農林水産業費につきましては，林業費において，松くい虫被害による古損木除去経費や，里山林機能

回復事業に要する経費などを追加計上いたしております。災害復旧費につきましては，去る７月の台風

１２号の災害復旧費として，農林水産業施設及び公共土木施設の復旧予算措置を行うものでございま

す。 

 次に，歳入の主な内容について御説明いたします。 

 地方交付税につきましては，今年度の普通交付税算定額が確定したことに伴い，２億２，３３７万

９，０００円を追加計上するものでございます。 

 その他，歳出に要する財源として，国庫支出金１，９９８万１，０００円，財産収入２，１２７万

８，０００円，諸収入６，０２０万７，０００円，市債５億１，７７１万８，０００円などを追加計上

いたしております。 

 以上が歳入歳出予算の主な内容でございますが，今回の補正で８億５，４２３万８，０００円を追加

することにより，平成２７年度奄美市一般会計予算の総額は３１０億６，０７６万９，０００円となり

ます。 

 次に，第２表，債務負担行為補正につきましては，本庁舎実施設計業務及び住用運動公園トイレ実施

設計業務に係る平成２８年度までの債務負担行為限度額を追加するものでございます。 

 また，第３表，地方債補正につきましては，事業の追加や変更に伴う起債限度額の変更を行うもので

ございます。 

 議案第５１号 平成２７年度奄美市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）の主な内容につき

まして御説明いたします。 

 歳出につきましては，人事異動に伴う人件費として９２７万５，０００円を増額計上いたしておりま

す。また，総務費におきまして電算システム改修業務委託料を計上するとともに，後期高齢者納付金及

び後期高齢者支援金について追加計上いたしております。また，保険税の還付金として２３４万４，０

００円を追加計上いたしております。 

 歳入につきましては，一般被保険者国民健康保険税と一般会計繰入金の人件費及び事務費繰入金相当

額を増額いたしております。 

 今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ１，３３０万２，０００円の増額となり，平成２７年度

奄美市国民健康保険事業特別会計予算の総額は８０億３，５２７万２，０００円となります。 

 議案第５２号 平成２７年度奄美市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）の主な内容につきまし

て御説明いたします。 

 歳出につきましては，まず，人事異動に伴い総務費及び地域支援事業費の各費目について，増額また

は減額計上いたしております。また，前年度の介護保険給付費等の確定に伴い，基金積立金及び諸支出

金を増額計上するとともに，公債費を減額計上いたしております。 

 歳入につきましては，国庫支出金，支払基金交付金，県支出金及び繰入金におきまして，歳出の人件

費分の補正に係る相当額を計上いたしております。また，前年度の介護保険事業特別会計の実績に伴

い，繰越金を増額計上いたしております。 

 今回の補正によりまして，歳入歳出それぞれ４，３７９万２，０００円の増額となり，平成２７年度

奄美市介護保険事業特別会計予算の総額は４９億２，５５１万９，０００円となります。 

 議案第５３号 平成２７年度奄美市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）の主な内容につきま

して御説明いたします。 

 歳出につきまして，まず人事異動に伴い総務費及び事業費の各費目の人件費について，増額または減

額計上いたしております。また，事業費につきましては，維持管理費を増額計上するとともに，事業費

－ 29 －



 

- 30 - 

 

確定に伴い建設費を増額計上いたしております。 

 次に，歳入につきまして主なものは，財源調整に伴い繰入金を減額計上いたしております。また，建

設費の増額に伴う財源として，市債を増額計上いたしております。 

 今回の補正により，歳入歳出それぞれ１，１４６万８，０００円の増額となり，平成２７年度奄美市

公共下水道事業特別会計予算の総額は２０億５，４６６万７，０００円となります。 

 議案第５４号 平成２７年度奄美市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）の主な内容につき

まして御説明いたします。 

 歳出につきましては，総務費において人事異動に伴い関係する各費目の人件費を減額計上いたしてお

ります。 

 次に歳入につきましては，人件費の減額に伴い一般会計からの繰入金を減額計上いたしております。 

 今回の補正により，歳入歳出それぞれ４４５万円の減額となり，平成２７年度奄美市農業集落排水事

業特別会計予算の総額は３億２，８３１万円となります。 

 議案第５５号 平成２７年度奄美市水道事業会計補正予算（第１号）の主な内容につきまして御説明

いたします。 

 歳出につきましては，収益的支出において人事異動等に伴う人件費と営業費用の大川ダム管理負担金

を合わせまして，３３６万５，０００円を減額計上いたしております。 

 また，資本的支出につきましては，建設改良費において人事異動等に伴う人件費を３８４万１，００

０円，配水施設整備費において工事請負費２４０万円，簡易水道整備費において委託料１，５１５万円

を増額計上いたしております。 

 今回の補正によりまして，資本的収入額が資本的支出額に対して不足する３億２２０万２，０００円

は，過年度分損益勘定留保資金３，１２７万４，００００円，当年度分損益勘定留保資金２億７，０９

１万８，０００円，消費税及び地方消費税資本的収支調整額１万円で補填いたします。 

 議案第５６号 奄美市手数料条例の一部を改正する条例の制定につきましては，行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が施行され，個人番号の通知カード及び個人番号

カードの交付が開始されることに伴い，当該カードの再交付に係る事務が生じることから，所要の規定

を整備しようとするものでございます。 

 議案第５７号 奄美市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例の制定につきましては，関係法令の改正に伴い，保育士に係る基準を見直すため所要の規定を整備

しようとするものでございます。 

 議案第５８号 奄美市農業用ビニールハウス使用料徴収条例を廃止する条例の制定につきましては，

平成１４年度に整備いたしました農業用ビニールハウスの老朽化及び耐用年数の経過による当該施設の

貸付の終了に伴い，本条例を廃止しようとするものでございます。 

 議案第５９号 字の区域の変更につきましては，平成２０年度から平成２６年度に実施いたしました

県営畑地帯総合整備事業屋仁地区の換地処分に伴い，字の区域の変更を行うものでございます。 

 議案第６０号及び議案第６１号の工事請負契約の締結につきましては，平成２７年度金久中学校屋内

運動場改築工事（１工区）及び（２工区）の請負契約を締結するため，地方自治法第９６条第１項第５

号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 以上をもちまして議案第５０号から議案第６１号までの提案理由の説明を終わりますが，何とぞ御審

議の上，議決してくださいますようお願い申し上げます。 

 

議長（竹田光一君） 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 明日９月８日午前９時３０分，本会議を開きます。 

 本日はこれをもって散会いたします。（午前９時４８分） 
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議長（竹田光一君） おはようございます。ただいまの出席議員は２１名であります。会議は成立いたし

ました。 

 これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

                     ○              

議長（竹田光一君） 本日の議事日程は一般質問であります。 

 日程に入ります。 

 日程第１，一般質問を行います。 

 この際，申し上げます。一般質問は個人質問とし，各自持ち時間は答弁を含めて６０分以内といたし

ます。なお，重複する質問事項につきましては，極力避けられますように，質問者においてご配慮をお

願いします。当局におかれましても，答弁については時間の制約もありますので，できるだけ簡潔，明

瞭に行われますように予めお願いをしておきます。 

 通告に従い，順次質問を許可いたします。 

 最初に，新奄美 多田義一君の発言を許可いたします。 

 

６番（多田義一君） 議場の皆様，市民の皆様，おはようございます。新奄美の多田義一でございます。

平成２７年第３回定例会一般質問，１番目を努めさせていただきます。 

 質問の前に，少し時間をいただきたいと思います。早いもので合併して１０年目を迎え，３地区の特

徴は違いますが，それぞれの地域を生かすべくさまざまな施策がなされてきました。地域課題の解消は

時間が経つごとにニーズの変化や社会情勢等により形を変え，新たな形に変わるものだと思います。し

かし，基本的に変わらないことはすべてのことは人が想い，人がそのことを行い，時代を作っていると

いうこと。奄美を作っていくのは間違いなく人であります。その中で，政治，経済を中心に動いている

この環境，その中で私たち政治家の役割は大変大きなものであり，改めてその担う責任の重さを感じま

す。合併後，奄美市は人口の現象に歯止めがかからず，少子高齢化，人口流出等の影響が出てきている

と思います。定住促進，経済対策，雇用の確保，子育て支援，医療，福祉政策，どこが欠けてもいけな

い問題であり，人口を増やす，交流人口も増やす視点から質問をしてきます。 

 まず，産業振興についてであります。明治時代より続いている屋仁川通りですが，県内でも３番目の

繁華街として観光客はもちろんですが，多くの市民の憩いの場として１００年余りの歴史ある場所であ

ります。そして，屋仁川は約１，５００人の市民，市民を雇用しているという現在，大きな役割を担っ

ています。一般的な居酒屋やお酒を提供する食べ物屋は１２時までの営業，スナックなどの酒を提供し

てかつ接客をする店は原則１２時までの営業ですが，県条例により鹿児島市の一部，薩摩川内市の一

部，鹿屋市の一部，そして，奄美市の一部，その一部は入舟町・金久町・幸町及び柳町の各一部となっ

ておりますが，その地域は１時まで営業ができる地域となっています。今回，国の風営法改正により，

規制緩和の方向で動いていると聞きました。前から言われているのは，１時までの営業では居酒屋など

からの１２時までの飲んだお客さんの取り込みが厳しいとの声が多く聞かれ，聞かれました。また，バ

ニラエアの就航来，交流人口も増えて，屋仁川はいままでにない期待感を持っています。その中での今

回の改正法は大変大きなチャンスだと思っています。風営法改正に伴う県条例の制定について，奄美市

のお考えをお示しください。 

 次の質問からは発言席にて行います。 

 

議長（竹田光一君） 答弁を求めます。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） おはようございます。多田議員お答えいたします。 

 議員からお話がありましたとおり，改正風営法が今年６月２４日に交付され，１年以内に施行される

予定であります。法改正の内容としましては，先ほど議員からも御案内がありましたが，スナックなど
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の営業時間に関する規制の見直しが行われ，営業延長許容時間の上限が午前１時から条例で定めるとき

までに改められ，県においては法律改正に伴う条例案を本年１２月県議会に上程する予定と伺ってお

り，現在，時間延長を含めた条例の内容について検討が行われているところです。市内の屋仁川飲食店

街は現在も営業延長許容地域に指定されており，今回の法改正により午前１時までの営業時間が延長さ

れる可能性もございます。こうした新たな営業形態の許容や，営業時間の延長につきましては，屋仁川

飲食店街の活性化に資するものと認識しておりますが，騒音や酔っぱらいの迷惑行為など懸念する御意

見もあろうかと思います。現在，県において社交飲食業組合を始めとする事業者の方々や飲食店街周辺

地域のお住まいの方々から幅広く意見を集約していると伺っており，今後，市としてどのような対応が

適切か判断してまいりたいと考えております。以上です。 

 

６番（多田義一君） はい，ありがとうございます。この法改正はおよそ３０年振りだと。平成１１年に

県条例で定められて，恐らく，奄美市は特別地域であるということのようでありますが，先ほど部長の

ほうからもありましたように，原則として深夜午前０時の営業を制限し，ただし，次の場合は午前１時

まで営業時間を延長というのが，もともとの法であり，それが特別地域に指定されている奄美市は１時

までＯＫであると。その後に営業時間延長，営業延長許容時間の上限が午前１時から条例で定めるとき

まで，というのはこの１２月の恐らく鹿児島県の定例会において，この条例が制定されるということな

ので，この９月・１０月・１１月，この段階でやはりしっかりとした聞き取りを行って，一番はやは

り，この屋仁川の活性化につながっていくと。この，今は１時までということで，屋仁川の飲食店は１

時以降の営業が原則できないわけですよね。１時を１０分超えて営業している場合は，これは必ずペナ

ルティが来て，最悪の場合は営業停止または罰金と，大変重たい罰があるわけで，屋仁川の店舗の皆さ

んはその１時っていう時間を原則重視してやっている店がほとんどであります。先ほど，私が言いまし

たが，深夜営業取っていない場合は，１２時までの酒類提供しかできないということで，普通の居酒屋

さんは１２時で営業を終わります。その後に店を移動して入った場合には，場合によっては店のほうが

１時前なのでっていうことでお客さん断る，こういうケースが多々あるんですね。これがもし，２時ま

での営業可能となれば，この残った１時間が経済にやはり大きく付与すると。また，それが雇用にもつ

ながっていくということで，大変，私は大きなチャンスだと思いますので，そこを十分捉えた上で，ま

た，屋仁川近隣町村の皆さん，確かに以前に比べると事件，事故等は多少は少なくなってきていると思

いますが，それでもまだまだいろんな防犯等の問題や，また，傷害，器物損壊，その辺は起こっている

ともお伺いをしてますので，是非ですね，いろんな，さまざまな角度からの聞き取りを行って，市とし

ての方針って申しますが，観光で伸ばそうってしているわけですから，これ，市長ですね，ここを逃す

と恐らく当分はまた変わることはないと思うんですよね。この観光地として売っていくなら，私はこれ

は大きなチャンスであると思いますので，是非，前向きに取り組んでいただいて，１２月までに県のほ

うに何かしらの指針ができるような形ができればと思いますが，市のほうで例えばアンケートなどを採

るような予定はないですか。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 先ほども申し上げましたが，今現在，県のほうがアンケート調査を実施し

ておりまして，県のほうが今のところ，市町村の意向を伺う予定はありませんというお話を伺っている

ところです。あくまでも県の所管事務でありまして，今申し上げました４地区の意見を踏まえた上で，

県が総合的に判断することだろうと思っております。なお，法律が施行されまして，県条例ですので，

もちろん，今回がいいチャンス，時期ではあろうかと思いますが，奄美市だけではなくて，その４地域

の意見がまとまるようであればですね，また，この時期以外，その後についてもですね，何らかの対応

ができるんじゃないかと考えているところです。アンケートにつきましては県のほうが行っております

ので，私どもは今現在はする予定はないということでございます。以上です。 
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６番（多田義一君） はい，分かりました。確かに県の所管する事務，また，条例でありますので，今回

私が質問させていただいたのは，この時期，このタイミングで法改正があったっていうのは，私は紛れ

もない追い風だと思っておりますので，それをしっかり捉えた上で，また，次に施策に展開していただ

けたらと思いますので，是非，よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは，２番目の末広・港土地区画整理事業について質問をいたします。この８番街区の問題って

言いますか現状は，そもそもが，２人の地権者が共同でビルを建てるっていうお話から始まって，そし

て，そこに入るテナントさんとの交渉がなかなかうまくいかなかったと。それで，別々棟を建てるって

いう形での，今，進捗だと思いますが，それ以来何度も説明を受けておりましたが，８番街区の現状と

して，テナント含めた契約等々が現在でどのようになっているのか，お伺いをいたします。 

 

建設部長（砂守久義君） おはようございます。お答えいたします。８番街区の現在の状況についてご説

明いたします。土地所有者は平成２７年１月末に床面積３４０平方メートル，駐車場付き鉄骨平屋建て

の生鮮三食品を扱う施設で，建築確認申請を県へ提出しており，既に許可も下りております。土地所有

者の代理人である開発業者からの交渉の進捗状況等を伺った最新の情報によりますと，土地，建物の賃

貸借契約については９月４日に締結しており，建物所有者から出展予定者へ引き渡し日は平成２７年１

１月１日を予定していると聞いています。その後は出展予定者において，内装工事等を行い，オープン

する予定となっております。なお，建築工事につきましては，昨日より着手しております。市としまし

ても生鮮三食品を扱う店舗が出店することで，商店街への集客効果が期待できることから，出店の誘致

のために中心商店街商業集客拠点施設支援制度の策定を行いながら，１日も早くオープンできるように

お願いをしてきたところでありますので，ようやく出展計画が具体的に整ってきたことで，商店街の活

性化につながるものと期待しております。以上です。 

 

６番（多田義一君） ９月の４日に契約を締結して，１１月引き渡しのオープンは年内に開けるであろう

という内容ですね。これはもう，大分，状況としては進んで，大きな光が商店街の皆さんには差し込ん

でいることだと思い，私も大変喜ぶことですが，一つ大きな不安と申しますか，皆さんは御存知だと思

いますが，地元のスーパーがその近くを購入っていうか，借りているのか購入か分かりませんが，同時

期にオープンするというお話が，今，商店街の中でありますが，確認しますが，この８番街区，その店

舗，店舗同士は恐らく２，３０メートルしか離れてないと思いますけど，このスーパーが二つ同時にで

きるっていう認識でいいんですか。 

 

建設部長（砂守久義君） 先ほど御説明した出店予定者につきましては，平成２５年度末から土地所有者

とも出店に向けての交渉を進めており，現時点で合意形成がなされており，賃貸借契約も締結されてお

ります。また，先日新聞報道がなされました業者につきましても，年明けにはオープンというような記

事が出されたとは確認しております。ですので，同時に生鮮三食品を扱うストアが２店舗オープンにな

る可能性があると私は考えております。 

 

６番（多田義一君） 今，部長が２５年度からお話を進めていると。締結までに２年間を要しているわけ

ですね。このダイワさんが撤退したのちに，この２５年度から交渉を初めて，この２年間でどれだけ人

の通行量が減ったのかですね。今，おっしゃりたいのは，恐らくこのテナントさんと話を進めてきた

と。この状態の中で，分かった上で，当然，地元スーパーは入ってきているというお話だと思うんです

けど，まず一つ，僕が感じるのはですね，この２５年度から何でもう少し早くできなかったかっていう

ことですよね。これ，誰しもがやっぱり待ち望んだことなんですよ。この２年間でどれだけの人がいな

くなり，そして，雇用されていた人は首を切られ，通行量が減ったか。この責任とは言いませんけど，

交渉ごとですからね，その中で，もっと早めに僕，いろんなことができたと思うんですよ。これは結果
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論ですが，ただ，その中で今回，地元のスーパーさんが出てくると。これが普通の状態だと思われます

か，まず一つ確認ですが。 

 

建設部長（砂守久義君） そのことにつきましては，民間事業者の出店計画でございますので，これは事

業者の考えとするところだと理解しております。 

 

６番（多田義一君） 確かに，民間事業者の考えではありますが，この事業を導入したのは市ですよね。

奄美市であって，商工観光部長にお聞きしますが，再度，お聞きします。この２店舗の同時オープン，

これがまず，普通の状態だと思うかどうか，それをちょっと商工観光部長のお考えで結構ですので，お

答えいただきますか。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 先ほど建設部長からもございましたが，それぞれの商業者がお互いの計画

を分かりながら，同時期になるということだと理解しておりまして，それぞれの事業者の方がそれぞれ

経営が成り立つ理念を持って進めていることだろうと思います。いろんな考え方ございまして，２店舗

あると競合の中で続かないんじゃないかとか，どっちか駄目になっちゃうんじゃないかというお話と，

品揃えをですね，幾らか違うことが想定されますので，むしろ相乗効果が出て，返って人通りも増える

んじゃないかというようなお話もございまして，あくまでも経済活動，民間の経済活動の中でのお話で

すので，私どものほうがいろんな見解を申し上げる立場にございませんが，いずれにしましても両事業

者ともお互いの計画を知りながら出展計画をしているという状況でございますので，御理解を賜りたい

と思います。以上です。 

 

６番（多田義一君） 結果は分かりませんが，恐らく，人はたくさん集まって商店街全体のやはり活性化

には，確実につながると思います。一つ，進め方として私が一番問題があったと思ったのは，情報開示

がなさすぎたんですよ，あまりにも。個人のやりとりだということですね。今，議会答弁の中で平成２

５年度から交渉してきたと，話をしてきた，進めてきた，商店街の皆さんに，また，地元の皆さんに，

今こういう状態ですよ，発信をずっとし続けてですね，その間，地元スーパーにも多分何らかの打診は

行っていますよね。その地元スーパーに打診を，市のほうからしたことはあるかないかですね。その辺

はどうですか。 

 

建設部長（砂守久義君） その開発業者のほうから地元業者への出店依頼は過去にありました。 

 

６番（多田義一君） はい。もう，結果なので，もう，これはもういたしかたないとは思いますが，私は

必要なのは，今，部長のほうからもありましたが，もう，両方話はしてるんですよね。時間差があるに

しても。結果的にその二つがですね，こう同時期にオープンするっていう，この異例の形になっている

わけですよ。民間と民間さんがともに判断して出てきていることとはいえ，ここにはやっぱり事業主体

の市もかかわっているわけですから，その中で片方に何ら相談はない状態であればまだしも，両方話を

しているところですよね。これ，僕はやり方として非常にどうなんだろうかっていうのは，常にこう思

ってました。商店街の中に行って，皆さんはすごく喜んでます。喜んで，期待溢れて，もっと人通りが

増えるだろうという期待感を持って，今，皆さんは必死に頑張っているところですが，しかしながらこ

の事業の進め方の中で，私はもっとやはり情報開示して何かしらの方法がとれたんじゃないのかなとす

ごく思いますので，もう，決まった以上はですね，これをプラスに変えていけるように，また，いろん

な支援をですね，是非，行ってほしいと思いますので，よろしくお願いしたいと思います。また，現状

を見守りながら，その都度その課題にまた対応していけたらと思いますので，よろしくお願いしたいと

思います。 
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 それでは，次の事業区域内の換地状況とありますが，換地後の土地利用状況ですね。それについて，

今の現状をお示しください。 

 

建設部長（砂守久義君） お答えいたします。現在の移転後の土地の利用状況についてのことですが，事

業が末広町側から始まっており，港町については仮換地指定を行っていないところがありますので，末

広町の状況についてお答えいたします。末広町の換地につきましては，５１画地あり，４２画地で移転

契約が終了しており，９画地は未契約となっています。５１画地の整備移行等の内訳としましては，建

物整備済み及び整備中が２２画地あり，建物建設計画中が１５画地あります。また，駐車場として整備

されている画地は６画地あり，残りの８画地は現時点で整備計画が立っていない方となっております。

新たな建物整備は商店街を活性化させるためには重要なことと考えておりますので，今後も家賃補助制

度や街中居住推進事業等の施策の周知を図りながら，関係権利者へ建物整備をお願いしてまいりたいと

考えております。以上です。 

 

６番（多田義一君） はい，分かりました。８画地においては将来がまだ確定してないと。この今の商店

街の現状でありますが，やはり，空き地が目立ってきて，駐車場整備がどんどん進んでいると。この中

で，やはり，後々ですね，一番問題になってくると思うのは，全体的な店舗数がまず減ると，人の入り

がなくなってくる。先ほどの商店街の中でスーパー二つっていうことで，大変いいことですが，この駐

車場の整備っていうのは大変重要にはなると思うんですよ。その中で，例えば８，今，区画が決まって

ないと。そうしたときに，その区画を例えば一つにでも集めて，後々ですね，駐車場の整備とか，市の

ほうで，そういうお考えは持ってないのか，あるのかないのかですね，少しお聞かせください。 

 

建設部長（砂守久義君） 今，８画地につきましては，現時点では未整備となっております。これはも

う，個人の方に仮換地として指定をして，渡しておりますので，それを１か所に集約して整備，駐車場

として市が整備するという考えは，今，ございません。 

 

６番（多田義一君） はい。これ，もう，町が形成されてしまったのは，もう事業導入はなかなか難しい

と思うんですよ。こう，今明確になっている部分をいかに捉えて，その地権者の方たちとお話をして，

もう，この際僕はもっとお金をあの地域に投下しなければ，僕，再生難しいと思うんですよ。例えば，

その駐車場の整備の問題にしてもしかり，そうですが，宮崎市の場合は行政の交付金を利用して立体駐

車場を造りました。商店街のど真ん中にですね。解放してるっていう案もあります。パターンもあるん

ですよ。やはり，それぐらいですね，町の今の現状を見ますと市も介入していく必要は，僕はあると思

っているので，是非，今後の推移を見守りながら検討をしていただきたいと思いますので，よろしくお

願いしたいと思います。 

 次に，空き店舗の数がですね，今現在で何店舗ぐらい空いているのか。それとまた，市も施策をさま

ざまな部分で展開しておりますが，その成果をどのように捉えているのか，お示しをお願いしたいと思

います。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 中心商店街における空き店舗の状況につきましては，年１回，３月に調査

を実施しております。近年の調査結果によりますと，平成２５年３月が空き店舗数４９店舗，空き店舗

率を申し上げますと１４．４パーセント，平成２６年３月が空き店舗数５４店舗，空き店舗率が１５．

８パーセントとなり，空き店舗の増加が見られていたところです。直近の平成２７年３月に実施しまし

た調査では，空き店舗数４２店舗，空き店舗率が１２．６パーセントとなり，前年と比較して空き店舗

数と空き店舗率ともに減少いたしております。議員御承知のとおり，昨年４月から中心商店街における

出店支援策として家賃補助制度，あるいはリフォーム補助制度を創設しており，昨年は新たに２５店舗
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が商店街へ出店したところです。なお，今年８月までに認定した件数を加えますと，同制度を活用した

出店数の合計は３４店舗となります。こうした施策が店舗の集積促進に効果があったものと考えており

ます。以上です。 

 

６番（多田義一君） はい，ありがとうございます。確かに数字を見ていくと空き店舗率も２７年度では

１２．６パーセントと，その２５年ですかね，１４．４パーセントからすると，大幅って申しますか，

７店舗は解消できていると。この事業導入の中ですね，末広・港区画整理事業の中で店舗数の数がやは

り減っていっているというのは，これは一定の成果が私は出ているものだと思って，大変評価をします

が，そこで次なんですけども，これも関連しますのでそのまま質問しますが，通行量の調査を毎年行っ

ていると思いますが，その通行量の結果はどのようになっているか，お示しください。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 中心商店街におけます歩行者通行量につきましては，現在，８月，１２

月，３月の年３回実施いたしております。旧名瀬市のときから毎年調査を実施しております１２月期の

結果で御説明いたします。平成２６年１２月の調査で，通行量だけでよろしいですかね，２６年１２月

の調査におきましては，通り会，４通り合計ですが１万１００人という状況でございます。 

 

６番（多田義一君） 部長，今，２６年の１２月，１万１００人ということでしたが，この以前からのは

ないですか。その，これではちょっと比較できないので，何とも言いようがないんですが。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 御質問の趣旨がですね，区画整理事業が入ってからの歩行者の数字を比較

したいっていうことだったと思いますので，ちょっと改めて答弁をさせてもらいます。区画整理事業に

よる工事が本格化しましたのが，平成２２年以降というふうに私どもは認識しておりまして，直前の平

成２１年１２月の調査結果を改めて申し上げます。このときが１日の通行量が，合計，４通り合計で１

万４，８２８人でございます。従いまして，このときと比較しまして４７２８人，３１．８パーセント

減少しているということでございます。以上です。 

 

６番（多田義一君） はい。今，事業導入前と事業導入後で４，７２８名，これ，１２月期の数字という

ことなんですが，この１２月期を外したデータってのはありますか。先ほど，８月，１２月，３月に調

査を行っているということでありますが，その１２月以外の数字はありますか，今。あればちょっと出

してください。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） それでは，３月と８月期のデータがある範囲内で御説明いたします。先ほ

ど２１年で申し上げましたが，３月，８月期は２２年３月のデータがございます。このときの通行量が

９，５９６人，それから同じく２２年の８月が７，７０５人でございます。比較をするために，こちら

のほうではですね，２７年３月の通行量が６，５５６人，先ほどの２２年３月と比較しまして３，０４

０人の減，率にしまして３１．６パーセントの減少です。同じく８月のデータですが，８月につきまし

ては５，３２２人です。２７年８月でございますが，先ほど申し上げました２２年８月と比較して２，

３８３人，３０．９パーセントの減少となります。以上でございます。 

 

６番（多田義一君） はい，分かりました。やはりこの１２月期と８月期，３月期っていうのは人数のほ

うが大分違うわけですね。その中で事業導入前と事業導入後，この２７年においては３０パーセントの

通行量が減少していると。この厳しい数字が今の現状なんですよね。昨今の商店街を見ますと，４０年

間商売をされてた方が辞めてしまうと，大変大きな決断をし，また，寂しい思いをしたであろうと思い

ますが，その中で私は先ほど来空き店舗の状況で区画整理の換地，土地の利用状況ですね，ということ
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をお聞きしました。そして，先ほど部長のほうからありましたが，ある一定の市の施策について成果は

出てると思うんです。しかしながら，この家賃助成は２年間ですよね。２年間で，最近多く聞かれます

のは，２年やってみようと。２年やって駄目であれば３年目はもう撤退しようと。例えばですね，家賃

２０万円のところを借りて，２年間１０万円ですよね。１０万円で，３年目から２０万に家賃が上がる

と。ですね，３年目から２０万上がると。この状況で３年目以降進んでいけるかっていうと，なかなか

厳しいのが現状だと思います。なので，一時的に今は，先ほど空き店舗数も４２店舗と，改善率，店舗

の空きで言ったら１２．６パーセントと改善はされているものの，この２年後っていうのは，恐らくも

っと減るであろうと。その間，毎年事業申請するわけですから，多少の増減はあるにしても，継続して

いくっていうのはなかなか厳しい政策なんですよね。ってのは，これはもう，御存知だと思いますけど

も，そこで私は，５番目の質問ですが，そのいろんな角度からですね，支援の方法は多くあると思うん

ですよ。それを今の段階で結構ですので，どのように考えているのか，また，必要と考えているかどう

かをお聞かせいただきたいと思います。 

 

市長（朝山 毅君） おはようございます。ただいまの御質問に対して私のほうで答弁させていただきま

すが，現在行っております出展支援制度は中心商店区域の空き店舗に対し，議員がお話になった２年間

の家賃補助を行う制度で，平成２６年度から２８年度末までの出店に限った制度になっております。現

在，行っております支援策といたしましては，中心商店街で営業している店も含めて，店舗の魅力アッ

プのためのリフォームに対する補助金，中小企業振興資金など鹿児島県の制度融資を活用した際に発生

する開発基金への保証料に対する補助，利用者の実質負担を軽減し，資金調達に対する利便性の向上を

図っているところであります。また，開発基金との連携により，これまで対象とならなかった業種に対

しましても，中心商店街以外の事業所については地域活性化，雇用促進資金の直接融資の対象とするな

ど，関係機関とも連携をした支援策を講じているところであります。議員御提案の家賃補助と，また，

利子補給等に対する支援策については，これからの一つの課題でもありますが，中心商店街を活性化，

いかにするかという観点から，通り会連合会との皆さんとも議論をしながら，検討してまいりたいと考

えておりますので，どうか御理解をいただきますようによろしくお願いいたします。 

 

６番（多田義一君） はい，ありがとうございます。やはり開発基金の支援というのは，大変大きなもの

があろうかと思いますが，その家賃を２年間補助すること。それと，例えば先ほど言った利子補給，こ

の分に関して市のほうから助成をしましょうと。５年間ですね。恐らく，ケースとしてさほど大きな開

きはないと思うんです。助成金額がですね。金額の中でです。このどちらの施策が有効なのかってい

う，早急なこう方向って言いますか，示していかないと，この事業の最終年度，今の予定から言ったら

最終年度，何年ですか。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 先ほど来申し上げております制度は２年間ということでですね，２８年度

末までに出店したりリフォームをしたり，そういった施策が多いんですが，私どもの基本的な考えは空

き店舗あるいは中心商店街のお店をですね，集約，集積，促進するための効果を早く出すということ

で，現在，２年間というスパンを作って，なるべく皆さんが早く中心商店街に来ていただくような思い

で施策をやっているわけです。もちろん，ここではっきり申し上げることではないんですが，この制度

が完了したあとにですね，そのときのまた状況を見て，どのような期間の制度が，今のような制度が，

また，延長が必要なのかどうかもひっくるめてですね，改めて，今，中心商店街の活性化基本計画の見

直しも行っておりますので，その中で再度議論しまして，新しい組み立て，今の制度の継続も含めてで

すね，どのような仕組みを行ったらよいか，総合的に判断させていただきたいと思います。以上です。 

 

６番（多田義一君） 建設部長にまでお聞きしますが，区画整理事業の今の最終年度予定はいつですか。 

－ 39 －



 

- 40 - 

 

 

建設部長（砂守久義君） 区画整理事業につきましては，平成３０年度を完成予定としております。 

 

６番（多田義一君） はい。関連してますので次の質問までしますが，旧港の埋め立ての進捗状況と完成

年度をお示しください。 

 

建設部長（砂守久義君） 名瀬港本港地区の埋め立て事業につきましては，県施工の岸壁及び緑地並びに

臨港道路の整備と，市と開発公社が連携し都市機能用地の埋め立て整備を一体となって行う事業でござ

います。このうち，開発公社による埋め立て部の現在の進捗状況を申し上げますと，長期にわたり課題

となっておりました関係権利者との交渉がまとまり，保証契約を締結することができたことを受け，埋

め立て工事を発注し，８月に工事請負契約を締結したところでございます。埋め立てにつきましては平

成２８年度末に竣工予定で，平成２９年度から３０年度に道路などの整備を行い，平成３０年度から土

地の処分を行う計画となっております。以上でございます。 

 

６番（多田義一君） はい，分かりました。私はこれを聞いたのはですね，今，部長のほうから最終完成

年度は３０年であると，３０年度ですね。区画整理事業の最終年度も３０年度でありますね。その中

で，この家賃助成であったり，市の政策が展開されているわけですが，もう，およそあと３年，３年を

目処に，この名瀬の市街地，大きく様変わりするわけですよ。確実に変わるんです。そこで，今の市の

施策，制度，これ，僕は悪いとは言いません。すごく効果挙げていると思いますので，新たな支援策っ

ていうのは，僕，必ず必要になってくると思います。そこで，冒頭に戻りますが，その中で例えば今の

現状ですよね。スーパーが２店舗，１０月に同時にオープンすると。これはこれでいいことです。しか

しながら，あとの施策もどうするか。通行量も３０パーセント減っているわけですね。これを，事業導

入前まで戻すこの責任って申しますか，その成果をやはり市がしっかり明確にですね，持つっていうこ

とが僕は必要だと思うんです。最低でも事業導入前までの原状に戻していくと。このような目標がなけ

れば，私は多分成功しないであろうなと思うので，この辺の基本的な考え方っていうのは，部長，どの

ようにお考えですか。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 先ほども申し上げましたような施策の見直しも含めてですね，今，中心市

街地活性化基本計画の国の認定に向けて作業を庁内で進めておりますが，２８年度，国の認定をいただ

けるとしましたら，２９年度からの５か年計画を作る予定でございます。３３年度までということにな

りますが，先ほど来申して，お話が出てますように，概ね３０年度でハード的な事業が完了いたしま

す。私どもの計画は３３年度までですが，それをまた踏まえてのソフト的な事業展開，中心商店街とし

てどのような施策が必要かっていうことも大事でございますので，一つの期間の考え方として２９年か

ら３３年度の間に，先ほど，今現在やってる制度も含めて，なおかつ新たなどのような施策が必要かを

ひっくるめて，この５か年計画の中でしっかりと事業の組み立てをしていきたいと思います。よろしく

お願いします。 

 

６番（多田義一君） ここで少し建設部長のほうに確認しますが，平成１６年，１５年，埋め立ての計画

があった当初ですね，計画の当初，これは２期工事に分かれてて，旧港埋め立てが１期，漁協から右サ

イド，小浜側が２期工事であると。しかしながら，鹿児島県の判断により，まずは１期工事だけしなさ

いというのが今の旧港埋め立てだと思いますが，その旧港埋め立てが完了したのちに，全部売却できま

したとなれば，これは２期工事として小浜側も埋め立てるんですか。その計画はどうなっているのか，

お示しください。 
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建設部長（砂守久義君） 名瀬港本港地区埋め立て事業２期工事につきましては，現在の漁協前船溜まり

の埋め立て事業でございます。名瀬港港湾計画におきましても，緑地及び都市機能用地として整備する

計画となっておりますが，現在進めております１期工事が竣工したのち，土地の利用状況や処分状況を

見ながら名瀬港の管理者であります県と協議を行うこととしておりますので，御理解をお願いいたしま

す。 

 

６番（多田義一君） 今，少しちょっと分かりづらかったんですが，やるんですよね。やる，やるんです

よね。その確認です。 

 

建設部長（砂守久義君） １期工事の需要調査を見ましてですね，処分状況を見ながら土地利用として，

また，名瀬の企業の皆様方が必要かどうか，需要調査を行いましてですね，県と協議をしてまいりたい

と，今，考えておるところです。 

 

６番（多田義一君） 分かりました。今の答弁からすると需要があればやりますということで認識しまし

たので，商工観光部長，先ほど３３年度までの事業計画であると。その中で先ほど旧港は３０年度に埋

め立てが完了，恐らく３１年度には，１年間ほど寝かさないといけない時期があると思いますので，３

１年度以降はですね，恐らく建物が建っていくんですよ。そこに観光であったり物流であったり，緑

地，宅地，遊技，娯楽ですかね。この分でどんどん建っていきますので，確実に今の港地区には人が集

まって来ますね。来ます。先ほど部長のほうからもありましたが，２期工事で小浜側の旧港のほうです

ね，旧港から右側のほうですが，埋め立ても需要があれば行うということは，名瀬の中心っていうの

は，今から大きく変わろうとしてるんですよね。その辺までの計画をしっかり持って，商店街の支援策

を打ち出さないと，小さなスパンで商店街だけ見た事業を導入しても，なかなか集積は難しくなるって

いうのが現状なんですよ。なので，僕は何を言わんとしてるかっていうと，今のこの全体的な状況の中

で商店街の支援策をどのように行っていくか。その計画の中に，その２期工事の埋め立ての，そこまで

入っているのかどうかですね。ビジョンとして。それを入れていかないと，また，後手後手に回った僕

は政策になりかねないと思うんですよ。そのときにですね。もう決まっているわけですから，決まって

る，計画はあるわけですから，そこの辺まで十分踏まえた形での計画をお願いしたいと思いますが，部

長，いかがですか。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） なかなか難しいテーマでございますが，少なくとも埋め立て事業が完了

し，そこの土地でいろんな事業が展開されることを想定した，今の区域での商店街の活性化の方策につ

いては検討したいと思います。埋め立て地が新たな商業地域を形成するかとは，また違う話だろうと思

いますんで，少なくともあらゆるハード事業，埋め立てを含めたハード事業が進んでいく情勢を踏まえ

た活性化策は念頭に置きながら，しっかりと作っていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

６番（多田義一君） はい。今の商店街をもっと人を呼び込むためにですね，呼び込むために，この三角

のゾーンにやはり何かしら必要なんですよね。必要なってきて，この中心地に人を呼び込むっていうの

を念頭に置いた上で事業を進めていく必要性は，これは僕はすべてにおいてあると思いますので，是

非，これは建設部，また商工部も連携をした形で，支援策，またさまざまな施策の展開をお願いしたい

と思います。 

 それでは，子育て支援についてお聞きいたします。待機児童対策についてでありますが，現在，春日

保育所，そして朝仁保育園はもう増床が終わって受け入れてると思いますが，現在のその待機児童の解

消について，この先のビジョンがあればお示しいただきたいと思います。 
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保健福祉部長（泉 賢一郎君） まず，奄美市全体の保育所の待機児童の状況についてでございますが，

今年度の４月１日現在の待機児童数は１５名で，昨年度同時期と比較しますと１０名の減少となってお

ります。６月には４１名，直近の８月１日現在では６１名で，昨年同時期比３名の減少となっておりま

す。近年の傾向といたしまして，名瀬地区では定員を上回る申し込みがある一方，住用・笠利地区では

定員割れという状況でございます。名瀬地区におきましては，保育所の定員が全体で７６０名のとこ

ろ，９０名上回る８５０名を受け入れているところでございます。議員おっしゃいました春日保育所に

つきましては，来年の４月から定員が３０名増える予定でございますが，現在の春日保育所の定員は９

０名でございますが，これに対して入所している児童数は定員を超える１１０名で，現在，待機児童が

１０名いらっしゃいます。ということは，定員数を３０名加えた１２０名ちょうど，今時点で定員に達

してる状況という現状があります。従いまして，市全体の待機児童が完全に解消されるとは一概には言

えない状況でございます。このような状況を踏まえ，奄美市子ども・子育て事業計画で予定している取

組といたしまいて，新制度であります地域型保育事業について検討をしたいと考えております。この事

業は待機児童が多い０歳から２歳までの保育を実施する事業で，定員１９名以下の小規模な保育事業を

奄美市が認可をする事業です。地域型保育事業のうち，定員５名以下は家庭的保育事業，定員６名以上

１９名以下は小規模保育事業という名称の事業でありますが，いずれも待機児童解消のためには有効な

事業であると考えております。事業計画では平成２９年度に待機児童０の目標を掲げ，今述べました新

制度の導入に向け，既存の認可外保育施設など新制度への移行促進に努めることなどを含め，待機児童

の解消を図ってまいりたいと思っております。 

 

６番（多田義一君） 少し，時間がありませんので，次のこの幼保一元について，ここは認定保育園など

名称があり，もう，平成１６年度当初ぐらいから議論をずっとされていると思いますが，今のこの現状

ですね。まず，取り組んでいくのかどうか。これは両サイドからの話を伺いたいと思いますので，お願

いしたいと思います。 

 

保健福祉部長（泉 賢一郎君） 認定こども園についてのお尋ねですが，幼稚園と保育所の機能の特徴を

併せ持ち，地域の子育て支援も行う施設で，新制度では認可手続きの簡素化などにより，新たな設置や

幼稚園，保育所からの移行もしやすく，普及を図るということになっております。また，保護者の就労

状況の変化にかかわらず，通い慣れた園を継続して利用できる施設であることや，保育所機能を併せ持

つことから，待機児童を解消するための対策としても必要な施設と考えております。策定いたしました

奄美市子ども・子育て支援事業計画でも，今後，認定こども園の普及を図るとしております。既存の幼

稚園や保育所から認定こども園の移行が考えられますが，今後は私立幼稚園，私立幼稚園の動向なども

踏まえながら，教育委員会とも連携をして検討をしていきたいと考えております。 

 

６番（多田義一君） 教育委員会サイドはどのように，この幼保一元，これを念頭に入れているのかお聞

かせいただきたいんですが，そういう議論とか，過去ありましたでしょうか。あったかなかったかだけ

で結構です。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） 一元化についてですが，保健福祉部のほうの保育所と教育委員会が

所管してます幼稚園が関係をしているということで，内部での一元化をどうするのかというような話は

したことがございます。 

 

６番（多田義一君） はい。再度確認ですが，その議論はしたことがあると，今までですね。結果的に，

今の現段階で移行されてないわけですから，やるかやらないかっていう部分で言うと，どうでしょう。

これは答えにくいと思うんですが，これは市の施策にも大きな影響があるもんですから，教育委員会の
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立場としてこの幼保一元に今から取り組んでいくのかどうかですね，まずここを外して，福祉部外して

どのようにお考えているかお聞かせ願いたいと思います。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） 今，この場で私のほうからするしないというお答えはちょっとしか

ねますが，今後，保健福祉部のほうとこのことについては，当然，今後協議をして，方針をどうするの

か決めないといけないというふうには考えております。 

 

６番（多田義一君） はい，分かりました。なぜ僕が聞いたかって申しますと，この連携っていうのはな

かなかやっぱり今まで取れなかったわけですよ。もう，今の現時点で，こういう議論が出てもう１０年

ちょっとなるわけですね。できてるんだったら，もう既に移行されていると思いますが，なかなかでき

ない現状の中で，私は部長に，やっぱり再度お願いしたいのが，この市長，そうですけど，この奄美市

の子育てのよさっていうのは何ですかって聞かれたときに，今の現状ですね，まず待機児童の解消すら

できていない。その待機児童っていうのは，口でこう話して，こう聞いてて，皆さんどのようにお考え

か分かりませんが，実際大きな問題なんですよね。大きな問題で，働きたいお母さん，お父さん，働け

ないんですよ。子ども預けられないとですねってことですよね。これ，民間のほうには，今恐らく２０

０名以上の子どもが，民間のほうにもいるんですよ。部長は先ほど，春日が増えて１０名，待機児童の

解消にはなりませんがってお話でしたが，恐らく，これは増やしていっても民間からの移行であった

り，やはり，その役所のほうで手続きをしたいっていう方は，今後，恐らく増えてくると思うんですよ

ね。これ，今，子ども全体の数ではなくて，今，市が管理している認定されている保育所の話ですか

ら，実際には子どもさんっていうのはまだまだたくさんいるわけですね。その中で，まず，待機児童０

っていうのは，これ，市の大きな柱と僕はして考えなくちゃいけないと思うんですよ。先ほど，２９年

度にはゼロにしていくと。ここももう，前倒ししてもいいと思うんですよね。２９年度やるではなく

て，来年度にはもうゼロにします，こういうこと，僕は必要だと思いますが，この件についてどうです

か。 

 

保健福祉部長（泉 賢一郎君） ２９年度までに０にするということですが，この０にするという，例え

ば２年ほど前に横浜市が待機児童０になりましたけど，この０というのは４月１日現在０ということで

あります。それ，そういう点からの目標で言えば，数字上２年後に０にするのは，本市でも可能ではな

いかと思います。ただ，一時的に０になるのではなくて，現状として年度途中でどんどん増えていく現

状がありますので，そういった対策を取るために，今，新制度の導入に向けて取り組んでいるところで

ございますので，御理解をお願いいたします。 

 

議長（竹田光一君） 以上で，新奄美 多田義一君の一般質問を終結いたします。 

 暫時，休憩いたします。（午前１０時３１分） 

                     ○              

議長（竹田光一君） 再開いたします。（午前１０時４５分） 

 引き続き，一般質問を行います。 

 次に，自由民主党 元野景一君の発言を許可いたします。 

 

２０番（元野景一君） 自由民主党の元野景一です。平成２７年第３回定例会にあたり，一般質問をいた

します。本日は傍聴席に民生委員，児童委員の皆さん方が真剣なまなざしで見つめていらっしゃいま

す。かつて，私も一緒に民生委員として動いたこと，思い出します。これは大変，市民の最前線で苦楽

を味わいながら，その胸の中に育みながら一生懸命なされている姿を思い出しますが，私たちも議員も

その皆様方の声を聞きながら一生懸命努めてまいりたいと思いますので，どうぞよろしくお願いいたし
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ます。 

 奄美市では先の７月に柳町にて大火があり，続いて８月に井根町にての大火，金久地区での連続の大

火に驚きと落胆は隠せません。行政当局はもとより，行政当局のチェックを果たす私たち議会も，特に

広域消防の消防議員の部署に籍を置く１人として，大変なショックでした。反省，検証，対策は当然の

こととして，被災に遭われた方々に万全の対策を，そして何より，柳町火災においてお亡くなりになっ

た方のご冥福をお祈りしたいと思います。重ねての願いですが，被災に遭われた方々の今後の生活を再

出発するための万全の対策，対応を節にお願いするものであります。 

 質問に入ります前にもう少し所見を述べさせてもらいたいと思います。私たちの国会論議，国内マス

コミの報道を聞くにつけ，最近の日本の日本語の捉え方，日本語の個と個に伝える言葉がどうも摩訶不

思議な現象を起こして耐えられないというのが私１人の思いではないと思います。日本の国家の大切

な，自分の国の安全を守り，国民を安心・安全へと守り抜くために，戦後タブーとされた日本の防衛上

の法整備を時代の流れに合わせて，近隣諸国の動向，科学技術の進展に沿うように，近代化の対応等防

衛の怠りのないきめ細かな整備をして，これだけの戦後経済発展を成し遂げ幾多の時代の変化の危機的

状況にも国民の勤勉さと国家としての品格を作り上げ，その国民の総合力で乗り越えてきた大切な我が

国の姿を，この平和国家をどんな状況が起きようとも微動だに動じない落ち着いた日本の国力でその現

実を守り抜く姿を保たんがために，安倍内閣は平和安全法整備法案として，国会における異例の時間を

かけて丁寧に丁寧に審議を尽くしている真面目な整備法案に，どこにも書いてない，むしろ戦争を起こ

さない，戦争しない配慮のためのこの平和安全法整備法案をいつの間にか言葉のすり替え，造語，自分

たちに都合のいいふうに作り替えていく，伝えていく言葉のこの魔術でもって混乱に持っていく意図

が，私にはどうしても感じられて仕方ありません。ここで，この論議を延々とするつもりはありませ

ん。国民が落ち着き，本当の平和，戦後激動の東西冷戦構造の世界の中で現実の歩みの日本が選択して

きた自由主義陣営の中で，ひたすら経済を立て直し，国の力に応じた自国の防衛を，専守防衛の基本姿

勢を堅持し，及ばないところは日米安全保障でしっかりと補てんして，ここまでの繁栄と国家の安全を

持って来れたことを私たちはしっかり心に持たなければならないと思います。長い時代の移り変わりに

対応しきれない矛盾を勇気を持って，丁寧に丁寧に法整備をしていく作業，これが平和安全法整備法案

であります。これを，責任を持って説明し冷静に進め，国の的確な，世界に信頼される政治を進めてい

くのが，自由民主党の責任政党の現実の姿であることを申し上げたいと思います。 

 それでは，質問に入りたいと思います。まず，質問通告に沿ってお尋ねをしていきたいと思います。

１の市長の政治姿勢についてであります。先日，７月１７日付け地元新聞において，名瀬港，名瀬港商

港区埋め立て開始への本格整備が，本港区整備が本格的にと報じられました。これは，待ちに待った奄

美市民の願いがいよいよ動き出すわけでありますが，そこで朝山市長にお尋ねをするのですが，名瀬港

マリンタウンプロジェクトの重要な一環であります，この名瀬港商港区整備は始まるとして，朝山市長

のこの事業に連動する一連の奄美市政に対する見解を，まず，お伺いしたいと思います。これは，大変

大きな奄美市の新しい始まりだと思います。よろしくお願いいたします。 

 以下の質問は発言席から質問させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

議長（竹田光一君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） それでは，元野議員にお答えさせていただきます。冒頭，元野議員の高まいなる政

治姿勢を拝聴させていただきました。ただいまのマリンタウンに関する御質問につきましては，先ほど

の議員の御質問にも関係いたしますが，私のほうで概略，申し述べさせていただきたいと思います。名

瀬港本港地区の公有水面埋め立て事業につきましては，長年の課題でありました関係権利者との保証に

ついて契約締結に至り，埋め立て工事に先般着手したところでございます。関係権利者の皆様には長期

間にわたる話し合いとなりました。その間，ご苦労をおかけしましたが，事業の趣旨への御理解と御協
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力を賜りましたことに対し，感謝を申し上げているところでございます。名瀬港マリンタウンプロジェ

クトにつきましては，市街地への人口集中による土地の不足や中心市街地の活性化という課題に対処す

るため，中心市街地とマリンタウン地区が密接に結びつき，それぞれの機能を相互に補い合いながら，

かつ相乗的な効果を発揮するような，一体感のある高い広域的な拠点づくりを目指して，港造りとまち

づくりの連携を図る整備を促進することといたして，旧名瀬市時代から進めている事業でございます。

港を核としました観光振興を目指すため，郡都奄美市の海の玄関口に相応しい港として，また，快適で

安全・安心な生活空間作りを目指してまいる事業であります。新しい町の魅力と機能性を高めるため，

整備を図ることといたしておりますので，市民の御理解，そして議会の御協力を節にお願いする事業で

ございますので，よろしくお願い申し上げます。 

 

２０番（元野景一君） １番目の質問の多田議員の質問に，このお話もありましたので，非常に私たちが

いかにこの埋め立てが始まることを待っていたか，そういうことが私も多田議員の質問を聞きながら思

っておりました。奄美市のこのマリンタウンをもとにしてのですね，デザイン，これは大変重要なデザ

インだと思います。恐らくこれが始まって，これが完成する暁には，先ほど多田議員も言ったように大

きく奄美市が変わる。それだけにですね，これから向こう何１００年，１００年，２００年のサイドで

言っても，この埋め立てのどう使ってくるか。埋め立て地をどうデザインしていくか。埋め立て地を今

まである中心市街地にどう結びつけていく，大変重要な課題だと思いますが，ここでお聞きしたいの

は，この設計って言いますか，計画，構想，これは今，どのようになっているか，ここをお知らせいた

だきたいと思います。 

 

建設部長（砂守久義君） 名瀬港のマリンタウンプロジェクトの土地利用につきましては，平成１８年当

時に需要調査を行い，アンケートを行いましてですね，その需要調査に基づきまして各ブロックの土地

利用を計画して策定しております。これが，先ほど多田議員にも答弁しましたけど，平成３０年完成予

定となっておりますので，埋め立てが今回２７年・２８年埋め立てを行いますので，改めまして土地の

需要調査は行っていって，今後の土地利用計画を考えていきたいと，今，考えておるところでございま

す。 

 

２０番（元野景一君） 分かりました。一応，そのように埋め立て後，埋め立てを目途にしてその計画を

進めていく。このときにはですね，是非，そのデザイン，それから構想，これにやっぱり議会の声も十

分に聞いて，そして，長い尺度の奄美市づくりのですね，これに十分取り入れた形で進めていってもら

いたいと思います。とてもじゃないけど，この，この広大な空き地をですね，奄美市に使うっていうよ

うなのは，非常に今後，ないことです。とっても大変重要な時期に来てますので，どうぞよろしくお願

いしたいと思います。そこで，今日市長にお願い，お話をしたいのはですね，これまでに来るまで，こ

の埋め立て事業に来るまで，大変長い，思わぬ長い年月，皆さん方が計画した年月とは違う年月がかか

りました。これはいろんな要因があったと思います。やっぱり私が，私も議員となって関わってきたと

きに思いますのはですね，やっぱり行政でこういった大きな事業を進めるとき，これの最先端はです

ね，やっぱり人と人の心の結びつきです。職員が一生懸命する，その姿はよく分かりますよ。職員が与

えられた職務を一生懸命進めるのも分かります。それでも，なぜ人と人の心が結びつかないで，長い年

月をここまで過ごしてきたのか，ここまで費やしたのか，これはやっぱり人の心の持ち方の力量です。

職員の皆さん方はこれが，これを参考に，これを契機に，これを一つのモデルとして一生懸命研究をさ

せて，進めていただきたいと思います。職員は毎年毎年定年して入れ替わっていきます。ですから，そ

れでも市長がよく言う政治は継続性である，その責任は継続性である，その責任を持ってですね，進め

ていく，この考えを是非浸透させていただきたいと思います。私どもは民間におるときに，うちの商業

する人からよく聞かされた言葉。人の心は松の葉っぱで包んでも包みきれないぐらいな配慮をしない

－ 45 －



 

- 46 - 

 

と，ものは進まない，納得してもらえないということをおっしゃられました。このことはですね，若い

人たちが市に職員として入ってきて，そしてその土地利用計画の説明に行くとき，これは大変難しいと

思います。言葉の調子が，一生懸命熱心に真面目になると，何か怒っているように聞こえる。こう言い

ます。職員は決して怒っとるわけじゃありません。真面目に一生懸命上司から言われたことを学んで，

真剣に言うがあまりですね，顔付きも強ばります。しかし民間は役所から役人が自分たちに説得に来た

と，こう思うんです。そうしますと，そこの中に感情としてね，受け入れられない，そのボタンの掛け

違いが延々と何年何１０年と引っ張ってきて，事業を留めるということは，このマリンタウンの埋め立

てのこの事業で，どうぞ参考にされて，そして職員の記憶に是非使っていただきたいと思います。職員

の皆さんの御苦労をですね，まず一つは，私は評価したいと思います。どうぞ，本当に辛酸を舐めなが

らこの埋め立てを進めてきた職員の皆さんにねぎらいをしたいと思います。それと同時に，そういうな

けなしの人生を賭けた職場，人生を賭けた場所を，奄美市の発展のために，そして，その状況を飲んで

くれた地権者の人たち，この人たちにも心からの感謝を申し上げたいと思います。どうぞ，いい事業が

展開されて進められるように，是非，建設部長，陣頭指揮を執ってですね，頑張っていただきたい，こ

のように思います。 

 それでは，質問を続けたいと思います。通告のですね，２番です。ふるさと納税制度についてお伺い

をします。（１）です。ふるさと納税制度に対する奄美市の考え方についてお尋ねをします。ふるさと

納税制度は都会に住む多くの人が地方のふるさとで生まれ，私たちのようにですね，その自治体から医

療や教育等，さまざまな住民サービスを受けて育ち，やがて進学や就職を期に生活の場を都会に移し，

そこで納税を行っているものであります。その結果，都会の自治体は豊富な税収を得ることができます

が，自分の生まれた，育ったふるさとの自治体には，その税収はありません。そこで，今は都会に住ん

でいても自分を育んでくれたふるさとに自分の意志で幾らかでも納税できる制度があってもよいのでは

ないか，このような考え方から生まれてきたものだと，私は思います。私は本年の第１回定例会の３月

５日の一般質問にて，ふるさと納税制度の重要性，拡充について，奄美市の考えをお聞きしたわけです

が，その際，総務部長，あなたはこう説明をされました。議事のとおり，ここで読み上げてみたいと思

いますが，ふるさと納税については過剰と言いますか，趣旨にそぐわないそういう競争されているとい

うことで，総務省のほうからもそういう寄附的な行為を過剰にしないようにというような指導も受けて

おりますので，これについては，また十分検討しながらですね，新しい制度の必要性，仕組みの作り方

を検討していきたいと，庁内で議論しているところでございます。このように答えております。議事録

に書かれておるとおりですが，総務部長，これでいいですかね。はい。これは了解です。そこでです

ね，総務省のホームページを見れば，総務省はふるさと納税制度ポータルサイトというふるさと納税制

度からの入り口となるＷｅｂサイトを設けて，国民に積極的にＰＲをしておると私は見受けました。総

務省のこのホームページにはふるさと納税の大きな意義を感じます。やる気を感じるということです。

総務省はやる気でいると私は思いますよ。生まれ故郷はもちろん，お世話になった地域に，これから応

援したい地域へも力になれる制度であること。それは人を育て自然を守り，地方の環境を育む新しい支

援となると期待とされております。自治体が国民に取り組むアピールをすることで，一つの自治体がで

すね，アピールをすることで，ふるさと納税を呼びかけ自治体の競争が進むこと，自治体同士の競争が

進むこと，これは選んでもらうに相応し地域の在り方を改めて考えさせるきっかけへとつながっていき

ます。一人ひとりが自分の貢献でその地方を変え，そして，よりよい未来を作っていく。総務省のホー

ムページには全国のさまざまな地域に活力が生まれる，このように記載してるんです。そのことが私は

総務省のホームページで伺えるんです。また，近年です，近年，近頃ですね，菅内閣官房長官がです

ね，本年の６月２８日の秋田市での講演及び６月２９日の記者会見で，ふるさと納税は地域の活性化に

つながると強調しました。企業版ふるさと納税制度を新たに創設し，２０１６年度開設を目指すとして

おりました。企業版のふるさと納税の導入に関して，官・民挙げて連携しまちづくりを応援する，自治

体に民間資金を投入する意義を，官房長官がこのように訴えておるんです。そして，先月，先日です
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ね，８月２５日付けの日本経済新聞にです，よれば，政府は２０１６年度の創設を目指し，企業版ふる

さと納税について，地方税の法人住民税に加え，国税の法人税も優遇，税優遇の対象にするという方向

に検討を始めた。税額の大きな法人税を減税対象にすることによって，企業から地方の自治体への寄附

を促す狙いであると，こう付け加えられてあります。そこで，総務部長，あなたにお尋ねをします。こ

れまで話したように，ふるさと納税制度を積極的に推進している政府の考え方，これと３月議会からず

っと私がふるさと納税について質問を繰り返してきた，そのときのあなたのお答え，奄美市の考えに若

干こう差が感じるように，私には思われるんですが，総務部長，総務部長のお考えをお聞かせくださ

い。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それでは，おはようございます，お答えをいたしたいと思います。そのとき

の質問の趣旨に対しての答弁は，先ほど議員が指摘したとおりでございます。総務省からの通知です

が，具体的に申し上げますと総務省の自治税務局のほうから平成２７年の１月２３日付けですが，平成

２７年度地方税制改正，地方税務行政の運営にあたっての留意事項についてという文書がございまし

た。この文書の内容ですが，ふるさと納税についての措置として特例控除額の１割から２割の拡充，こ

れはもう御案内されているとおりでございますが，併せて返礼品，これは特産品を含めてということで

すね，送付について寄附金控除の趣旨を踏まえた良識ある対応の要請というのがございました。具体的

には，ふるさと納税は経済的利益の無償の供与であること，通常の寄附金控除に加えて特例控除が適応

される制度であること，こうしたことを踏まえて，寄附の募集に際し返礼品の送付が対価の提供との誤

解を招きかねないような享受による寄附の募集をする行為については，一つ目が返礼品の価格ですね。

二つ目が返礼品の価格の割合，これは寄附額の何パーセント相当とか，そういう表示ですが，これを自

粛すること。更にはふるさと納税の趣旨に反するような返礼品を送付する行為として，一つ目が換金性

の高いプリペイドカード，二つ目が高額または寄附額に対して，返礼割合の高い返礼品などについて自

粛するようにという文章がございましたので，そういうことで先の答弁だったということでございま

す。そういうことで，御理解いただきたいと思います。以上です。 

 

２０番（元野景一君） 総務省のね，お答えで若干３月議会での答弁のあなたの気持ちはよく分かりまし

た。私は，このふるさと納税制度を奄美こそ真剣に考えて，奄美こそ一つの課を作ってでも，部署を作

ってでもですね，これに真剣に取り組む時代だと私は思っておりましたので，若干，総務部長の答弁を

どうしてかな，若干ひいてるな，ということは総務省からあなたが直接質問等をして尋ねて，それに対

しての，今話されたお答えをもらったからそんなふうな形を作り上げたのか。それとも，いやそうじゃ

なくて，文書があって，それはこうこういうふるさと納税制度のころはこんなふうな形，先ほど注意を

しなさい，過剰にならないようにという，ということですが，その指導の受け方ですね。総務省からい

つ，どのような形で指導を受けたのか。ただ，文章だけですよと。そういった，ちょっと具体的なお答

えをもう１回お願いしたいと思います。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 先ほどお答えした，その２７年の１月２３日の，これは総務省の自治税務局

からの連絡文書ということになります。その後，４月１日に総務大臣のほうから，これは地方自治法に

基づくということでの，少し格上げした文書が４月１日に来まして，更に今の，例えば返礼品の価格，

返礼品の価格の割合，あるいはプリペイドカード，これについては厳に慎むようにという文書がござい

ましたので，そういうことで慎重にならざるを得なかったということがあったということです。御理解

をいただきたいと思います。 

 

２０番（元野景一君） 総務部長ね，決して責めているわけじゃありません。確かに，一方ではふるさと

納税の効果，それを進めようとする政府の考え方。一方ではそれを自粛っていう，つまり，アクセルと
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ブレーキをかけながらね，あなたたちがそれの対応に非常に苦慮したっていうのはよく分かります。特

に，あなたの真面目さがですね，非常に要注意を喚起をして奄美市はブレーキかけ過ぎて，その状況が

進まない，このように思います。私はですね，私はずっとこれを調べながら，これをテーマにしながら

見ていくと，どうも総務省の指導はですよ，返礼品，特に特産品ですね，の内容について，その特産

品，返礼品の内容についての注意，過剰にならないようにっていう形であって，それそのものが駄目で

すよ，注意しなさいっていうような形のものでない，なかったような気がしますね。あなたも，今，そ

れは少し気づいていると思います。例えば，総務省が言っているのは換金性の高いプリペイドカード，

つまりお金に換えて，寄附した人が逆に懐に入る。これは駄目ですよ。これはしっかりと押さえてると

思います。それから，高額寄附者に対して返礼金，特製品の割合が高い，つまり，価格がですね，以上

に高い。寄附した金額にちょっと近いぐらいの返礼が返ってきたら，やっぱりそれはおかしいよって，

ここを注意したのであって，そのふるさと納税制度の運用，効果は別にブレーキかけたってわけじゃな

かったんじゃないかっていう思いがするんですが，そういうことに，思いに対して，総務部長，どのよ

うに考えますか。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 確かにもう，全国ではパンフレットを作ったり，そういう特産品を，一覧を

見せながらですね，表示しながらそのふるさと納税を促進しているという例がたくさんございます。要

は対価の表示，そういう表示が誤解を招かないようにということが，総務省からの指摘であろうと思い

ますので，今後，そういうところを工夫しながらどう進めていくかというところを，今，議論をしてい

るとこということでございますので，御理解をいただきたいというふうに思います。 

 

２０番（元野景一君） 私はですね，このあともまた進めます。ふるさと納税についての奄美市における

取組についても，これから質問を進めていきますが，総務部長のところとしてですね，ふるさと納税の

このあたりについて，少し，もっと総務省の考え，進める側の総務省の考え，ふるさと納税についての

考え方をですね，もっと精査する必要はないかなと思います。というのはなぜかというと，私どもみれ

るホームページでもかなり神経を使いながらだけど，やっぱりそれを進めなくちゃいけないって方向が

見えて仕方ない。それに対して，奄美市はそれをロックをかけたままですね，まだその総務省の本音，

そこらあたり，それから総務省が言っているブレーキをかけているそのライン，これがフライングなの

かそうでないのか，これぐらいはしても見込みがあるよというところなのか，これの研究をね，総務部

のほうで是非やらないと，私たちの奄美市はこれに取り残される。いつも後手後手になって，つまりほ

かのところがこんなふうな状況があるということを，資料として聞きながら何もできない，何も手は打

ってない，そういう奄美市の姿，聞こえて仕方ないんです。このふるさと納税はですね，本当に何度も

言いますが，自主財源の乏しい奄美市が唯一一番可能性のある，素質を残しとるその制度だと私は思っ

ております。なぜか。市長はもうだいたい分かる。全国に散らばっている奄美会，全国に散らばった奄

美出身者の郷土愛，これは甲子園で実証もされましたし，そのあとの日本復帰運動の各地の大会で見て

もですね，それは歴然とした事実です。これを奄美の財産として，資質としてですね，生かさない手は

絶対ないと思います。これを考えたら，どうしてもこの総務省のどこまでがどんなふうな形での本音な

のかをですね，総務部長，あなたのところ，特別プロジェクトも作ってでも，研究課題だと私は思いま

す。総務部長，どう思いますか。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 本音の話をしますと，議員おっしゃることを昨年以来ですね，企画調整課の

中で議論をずっと続けておりました。やっぱり軽量な特産品の確保，定品質の確保というところで若干

足踏みしたところがございますので，ある程度できる範囲で，その特産品を販売というところを含めて

ですね，産業振興という観点からも含めて，再度議論を練り直したとこでございますので，そういうと

こで，今後，ほかの自治体に遅れないようにですね，取組を進めていきたいというふうに思いますの
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で，御理解をいただきたいと思います。 

 

２０番（元野景一君） 私は，今日はですね，ふるさと納税についてここにたっぷり時間を設けて質問し

ようと思ってましたから，多少，３月議会を思い出しながらその実例も，また同じこと言うかって思う

かもしれませんが，これは是非聞いていただきたいから私はそのように質問します。ふるさと納税寄附

金額の多い自治体はですね，それ相応に創意工夫が見られる，このように思います。私が３月議会でも

お話しましたように，その一番の例が私は平戸市です。長崎県平戸市。人口が３万人余り，住民税額約

１１億円と，奄美市より人口及び財政規模の小さな長崎県平戸市を例にとり，私は３月議会でですね，

平成２５年度の寄附金額は３，９１０万円だったのが，その後，寄附金に応じて得ることのできるポイ

ント制でカタログから特産品を選べる制度を導入した結果，平戸市のですよ，カタログでこうして導入

すること，それを導入した。平成２６年度の１月末には３４倍の１３億２，６０８万円に一気に跳ね上

がったんです。新聞報道によりますとですね，平戸市の平成２６年度のふるさと納税の決算額は約１４

億６，０００万円になっています。住民税額は１１億円ですよ。これに対して，総務部長，あなたは本

年３月の答弁でですね，奄美市のふるさと納税額は，平成２０年から言います，平成２０年度が３０３

万円，奄美市です。３０３万３，０００円，平成２１年度が１５７万円，２３年度が３８０万７，００

０円，２４年度が６４３万４，０００円，２５年度が７，５００，７５２万４，０００円，このように

なっていると，あなたは私に報告しました。平成２４年度から２５年までの総額で申し上げると，２，

５９４万円，延べ件数は２８２件，これが奄美市のふるさと納税の姿だ。あなたはそんなふうにおっし

ゃいました。なお，平成２６年度は２月末現在で５９４万１，０００円の寄附があり，平成２０年度か

らのこれまでの寄附総額は３，１８７万９，０００円とこのように回答されました。これが奄美市の姿

です。何と，平戸市の現実を聞きながら，ため息の出る，私たちはもしかしたら，もしかしたらちょっ

と考えて仕組みを作ったら大変なものを，そこに，前に置きながら，ほかのところでやってるのをよそ

目に何もしないところで立っている，その姿，見えて私は来るんです。平戸市の平成２６年度の単年度

だけで，単年度だけですよ，約１４億６，０００万円なんです。住民税を上回ります。これは確実に上

回っておりますね。平戸市はですね，別にそんなに珍しい土地でも何でもありません。長崎の半島に位

置するところに平戸島っていうのがあって，それと，その半島とは橋でつながってて，その合併したそ

の平戸市の姿勢が見受けられます。そこでは，ウチワエビ，恐らくあの奄美でも見るあのエビですね。

ウチワエビ，それと平戸牛，それが名産，特産品。これを，これを返礼品としてカタログにしっかり載

せて，８３商品目をそのカタログに載せていると言うんです。８３商品ですね。そしてまた，クレジッ

ト決済もできますよ，このようにしっかりと導入して工夫をしてるんです。特典の商品価格は寄附額の

半分程度だそうです。半分程度。平戸だから返礼のお金が，返礼の商品の金額がもっと大きいだろう，

私も考えました。恐らく８０パーセント，７０パーセントぐらいしてる，かけて送ってるかな，それだ

から人気があるのか，どうもそうではありません。半分ほど，商品の高額化で目を引くような他の自治

体との線はきっぱりと線を引いておる。これを自信，自慢げにやっておるんですよね。高額商品はまち

づくり財源を確保するという制度の趣旨と合いません。はっきり目標を立てておるんです。平戸市は今

年度は寄附金額約３億２，０００万円をコミュニティバスの運営，維持，小・中学生の医療費の助成な

ど２０事業に，そのふるさと納税を充てております。今後はですね，その寄附をした人との交流も進め

たい。その寄附をした人との交流を進めたいというのは，それこそ，平戸に呼び込んで平戸を好きにな

ってもらう，ファンを作る。これも一つの事業になっていく，そのように自信を持っておられる。担当

するですね，平戸市の企画財政課はですね，これとっても大切な言葉でなるほどなと思ったのは，汗を

かいた自治体に光が当たる制度。これがふるさと納税だ。小さくとも生き残れるということが実感でき

た。ここです。皆さんよく聞いてください。地方創生は自治体間のサバイバルだ。このように平戸市の

企画課の担当が明言する。なぜこのことを言えるのかっていうと，自信だと思います。英知を結集し

て，知恵を絞って，独自のこの運用を一生懸命考えて作り上げた，この平戸市のこの進め方が自信とな
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って，今，現れている。総務部長，あなたはですね，３月の答弁でふるさと納税制度について，新しい

制度の必要性，仕組みづくりを検討していきたい，庁内でね，議論してるところですとお答えなった。

なりましたですね。あれからですね，半年近くがなろうとしております。庁内で議論した新しい制度の

必要性，仕組みづくりの作り方の検討結果を，そこにあなたの中にあれば，こんなこんなことをして，

こんなふうな形で進めて，ちょっと具体的にお答えをいただければありがたいと思いますが，どうです

か。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それではお答えします。決して努力をしてないってわけじゃないんですが，

しまっちゅのって言うんですか，慎重で控えめなところ，それがその努力の部分を押さえたというとこ

ろを，一つ，御理解はいただきたいと思います。それを踏まえてですね，検討した結果をですが，ま

ず，ホームページにおいて返礼品の紹介を始めたところです。また，６月からはクレジットカード，こ

れは平戸と一緒ですが，クレジットカードによる寄附の受付を開始をいたしております。また，出身者

や奄美ファンの皆様へのＰＲ活動ということで，今年の８月のお盆の帰省に合わせて，奄美空港の出発

ロビーでのチラシの配布なども行っているところです。更に特産品の活用という点では，これは先ほど

も申し上げましたが，安定的な確保というのが大変重要になりますので，地元の事業者との協議を行っ

ているところでございます。特産品の今度は内容のほうですが，これについての農協，漁協，酒造組合

などとも今後協議をすることにしておりますので，そういうことでよりよいものにしていきたいという

ふうに考えております。以上です。 

 

２０番（元野景一君） どうぞ，今のお考え，進められているとこですけど，それでもまだ遅いと思いま

す。もっと各課ですね，連携を取ってやっていかないと，いかなければ，もう，法人税のふるさと納税

が始まりますよ。そして，国税の法人，ふるさと納税の仕組みが始まってくる。いろんなのがこれから

押しかけてくるということですから，本当に大変な時代が来たのだろうなと私は思っております。なぜ

ね，私がふるさと納税について積極的に取組みを，こんなふうにやかましく言うのかというとですね，

もちろん，寄附金による自主財源が増える。これはもちろん直接的なその形ではありますがですね，や

っぱりこのふるさと納税のメリットは返礼品のですね，地元特産品を奄美市の生産者や商店から購入し

て送付する。これが使えるからだと思います。奄美市，市のですね，商店も，それから特産品を作っと

る業者も，実はですね，今大変苦労している。市がその返礼品として購入しますよという形が作れて，

ふるさと納税の寄附金が来る，それによって地元の特産品が売れていく。喜ばれる。地元の商店から，

それから生産者から市がカタログを作ってこれこれこれって形で購入する。これはですね，形を変えれ

ばですね，大変，今までにその商業に，商業関係にですよ，私は商業の出身ですが，商業関係に公共事

業が入ったためしがない。恩恵を受けたことは一つも私たちはありませんでした。自分たちの商売の中

にね。あの建設業とか，建設資材業とかそんなふうなとは全然及びも付かずに，奄美が奄振予算で公共

事業でどーんと入りました。潤うのは建設業者，建設資材業者，それだけしかないっていうのを，長い

間経験した奄美市民にとってですね，ここに形を変えた公共事業ですよ，が始まり出す。これで，そし

て送られたこの特産品に非常に効果が出てくるし，また，人気が出てくる。これが期待できるからで

す。そのためにはそういった特産品を作るためには，いよいよ，それこそ農政部のほうに特産品を作

る，その原材料の定時，定量，定品質のその製品の，もう既に今かからなければそんな喜ばれるような

特産品はできません。農政部長，今私が言っていること，あなたはどんなふうに思います。特産品がど

んなふうにできるかの，その材料が今の奄美市に確保できますか。 

 

農政部長（奥 正幸君） 今，議員がおっしゃった件につきましてはですね，今，農政部でまさに今検討

行っているところでございまして，奄美市だけではなかなかその原材料とかいう確保がなかなか難しい

一面もございまして，５市町村で連携を図って，その特産品の開発などに，その原材料がいかなるもの
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かなど含めて，今，協議を進めているところでございます。 

 

２０番（元野景一君） 奄美農業のですね，そして可能性，これはもう，本当何度も何度もしているとこ

ろですけど，非常に難しいけども，やっぱり奄美の底力，この農政部が，農政品が安定的に本当に優秀

な農政品を作って特産品を作る，つまり６次産業化にされて，そしてそれが商工観光に全部結びついて

く。つまりこれはトータルとしてですね，関連してくるもんですから，非常に大きな問題だと思います

ので，是非，総務部長ね，考えていただきたいと思います。これは何も農政部だけの，農業の特産品だ

けのことでもありません。もう一つ，観光です。観光にこのふるさと納税の返礼，返礼品の中にです

ね，例えば奄美の観光，つまり呼び込むクーポン，旅行券，宿泊券，屋仁川での食事券，それを加味し

たこの施策もこのふるさと納税の進め方によっては大いに期待できるものです。これが今のこの奄美市

の本当に住民がそうなったらいいな，そんなふうに行政が，そんな注文が行政からきたら嬉しいな，是

非，そういった面が見受けられてきますので，これは，ちょっとですね，もっと，もっと突っ込んで，

奄美市はやるぞとか，その計画を練るための総務部の中の一つの部署を作るのか，それとも，いや今既

にやってますよ，その程度で終わるのか，もっと力を入れて，確かにそのこれからのですね，法人税の

そのふるさと納税も始まってくるのに対応できるような準備をですね，今できる，今する，そういうお

考えはないでしょうか。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 今，まさにですね，地方創生の中でワークショップ，これは官・民含めてで

すが，官だけではやっぱりなかなかできない部分がございますので，民の力もやっぱり取り入れられな

いといけないということで，官・民含めてのワークショップを，これは３１本ぐらいですが，民間の力

を含めてですね，今，議論をしているところでございますので，そういうことで，議員のおっしゃると

おりのそういう産業振興，そこに結びつくような取組をですね，行っていきたいというふうに考えてお

ります。以上です。 

 

２０番（元野景一君） つまり行政の中で具体的にそういったプロジェクトを作って動き出すということ

で承ってもいいですか。それとも，それはまだ検討の課題っていうことですか。 

 

総務部長（東 美佐夫君） プロジェクトを組めるかどうかっていうのは，年度途中の中で人員構成があ

りますので，それについてはまた，検討を要したいと思いますので御理解ください。 

 

２０番（元野景一君） はい。総務部長をいじめるつもりは毛頭ありませんが，あなたの背中にかかって

るこの大きな仕事がですね，これからの奄美市を左右する大きな，大きな大きな課題ですので，どう

ぞ，今即それをするっていうのには予算的云々がある，ありますからっていうことであれば，是非，今

その企画を作って，来年度予算に載っけてすぐ始める，そのような行動を起こさないと，もう，私たち

の奄美は，先ほど言いましたように知恵を持って汗をかく自治体が残らない，その格差が出てくるとい

うことが，本当に押し寄せてくると私は思います。 

 時間が来ましたので，地方再生，最後の３の地方再生についてお尋ねをしたいと思います。今，お話

をしながらですね，質問しながら，今，農政部長も言いました。奄美市だけではなかなかその農政，農

産物も特産品もというようなお話から，やっぱり力は近隣市町村で，近隣を合わせ，力を合わせて取り

組まなければという課題はあるんだということをお話聞きました。よく分かります。それで，恐らく奄

美大島総合戦略策定が作られたですね。１市２町２村のその枠組みができましたよっていう，この間の

質問で私たちは聞きました。この奄美大島総合戦略策定，戦略のこの１市２町２村のこの取組の具体的

なスケジュール，今，どのような形をしてどのようにこれから進めていくのか，そこらあたりをちょっ

と説明してください。 
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総務部長（東 美佐夫君） ５市町村の大島本島の総合戦略の件については，９月に人口ビジョンを策定

する予定で，今作業を進めております。人口ビジョンのほうですね。１２月の中で大島版の総合戦略を

策定するということで，作業は今進んでいるところでございます。以上です。 

 

２０番（元野景一君） これもですね，急がないと。これも急がないと，国の次から次押し寄せる地方再

生関連の計画予算，恐らくこれが動かないと，もちろん安倍内閣のその地方の動きが，アベノミクスの

完成がならないから焦っとるんだろうと思いますが，それで，ちょっとまとめていきたいと思います

が，この間地方住民の生活等緊急支援の交付金が出ましたですね。これに対して，奄美市の予算を見れ

ば２６年度補正予算として２億３，５００万円，２７年度当初予算として１億６，１００万円が計上さ

れております。国は地方創生の地域住民生活等緊急支援のための交付金事業の例として，プレミアム商

品券のほかにふるさと名物商品券，旅行券を挙げております。奄美市においてはですね，従来からのプ

レミアム商品券，あれですね，よくやっておりましたが，奄美市以外の，つまり，奄美市の人に対した

そのプレミアム商品券で緊急対策の事業，経済対策としてやってはおりますが，奄美市以外の人々を対

象とするふるさと名物商品券，旅行券，先ほど言った，ちょっと言ったこんなふうな形もありますよっ

て，取りましたけど，この事業の取組は見かけられないと思っております。そこでお尋ねしますが，奄

美市の需要喚起で地域経済の活性化に限度が，奄美市だけではですよ，奄美市の中だけでね，あのプレ

ミアム商品券を配る，それを随時やってる，これでは経済対策にならないと思う。奄美市だけではです

ね。地域外の人を取り込み，地域経済の活性化，つまり奄美の活性化を図る施策を執らなくちゃいけな

いと思いますが，総務部長はどう考えてますか。 

 

総務部長（東 美佐夫君） お答えいたします。今回の，今議員がご指摘の需要喚起のほうですが，私ど

ものほうも域外の人を対象にした事業を組み立てをしたところでした。ただ，今回の場合は実施を県の

ほうで，島外から，県外からですね，域外から取り込む事業を県の事業主体で実施するということにな

りましたので，市のほうでは島内の需要喚起に集中投資するということにしたところでございます。現

在，これ９月１日から２８年の１月３１日まで実施をされる予定になっておりますので，今現在，奄美

の複数の旅行会社がこの事業を活用して割り引きツアーなどを実施しているというところでございま

す。以上です。 

 

２０番（元野景一君） 時間も迫ってまいりました。まとめたいと思います。非常にこのふるさと納税の

この施策，ふるさと納税をどうか職員を平戸市に派遣してでも，どんなふうにやっているのか，どんな

ふうにやったのか，現物を見て，そして別にそれを真似せいとは言いませんが，それならそれで，視察

したあとに，我々もいかなくちゃいけないんですが，そのあとに奄美市としてはどんなふうにしたらい

いのか。それ，平戸市のものより私はすごいのができると思う。それは，先ほど言いましたように，奄

美会，全国に散らばる奄美会を私たちはバックに持っております。これが財産です。それを使って，是

非，ふるさと納税のこの制度，これを導入を真剣に考えていただきたいと思いますが，市長，どうか市

長のお考えをお聞かせください。 

 

市長（朝山 毅君） ふるさと納税については，始まって以来約１０年近くなります。当初の経緯から今

日に至るまで，まだ全国的にも周知をされていない制度でありました。ここ２・３年です。各地域にお

ける特産品をお礼返しにすると。これがあまりにも大きくなりすぎて，投資の対象にならないように，

投機の対象にならないように，そういう自覚をしなさい。そうしないとふるさと納税という素朴で郷土

愛の思いが損なわれますよということを含めての国からの示達でありました。そういうことを踏まえ，

やはり，郷里を愛する，また，奄美ファンの皆さん方に真心から応対したいという形で今日に至ってお
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ります。県下の中においても割と多い方であります。もろもろのことがありますが，今お話いただいた

ことをしっかり咀嚼して，職員みんなで知恵を出しながら頑張っていきたいと思いますので，よろしく

お願いします。 

 

議長（竹田光一君） 以上で，自由民主党 元野景一君の一般質問を終結いたします。 

 暫時，休憩いたします。（午前１１時４６分） 

                     ○              

議長（竹田光一君） 再開いたします。（午後１時３０分） 

 午前に引き続き，一般質問を行います。 

 市民クラブ 平川久嘉君の発言を許可いたします。 

 

１６番（平川久嘉君） 議場の皆様，奄美市民の皆様，こんにちは。市民クラブの平川久嘉です。第３回

定例議会一般質問，通告してあります４件について当局に問いただしたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 質問に先立ち，少々所感を述べてみたいと思います。最初に市内の火災発生についてです。７月２４

日に発生した柳町の火災では１４世帯２７人の被災者が，また翌月の８月１０日の火災では１９世帯３

４人の被災者が発生し，うち１名が亡くなる大惨事となってしまいました。被災者に対して心からお見

舞い申し上げますとともに，亡くなられた方のご冥福を心よりお祈りするものであります。現場は木造

住宅の密集地で市道の幅員が狭く，消防車の進入が困難であったため，消火活動が遅れ被害が拡大した

ものと報じられています。迅速な親身な，迅速で親身な復旧支援を含め，現状を的確に把握した行政に

よる防災対策と市民個人の高い火災予防の意識や地域住民の協力，連携した災害防止の取組，平素の心

がけ，習慣づけが大事なことと思います。 

 次に，自衛隊部隊の配備についてです。陸上自衛隊，３５０人規模のミサイル部隊が奄美市大熊地区

に配備されることになり，防衛の空白地帯と言われてきた南西諸島の奄美大島への部隊配備であり，我

が国の主権と平和を守るために必要なバランスの取れた防衛力整備に近づけ，近づけることができるこ

とと思います。近隣諸国の急激な軍事力の増強や予測のつかないテロ攻撃から南西諸島，奄美の地域の

安全，住民の生命，財産を守ることがより向上するものと確信するものです。また，外海離島で自然災

害の多い奄美における災害対処に対する迅速な災害派遣が可能で，初動における地域防災力の向上，更

には隊員家族の居住により少子高齢化の進む地域の活力化が大いに期待できるものと思うものでありま

す。 

 それでは，質問に入ります。１番目で，奄美市の魅力化，活性化施策についてです。平成１８年３月

２０日に名瀬・住用・笠利が合併して誕生した奄美市が，早１０年を迎えます。太陽の恵みのもと，ゆ

ったりと暮らす人々が自然の声を伝えていく町，自然，人，文化がともにつくるきょらの島を将来像と

して，まちづくりに取り組んでいる奄美市と理解をしております。奄美の特性を生かした魅力化に向け

ての主な事業及び課題について伺います。気候，風土，地理的要件，自然環境を生かした事業や伝統芸

能，文化，住民の生活風習を踏まえた事業は何か，伺います。 

 次からの質問は発言席から行います。 

 

議長（竹田光一君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） 平川議員にお答えいたします。議員がお話のとおり，奄美大島は近海を流れる黒潮

の影響による亜熱帯海洋性の気候条件下にあり，四季を通して温暖で雨の多い気候風土であります。ま

た，大陸との分離結合を繰り返した歴史によって，世界中でここだけに見られる固有種が多いほか，生

物の多様性についても世界的に重要な地域であるという地理的な特徴と，特異な自然環境を有している
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と言われております。こうした特徴を生かした事業ということでありますが，冬場の温暖な気候を生か

したスポーツ合宿誘致など，スポーツアイランド構想の推進等がございます。ベイスターズのキャンプ

にもつながり，奄美の知名度も高まっており，今後，期待される分野でございます。また，農業面にお

きましてはタンカンやマンゴーなどの果樹栽培の振興がありますが，気候の優位性から他産地より奄美

のほうが糖度が高く，品質面で高い評価を受けております。黒糖を使ったスイーツやミキなどの加工品

も新たな商品開発で観光客から喜ばれていると伺っております。更に奄美の植物，野菜類はポリフェノ

ールなどの抗酸化物質が他の産地より多く含まれていると言われております。専門家の中でも大変注目

をされているところでございます。このような奄美の自然，文化を含め奄美の特性を生かした事業につ

いては，総合計画や毎年度の予算編成に基づいて取組を進めているところでございますが，今後とも議

員がご指摘のように，他産地との気候や風土，地理的条件，自然環境の優位性を生かしながら魅力を高

めて物作りや知名度がアップするような行政施策に努めてまいりたいと存じますので，どうか御理解と

御協力を賜りますように，よろしくお願い申し上げます。 

 

１６番（平川久嘉君） はい。今，市長からお話がありましたように，温暖で海洋性気候のこの自然豊か

で風光明媚な奄美大島に位置する奄美の特性を生かした事業，先ほど言われましたけれども，スポーツ

アイランド構想の事業，あるいはタンカン，パッション等，１次，農産物等の生産ですね，そういうの

を生かしながら，この気候，温暖化を生かしながら，あるいは地形的な有利性を生かしながら取り組ん

でおられるということが御理解できます。もっともっとあるんで，もう少し申し上げたいんですけど，

まだやってるんです，奄美シマ博，これもなかなかこの特性を生かした事業だと思うんですけど，現

在，どのような状況であるか。どのように今後やっていこうと思っておられるのか。あと，一集落１ブ

ランドですね，同様な内容になろうかと思いますけども，関連の深い事業としてこれからも続けていた

だきたいという気持ちはあるんですが，どういうふうに取り組んでおられるか，いかれるか，お伺いい

たします。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） シマ博につきましては，今，広域事務組合が取り組んでおりまして，年々

メニューも増えてきて，私どももこれを更に広げて，観光に生かしていきたいと思っております。以上

です。 

 

市民部長（則 敏光君） 一集落１ブランドの件でございますが，ただいま１９の集落で２１のブランド

を認定しております。８月踊りを始めとした文化的なものが１１，自然景観が６か所，特産品が４か所

でございます。観光への活用と保存，伝承，それから自然景観を活用したイベント，また，特産品の加

工品の開発，販売，主体的な各集落の元気につながっているところもあるんですが，一部，また停滞気

味のところもございます。そのような中，新たな方向性として世界自然遺産登録に向けまして，観光・

交流の面からも現在，住用・笠利地区で進めております観光プロジェクトの中で，この集落ブランドの

基本的な事項の一つとして捉えて，モニターツアーなどを取り組んでいるところでございます。庁内各

部署の取組の多面的な情報の中から見えてきたものを，地域住民と共有いたしまして，更にブラッシュ

アップいたしてブランドの生かし方を組み立ててまいりたいというふうに考えていたところでございま

す。 

 

１６番（平川久嘉君） 世界自然遺産と，その方向に向かっていくと私も思っておりますけど，その辺の

ほうも睨んでですね，そのブランド化っていうのに申し上げますけど，本当にその自信を持って勧めら

れるような事業として取り組めるようにしていただきたいというような思いがいっぱいあります。ま

た，アイデアをですね，先ほど事業，観光物産のほうでやっておられるというようなことでありますけ

ど，何ですかね，そういうふうに民間，あるいはそういう地域の人たちの知恵とか力を借りた，皆さん
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のほうでそういうふうにしむけた事業も，是非，取り入れてほしいというふうに思います。例えばしま

まーさんもん応援団ですかね，しままーさんもん応援団，これは奄美を丸ごと食べようなどというよう

なことが，２６年度にやってますが，これ，今どういうのなっているのか知りたいんですけれども，ゆ

てぃもれ，サン奄美などが実施をしております。その辺のところなども，間として，いろんなそのやっ

ているそのときだけじゃなくて，いろいろ工夫をされて新しい，変わったような引きつけるような事業

として取り組んでいけるようにしてもらいたいというふうに思います。それから，もっと計画的に進め

られないかなと思うのに，歴史回廊のまち笠利観光プロジェクト事業，計画に基づく実施をされている

と思いますけれども，個別に尋ねたいところも多々あるんですけれども，この辺の事業についてはどの

ように考えておられるか。概要で結構ですけれども，今言ったような奄美の特性を生かしたような事業

になるんじゃないかなと思って，いつも思ってるんですが，どのように考えておられますか。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 歴史回廊のまちづくりのお話を伺いましたが，今，計画もできあがりまし

て，特に前回も質問がございましたが，あやまる台地のほうが今後，やっていくべき箇所でございま

す。現在，どのような形で進めるか進めているところです。それから，あやまるの園地内のほうを，ま

た，議論をしておりまして，グラウンドゴルフを中心としたトイレを併せて，あやまるの園地全体をど

のようにするかということも，今，議論しているとこです。それ以外にスポット的な笠利町内の観光地

の整備の在り方，それから，集落をどのようにソフト，観光客を呼び込んで魅力を高めるかというソフ

ト事業にも併せて取り組んでいるところでございますので，御理解を賜りたいと存じます。 

 

１６番（平川久嘉君） 地元住民の意向って言いますかね，アンケートも採られていると思いますけれど

も，まだ集計をされて，その結果，取り組む方策もあろうかと思いますけども，地域の人たち，住んで

いる住民が自慢できるように，ここに行きたいとかここがいいよとか言えるようなところを，やはり意

見を聞きながら作り上げていくのが寛容かと思いますので，御理解いただきたいと思います。 

 次に行きます。地方創生っていうことで，地域の活性化を図る施策及び取組の現状，及び課題につい

てでございます。 

 

議長（竹田光一君） 平川議員，質問。その中でどういうことか。 

 

１６番（平川久嘉君） 内容ですか。若者の雇用創出をする事業とか，あるいは外海離島の不利制を克服

する取組などあります。それから，人口減少を抑制する取組ということで，お伺いをいたします。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 私どものほうから，まず，雇用の情勢について，若者の雇用について説明

いたします。ハローワーク名瀬にお伺いしましたところ，ハローワーク名瀬管内の高校，大学等卒業者

への求人は増加しているようでございます。先日の新聞報道にもございましたが，特に高卒求人につき

ましては，２８事業所６１人と，４年連続で増加いたしました。このことにつきましては，求人の早期

提出が管内企業に浸透したことに加え，宿泊，印刷，飲食サービス業や情報通信業の求人が伸びている

ことが増加の要因となっているようです。次に，奄美市の取組でございますが，本市ではこれまで雇用

創出につながる事業として，緊急雇用事業，地域雇用サポート事業などを実施してまいりました。特に

若者雇用に関する事業としましては，高卒ルーキー雇用奨励補助事業，インターンシップ補助事業がご

ざいます。高卒ルーキー雇用奨励補助事業では新規高卒者を正規雇用した市内企業へ補助金を支給して

おり，これまで３５人の新規高卒者の雇用につながっております。インターンシップ補助事業では市内

企業でインターンシップをした大学生及び受入企業へ補助金を支給しており，これまで６６人の学生の

インターンシップが促進できました。今現在，私どもが取り組んでいるのはこのような状況でございま

す。 
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総務部長（東 美佐夫君） それでは，私のほうから２点お答えいたします。 

 まず，１点が外海離島の不利制を克服する取組ということでございます。外海離島の不利制という点

では，これまでは生産物を島外に出荷する際の輸送コスト，あるいは観光客誘致においての航空運賃が

割高であったという点がございました。議員御案内のとおり，この件については平成２６年度の奄振交

付金の創設によって，その改善が図られたということで，今事業が進んでいるものと思います。更に先

日報道がありましたとおり，今年１０月の冬期のダイヤから交流需要喚起対策事業ということで，沖縄

と奄美大島，与論を結ぶ路線が追加されるということになりましたので，これまでの取組が実を結んで

きたというところでございます。一方で仕事誘致という点では離島は不利と言われておりましたが，情

報インフラの発達によって離島の地理的な条件，こういったところが注目されておりますので，情報通

信産業の振興が有利になったと考えます。そのため，奄美市のほうではＩＣＴプラザ笠利において，情

報通信産業の起業，これは会社を起こすほうですね，起業家あるいは仕事誘致の推進と地元企業の育成

をハード面から支援をしております。また，奄振活用による情報通信産業，人材育成事業としてコーチ

招聘事業，あるいはＯｆｆ－ＪＴ助成事業などソフト面からの支援も，現在行っているところでござい

ます。更に地元新聞でも報道がありましたとおり，今年の７月１日からですが，本土のＩＴ起業，これ

はランサーズ株式会社と言いますが，と協定を締結してフリーランス，これは特定の企業に属さない従

業員のことを言いますが，フリーランスが最も働きやすい島化計画ということで，時間と場所に捕らわ

れない新しい働き方の提案が出てきているところでございます。加えて，大島工業跡地の活用によっ

て，工業の施策が進んでおりまして，外海離島の不利制を克服するための条件が少しずつですが整って

きているんだろうというふうに考えております。引き続き，そういうことを踏まえて総合的に取組を進

めていきたいというふうに考えております。 

 もう１点の人口減少の抑制をする取組ということでございます。これについては，もうたびたび申し

上げておりますが，若者の結婚，あるいは出産，子育ての希望を叶えることが，もう，これ一番大事な

ことでありますので，そういうことで奄美に新しい人の流れを作るということを中心に進めております

が，今，まさに全国で取り組まれている地方創生に結びつくものというふうに考えております。午前中

のほうでも少しお答えいたしましたが，地方創生の中でのアイデアなども，今，ワークショップを含め

て取組を進めておるところでございますので，そういうとこを含めてですね，新しいその人口減少対

策，取組を進めていきたいというふうに考えておりますので，今後，その奄美の心の風をですね，生か

しながら，人口減少対策を重層的に取り組んでまいりたいというふうに考えておりますので，御理解い

ただきたいと思います。以上です。 

 

１６番（平川久嘉君） 今，言いました内容については，年度の計画で事業としてしっかり取り組んでお

られる事柄でありますけど，どうしても仕事があって，それに働く場所があって，また，若い人たちが

いてっていうのは，どうしても最終的にはその辺のところをどうするかっていうことが，常に考えられ

ることであります。もう一つは離島，島って言いますかね，離島での今言ったような仕事，大きな仕事

がないとか，会社にしても大企業みたいなのを誘致したり，あるいはその，そういう会社を設立するっ

ていうのはなかなか難しいと。この中にあってどうすべきかっていうのを常に考えておられると思いま

す。先ほど言われましたように，高校ルーキー雇用奨励補助金とか，いろいろ補助とかインターシップ

の補助で成果を上げておられると言います。あと，そのあとっていうかな，実際に奄美の先ほど言いま

したように魅力に惹かれて，あるいは土地柄に惹かれて，ここに住みたいと，そういう仕事に，その補

助ようにしてほしいというのがあります。もちろん，そのように考えておられると思いますけれども，

その辺のところをいろいろ知恵を出し合って実現していただきたいというふうに思います。ここで申し

上げたいっていうか，そういう取組の魅力をですね，次の質問になりますけれども，情報発信する，と

いうこともまた大事なことだと思います。その辺の取組について伺います。 
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総務部長（東 美佐夫君） お答えいたします。通告の中では，聞き取りの中ではたくさんの御提案をい

ただきましたので，少し，それに沿ってお答えをしたいと思います。 

 まず，広報紙のほうです。広報紙のほうでは毎月２万４，０００部の奄美市だよりを各家庭に配布を

いたしております。また，ホームページのほうですが，平成２５年度のリニューアルを行いましたが，

見やすさ，あるいは分かりやすさ，情報更新の早さという点で評価をされておりまして，平成２６年の

全国広報コンクールのＷｅｂサイト部門ですが，入賞をしているところです。この入賞は鹿児島県の中

では初めての受賞ということでございますので，現在，今月の閲覧回数が年間３００万回数，回です

ね，超えているという状況でございます。 

 二つ目のタウン誌の関係でございます。タウン誌のほうでの広報ですが，情報発信ですが，民間のほ

うで広告を，収入を得て無料で最近は冊子を作っております。この内容については商店街や飲食マップ

のＰＲということで構成をされておりまして，利用者のほうには喜ばれると，喜ばれているというふう

に伺っております。そういう中で紙の情報誌，情報誌と相乗効果を発揮できればというふうに考えてい

るところでございます。 

 三つ目はＷｉ－Ｆｉのほうですね。Ｗｉ－Ｆｉのほうですが，今，民間の設置と市の設置と併せて市

内に８か所整備をされております。これ，オリンピックが始まるということで，国のほうもＷｉ－Ｆｉ

の設置を進めておりますが，この８か所で済むのかどうかですね，これについては，また今後検討を進

めてまいりたいというふうに考えております。 

 次に，Ｆａｃｅｂｏｏｋ，これは最近ホームページ以外にテレビでのいろんな奄美のコマーシャルが

大変増えておりますが，コマーシャルでの費用は大変高額になりますので，Ｆｅｃｅｂｏｏｋを利用し

ての，今，情報発信を行っております。これ，毎週１回，市のほうで更新を行っておりますが，１回の

情報，投稿で５，０００件ほどのアクセスがございますので，情報発信手段としては十分生かされてい

るというふうに考えております。あと，空き家バンクの情報等については，９月１日からですね，情報

発信始めておりますので，そういうことでは多くの方々に，今，情報が利用されているんじゃないかと

いうふうに考えております。以上です。 

 

１６番（平川久嘉君） そのお話の中で，タウン誌って言うんですか，もうただでどんどん持っていって

もいいですよっていうのは，結構そういう冊子が出て旅行者とか利用してるんじゃないかなって思われ

るのがあります。もう一つ，Ｗｉ－Ｆｉって言いますかな，携帯電話の交信ができるって言うか，まだ

都会のほうではもう普通になってきてるんでしょうけど，奄美では今８か所っていうことですかね，限

られた地域しか利用できない，それを広く広げて，遠く離れた離島であっても都会と変わらないような

生活って言うか，情報交換，交信ができるような体制を取りたい，というお話がありましたけれども，

そのやり方については企業にどんどん，企業にですね，誘致を働きかけて，行政のほうで計画して負担

するじゃなくて，維持費が，将来に向けて維持費がかからないように企業に上手に誘致を進めて起用し

ていったほうがいいんじゃないかという話も聞いておりますけれども，その辺とかも是非御検討いただ

きたいと思います。情報，ＩＣＴの時代でなりますので，その辺のところはよく吟味をされて取り組ん

でいただきたいと思います。その辺のところ，総務部長，お考えありましたらお願いします。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 民間の情報発信ということですが，メディアのほうは先ほどお答えしました

ように，かなりお金がかかりますので，そこはメディアのほうに積極的に奄美の情報を伝えるというこ

とで，テレビやらいろんな場面場面で情報の広報，お願いしたいと思っておりますが，先ほど申し上げ

たＦａｃｅｂｏｏｋのほうでですね，奄美のほうを世界に発信していくっていうことを，今後も続けて

いきたいというふうに思っております。 
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１６番（平川久嘉君） はい，分かりました。あと，地方創生の，これ新聞で読んだんで納得してなるほ

どって思った件でありますけど，人口を増やすとか企業を誘致するとかだけではなくて，地方の地方化

って言いますか，伝統的な自然とか共生，そのようなところも大事にしていって，地域の特性，自然資

本に根ざした産業や政策の創生がお金を払い，払ってでも行ってみたくなったり，あるいは住みたくな

ったりする島にすることだというような話もあります。ちょっと感じたところで読んだもんですから，

どうしても企業を呼ぶとか人口を呼ぶとかっていう考えになりますけど，逆にこの島のよさをもっと売

り出して，ハンディをハンディにしなくて向こうから来てもらうと，そして，ゆっくりしてもらうとい

うような考え方にも，一理があるんじゃないかということで提案をしておきます。 

 

議長（竹田光一君） 平川議員。③のシンボルタワー，施設タワーの敷設はよろしいですか。 

 

１６番（平川久嘉君） タワーの設置とかそういうのもありますね。ごめんなさい，とばしてしまいまし

た。③の質問ですが，今言った奄美，奄美市の魅力を情報発信する取組として，広報紙の発行，メディ

アの活用，シンボル施設とかタワーの設置，広報紙の件については先ほど話されたんで，もうそれで結

構です。シンボル施設，タワーとか，奄美に来て印象に残るような施設っていうのを，いろいろ考えて

はおられると思うんでしょうけれども，そのようなものを考えておられないかどうか。あるいはタワー

っていうんですかね，一回登って奄美市内を，おがみ山があるんでそこまでいかないかもしれんけれど

も，海岸の近くにとか港の近くに高い展望とかあって，場合によっては避難できるような，緊急避難で

きるような機能のあるようなタワーなどは考えられないかなっていうことで，質問に入れてあります。

伺います。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 聞き取りの中ではビジターセンターというイメージだということでございま

したので，それに沿ってお答えをしたいと思います。ビジターセンターについてですが，国立公園など

で訪れる利用者に対して公園内の地形，あるいは地質，生息する動植物の歴史や文化などについて映像

や写真，さまざまな展示物を用いて紹介する施設ということで伺っております。これについては，現

在，国のほうで整備時期，設置場所等を含めて，現在未定ということでございますので，これについて

は国のほうで専門的な見地から，今後，どういう場所，どういう規模で設置されるのか検討されると思

いますので，そういうことを踏まえてですね，今後，設置場所が決まっていく，センターの在り方が決

まってくるんだろうと思いますので，その点御理解をいただきたいと思います。 

 次に，展望施設のほうですが，併せてこれは自然遺産登録に向けて景観的な面がございますので，そ

ういったとこを踏まえてですね，展望施設の在り方については，また今後の課題というふうにさせてい

ただきたいと思います。以上です。 

 

１６番（平川久嘉君） はい，分かりました。おがみ山まで登るって，登り切れない人で近くでエレベー

ターとか登って，奄美市の全体像を展望できるっていうようなところも必要じゃないかな。あそこ行っ

てきたよって印象に残るような場所，あるいはその中に奄美の天然記念物の写真とかいろいろ掲示する

のもいいのではないかと思っての提案であります。 

 次に，４番目の奄美の国立公園化，世界自然遺産登録実現についてであります。国内外に認められる

奄美の魅力の情報発信，観光関連事業の起業，充実，これも先ほどのお話でほとんどありましたんで，

ほかに何か説明することがあれば，よろしくお願いします。 

 

市民部長（則 敏光君） 国立公園化のスケジュールにつきまして，若干触れさせていただきます。最大

の保護担保措置でございます国立公園化でございますが，本日の地元紙にも報じられておりました。公

園指定にかかる詳細につきましては，関係団体と調整中ということでございますが，この９月中に推薦
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書の暫定版を提出する予定でございました。翌年２月１日までに推薦書の正式版をユネスコに提出する

と。これが９月の暫定版が提出できませんでしたので，そのまま１年間後ろにスライドするということ

になりました。そういうことで，最短，平成２９年登録というふうに思っておりましたが，平成３０

年，２０１８年度に開催されます世界遺産委員会におきまして登録となると，予定でございます。その

ように一応変わりましたがのでお示しいたしました。以上でございます。 

 

１６番（平川久嘉君） 今朝の新聞で私のほうも，３０年以降になるっていうので少しがっかりしたとこ

ろもあるんですけれども，逆にその分しっかりした準備態勢っていうか，受入体制が取れるような時間

がもらえたというな捉え方で，しっかり準備を進めていただきたいというふうに考えております。観光

事業とか医療とか充実ということで話をするんですけれども，機運の醸成ということで，議会のほうで

も特別委員会を設けて取り組んで，推進についての取組をしておりますので，その件については特別委

員会のほうに委ねたいと思います。私の申し上げたいのは，島の８月踊りとか，あるいはその島唄とか

その辺の伝統的な文化，その辺のところもこの，この機会に自然遺産に絡めて世界にアピールできるよ

うな伝統文化にしてほしいという思いがあります。その辺のところを，是非，考えておいていただきた

いと思います。それぞれの地域でもありますので。実際にその地域に行って体験するというようなの

が，また，更にその自然遺産に内容が多くなると，生まれるというに捉えております。 

 次にまいります。２番目です。陸上自衛隊の部隊の円滑な配備についてっていうことであります。防

衛省は２０１６年度の予算の概算要求で奄美大島に，古仁屋も含みますけれども，配備する南西警備部

隊の駐屯地造成費等に８０数億円を盛り込むという方針が示されております。部隊配備の概要及び基本

構想の業務への理解と協力っていうことで，既に一部新聞で報道されておりますけれども，明らかにな

っている内容を市民に広報し理解と協力を得て円滑に事業の推進を図ることが望まれております。この

理解と協力という点と，駐屯地等の配備及び施設の建設計画，今一度市民に対して説明をしていただけ

ればと思っております。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それではお答えをいたします。駐屯地の配置及び施設の建設計画ということ

でございますが，６月の定例会終了後の全員協議会の中で説明をさせていただいております。奄美カン

トリー地区のこれは西コースのほうですが，施設配置については勤務・生活地区，整備地区，訓練地区

の大きく三つの区域に分けられて建設する計画となっております。勤務・生活地区については隊庁舎，

隊員の宿舎，厚生施設，これは隊員のための食堂や浴室，売店などを備えた施設ということでございま

す。整備地区のほうには車両を整備する整備工場，ガソリンスタンド，寝具等を洗濯する工場などとな

っているようです。訓練地区のほうではグラウンド，体育館などの運動施設，併せて訓練施設と貯蔵庫

となっております。 

 次に，駐屯地整備にかかる行程のほうですが，平成２６年度に基本構想を策定しております。この基

本構想は駐屯地建設にあたって，周辺環境に調和しゾーニングや動線を考慮した建物計画及び配置の検

討となっております。平成２７年度は基本設計などを行う基本検討等や測量調査等の業務を行うと伺っ

ております。基本検討，測量調査，土質調査や環境調査の業務につきましては，それぞれ契約を済ませ

調査業務に着手していると説明を受けております。平成２７年度から平成２８年度の前期まで環境調査

を実施し，平成２７年度から平成２８年度中に用地取得を行うという予定になっているようです。ま

た，平成２８年度中に実施設計を実施し，先ほどの基本設計の中で行う造成設計に基づき，平成２８年

度の中頃から平成３０年度にかけて造成工事及び施設整備の工事を行うという予定とのことでございま

す。以上です。 

 

１６番（平川久嘉君） ただいま，その業務と内容に，建設計画等について説明がありました，恐らく計

画どおり推進されると思います。それに関してはやはり地域の人たちの理解と協力というのが，どうし
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ても必要だと思います。丁寧な説明，あるいは理解を求める説明会等が必要ではないかと思っておりま

す。 

 次に，２番目に家族隊員宿舎の誘致による過疎地域の活性化ということで質問をいたします。家族を

有する隊員，営外者って言いますけれども，部隊に家族を，子どもたちとかいる方は駐屯地の外に住ん

で，部隊へ通勤をするという体制になると思いますが，その駐屯地外，要するに官舎っていうか，宿舎

を建てる場所によってはその地域が活性化をするということが期待をされるわけであります。その辺の

ところをどのように考えておられるか。また，そういうふうにこちらのほうから，何て言いますか，土

地の，前にもお話したんですけれども，融資をするとか，あるいは提供するとかいうようなお話をもっ

て，今言った政策は推進できるのではないかと思います。伺います。というふうにお考えでしょうか。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 宿舎の関係ですが，これまでお答えしておりますが，現在，国のほうで宿舎

用地の検討を行っていると伺っております。なお，検討にあたってですが，隊員の緊急時における参集

時間，あるいは家族の買い物，病院等の福利厚生，教育環境などを含めて総合的に検討をされているよ

うです。市のほうでは奄美市の市内のほうに官舎の建設をとお願いしているところでございますので，

御理解をいただきたいと思います。 

 

１６番（平川久嘉君） 市街地の中心地にというお話も，またこれあるんですけど，私としては，これは

感じたことでの話なんですけど，例をとって恐縮ですけども，芦花部の小・中学校に行ったときに，子

どもたちが自衛隊の人たちが来るといいですね，是非，芦花部，この近くに来てみんなと一緒に勉強が

できればいいなという話を聞いたことが，ものすごく印象に残ってますし，部隊の人たちがそういうと

ころで活躍すると地域力も増してくるというような気もいたします。その辺のところは是非御検討いた

だきたいと思っております。 

 次に，部隊の訓練，災害派遣活動等に対する地域住民の理解と協力ということで伺います。防災訓練

とか自衛隊の参加もあります。それから，訓練は今は米軍でやったり，江仁屋島ですか，瀬戸内町のほ

うでやったり，実際にやってますけれども，島嶼防衛っていうことは機動力のある部隊が来て，訓練を

されます。その辺のところも地域の人たちの理解がないとなかなか効果が，効果って言いますかな，円

滑な訓練とかできないと思います。是非，その辺のところも予め広報が必要ではないかなと。もちろ

ん，先の話ではありますけど，部隊の誘致そのもの自体が大義名分で我が国の領土，領空，領海，国民

を守るということであります。真摯に勤務する自衛官でありますので，皆さんの意に応えられると思い

ますので，そういう人たちを理解をして協力をできる体制を作ってもらいたいというのが思いでありま

す。その辺のところについて，御意見があればお願いします。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 地域住民の理解と協力という点でございますが，陸上自衛隊の訓練のほうは

平成２２年から毎年１０月中旬から１１月下旬にかけて，奄美大島でも実施をされております。これは

御案内のとおりでございます。訓練に対する市の対応でございますが，自衛隊から市に対し訓練地や宿

泊地の協力依頼を受けて，各施設の担当部署と自衛隊の担当とで打ち合わせを行っております。その

際，訓練地，宿泊地の調整まで行ってはいるところです。また，この訓練の日程，訓練地等の周知につ

きましては，自衛隊のほうで地元紙を含めたマスコミに公開し，住民へ周知を図っていることと，市民

からの問い合わせ等については，訓練の目的，日程等を担当部署のほうで説明をして，理解と協力をお

願いしているところでございます。災害派遣の活動に関して，これは平成２２年の豪雨災害で多くの自

衛隊がその復旧活動，あるいは被災者の支援活動に奔走されたことは記憶に新しいところですが，併せ

て重篤な救急患者の搬送においても自衛隊のヘリに頼っているのが，今，現状でございます。また市で

は昭和３７年の輸血用の血液空輸で災害派遣されて殉職された自衛隊の方々，尊い犠牲が風化されない

ようにということで，毎年９月３日でございますが，献血の日として実施をしております。こうした自

－ 60 －



 

- 61 - 

 

衛隊員の災害派遣活動に対して，市民への周知と理解，御協力に努めているところでございます。以上

です。 

 

１６番（平川久嘉君） いろんな活動についての紹介もありまして，理解を深めていただけると思いま

す。任務遂行する場合には，自衛隊の場合は危険を顧みず，任務の遂，完遂に努める崇高な使命で行動

しておりますので，御理解いただきたいと思います。 

 次に移ります。３番目，大島北高等学校の魅力化，活性化支援についてであります。小規模校の特性

を踏まえた魅力化及び活性化支援活動の状況，及び課題について伺います。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） それでは，大島北高校の魅力ある学校づくりということでお答えを

させていただきます。まず，大島北高校の定員でございますけれども，普通科，それから情報処理科，

各学年１クラスずつということで，１学年が８０名，学校全体で２４０名が定数ということになってお

ります。大島北高校におきましては，小規模校を，これは学校の魅力だというふうに捉えて，生徒一人

ひとりの個性，それから特性，こういったもの，個々に応じた授業を実施をしているというふうに伺っ

ております。個人の能力ですとか，達成度状況に合わせてきめ細かい指導により，生徒の学力向上，そ

れから各種検定資格においても取得者が増えているということでございます。部活動におきましても，

カヌー部が特色ある部活動といたしまして，各種大会でも活躍をしているところです。こうしたこと

が，また，大島北高の魅力を発信するということについて，大きく貢献をしているものだというふうに

考えております。小規模校ということで，生徒数が少ないということから，部活動の部員の不足ですと

か，そういった支障もあるということでございますけれども，先ほど申しましたように小規模校である

という特徴を生かして，生徒一人ひとりの特性を見極めた，それぞれに合った教育指導が充実をし，成

果を上げているということでございますので，こういった面を中学生，あるいはまたその保護者，関係

機関にこういった情報を発信をし，生徒の確保を図ってまいりたいというふうに考えております。小規

模校としての特色ある活動を支援をし，市の事業でもあります魅力ある学校づくり支援事業，こういっ

たことも活用をしていただきながら，私どもも学校と一緒になって活性化に努めていきたいと考えてお

りますので，御理解をお願いいたします。 

 

１６番（平川久嘉君） はい。小規模校でそれを逆に魅力というふうな捉え方で取り組むというお話，心

強い考えだと思いました。御承知のとおり，生徒数が今年少なくなりまして，学年で３１名，それでも

２学級を編成をして実施をされていると。北高，県の教育委員会のほうでも特に募集を停止するとかそ

ういう話はありませんでした。是非ですね，北部大島地区って言いますか，笠利町にある唯一の高校で

あります，後継者の育成，それから地域の活性化，なくてはならない存在であると。もしなくなった場

合にはそれこそ寂しくなるような地域になってしまうと。活性化ももちろん大事だけど，それを守ると

いうことも大事だということで捉えております。その中でですね，後継者育成と拠点校としての必要性

っていうことを申し上げましたけれども，質問ではなくて，そういうことで必要だということ御理解い

ただきたいと思います。 

 それから，３番目に生徒確保の活動状況及び行政支援ということで，行政の支援をどのようにされて

いるか。もちろん，通学補助とかそのをやっておられますけれども，その辺のところを，もっともっと

必要なことがあるんじゃないかと思ってお伺いをいたします。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） それでは市といたしまして北高校への支援ということでございます

けれども，奄美市といたしましては，大島北高校教育振興協議会，こちらのほうへの助成でありますと

か，それから町外から通っている生徒さんへの通学費の補助，それから部活動の先生への交通費の補

助，こういったものを行っているところでございます。２６年度の実績といたしましては，額といたし
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まして７２１万６，０００円，こういった補助を行っているところでございます。今後，私どもといた

しましても，北高の生徒の確保，こういったところで教育委員会といたしましても，協力ができるとこ

ろがあれば是非協力をして，おっしゃいましたように地域の宝であります大島北高校の存続ということ

について，いろいろと協力をしてまいりたいというふうに考えております。 

 

１６番（平川久嘉君） はい。関連する話になるか。大学を誘致したいっていうことで，奄美市役所の若

手の方たちがワークショップなどをしていると。それに対しての新聞，ここ連載であったんですけど，

思い切ったことであれば可能性があるというような話があります。北高もですね，今言ったような考え

に立って，北高をもっと学科の編成とか，あるいはその広報の仕方とかって考えれば，必ず実現できる

というような思いであります。その辺のところを，教育長のお考えをお伺いしたいんですが。 

 

教育長（要田憲雄君） 北高校の活性化に伴う見解を少し申し上げてみたいと思います。ただいま教育長

から答弁があったとおりでございますが，実は私平成１０年と１１年の２年間，赤木名中学校に勤務し

ておりました。その当時から北高振興協議会という組織がございまして，私も委員の１人として出席し

た経緯がございます。私がその協議会の中で，笠利町民挙げて存続に向けた町民決起大会でもやって，

町民ぐるみ，地域ぐるみで取り組まないと，なかなかその実は上がらないのではないかと申し上げたこ

とを記憶しております。あの当時の北高は，はなはだ正直に申し上げまして，生徒指導にも問題があっ

てですね，いい印象を実は持ってなかったというのが本音でございます。しかし，私は一昨日，５日の

土曜日に体育大会がありまして，参加いたしました。開会式から参加して，大変驚いたんです。こんな

にも立派に学校が変わっているもんかというのが実感でございました。校門に入った途端にですね，高

校生たちが立ち止まって，おはようございますと，大きな声で挨拶をしてくるんですね。会場の本部席

に着くまでの間も，すれ違う高校生たちが１人残らず立ち止まって，大きな声ですがすがしい挨拶をし

てくれる姿に何とも言えない爽やかな気持ちになったところでございます。開会式にも校長先生からで

すね，本校は挨拶日本一を目指している学校ですと，はっきり宣言されました。私はこのことにも深い

感銘を受けたところでございます。グラウンドの整備といい，協議会場の準備といい，あの少ない人数

でよくここまで頑張ったものだと驚くほどでした。協議が始まっても全校生徒が全く気を抜くことな

く，一糸乱れず一致協力して整然と一生懸命頑張っている姿に，大変心打たれました。それから，会場

でですね，現在通学している生徒の保護者からですね，中学時代は不登校に陥っていた我が子が北高に

進学してのびのびと一生懸命頑張っているので，絶対なくさないでほしいと，私に直接訴える保護者も

いたほどでございました。私は管理者の研修会でももちろんですが，北高問題の存続につきましては，

この不登校問題も引き合いに出して指導してまいりたいと，努力してまいりたいと。それから，先ほど

大学の問題がありましたが，研究させていただきたいと考えております。以上でございます。 

 

１６番（平川久嘉君） もう時間がありませんので，教育長からありがたいお言葉をいただきまして心強

く思っております。頼もしく思います。是非，北高の存続については，お力添えをいただきたいと思い

ます。 

 最後の質問については，赤木名本通り拡張工事でありますけど，既にいろんな工事が入ってて，関連

が深いと，計画的に是非実施をしていただきたいということをいろいろ申し上げたいと思っているとこ

ろであります。あと，地域の人への理解も深めてですね，説明をしていただいて，感謝されるような事

業にしてもらいたいと思っております。 

 これで私の質問を終わります。 

 

議長（竹田光一君） 以上で，市民クラブ 平川久嘉君の一般質問を終結いたします。 

 暫時，休憩いたします。（午後２時３１分） 
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                     ○              

議長（竹田光一君） 再開いたします（午後２時４５分） 

 引き続き，一般質問を行います。 

 無所属 安田壮平君の発言を許可いたします。 

 

２番（安田壮平君） 皆様，こんにちは。無所属の安田壮平です。平成２７年第３回定例会の一般質問に

あたり，まずは一言所見を述べさせていただきます。 

 私事で大変恐縮ではありますが，前回の市議選に当選させていただいて，この定例会を含めて全部で

１６回の一般質問をさせていただくことになります。一般質問をすることができるのは市民の皆様から

託された議員としての権限でありますので，これを行使することが市民の皆様のお気持ちにお応えする

ことと考え，会を重ねてまいりました。中には私の認識不足，調査不足のため，行政当局の皆様に御迷

惑をおかけしたこともあったかと思いますが，行政が持つ膨大な情報，あるいは見解を少しでも引き出

して，市民の皆様にお伝えすることは，私たちの腕前が試される大事な仕事でありますので，御理解を

いただきたいと思います。今，奄美が変わろうとしています。奄美市人口４万人台をこの先も維持でき

るかどうかはこの数年にかかっていると言っても過言ではありません。地方創生の追い風を受け止め，

今朝の新聞にも記事がありましたが，世界自然遺産登録への道筋を確かなものとしていかなければなり

ません。奄美を輝かせることができるのは一義的には国や県ではありません。私たち地元の人間です。

私たちがどれだけ頑張れるか，多くの市民の皆様の理解と協力を得て努力できるかにかかっています。

だから，政治も変革が求められていると感じます。私が思うのは報告する政治，ビジョンのある政治，

生産性の高い政治です。とはいえもちろん，有権者に媚びるというのではありません。高度成長期以来

の利益分配型政治から，今は負担の分配へと移りつつあります。だからこそ，説明責任が問われます。

この力を磨いていくことができるかは，政治関係者にとって等しく科せられた課題だと思います。議会

においては，先月も申しましたが，本来持っている権能を十分に発揮して，自己改革を行っていけば市

民の皆様の信頼に応えることができる議会となっていくと確信しています。私は今後も奄美の経済的発

展と心の豊かさ増進のために政治の分野においてこのような問題意識を持ちながら，微力ではあります

が，邁進していく所存です。議会，行政と市民の皆様にはより一層の御指導いただきますよう，お願い

申し上げまして，質問にはいります。 

 まずは防災の分野。７，８月に名瀬地区に起こった火災について伺います。この夏，名瀬中心部から

そう遠くない地域において，僅か３週間のうちに２度の火災がありました。お亡くなりになられた方に

心よりお悔やみ申し上げますとともに，被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。火災は本当

に怖いです。家屋等の財産的価値だけでなく，被災された方々の人生の思い出や形見までも失ってしま

す。焼け跡に立って，私はそう感じました。このような不幸をもう起こしてはならない。でも，現実に

は奄美市において毎年のように起きています。では，これを起きるものと考えて，予防したり被害を最

小限に食い止めたりすることはできないだろうか。このような思いを持ってお伺いいたします。７月の

柳町における火災については，先日の全員協議会でも詳しい説明をいただきましたが，井根町における

火災と併せて，確認の意味を込めて被害の状況や出火の原因等について御説明ください。 

 次の質問からは発言席にていたします。 

 

議長（竹田光一君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） それでは安田議員の御質問にお答えいたします。７月，８月に名瀬地区におきまし

て，柳町・井根町に２件の火災が発生いたしております。まず，７月２４日０２時５０分ごろに名瀬柳

町２２番街区で発生した火災の損害程度につきましては，全焼１３棟，部分焼５棟，ぼや２棟で罹災棟

数２０棟，罹災所帯１６所帯，罹災人員３０名で負傷者等はございません。なお，出火原因につきまし
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ては，奄美警察署と当消防組合の合同での現場検証におきまして，出火箇所はトイレ付近と特定できて

おりますが，出火原因につきましては，電気配線，タバコ，放火等の疑いなどあらゆる可能性を含めま

して，現在のところ不明であります。次に，８月１０日０９時３５分ごろに名瀬市井根町１４番街区で

発生した火災の損害程度につきましては，全焼８棟，半焼１棟，部分焼が７棟，ぼや４棟で罹災棟数２

０棟，罹災所帯２１所帯，罹災人員３５名でございます。大変残念なことでございましたが，この火災

では火元，建物の高齢者の方が１名亡くなっておられます。なお，出火原因につきましては，出火箇所

は台所付近となっておりますが，現在調査中でございますので，詳細については控えさせていただきた

いと思います。以上でございます。 

 

２番（安田壮平君） ありがとうございました。被害の状況等について詳しく御説明をいただきました。

本当に残念なと言いますか，地域の住民の方々にとっても付近の方々にとっても，そして，行政当局の

皆様，我々議員，すべての市民にとってですね，本当にショックと言うか，衝撃的な出来事だったなと

いうふうに思います。だけれども，やっぱりその被災された方々，今もまだその生活再建の途上にある

と思いますので，まずはそういった方々にどのような支援ができるかというところなんですけれども，

そこについて詳しく伺っていきたいと思いますが，罹災者へのその後の対応について，今後の予定等も

含めてお伺いしたいと思います。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それではお答えいたします。罹災者へのその後の対応についてということで

ございますが，まず，柳町の火災につきましては，火災発生直後に消防本部からの連絡を受け，担当職

員が現場に参集し罹災者の情報収集を行っております。火災の規模や罹災者の状況から避難所の開設が

必要と判断し，柳町集会所に一時避難所を，これは３日間でございますが開設をしております。避難所

における対応でございますが，罹災者における高齢者も多かったため，同日午前に２７名，午後に７名

の方に対して保健師，看護士による血圧測定や健康状態の聞き取りを行い，罹災者の不安軽減に努めて

おります。同時に，罹災者の方々の今後の住宅についての相談を受け付けております。また，支援物資

等に関しましては，社会福祉協議会から毛布やタオルケットなど，日本赤十字社の火災救援物資の提供

があったほか，一般市民からも支援の物資の提供がございました。避難所を閉鎖してからの対応です

が，住民，住居確保の支援として市営住宅への入居希望を確認し，希望者が６名ございましたが，実際

に入居された方が４名となっております。市が支給する小災害見舞金につきましては，全損の１２世帯

すべてに支給済みとなっており，罹災証明につきましても，消防本部のほうで迅速に発行しておりま

す。次に，井根町における火災の対応についてでございますが，この火災におきましても担当職員が現

場で情報収集を行い，罹災者の状況確認をしておりますが，罹災された方全員が親類などのところへ避

難するという確認がとれましたので，避難所の開設は行っておりません。現在の状況は市営住宅への入

居相談が１件ございました。また，小災害見舞金につきましても，９世帯の方に支給する準備を行って

いるところでございます。今後も個別の相談があればできる限り対応を行ってまいりたいというふうに

考えております。 

 

２番（安田壮平君） はい，ありがとうございます。僕は本当，今回の行政の対応についてですね，柳町

の方も，そしてまた，井根町の方も非常にその御家族，親族の方々含めてですね，非常に感謝していた

と，とてもありがたく感じてた，そういった意見がですね，多く聞かれたなというふうに感じておりま

して，中には本当にこれまでと違って，奄美市を市役所を見直したというようなですね，非常にそのプ

ラスの御意見も伺いました。それぐらい，すごくきめ細かな丁寧な親身なですね，対応をしていただい

たんだろうなというふうに思います。本当，そういった被災直後は，すごくその初動と言いますか，直

後の対応が非常によかったなというふうに思うんですけど，そこは私もとても聞いてて嬉しかったんで

すけども，それでもまだまだ，災害からまだ１か月ちょっとという段階で，中にはまだまだその住居さ
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え決まっていない方も現実にいらっしゃるわけでして，どのようにその罹災者の方々の生活再建に向け

て，その後１か月以上経った現在でありますが，行政としてどの程度までやっていくべきなのか，理想

としてどれぐらいするのが望ましいのかというところをちょっと伺いたいと思うんですけど，過去も事

例も含めて何ですが，生活再建できるまでやはり数年，１年ないし２・３年ぐらい，しっかり行政のほ

うでフォローしているのかというのが１点と，あとはやはりその住居探しの部分でですね，中にはやは

り市営住宅というのは期間限定で，ある程度，何か月か経ったらまた転居しないといけないと，そうい

ったその転居先を探すのも，また非常に難しいということも聞いております。そして，中にはその生活

保護受給者の方々もいらっしゃって，そういった方々，特にその家賃の条件とか，いろいろ制限がある

中で，なおさらその住居探しが難しいといった点も耳にするんですけども，その辺のフォローというも

の，支援というもの，どのように行っているかというところを伺いたいと思います。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それじゃ，その後の支援ということでお答えをしたいと思います。罹災者の

生活再建の支援でございますが，まずは議員おっしゃるとおり，住居の確保が問題になると考えます

が，現在，市として支援を行っているのは市営住宅への入居がございます。罹災者の方が市営住宅への

入居希望された場合ですが，公営住宅法に基づく入居資格要件を満たしている方については，同法によ

る特定入居を許可しております。入居資格要件を満たさない方，または満たしているかはっきりしない

方については，地方自治法の規定に基づいて，行政財産の目的外使用として公営住宅の一時使用許可を

行っているところでございます。この一時使用の期限期間は原則として１か月以内ということでござい

ますが，被災者のそれぞれの事情等を考慮した上で，最長３か月まで延長が可能としております。ま

た，一時使用期間中の使用料は，現在のところ行政財産使用料徴収条例の使用料等の減免規定を適用し

無償としております。また，生活再建に向けて焼損家屋，がれきの撤去ですが，撤去が必要となってま

いります。通常は家主等が個人の責任において行うことになりますが，今回の２件の火災のように罹災

者が多い場合は個人での撤去は非常に困難だということになります。そのため，罹災者からの要請に応

え，柳町の火災現場の撤去作業に関しましては，これは３日間ですが，名瀬建友会，奄美市管工事協同

組合の２団体が，井根町の火災現場に関しましては，これは３日間になりますが，この２団体に加えて

建築協会の奄美支部，大島電気工事協同組合の４団体がボランティアで撤去作業を行ったところでござ

います。市のほうでは事前の調整作業，あるいは交通整理等，当時の作業補助の支援を行っておりま

す。今後も状況に応じて可能な支援を行ってまいりたいと考えておりますので，御理解をお願いしたい

と思います。以上です。 

 

２番（安田壮平君） はい。ちなみにその生活保護受給者の方の住居探しの件についてはどのような状況

でしょうか。 

 

議長（竹田光一君） 答弁は。いいですか，いいですか。 

 

保健福祉部長（泉 賢一郎君） 失礼しました。生活保護世帯への対応につきましては，我々のケースワ

ーカーがそれぞれの対象の方と相談を受けまして，対応をいたしたところでございます。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 生活保護の方についてはですね，お互いにケースワーカーの方と相談をしま

して，入居を，最初はされるようなことで聞いておりましたけど，親隣の方々のところに移るというこ

とで，話は聞いております。対応はケースワーカーのほうでしているということで御理解をください。 

 

２番（安田壮平君） はい。ケースワーカーの方も本当に１人当たり何１０件と見ていらっしゃいますの

で，確かに細やかな対応我ですね，緊急の対応とかが難しいケースもあるとは思いますけれども，難し
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いときもあるとは思いますけれども，是非，こういったところで苦労している方がいらっしゃるとなっ

た場合はですね，やっぱり丁寧に対応していただきたいと思いますし，今，聞いた中では数年先までの

フォローというのは，もしかしたらないんじゃないかなと，そういったマニュアル的なもの，ないんじ

ゃないかなと思うんですけども，その辺の必要性はどのように感じられてますでしょうか。それに限ら

ず，火災等の被害にあった方々への数年先までのフォローという意味なんですけれども。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 先ほど少しお答えしましたが，それぞれの事情において最長３か月以内と，

３か月までと延長できることにしておりますが，その先の話についてということだと思います。これに

ついても，それぞれの事情をお聞きしてですね，その住宅の空き家があるなしも，また，これ関係して

きますので，個別個別に御相談させていただいて，対応させていただきたいというふうに思っています

が，現在のところ，それ以上のマニュアルというか，制度的なものはまだ，整備されてないということ

でございます。 

 

２番（安田壮平君） その対応の窓口が危機管理室になるのか，若しくは福祉の部分になるのか，その辺

いろいろあるかと思いますが，是非，整理をしていただいて，そういった個別の相談あるときにです

ね，適切に対応していただけるように工夫をしていただきますよう，お願いしたいと思います。 

 次に，今後の防火対策について伺います。高齢者など災害弱者のみの世帯が増えつつある中，情報共

有に向けた仕組みを構築することができないかということで，今，認知症を含む高齢者や障害者の，障

害者のみの世帯で万が一の火災や自然災害に自力で対応することが難しい世帯がありますけれども，行

政と地域が一体となって情報共有を図る取組をすることができないかということ。火災やぼや等の発生

情報も含めて共有できないかということについて，お答えいただきたいと思います。 

 

保健福祉部長（泉 賢一郎君） 高齢者のみの世帯など災害時に支援を必要とする方々の情報共有につき

まして，名瀬地区における取組なんですが，本市の総務課，高齢者福祉課，市民協働推進課の３課で連

携をしまして，地域見守りネットワーク作りを推進をいたしております。これは自治会長，民生委員な

どの情報をもとに，地域住民の方にも参加をしていただき，地図上にて支援を必要とする方の情報交換

を行い，災害時のみならず認知症の方など，日常的な見守りが必要な方の支援体制を整備し，地域住民

による見守りなどを行うものであり，現在，９自治会にて実施をしています。しかしながら，実施の判

断につきましては，各自治会，町内会に任せているところですが，これを市全体へ広げていくことが課

題になっているところでございます。情報の共有につきましては，ほかにも市内各支所の地域包括支援

センター，在宅介護支援センターにて高齢者実態調査を実施しておりますが，見守りが必要な方などを

把握した際には，地区の民生員や関係機関と調整を図り，見守り体制をどうするかなど個々に対応して

おりますが，全体的な体制づくりが構築されるまでには，まだ至っているとは言えない状況でございま

す。先ほど述べましたネットワーク作りなども含めた対応策が必要であることは十分認識いたしており

ますので，今後，更なる取組に関係部署とも連携を図りながら，努力してまいりたいと思いますので，

御理解をお願いいたします。 

 

２番（安田壮平君） はい。確かにこの辺は福祉の分野だろうと思うんですけど，地域見守りネットワー

クや，あるいは地域包括ケアとですね，重なる部分があると思うんですけど，そこにこういった災害と

言いますか，その火災とかですね，そういったちょっと危ないことがあったというような情報，その辺

の情報まで載っけてそうやって共有することができるかっていうところなんですけども，その辺はいか

がでしょうか，現状は。 

 

保健福祉部長（泉 賢一郎君） 先ほども申し上げましたが，個々に民生委員とかあるいは名瀬地区にお

－ 66 －



 

- 67 - 

 

きましては行政協力員の方の，本当に熱心に見回り活動などを取り組んでおられますし，先ほど言いま

した高齢者におきましては，市内に８か所ございます在宅介護支援センターの職員が中心となって一生

懸命頑張っておられて，ある程度１人住まいとかそういう方の見回り活動などがやってはいますけど，

先ほど言いましたように全体的なネットワーク作りがまだ努力する余地があるということでございます

ので，こういったことに向けて，これからも取り組んでいきたいと考えております。 

 

２番（安田壮平君） はい，了解しました。やっぱり問題なのは，奄美，名瀬の場合，その自治会がない

地域に対してどのようにアプローチしていくかというのが，一つ大きな課題なんだろうなと。自治会が

ある地域では，こういう活動もしやすいと思いますけども，これを市全体に広めていく場合ですね，自

治会がない地域，どうするかっていうのが，一つ課題なのかなというふうに認識をいたします。 

 続いて，次の漏電対策を含む電気の安全対策について，行政として支援ができないかということです

が，一般に電気の供給を受ける建物については，九州電力やそこから委託を受けた一般財団法人九州電

気保安協会が４年に１回程度の頻度で漏電チェックを含む安全調査を行っています。築年数の古い木造

住宅が多い本市の状況を鑑みて，民間の個人が有料で漏電チェック等安全調査及び漏電遮断器の取り付

けを行う際，行政として資金的な支援制度を創設することはできないか。または普及啓発を図る取組が

できないか，お答えいただきたいと思います。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 漏電の際の行政の支援ということでございますが，御案内のとおり，電気事

業法に基づいて，一般財団法人九州電気保安協会が４年に１回以上の頻度で漏電チェックを含む安全調

査を行っているところです。市のほうとしては，大規模災害と違い，日常生活における個人の財産，こ

れについては基本個人で守ることが好ましいというふうに考えております。ただ，直接的な支援制度で

はありませんが，市のほうで住宅リフォーム支援制度，行っておりますので，そういう制度を活用して

対策を行っていただければと考えております。また，広報紙，ホームページへの掲載や情報連絡会，嘱

託員，駐在委員会の中で漏電やたこ足配線等による火災の危険性の周知を市民のほうにも啓発していき

たいというふうに考えております。 

 

２番（安田壮平君） 市の既存の住宅リフォーム助成制度というものを活用するというのも一つだとは思

いますけれども，実際，私が尋ねてみたところ，こういった電気の安全調査とか漏電遮断器というの

も，そんなに高額な費用がかかるものではないということで，だけれども，あとはそれをこう認識する

かどうか，それでその本人がですね，住宅を持っているその当事者がやるかどうかというところ何だろ

うなというふうには思います。かつて，住警器ですね，住警器は条例で必須ということになりましたけ

れども，その際にかつては全国の中では一部の自治体でそういったものの設置に補助を出したという事

例もありますので，一つはまずはやっぱりしっかりこの普及，啓発と言いますか，この漏電チェック，

電気の安全対策についても呼びかけはやっていただきたいなと思います。特に奄美市は独自で消防活動

困難地域というのを定められていますので，その意味合いは，要はもう住宅が密集していて，木造で古

いところが多くて，万が一火災が起こった場合に被害が甚大になることが予想される。そういう地域

に，もう本当にですね，要はその起こってしまってからではなくて，いかにしてその予防，周知を図る

かというのが，やっぱりこの消防活動困難地域の大きな意味合いじゃないかなというふうに思いますの

で，火災後，パトロールと言いますか，火の用心の放送案内がですね，呼びかけ活動が盛んに行ってい

る，行われていることはとてもよいことだと思うんですけども，やっぱりそのしばらく経ってまた忘れ

てしまうということなく，やっぱり定期的に，継続的にこの呼びかけは行っていただきたいというふう

に思います。 

 続いて，③のほう移りますが，家庭等への消化器設置について支援ができないかということ，お伺い

したいと思います。 
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総務部長（東 美佐夫君） 消化器設置の支援ということでございますが，御案内のとおり，自主防災組

織を設立している自治会，町内会等に関しては資機材整備の助成金の制度がございますが，個人の家庭

に対する消化器の設置のほうは，現在，支援制度はございません。現在，消化器設置についての個人の

家庭に設置義務はございませんが，先ほど申し上げたとおり，個人の財産は個人で守るというのが基本

的な考えでございますので，各家庭の消化器は個人のほうで設置をお願いしたいというふうに考えてお

ります。なお，自主防災組織の設立促進や活動の支援を通して，住民の防災，防火意識の向上を図って

まいりたいというふうに考えておりますので，御理解をお願いしたいと思います。 

 

２番（安田壮平君） はい。これについても自治会があって，そして，自主防災組織がある地域に対して

は，こういう資金的な支援制度もあるんですけども，やっぱりその自治会がない地域，これに対してで

すね，どのようにアプローチするかという問題にもなってくるんだろうとも思いますけれども，まし

て，この個人の家庭にということでありますので，でもやっぱりその自治会を作って，維持して，そし

てまた更にそこから自主防災組織を作るというのは，私もこの数年経験させていただいてるんですけ

ど，非常に大変だなということを実感してまして，自治会を，自主防があればできるよというのでは，

なかなか万が一のその火災の際にですね，もちろん，個人の財産は自分で守るというのが原則であるん

ですけども，なかなかまた，万が一の際にはその被害が大きくなる傾向がある。ですので，やっぱりそ

こを何とかですね，行政のほうでもいろいろ工夫と言いますか，本当，この名瀬という町は昔からその

何度も何度も火災に見舞われた，見舞われてきた地域でもありますので，やっぱりここをですね，今あ

る自主防衛の支援だけでなくて，やっぱりその，もっとその個々の家庭に対して，若しくはその地域

の，この自治会がないところであっても地域のリーダーとなれるような，そういった方に対するアプロ

ーチというものも，是非，検討をしていただきたいなと思います。 

 もう一つ，ちょっと伺いますが，各自治会，集落会等が使用する集会所，公民館には消化器が必ず設

置されているのかどうかというところ，お願いします。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 各自治会，集落等の施設での設置のことに関してですが，消化器の消防設備

等の設置義務につきましては，消防法令により定められているというとこでございます。御指摘の集会

所，公民館の関係ですが，法令に基づいて延べ床面積が３００平米以上の建物には設置義務がございま

すので，これについては市内のほうで４集会所ございます。これについてはすべての集会所に消化器を

設置をしております。設置義務がない集会所，これは１６集会所市内にございますが，そのうち１２集

会所は消化器を設置をしております。ない施設につきましては，未設置のところですね，未設置の集会

所につきましては，防火上，安全面の観点から，今後設置に向けて検討してまいりたいというふうに考

えております。 

 

２番（安田壮平君） はい。本当に今，一般の家庭に消化器がない家庭も多い中で，是非，集会場，公民

館，こう万が一の際，すぐ走っていって，そしてそこから取ってこう消化器で初期消火をするというこ

ともできる可能性もありますので，未設置のところにはなるべく早くその自治会等と連携を取っていた

だいて，使える，さまざまな行政の支援，使っていただいて，この設置を早急に進めていただきたいな

というふうに思います。以上で，防災関係については終わらせていただきます。 

 続いて，世界自然遺産登録推進の分野に関して，まず，住用地区の外来種対策について伺います。住

用地区は世界自然遺産のコアゾーンにもなりうる希少野生動植物の宝庫であり，そのおかげで奄美市が

全国初の世界自然遺産を持つ市となる可能性があるわけです。だから，住用地区における希少動植物の

動植物や生態系の保護，保全はとても大事な課題です。そこで伺います。世界自然遺産，住用庁舎の世

界自然遺産推進室分室の役割，任務は何で，実際にどのような業務を行っているのか。特に自然環境の
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保護，保全活動をどのように進めているのかについて伺います。 

 

市民部長（則 敏光君） 住用地区の世界自然遺産推進室の分室の件でございますが，今後，世界遺産に

向けまして住用地区は核となる地域でございますので，平成２５年度に住用総合支所の産業建設課内に

設置されたところでございます。主な任務，あるいは役割でございますが，奄美の豊かな自然や文化，

風習など，地域の宝を掘り起こし，地域全体での保護，保全活動につなげていくということでございま

す。同じ住用総合支所内の市民福祉課と連携を図り，マングローブ原生林内の美化活動や清掃などを，

鹿児島県の許可のもと行っております。また，外来種の駆除や進入を防ぐ環境づくりにも取り組んでお

ります。更に，世界自然遺産登録を見据えて，平成２５年に設立されました住民ネットワーク組織，Ｎ

ＰＯ法人住用ヤムラランドとともに，地域住民の御協力をいただきながら一集落１ブランドである役勝

エコロード周辺の清掃活動，あるいは身近な水環境の全国一斉調査にも参加し，住用町内の河川の水質

調査なども実施いたしております。また，住民向けの啓発ビデオも制作いたしておりまして，世界自然

遺産登録の内容，あるいはその意義などの説明会も行ってまいりました。平成２５年から２６年度にか

けましては，観光庁の事業を導入しまして，伝統行事であります８月踊りや集落行事を活用したモニタ

ーツアーを実施したところでございます。このような活動を通しまして，見慣れた風景や文化，風習が

貴重で大切なものであるということを分かってもらえるように，更に啓発に努めてまいりたいと考えて

おります。その上で，森と水のまち住用観光プロジェクトで計画されておりますハード整備や関係機関

と連携を密にしながら，バランスの取れた事業の推進を図ってまいりたいと考えております。 

 

２番（安田壮平君） この分室が住用の産業建設課内に設置されていて，一人体制ということなんです

が，分かりにくいのがその，何て言いますか，分室であるのに産業，産業建設課内にあると。推進室自

体は環境対策課にあるのに，分室の場合はその産業のほう，要はちょっと観光よりのほうにあるのかな

というところが非常に，外部から見て分かりにくいなと感じているんですけど，もちろん，その住用の

ほうでも環境保護，保全活動というのは市民福祉課と連携して行っているということではあるんですけ

れども，その辺がちょっと，先ほども申しましたが分かりにくいなと思うんですが，要はやはり，自然

遺産目指す上で保護，保全が最初にあって，そのあと活用というふうになっていくと，優先順位として

はですね，思うんですが，住用の分室はどちらかというとその活用のほうに重きが置かれてるのかな。

もちろん，いろいろ水質調査とかされているとは思うんですけど，美化活動とかされているとは思うん

ですけど，その辺が非常に外から見ていて分かりにくい。そしてまた，住用のほうで環境対策課と同じ

ような任務をしている市民福祉課のほうでは，２６年度，２７年度比べて人員が減っているというよう

な状況もあって，とてもその対応が，保護，保全の対応がですね，困難になってきているというような

状況も伺ってきております。そこで②のほうへいきますが，住用川，役勝川などで確認されたコイにつ

いてどのような対策を考えているのか，お示しいただきたいと思います。 

 

市民部長（則 敏光君） 住用川・役勝川のコイでございますが，コイの存在は確認されております。住

用川・役勝川にはリュウキュウアユを始め希少な野生動植物が多数生息していることから，コイを含め

た外来種による影響が懸念されております。コイにつきましては，天候等，川の状況を勘案しながら，

９月にも国・県共同でコイの捕獲作業を実施する予定でございます。外来種への対策につきましては，

奄美大島生物多様性地域戦略の中でも重点施策として位置付けておりますので，５市町村連携して効果

的な外来種対策を進めることを明記しております。本市のみの問題としてではなく，広域的な問題とし

て捉えて５市町村連携，国や県とも連携を図りながら対応にあたってまいりたいというふうに思ってお

ります。 

 

２番（安田壮平君） 先日の新聞報道でもありましたけれども，この外来種コイ，下手すればそのリュウ
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キュウアユの卵を食べていないかという心配もあるわけなんですけども，これを放置していれば，国際

自然保護連合，ＩＵＣＮのその調査のときにですね，かなり大きなそのダメージと言いますか，厳しい

評価になってしまう。だからこそ，今度９月に国・県共同で対応していだたくということなんですが，

ここで水域の生物を捕獲することは，陸域の生物を捕獲するやも，するよりも遙かに困難であるという

ような指摘も出されているわけなんですけど，その点についてはこうどのような方法で捕獲をしようと

されているのか，伺いたいと思います。 

 

市民部長（則 敏光君） そのコイの捕獲方法でございますが，今，いろいろと検討はいたしておりま

す。延縄がいいのか，あるいは差縄，刺網ですね。それから，リュウキュウアユが通り抜けることがで

きるような刺網，延縄，そういったものがいいのかどうかということで，検討いたしておるところでご

ざいます。１度だけで終わるとは限りませんので，ちょっと継続してできるような手法などを，今，模

索しているところでございます。 

 

２番（安田壮平君） はい。本当，難しいとは思いますが，是非，いろいろと試していただいて，そし

て，リュウキュウアユになるべく影響のない，ほかのその在来の生物に影響のない方法を考案して取り

組んでいただきたいと思います。ちょっと関連するんですけど，③の世界自然遺産登録推進基金の主な

使途について，伺います。お願いします。 

 

市民部長（則 敏光君） 世界自然遺産推進基金でございますが，平成２０年度に条例を制定いたしまし

て，これまでに平成２６年度末現在でございますが，６６件，総額７７２万１，３６８円，いただいて

いるところでございます。主な寄附金の使い道でございますが，まず第１に自然景観及び生物多様性地

域の保全に関する事業。二つ目に希少野生動植物の保護に関する事業。三つ目にその他世界自然遺産登

録の推進に関する事業。これ以外には使用することができないと，いわゆる特定目的基金，特目基金で

ございます。これまでの主な事業例ということでございますが，庁舎前後の自然遺産啓発用の看板設

置，あるいは奄美大島自然保護ガイドブックの作成及び配布，クロウサギなどの希少動植物保護を，車

の事故から，事故から守る注意標識の設置，また，昨年度は車に貼る遺産登録推進のためのマグネット

などを作成して配布いたしたところでございます。市内各所に遺産登録推進のための募金箱も設置いた

しておりますので，これも合わせて基金に積み立てて活用させていただいております。 

 

２番（安田壮平君）今，お伺いしたところですね，確かにこの基金の主な使途はホームページでも公開さ

れていますので，大きく３種類あるんですけど，自然景観及び生物多様性地域の保全と希少野生動植物

の保護とあとその他ということなんですが，何か，どうもその他の普及啓発活動にばかりですね，多く

のこの基金が使われているんじゃないかなというふうに感じます。だからこそ，やっぱりこの保全，保

護のところをですね，取り組んでいただきたいと。やはり，奄美市独自で取り組んでいただきたいと思

うわけなんですけども，やっぱり，国・県の動きを待たずにというか，共同でも構いませんが，もしそ

の財源がない場合は，是非これを，この基金を使ってですね，奄美市がやっぱり単独でもいいから取り

組んでほしいと。この外来種のコイにしろ，次の猫のことにしろですね。ＩＵＣＮはそういうところを

重視してくるんじゃないかと思います。国・県がどうだからじゃなくて，やっぱりその地元がどのよう

な動きを見せているかというところも非常に大きな評価ポイントになると思いますので，今後はそのこ

の世界自然遺産登録推進基金の使い方というのも，もっと精査をしていただきたいと思いますし，もう

一つ思うのは，ふるさと納税とはこれ，全然分けているわけなんですけども，全国の自治体の中にはふ

るさと納税のその主な使い道として，やっぱりその地域の自然景観，自然環境の保全に使っている，そ

ういうところもありますので，ふるさと納税の目的にもですね，やはりこの奄美の自然を大事にする，

保護，保全活動をするということも入れてもいいんじゃないかなと，そこを分ける必要性は必ずしもな
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いんじゃないかなというふうにも思いますので，そこは是非，ふるさと納税に関して御一考いただけれ

ばと思います。 

 続いて，飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例の運用について伺います。まず，転入者への案内

はどのように行っているかということですが，この猫に関する条例は全国的には稀な条例だと思いま

す。奄美市に転入される方が当然のように認識しているというわけではありません。本市への転入者が

既に猫を飼っている場合，また，これから飼おうとしている場合，どのように周知しているのか。ま

た，それ以外，本条例の市民への普及，啓発をどのように行っているのか，お答えください。 

 

市民部長（則 敏光君） まず，本市に新しく転入されて来られる方に対しましては，転入手続きの際に

市民課窓口におきまして必要な書類一式をお配りいたしております。具体的な中身につきましては，水

道の開始手続き，交通災害共済の案内，ごみ分別一覧表及びごみ収集カレンダーなどとなっておりま

す。これに併せまして，猫の適正飼養に関する案内も同封いたしております。飼い猫の登録，その他条

例に関する内容についても御案内いたしておるところでございます。既に居住しておられる方につきま

しては，市の広報紙やホームページにおきまして，定期的に周知，広報をいたしております。また，動

物病院におきましても，飼い猫の登録手続きや市の事業についての周知など，御協力をいただいている

ところでございます。条例につきましては広報紙やホームページで随時広報を行っておりますが，条例

自体の存在は周知されているものの，詳細な中身についてはまだ認識不足の感があると，いなめないと

いったのも事実でございます。このような状況もございますので，今年度から野良猫の不妊手術を行う

地域を対象としまして，町内，あるいは集落単位での地域説明会を実施いたしているところでございま

す。説明会の際には飼い猫条例を踏まえまして，本市における猫全般に対する取り組み，猫の生態など

についても説明を実施しております。今後ともこのような取組を充実させて，専門家や関係機関の御協

力もいただきながら，適正飼養に関する意識を深めていくよう努力いたしてまいります。 

 

２番（安田壮平君） はい。私も実際にその転入者に対して，環境対策課がまとめてですね，こう，たく

さんの資料というか，チラシもお配りしているというのを実際実物を見せていただきまして，確かにこ

のような猫の正しい飼い方についてというようなチラシを配ってるというのを確認をしましたけれど

も，そういったその，ちょっと膨大なっていうかですね，多い書類の中からこれを場合によっては見落

とす可能性もありますので，やっぱりその書類，書類の一番上にですね，この，細かい話で恐縮なんで

すけども，どういう書類が入ってますっていうような一覧表を，これをですね，付けていただきたいと

いうのと，あとはやっぱりその市民課の窓口のところに，猫の条例がありますというような，猫の登録

制度がありますっていうような，目立つようなポスターを掲げるなり，そういった工夫もしていただき

たいと思うんですが，その点についてはいかがでしょうか。 

 

市民部長（則 敏光君） ただいまの御提案の一覧表ですね。封筒の中にこの一覧表を入れる方式，封筒

に貼る方式，あるいは最初からその封筒に印刷されている，いろいろ種類があると思いますので，その

あたりは市民課のほうとも相談しながら，取り組んでまいりたいというふうに思います。また，ポスタ

ーの件ですね。ポスターですが，これについてはポスターにするか，あるいはまた，何らかの案内表示

の手法によりますか，いずれかどちらかを検討して実施してまいりたいと思っております。よろしくお

願いします。 

 

２番（安田壮平君） はい，分かりました。また引き続きどのような案内をされているかというのは，ま

た引き続き今後も見させていただきたいというふうに思います。 

 次に，②の更新制度の導入なんですけど，要は飼い犬，飼い犬の場合は毎年狂犬病予防注射等で生存

確認ができますが，飼い猫の場合そのような仕組みがなく，飼い猫の登録変更及び抹消については飼い
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主に一任されていると。強制力がないというのが現状です。なので，郵送等による通知をしたりするな

どによって，その更新制度というものを導入する必要があるのではない，あるのではないかというふう

に思いますが，そのことについて見解をお願いします。 

 

市民部長（則 敏光君） 飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例におきまして，飼い猫が死亡または

譲渡がなされた場合は登録の変更を行うというふうになっております。しかしながら，飼い主のほうは

最初の登録はしますが，その後の変更などが生じた場合においてもなかなか届け出がなされていないの

が現状でございます。平成２３年に同条例が施行されまして，奄美市では約２，１００匹ほどの飼い猫

が登録されております。当初の登録後は変更されていない状況が多分にございます。確かに，数字につ

きましても，疑問に感じている次第でございます。この更新の変更登録問題につきましては，これまで

も対等者や関係機関からも提案されておりまして，更新登録，変更登録への意識啓発や正確なデータ管

理について協議を行ってまいりました。条例施行から４年を迎えますので，飼い主の皆様に対し，これ

までの登録状況の確認作業を今年度実施してまいります。飼い主に対する意識啓発につきましても，奄

美大島５市町村で構成されます奄美大島猫対策協議会におきまして，飼い猫の死亡，または譲渡という

更新要件の中身についても，マイクロチップや不妊手術の項目追加も視野に入れて検討してまいりたい

というふうに考えておりますので，御理解をお願いいたします。 

 

２番（安田壮平君） はい。実際，今，登録数は２，１００頭ぐらいということですが，実際はもっとい

る可能性もあります。そしてまた，中にはその，もう既に亡くなっている場合もあると思いますが，要

はもうこの登録制度，１回登録して終わりというのではなくて，やはり，継続的にその何かしらメリッ

トを持たせる，飼い主にもですね，飼い猫にもメリットを持たせる仕組みの導入が必要じゃないかなと

思います。今年度から始まっているその不妊去勢手術費用の助成は，登録をしていないとこれが使えな

いということですので，一つのメリットかなというふうには思うんですが，それ以外にも，そのそうい

った手術終わった飼い主，飼い猫に対してもですね，例えばその，毎年のようにそういった葉書での確

認などをして，長寿猫，猫は室内で飼って，飼えば長ければ１５年から２０年，長生きされるようなん

ですけども，そういった長寿猫であったり，室内飼いをしているという優良，優良飼い主として表彰し

たり，あるいは市の広報紙でＰＲをしたりというメリットをですね，導入することも一案かなと思うん

ですが，そのことはいかがでしょうか。 

 

市民部長（則 敏光君） 適正飼養の条例の実効性を増すためにも，そういったインセンティブについて

は必要な面もございますので，部内のほうでちょっと検討させていただきたいと思います。 

 

２番（安田壮平君） はい。急々にはあれでしょうから，是非，検討していただきたいと思います。 

 ③の室内飼養を普及させるための取組をどのように進めていくかなんですけど，やっぱりきちんとそ

の，赤ちゃん産んでも，もし飼いきれないのであれば，避妊・去勢をして，そして，室内飼いをしてい

く。そのことがやっぱり，野良猫，ノネコを増やさない大事な道筋だと思うんですけども，やっぱりこ

こを，この，特にこの室内飼養というものを力を入れていかなければ，なかなか野良猫等々は減らない

だろうと。要はその蛇口対策が必要だと思うんですけど，なかなか，残念ながら本市ではこれまでの習

慣等により，この室内飼養への理解が進んでいないのが現状です。これについて，どのように取り組も

うとしているのか，また，これについて民間団体等もですね，力を入れて取り組んでいらっしゃいます

ので，そことこうどのように連携を図りながら取り組もうとしているのかについて，伺いたいと思いま

す。 

 

市民部長（則 敏光君） 猫は管理されて生きる動物と言われております。しっかりと目の届く範囲内に
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置いて飼養するのが望ましいと，室内飼育はその最たる手法と考えております。最初から野良猫，ノネ

コというのは存在しないわけでございますので，これにつきましては，今後適正に関係団体の御協力，

助言，アドバイスなどもいただきながら，取り組んでまいりたいと。適正な飼養を普及させるための取

組について，今後また検討させていただきたいと思います。 

 

２番（安田壮平君） はい。是非，検討をお願いしたいと思います。これは既に公表されているデータで

すので，ちょっと申し上げさせていただきますが，名瀬保険所管内の猫の殺処分数，平成２５年度で２

１３件，全国では２５年度は約１０万頭ですね。県の場合は６３３頭ということで，これは同じ人口比

で計算した場合に，全国の４．３倍，県の５．９倍，県は愛護センターができましたので，ちょっと少

ないみたいですけど，全国と県比で見た場合にですね，非常に多い状況ということで，要は手術もさせ

たくないし室内飼育もさせたくないというような結果がですね，この保健所での殺処分数に現れている

と。果たしてこれで本当に世界自然遺産を目指す地域なのかと。ここもですね，本当に今後，大きな問

題になってくるんじゃないかなと思います。やはり，やっぱりその室内飼養，そして，きちんとしたそ

の手術というものを普及させていって，そしてまた，野良猫についてもＴＮＲや地域猫制度というのも

ありますので，要はルールをもってきちんと餌を与えるというような制度，全国でも行われているとい

うのをやっていけばですね，必ずその猫の殺処分数も減っていくでしょうし，年間３００頭ぐらい車で

轢かれて死んでいる，そういう猫も減っていくと思います。やっぱりこういう室内飼育というものを，

もっともっと力を入れる必要があると思いますので，とはいえ，なかなかこれまでの習慣を変えるのも

難しいんですけども，そこで，今一つ提案なのが，小・中学校等へのですね，この啓発と言いますか，

教育，世界自然遺産などのその希少野生動植物に関してはそういう授業もあったりしますと，あると聞

きますが，こういった猫の適正な飼い方について，こういう小・中学校などへも，是非，導入をしてい

ただいて，この辺，民間団体と連携をしていただいて，取り組んでいただければなというふうに思いま

す。 

 すいません。ふるさと納税の活用の時間がですね，もう大分少なくなってしまいまして，大変申し訳

ないですけれども，メリット，デメリット，どのように分析しているのかというところで，これ本当，

午前中の元野議員のお話を受けて，是非ともこれ，議論を深めたいところではあったんですけども，元

野議員の午前中の続きにもなりますが，やっぱり，これはさまざまなメリットがあると思います。デメ

リットよりもメリットのほうが大きいと。その中の一つは，僕は担当の職員が地域のことを知り，地域

の魅力を知り，それをどんどん発信していく大きなチャンスとなると。職員さんが自らの地域を知る。

そしてまた，それと同時に物産が循環する可能性もありますので，是非，返礼品を，今は奄美市が任意

で，お任せで送っているわけですが，それを選択制にするとかしていただきたいと思いますが，そのた

めにも是非，担当職員をですね，先進地の自治体に派遣をして，ノウハウを学んできていただきたいと

思うんですが，それについてはいかがでしょうか。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 午前中の元野議員からもございましたが，是非，そういう取組をですね，積

極的に取り組めるように検討してまいりたいというふうに思います。 

 

２番（安田壮平君） ありがとうございました。 

 

議長（竹田光一君） 以上で，無所属 安田壮平君の一般質問を終結いたします。 

 暫時，休憩いたします。（午後３時４６分） 

                     ○              

議長（竹田光一君） 再開いたします。（午後４時００分） 

 引き続き，一般質問を行います。 
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 日本共産党 崎田信正君の発言を許可いたします。 

 

２２番（崎田信正君） 日本共産党の崎田信正です。本日５番目の登壇となりましたが，どうかよろしく

お願いをいたします。 

 まず，質問通告の順番について変更をお願いいたします。質問の主題の３番と４番を入れ替え，小宿

区画整理事業の次に奄美和光園将来構想についてといたします。よろしくお願いをいたします。 

 さて，議員の任期は４年間であり，この議会が任期中最後の議会となることから，４年前の選挙で訴

えたことに対し，私自身，真摯に向き合ってみることが必要だと考えております。日本共産党市議団は

毎年，市政全般にわたり１００項目を超える予算要望書を提出して，その実現のために日常活動を進め

ております。４年前の選挙公報を見ると，公契約条例の制定，住宅リフォーム制度の拡充，高すぎる国

保税，介護保険の負担軽減，子ども医療費を中学校卒業まで無料などを掲げておりました。引き続き，

奄美市政の大きな課題であり，市民生活を支える課題ともなっており，実現が望まれるものでありま

す。市会議員として老若男女，誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指すことは当然であります。し

かし今，その前提ともなる平和と憲法，国の根幹となる問題が揺らいでおります。日本が戦後７０年，

憲法９条のもとで守り続けてきた戦争しない国を根底から覆そうとする安保法案，いわゆる戦争法案が

衆議院で自民・公明の強行採決で可決し，現在，参議院で審議が行われているところであります。この

法案を通してはならないという国民の声は全国各地で空前の規模に広がって，戦争法案反対の声がとど

ろいており，その声は全世代，中学生，高校生，そして，戦争体験した高齢者の方まで広がっておりま

す。８月２６日に東京都内で１００大学有志の共同行動が行われ，北海道から九州まで全国８７大学，

２５３人の大学教員が一同に介し，記者会見に臨んでおりますけれども，そこには創価大学の有志の方

も参加されております。その広がりを心強く思うものであります。この戦争法案は自衛隊をアメリカ軍

と一緒に地球上のどこであっても武力行使を可能にしようとするもので，自衛隊の基地が新たに造られ

ようとしている奄美市民にとって，より深刻な状況になることが心配されます。これらのことについ

て，通告に従って順次質問をさせていただきますので，よろしくお願いをいたします。 

 まず最初に，市長の政治姿勢についてです。先ほど述べましたが，今，平和安全法制整備法案，いわ

ゆる戦争法案についてですが，この法案は国会論戦が進めば進むほど，その危険性が次々と明らかにな

り，国民に隠していた事実も明らかになり，法案そのものがぼろぼろになっていることが浮き彫りにな

っている状態となりました。この件について，先の６月議会でこの戦争法案について，市長の見解を求

めましたが，そのときの答弁はこの法案の基本的な考えは我が国を取り巻く安全保障環境は一層厳しさ

を増しており，国民の命と平和な暮らしを守ることは政府の最も重要な責務である。そのため，我が国

の安全を確保するためには，あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする法整備を行うことが必要

で，これにより争いを未然に防ぐ力，つまり抑止力を高めることができる，との趣旨に基づいて関連法

案を整備するものと理解しておりますと，政府の言い分を丸ごとだと思いますが，そのまま理解してい

るということでいいのかということです。この６月議会のあと，先ほど述べました，審議が進む中で政

府が根拠としていたことが，もう総崩れとなっております。いろいろありますけれども，一例を挙げま

すと，政府の言う後方支援というのは，国際的には兵站活動と呼ばれており，米海兵隊でも戦闘と一体

不可分としていることなどでありますけれども，このような状況が明らかになった現在でも，６月議会

での見解は変わらないのか，まず，確認しておきたいと思います。 

 

議長（竹田光一君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） 崎田議員にお答えいたします。議員お話のとおり，ただいまの質問については６月

議会でも御質問いただきました。その際の私の答弁については，今議員が朗読していただいたそのとお

りでございます。そのような中で，現在，参議院で審議がなされております。その際に私が申し上げま
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したことは，戦争を好む国民はまず１人としていないであろう。その中において，防衛，外交というも

のは国家根幹をなす法案であり，国において離島であれ中央であれ，国家，国民を等しく安全・安心・

平和な地域を構築していくのは国の責任であると。そのような中において，あらゆる国際情勢を想定

し，また特に我々離島に住み，近隣諸国において非常に不穏な動きがある中において，国が責任を持っ

て離島住民をどのような形で守っていくのか。国際社会の中における責任とともに，我々地域住民の生

活環境をいかにして守っていくかということが，現在，国会で審議がされると思っております。そのよ

うな中において，緊張が高まる東南アジアの情勢を考えますと，地理的に隣接する奄美の人々における

不安はより深刻であろうと思います。従いまして，解釈もさまざまであろうかと存じますが，十分な国

会審議をしていただきたい。その中で，国の根幹たる防衛，外交，治安含め，国民の平和を守っていた

だきたいと。そのために国会審議を見守っていきたいと考えていることは，前回の御答弁と私は変わら

ないつもりでおります。以上であります。 

 

２２番（崎田信正君） 国民の平和，安全，守るのは国の責務。これは当然なことなんですね。それをど

のような形で守っていくのかということが，今問われているわけですが，それは憲法９条もとにして平

和外交もっと積極的やるべきだというふうな，私たち意見でありますけれども，それとは別に，今審議

されているように，やっぱり防衛力を高めて抑止力だという意見もあるのは私も知っているわけですけ

れども。そして今，この法案巡る解釈の問題で何が問われているのかというのは，憲法違反だというこ

となんですね。それを，防衛力を持って軍備を整備をして，アメリカ軍と一緒に戦地に，戦闘行為に行

くんだ。それが国民の平和を守ることになるんだということでやるのであれば，一番何がもとになるか

って言ったら憲法なんですよね。だから，憲法は憲法を変える手続きがあるわけですよ。それを無視を

して，憲法解釈で憲法解釈勝手にねじ曲げて，憲法超えたとこでやろうということに対して多くの国

民，それと法曹界と言いますか，憲法学者，それから日弁連も全部反対をしているわけですね。この憲

法違反ということに対して，市長は何か見解はお持ちじゃないですか。 

 

市長（朝山 毅君） 議員がお話のとおり，憲法に基づく自衛隊，警察予備隊から保安隊に移り自衛隊に

移ってきたこれまでの経緯を含めて，自衛隊ができたときも憲法違反だと言われる世論があり，支持者

がおられ，そしてもろもろの経緯を辿って今日に至っております。その自衛隊の中においても，個別的

自衛権は容認されてきた今日までの経緯，そして新たに集団的自衛権となったときに，更に憲法違反だ

と言われている現状の国会審議，また，社会世論，これらを踏まえて，私は憲法学者じゃ，また，識者

じゃございませんが，ただ，もろもろの経緯を辿っていくと，どのような審議がなされていくかという

ことに対しては一方ならぬ興味を持っている者の一人でもあります。従って，これら国家根幹にかかわ

るものについては，十分な審議をして，国民世論の姿を国会の中において説いていただきたいという思

いでございます。 

 

２２番（崎田信正君） ここで，国会論というようなやり方をやるわけでいきませんので，ただ，最後に

言っておきたいのは，元最高裁長官の山口繁さん，これは朝日新聞に載ってましたけれども，今回のよ

うにこれまで駄目だと言っていたものを解釈で変更してしまえば，なし崩しになっていく。立憲主義や

法治主義の建前が揺らぎ，憲法や法律によって権力行使を抑制したり恣意的な政治家が国民を保護した

りすることができなくなってしまうというふうに言われてるんですね。憲法を解釈して，今，個別的自

衛権とかありますけれども，集団的自衛権は憲法は認めていないというのは，もう６０数年決められた

ものですね。それを１内閣の勝手な判断で変えるということは，憲法の上に自分を置くものだというこ

とであって，憲法そのものは権力を縛るものですね。法律は国民に対して与えますけれども，憲法は国

民じゃなくて権力なんです。だから，そういったことが根底から崩され，覆されれば，もう立憲主義を

ねじ曲げるということで，もう民主主義も何もないというのが多くの憲法学者，また，日弁連，弁護士
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さんの言うことなんですね。そういったことをきちんと見極めて，市長も是非その立場に立ってほしい

なというふうに思います。その立場は一緒だと思うんですけどね。ただ，理解，解釈の仕方が違うのか

なと思いますけれども。これはまた，国会で今議論がしておりますので，そこの成り行きを見ることに

なりますが。私たちに関係あることについては，その自衛隊の関係ですね。自衛隊を戦地に送るという

のが，今の戦争法案の危険性，これはもう，随所で明らかになってまいりました。６月の議会の答弁，

これも解釈もさまざまであることも承知しておりますが，そのためには十二分な国会審議が必要である

と認識しておりますと，今言われたそのままですね。その国会審議で，今，何が明らかになったかと言

うと，政府は戦争を起こさないための法案だと，こう説明しております。米国が起こす戦争にいつで

も，世界中どこでも切れ目なく支援する究極の対米従属法案としての本質も明らかになりつつありま

す。どこまでも米国追随の姿勢じゃないかと。これは戦争法案の国会審議での内容だけではありませ

ん。実際におきている在日米軍の重大事故への対応でも，もう明らかなんですね。沖縄県での米軍ヘリ

墜落事故，通告なしのパラシュート降下訓練，神奈川県の米軍基地での爆発火災事故に対して地元自治

体や住民の不安，怒りが高まっておりますけれども，日本政府の対応というのは，工事も事故原因の独

自究明もしようとしていないんです。ヘリ墜落事故では日米軍事協力の指針，いわゆる新ガイドライン

ですが，戦争法案を先取りしたような国際法と他国の主権を侵害する海外での機密作戦を任務にした米

軍特殊作戦部隊と，自衛隊特殊作戦部隊との共同訓練が常態化してることも明らかになったんです。こ

の米軍のヘリが墜落したときに自衛隊も２人乗っていたんですね。それが特殊部隊の自衛隊だというこ

とで，もう共同訓練が始まっているということが明らかになりました。このような状況の中で，奄美大

島では現在，陸上自衛隊中距離地対空ミサイル部隊などの配備計画が進められ，南西警備部隊の駐屯地

造成費用８０数億円を概算要求したと報じられております。私はこれまでも述べてまいりましたけれど

も，これまでの自衛隊基地の延長線で考えるべきではないと思ってるんです。戦争法案を審議する中

で，自衛隊の訓練というのは米軍と一体化していることは，自衛隊の内部文書でも明らかになりまし

た。その指揮権は米軍にあるということも明らかになっているんです。この状況で私たち奄美に住むも

のにとっても，自衛隊内部文書の内容は大変ショッキングなものだと言わなければなりません。国会審

議の中で国民に隠していた重大内容だということが明らかになったわけですが，第１に平時から自衛隊

が米軍の指揮下になること，日米共同作戦計画の存在です。当然，米軍と一緒に共同作戦，共同訓練が

常態化される危惧があり，オスプレイの飛来が心配され，奄美空港が軍事化に進む心配があります。こ

れは何の説明もされていない以上，このような危惧が払拭されることはないんですね。先日は９月３日

の地元新聞では２日夕方奄美群島を爆音情報が駆け巡ったとの記事もありました。自衛隊基地に関する

情報がなければないで，そのこと自体が大問題だと言わなければなりませんが，なければないで現時点

での状況を市当局が説明会や意見交換会など，早急に開催することが必要だと思いますけれども，御見

解を賜りたいと思います。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それでは，お答えいたします。防衛省から得られた情報についてということ

でございますが，従来から申し上げておりますとおり，まずは議会等に報告した上で市民へ周知を図っ

てまいりたいというふうに考えております。住民説明会のことに関しましては，先の議会後の全員協議

会の中で説明をさせていただいておりますが，今年度から来年度にかけて，測量調査や土質調査，ある

いは環境調査や基本検討，実施設計を実施するというふうに伺っております。その中で駐屯地の詳細が

決定してくるというふうに考えております。なお，国のほうにも詳細が決まった際には説明会を開催し

てほしい旨はお願いをしているところでございます。また，議会や住民からも要望があるとのことも伝

えておりますので，今後とも国との協議を踏まえながら，開催時期等を含めて検討させていただきたい

というふうに考えております。 

 

２２番（崎田信正君） 大体，いつごろになるというふうに予測してるんですか。 
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総務部長（東 美佐夫君） 先ほどお答えしたとおりですが，２７年度に詳細設計，実施設計を実施する

というふうに伺っておりますので，それを踏まえてということでございますので，２８年・２９年とそ

の辺ではないかなというふうに考えております。 

 

２２番（崎田信正君） 私は自衛隊基地建設をこれまでの延長線上で考えられないというのは，もう，米

軍との一体化が明らかなんですよね。これからのいろんなところの訓練を見ても。沖縄の状態を見ても

そうですから。この自衛隊が基地が建設されることによって，米軍との共同訓練がどうなって，それが

大島海峡も含め，それから奄美空港も含め，そういったところでいろんなことが行われるじゃないかと

いったこと，自衛隊基地がどこでどんなふうじゃなくて，そういう心配まで含めて市民がされているわ

けですから。そういう説明を基地ができる前にすべきじゃないですかね。いや，そんな心配はないんだ

とか，そういうことがないと，もう，基地ができてから取り返しがつかないということになるわけです

から。市民の安心・安全ということを言われるわけですから。市民に安心感を与えるためにも，そうい

ったことはないという否定的な説明をできるように期待したいと思うんですが，いかがでしょうか。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 繰り返しになりますが，国のほうにも，是非，説明会をと言うふうにお願い

をしているところでございます。また，これは見方は別のことになりますが，駐屯地の概要，あるいは

自治体とのかかわりということでは，先進地の駐屯地がございます。こういうところも是非，視察を含

めてですね，駐屯地の在り方，そういう状況等について，お互いに，議会も含めてお願いしたいと思い

ますが，勉強していければというふうに考えておりますので，その点については御理解をいただきたい

というふうに思います。 

 

２２番（崎田信正君） もうこれ，陳情も出されているので，また議論するときあると思います。 

 次に行きます。小宿土地区画整理事業についてでありますけれども，小宿土地区画整理事業の見通し

については，これも第２回定例会で質問をしております。具体的にどうするのか，地域の高齢化もあっ

て不安に感じている住民もいるということで，再度の質問になります。小宿都計については６月議会の

答弁では今年度で合意形成，９０パーセント以上が図られた場合は，早急に区域決定し，平成２８年度

は事業計画の決定を行い，平成２９年度に仮換地を指定しますというのが答弁でした。しかし，当初９

３パーセントとされた合意形成がアンケート調査をやれば４７パーセントだったと。その後，一人ひと

りの戸別訪問などで７８パーセントに向上したというふうに答弁がありましたけれども，この７８パー

セントになった時期はいつだったのか。そして，それから月日も過ぎているわけですが，その後の合意

形成の努力はされていると思いますが，今現在は何パーセントまで向上したのか，お示しをいただきた

いと思います。 

 

建設部長（砂守久義君） 御質問の合意形成が７８パーセントとなった時期について，これまでの経緯な

どを含めながらお答えいたします。区画整理事業を導入する区域につきましては，平成２２年から２３

年にかけて，町内会，町内役員会，住民説明会，町内会総会を通して区域案を決めております。平成２

５年度には区域を正式に決定するために住民説明会や巡覧を行い，意見を出せる機会を設けたところ，

意見書が出されました。意見書では土地所有者や建物所有者等の関係権利者の合意は得られていないと

のことでした。確認のために関係権利者に対してアンケート調査を実施したところ，合意形成が高いも

のでないことが分かりました。このようなことから，平成２５年１１月から平成２６年１月にかけて，

また，平成２６年８月から９月にかけて，２回にわたり関係権利者を個別訪問や遠方の方へは文書を差

し上げ，事業内容や区域の考え方について説明したところ，合意形成が７８パーセントまで向上したも

のです。平成２７年３月には事業について更に理解を深めるために，関係権利者に対して説明会を開催
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し，その後，促進協議会の会長と取組等を調整していますが，現在のところ合意形成は７８パーセント

で変わっていないところでございます。 

 

２２番（崎田信正君） ７８パーセントで変わっていないということは，いかに合意形成が難しいのかと

いうことを物語る数字だと思うんですが，６月議会の答弁で先ほど言いました，今年度で９０パーセン

ト以上の合意を図られた場合というふうに言われているわけですから，当然，それに向けていろいろ手

だてをされてるんだと思いますが，現在，９０パーセントに到達するためには何が必要と考えているの

か，お伺いをいたします。今年度ってあと半年余りしかありませんので。 

 

建設部長（砂守久義君） 小宿土地区画整理事業は住宅環境として抱えている課題を解消するために行う

ものでございます。事業を導入することで小宿地区の皆さんが将来にわたって安全で安心して暮らして

いけることを理解していただく必要がありますので，これまでも説明会や戸別訪問などを通して説明し

てまいりました。しかしながら，事業にあたっては土地の減歩や家屋移転など，関係権利者の負担が伴

うもので，関係権利者の意向も尊重されるものであります。事業区域に対する反対や事業そのものに反

対の方もいらっしゃいますので，今後とも地域で組織されている小宿土地区画整理事業促進協議会な

ど，地域の協力を得ながら説明会を通して，真摯に丁寧な話し合いをしながら，合意形成を高めてまい

りたいと考えております。 

 

２２番（崎田信正君） 焦ってやる必要はないか，焦ってやるべきではないと思うんですが，といって地

域の状況，それから年齢構成なんかを見れば悠長にやっている暇もない。下水道も整備されてないわけ

ですから。だから，密度を濃くしてやることが必要だと思うんですね。だから，今まで１年に１回だっ

たのを，６か月１回，３か月に１回，もう毎日でも行ってやるというような密度を濃くして，丁寧に合

意形成を図ってるということで，スピード感持ってやっていただきたいなというふうに思います。 

 次に，奄美和光園のほうの将来構想について。将来構想で示している３年以内の短期で実現する期間

が過ぎました。平成２６年第１回定例会でも同じような質問をさせていただきましたけれども，そのと

きの答弁では構想は着実に実施されているとしておりますけれども，その期間が過ぎた今，どのように

総括をされているのか。将来構想で取組の主な例として幾つか示されておりますけれども，それはすべ

て達成できたのか，お伺いいたします。その前にですね，奄美和光園将来構想，構想検討委員会です

ね，これが今，存在しているのか解散しているのか，実態がどうなっているのか，先，そちらから御答

弁お願いしたいと思います。 

 

保健福祉部長（泉 賢一郎君） 奄美和光園の将来構想につきましては，奄美和光園入所者自治会からの

御依頼により，本市が事務局となり将来構想検討委員会を立ち上げ，和光園自治会の意向等を踏まえさ

まざまな議論を行った上で，平成２３年３月に策定されまして，和光園自治会へ報告書としてお返しを

いたし，この報告書の内容をもとに国への提言がなされたという経緯でございます。その時点で，将来

構想検討委員会としての役割は終了したものと認識をいたしております。将来構想の取組の達成状況に

ついてでございますが，この将来構想では医療・看護・介護，社会とのつながり，啓発の三つのテーマ

を掲げ，各テーマごとに短期，中期，長期の目標を実現のための期間設定を行っており，入所者の方が

安心して生活できる地域社会の実現を目指すこととしております。その中で，各テーマごとの実施状況

を申し上げますと，医療・看護・介護につきましては，平成２３年４月に皮膚科の一般外来診療が再開

し，また，平成２５年４月からは４床の一般入院診療が開始をされております。社会とのつながりにつ

きましては，平成１６年度から一般市民が園内での農作業を通じて入所者と交流をするふれあい和光塾

を行っており，現在１２年目を迎えておりますが，今年度は２４家族６０名の方が参加されているよう

でございます。また，鹿児島県の事業でございますが，毎年夏休みに親子で和光園を訪問し，入所者と
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の交流を通じてハンセン病問題への理解や偏見，差別の解消を図るための取組を実施し，平成２６年度

は５家族１６名の方が参加されたと伺っております。そのほかにも，毎年の恒例行事となっておりま

す，和光園主催の夏祭りや敬老会におきまして，地域住民を始め多くの市民が訪れ賑わいを見せており

ます。次の啓発につきましては，毎年ハンセン病を正しく理解する週間に合わせ，本市と県との共催に

よりますパネルや入所者の美術作品の展示，パンフレットの配布などを行い，ハンセン病に対する正し

い理解についての啓発を行っているところでございます。このような取組の中で，ハンセン病について

の偏見，差別のない社会，地域に開かれた療養所として地域に浸透し，将来構想が着実に推進され，こ

れまでの取組は概ね実現できているものと認識をいたしております。今後も入所者の方々の理解をいた

だき，奄美和光園を始め関係機関とも連携を図りながら，持続的な推進に取り組んでまいりたいと存じ

ます。 

 

２２番（崎田信正君） 短期目標ということで，今，概ね実現できていると。これは入所者がおられるこ

とに対してのいろんな対応策ですね。触れ合いをやるとかということで。ですけれども，この短期目標

が過ぎて，今現在は平成２８年度までの５年以内を目標とする中期の段階に入っている。６年目以降の

長期目標と併せてその展望についてどうなるのかということですが，今年７月に発表された全国ハンセ

ン病療養所所在市町連絡協議会，この決議，大変立派なものだと思います。読ませていただきました。

この方向での推進が本当に待ち望まれると思いますが，奄美和光園の入所者数は現在３５人です。新規

の入所者はこれからないでしょう。年齢構成からすると療養所としての役割はいずれ終えることになり

ます。その後の奄美和光園についてどのように考えているのか，お伺いをいたします。 

 

保健福祉部長（泉 賢一郎君） 奄美和光園の中・長期の取組につきましては，入所者の方々の希望，合

意を踏まえながら，関係機関との連携を図っていく必要があると考えております。その中でハンセン病

問題にかかる歴史継承のための施設保存を挙げておりますが，先に開かれました厚生労働省での歴史的

建造物の保存方法を話し合う検討会において，和光園内の歴史的建造物であります旧納骨堂が平成２７

年度に補修されることが決定をされたところであります。また，７月，今年の７月９日に本市で開催さ

れました全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会総会におきましても，ハンセン病療養所施設の保存

等についての意見が交わされたところでございます。この中において，全国の所在市町共通認識のも

と，入所者及び自治会の意向を尊重した療養所の将来構想策定と速やかな実現を始め，１５項目の決議

を行い，国会及び国に対して要望をしているところでございます。本市といたしましても，中・長期目

標に掲げております奄美和光園を忘れさせないための取組といたしまして，入所者の希望と合意並びに

国の方針等を踏まえながら，全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会や関係団体等と連携を図って進

めてまいりたいと存じます。 

 

２２番（崎田信正君） それでは，一つの提案なんですけど，奄美和光園の将来構想については，これは

平成１６年に国立長寿検証センター，この設置を当時の名瀬市や名瀬市議会など関係団体が連盟で要望

書を提出をしておりました。しかし，これは平成２０年１２月に正式に設置の計画はないという回答を

受けて，現在にいたっておりますけれども，私は世界自然遺産登録推進特別委員会にも提案をしており

ますけど，特別委員会の勉強会でですね，和 秀雄先生を招聘して勉強会がありました。そのときに和

先生が提唱されているのが自然史博物館なんですね。これが是非，国立で建設されることになればです

ね，奄美の発展にもつながり，今お話がありました奄美和光園の歴史的建造物の保存にもつながるとい

うふうに考えているんですね。かなり膨大な土地，敷地面積は１２万６，０００平米を超えるというこ

とですから，場所的にも市街地と隣接し，大変恵まれた位置になっております。このことについて，当

局の御見解があればお示しいただきたいのと，このような提言はどういう方法で議論の遡上に挙げるこ

とができるのか，お伺いをしたいと思います。 
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保健福祉部長（泉 賢一郎君） 御質問の奄美和光園の歴史的建造物の保存につきましては，先ほど申し

ましたが７月に開催されました全国所在地連絡協議会の中でも負の遺産を後世に残すという趣旨から，

世界遺産登録について，決議事項に盛り込めないかどうかという議論が交わされたところでございます

が，全国の全療養所について，世界遺産登録に向けた足並みがまだ整っていないことで，建造物や資料

等を国の施設として永久保存するとともに，それを活用し人権研修の場としてハンセン病の歴史を後世

に伝える体制の早期確立という決議の内容に留まっているところでございます。また，先に世界遺産へ

の動きを見せておりました岡山県の瀬戸内市に，この市には三つの園が，施設がございますが，この三

つの園につきましてもあくまで国の施設であることから，国が登録に向けた動きをすべきとのスタンス

で要望をしていきたいとのことでありました。このようなハンセン病療養所を後世に残すための全国の

動きの中で，先に申し上げましたとおり，奄美和光園を忘れさせないための取組としまして，入所者の

希望と合意並びに国の方針等を踏まえながら，全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会や関係団体等

と連絡を図ってまいりたいと考えております。 

 次に，このような提言がどういう方向で議論の遡上に挙げられるかということでございますが，各療

養所ごとの将来構想にかかる提言等は入所者自治体の意向の最大限尊重しながら，園との合意案を厚生

労働省へ提出し，必要な予算措置が行われているところでございますので，御理解をお願いいたしま

す。 

 

２２番（崎田信正君） 和先生が提唱された自然史博物館ですね。これは世界自然遺産になれば，やはり

観光客が来ると思うんです。また，それも期待して，島の発展に寄与できればというふう思うんです

が，ただ，世界自然遺産の対象というのは奄美の貴重な固有種，それから動植物ですね，稀に見るとい

うことですか。だから，観光客の方が来ても，簡単に見れないんですよ。景勝だったら見れますけど

ね。富士山とかそれから知床とかそういったところは。だけれども，クロウサギを見ようかと思って

も，自由に見れないわけですもんね。そんなときに自由に山に入って行かれると，それこそ世界自然遺

産が将来残そうというものが壊されてしまうわけですから，それを防ぐのと，十分じゃないけれどもク

ロウサギの生態などを知る，来て，見て，帰れるということで，世界自然遺産，自然史博物館を造れば

その両方のメリットを生かされると。自然を残すことと，それから観光客にある程度満足して帰ってい

ただけるということで，これがあると思うんですが，それには十分が土地がやっぱり必要なんですよ。

そういったときに，和光園の敷地，建物とかはあるんですけど，その奥にずっと広大な土地があるわけ

ですから。国のものでしょ。世界自然遺産となると国が大いに力を入れてもらうということであれば，

国立としてやっていけば，奄美市の維持費は大変なものになると思いますけれども，そういったこと

は，是非，議論してほしいと思うんですが，今の話だったら和光園の自治会を通じてと。自治会はみん

な高齢でですね，休会を繰り返すような状況で，これを本当にどうだこうだとかこういうことで議論し

てやる力はもうほとんどないんじゃないかなと思うんですけれども，そういったときにどのようにこれ

が具体化，これでなくても，いろんな面でもですね，具体化なるのかといったところに，何か方法論が

あれば。 

 

保健福祉部長（泉 賢一郎君） 議員おっしゃりますように，入所者の数も少なくなり，高齢化をしてお

ります。そういった中で入所者が将来についていろいろ実行することはなかなか難しいことと思いま

す。基本的には国立の，国の施設でございますので，国のほうで将来の構想を立るのが基本的ではある

と思います。しかしながら，その施設が所在をする市町村として，当然ながらどういった方法が一番い

いのか，側面から支援をするのは当然のことだと思っておりますので，国や県，関係団体とも連携を図

りながら取り組んでまいりたいと存じます。 
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２２番（崎田信正君） 次に，医療福祉制度についてですが，まず，国民健康保険制度についてお伺いし

たいと思います。国保の都道県単位化，これは平成３０年度からなる予定でありますけれども，現時点

での課題は何かということです。医療保険制度改革関連法案で国民健康保険をはじめ，健康保険法，高

齢者医療各法などがまとめて出されました。個々の制度を大きく変更する都道府県単位化を平成３０年

度から実施するとしております。しかし，これはすべてが都道府県の責任で行われるものではありませ

ん。市町村が引き続き，国保の保険者となって保険証の発行や保険税率を決めることや，保険給付，保

険事業などを行い，継続する面も多くあると言われております。国保は毎年単年度赤字を出しておりま

す。一般会計から２億５，０００万円の繰り出しで赤字の穴埋めを行っておりますけれども，それども

なお累積の赤字が増えている状況です。私たちは大反対なんですが，自公政権は平成２９年度に消費税

を１０パーセントに引き上げることに決めております。今年は大幅な介護保険料の値上がりがあり，都

道府県単位化となる平成３０年度は，また介護保険料との見直し時期とも重なっております。既に更な

る値上げが予想されておりますけれども，このような状況で今でも高い国保税の引き上げはあってはな

らないと思うんです。都道府県単位化が真に住民のための制度になるためには，何が必要で何が課題と

なっているのか，御見解をお示しいただきと思います。 

 

市民部長（則 敏光君） 医療保険制度改革関連法の成立によりまして，平成３０年度から都道府県が国

民健康保険の運営の責任主体となります。安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保などにつきまし

ては，中心的な役割を担うということになります。具体的には県は県内の統一的な国保の運営方針を定

めまして，市町村が県に納める国民健康保険事業納付金の決定，あるいは標準保険料率の設定を行いま

す。更に，保険給付に必要な費用の交付，また，市町村の事務の効率化，広域化などを行うこととなっ

ております。一方，市町村におきましては，保険税の賦課及び徴収，資格管理，保険給付，そして保険

事業など地域におけるきめ細かい事業を引き続き行うこととなっております。また，これと併せまして

県が示す標準保険料率を参考に，それぞれ税率を定め，賦課徴収を行い，県に納付金を納めるいうこと

になります。仮に各市町村が徴収しました保険税が納付金の額に満たない場合は，県が造成します財政

安定化基金からの貸し付け，交付を行うなど，保険税や一般財源からの補てんが急に変化しないような

措置も講じられているとされております。特に市民への影響が大きい標準保険料率がどうなるかなどに

つきましては，非常に関心を持っているところでございます。引き続き，今後の制度の動向を注視して

まいりたいと存じております。 

 

２２番（崎田信正君） それで今，話を見てましたけれども，標準保険税率，あるいは国民健康保険事業

納付金ですね。これはどういう基準で決められるのか，説明をお願いいたします。 

 

市民部長（則 敏光君） まず，標準保険料率，保険税率でございますが，あるいは納付金，どのように

して決められるかということです。市町村が県に納める納付金は県全体の医療費をもとに各市町村の，

まず年齢構成の差異を調整した医療費水準，そして所得水準，この二つを考慮した上で算定するとされ

ております。しかし，その金額につきましては現時点では詳細な算定方法が示されておりません。本市

の場合は県平均と比べて年齢構成につきましては，高齢者の割合が低いために納付金が高くなる要因と

なります。一方，医療費水準，所得水準，これは両方ともに低い，県平均より低いという形でございま

すので，こちらは納付金が低くなる要因なります。最終的な納付金の額はこれらを総合的に加味して決

定されます。実際の納付金の額，額やそれをもとにした標準税率につきましては，現在よりも引き上げ

になるのか引き下げになるのかは，今のところ，まだ判断できないところでございます。以上でござい

ます。 

 

２２番（崎田信正君） 平成３０年ということで，まだ詳細が決まってないようですけれども，ちょっと
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心配するのはですね，今説明があったように，これは医療費の水準や所得水準をもとに決めるというこ

とになろうかと思うんですね。一般会計から繰り入れられなければ，保険税の値上がりになるんじゃな

いかと。更には医療費を抑制する方向にですね，進むのではないかという危惧があるので，都道府県単

位化には知事会なども反対を示しているわけですね。介護保険は保険料の引き上げと，給付の抑制，負

担増が続いておりますから，国保も同じ道を辿ることにならないかという心配をされる方もいるんです

が，そうならないのかどうか。詳細が分からないから，答えにくいか分かりませんが，感想があればお

願いいたします。 

 

市民部長（則 敏光君） 県内におきましては，一般会計からの繰り入れなどを行っている自治体は，実

態につきましては，一般会計からの繰入金は法定繰入金とそれ以外の赤字補てんを目的とした法定外繰

入金，両方ございます。このような法定外繰り入れなどが今後増えるかどうかということにつきまして

も，今，現在のところ納付金制度の趣旨がまだはっきり伝わってきませんので，何とも判断しかねると

ころでございます。 

 

２２番（崎田信正君） そういう心配があるんだということだけは，心に留めておいていただきたいと思

います。 

 次に，国保制度への交付金の使途についてですが，財政基盤の強化のために今年度から低所得者対策

として保険税の軽減対象となる低所得者数に応じた自治体への財政支援の拡充のために，１，７００億

円の財政支援があったということですが，これは全国各地の自治体では国保への国庫負担増を求める意

見が相次いでいることからの措置じゃないかと思います。今回の財政支援拡充策は低所得者層に，数に

応じて予算配分されるものだということですが，低所得者が多く法定減免の対象者が多い奄美市の場合

はその額とその効果について，どうなっているのかお伺いをしたいと思います。 

 

市民部長（則 敏光君） 国の医療制度改革による国保への公費拡充につきましては，平成２７年度から

の１，７００億円分が既に実施されております。主な内容につきましては，低所得者が多い自治体に対

する財政支援の拡充ということでございます。具体的には保険税の軽減対象となります低所得者数に応

じた財政支援を拡充するものでございまして，その内容はこれまで対象となっていませんでした２割軽

減対象者を対象とすると同時に５割及び７割の軽減対象者へも補助割合を引き上げるものでございま

す。１，７００億円のうち，奄美市への影響額を２６年度の数値で試算をいたしますと，約４，０００

万円ぐらいの増額ということで，平成２７年度については，まだ，現時点ではまだ確定はいたしており

ません。これらの交付金や地方自治体への財政措置につきましては，各市町村国保の財政支援という形

での交付となりますので，最終的には他の国・県の負担金，補助金などと同様に国保の保険給付等に対

して充てられるものと考えております。以上でございます。 

 

２２番（崎田信正君） 是非，保険税の軽減につながるような予算措置を期待したいと思います。 

 次に，介護保険制度についてですが，介護保険は平成１２年から始まります。家族介護の負担を社会

で支えるとしてスタートしたわけですが，この間，たびたび改正をされておりますけれども，改正の度

に当初の理念が失われていくという思いをしております。そして，今回また改正されて，益々その理念

が遠のいたなというふうに思うんですが，要支援１と２の方のサービスのうち，多くの方が利用してい

るホームヘルプ，デイサービスは全国一律の介護保険サービスから２０１８年，これも平成３０年です

ね，３月までに地域支援事業に移ることになります。利用者によっては住んでいる地区町村によって，

内容や料金が変わると言われておりますけれども，奄美市の取組の状況はどうなっているのか，お伺い

をいたします。 
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保健福祉部長（泉 賢一郎君） 本市におきましては，平成２９年４月より地域支援事業の総合事業を開

始する予定にしております。これはそれまで独自で展開してきた介護予防と生活支援に関する部門を総

合的に多様なサービスを実施していくことにより，その効果を発揮することを目的としており，現在，

要支援認定を受けている方の訪問介護，通所介護につきましても総合事業として位置付けられていると

ころでございます。現在，要支援１・２の方が受けられているサービスについては，一つ目は現行通り

のサービス，二つ目は緩和した基準によるサービス，三つ目が住民主体による支援などに分けられます

が，その内容は料金についてはこれから協議を行う予定であります。今後，要支援１・２の認定の方の

ケアプランの精査，各事業所やＮＰＯ法人などとの簡易なサービス提供についての協議，新たなサービ

スの創出，地域による助け合い活動の活性化などに取り組む生活支援コーディネーターの配置などを予

定しており，支障のない移行ができるよう準備に取り組んでいるところでございます。 

 

２２番（崎田信正君） 介護保険については，あと２・３点通告を聞き取りで話ししてましたけど，時間

の関係上，子ども医療費の件に移ります。子ども医療費，中学校卒業まで拡大できないかということで

すが，今，全国すべての自治体で何らかの子ども医療費助成が実施をされております。２０１４年４月

現在ですべての都道府県に助成制度が広がって，通院では中学校卒業までが９３０自治体，それ以上の

自治体は２０４に上っております。これ，全自治体の６５パーセントになるということですが，県内の

状況はどうなっているのか，伺いをいたします。 

 

保健福祉部長（泉 賢一郎君） 今の御質問ですが，地域支援事業の県内の事業。 

 

２２番（崎田信正君） いや，子ども医療費，子ども医療費。 

 

保健福祉部長（泉 賢一郎君） 子ども医療費ですか。失礼しました。 

 

２２番（崎田信正君） 時間がない。 

 

保健福祉部長（泉 賢一郎君） それでは，お尋ねの子どもの医療費を中学校の卒業までに拡大されない

かという御質問ですが，県内の状況といたしましては，今年４月１日現在，県内の市町村のうち，中学

校卒業まで医療費を助成しているところは２７自治体あります。奄美市と同じように小学校，中学校，

就学前までは１０自治体，小学校卒業までを対象にしている自治体は６市町村，６自治体でございま

す。 

 

２２番（崎田信正君） もう，県内１９市の中では１０市は中学校卒業まで，曽於市や出水市ですか，１

８歳までやっているわけですが，奄美市でも実施すべきだと思いますけれども，それの見解と，もう一

つ子ども医療費を無料化を行うとペナルティがあるというんですが，どのようなペナルティなのか，こ

んなバカげたことが本当に行われてるのかなと信じがたいわけですが，それがやられているのであれば

御説明お願いいたします。 

 

保健福祉部長（泉 賢一郎君） 崎田議員，医療費の無料化に対するペナルティと申しましたけども，御

承知でお尋ねしていると思いますけども，窓口無料化に対する国が，即ち現物給付方式に対して国が減

額調整するということでございます。県内，鹿児島県内では以前は申請をしてあとから償還払いをする

方式でしたが，現在はすべての市町村が自動償還払い方式，これは窓口で一部負担金を支払いますが，

後日，自動的に償還される仕組みです。現物給付化によりまして窓口負担が軽減し，市民サービスの向

上の点からも有効な施策，施策であると考えております。ただ一方では，適切な受診を促すという仕組
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みも大切であると考えております。最近の情報によりますと，先週，９月２日に始まった厚労省の有識

者検討会でこの減額調整の制度の見直しについても検討する一方で，症状が軽くても救急外来を受診す

る，いわゆるコンビニ受診を減らす対策も議論されているところでございます。厚生省は平成２８年夏

ごろまでに報告をとりまる方針ということでございます。 

 

議長（竹田光一君） 以上で，日本共産党 崎田信正君の一般質問を終結いたします。 

 以上で，本日の日程は全部終了いたしました。 

 明日，午前９時３０分，本会議を開きます。 

 本日はこれをもって散会いたします。（午後４時５８分） 
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議長（竹田光一君） おはようございます。ただいまの出席議員は２１名であります。会議は成立いたし

ました。 

 これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

 本日の議事日程は一般質問であります。 

                     ○              

議長（竹田光一君） 日程に入ります。日程第１，一般質問を行います。 

 この際，申し上げます。一般質問は個人質問とし，各自持ち時間は答弁を含めて６０分以内といたし

ます。なお，重複する質問事項につきましては，極力さけられますように，質問者において御配慮をお

願いいたします。 

 当局におかれましても，答弁については時間の制約もありますので，簡潔明瞭に行われますように，

あらかじめお願いをしておきます。 

 通告に従い，順次質問を許可いたします。 

 最初に，無所属，戸内恭次君の発言を許可いたします。 

 

１０番（戸内恭次君） 議場の皆さん，市民の皆さん，おはようございます。無所属の戸内恭次でござい

ます。 

 一般質問に入ります前に，少しお時間をいただきたいと思います。先日来の火災で被災された皆様へ

のお見舞いと，お亡くなりになった方の御冥福をお祈りを申し上げます。 

 さて，最近の政治状況でございます。そのことについてでありますが，私の知り合いで戦争体験者の

話しがございます。今の世情は戦前に似ていると，戦争は絶対してはいけない，私のような体験を繰り

返してはいけないと，つぶやくように話をされておられました。私たち戦争を知らない世代からします

と，戦争の話を伺っても想像で感じるしかないんですが，その体験者は命をかけたことに対する我々が

想像する以上の体験をされてこられたと思います。同時に思いますことは，最近の政治についてです

が，マスコミで御承知のとおりデモ，集会等で集団的自衛権，戦争はいやだというようなことで言われ

ておりますが，私が心配するのは，いわゆる立憲主義の危機であるというようなことです。この立憲主

義の危機ということに私は心配をしております。憲法というのは公民が守るべきものであり，また，時

の権力者たちが守るべきものであります。ややもすると暴走してしまう，そういうことで憲法で歯止め

をしながら，今日まで平和が保たれてきました。立憲主義が崩壊しますと，時の政権によって憲法改正

をしなくても，政権の都合のいいような政治がなされるという恐れがあるわけであります。こういう点

を最近特に気にしているところであります。私は奄美市が自衛隊誘致をしたことについては，賛成をし

ております。国家国民のために命をかけて災害等でも活躍する自衛隊の皆さんには敬意を表しておりま

すが，この憲法改正，あるいは解釈改正と自衛隊の存在では別問題でありまして，自衛隊は我々にとっ

て大変必要な組織であるというふうに認識しております。昨今，この奄美市においては，バニラ効果と

いわれており活性化されてきつつあります。このバニラ効果によって，本当にこの島は蘇るのではない

かと，みんなが期待をしてきております。このバニラ効果を更に関西，福岡，沖縄，鹿児島，更には外

国からもＬＣＣ効果を生みだすことができれば，この島がどれだけにぎわうのか，楽しみなところでご

ざいます。どうか行政の皆さんにおかれましても，市民におかれましても，このＬＣＣが継続できるよ

うに後押しをしていただきたいと思います。 

 それでは，最初の質問でございます。地方創生，多くの議員の皆さんが質問されていることでござい

ますが，改めて基本的なところから，奄美市の取組についてお伺いをいたしたいと思います。 

 次の質問からは発言席から行います。ありがとうございました。 

 

議長（竹田光一君） 答弁を求めます。 
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市長（朝山 毅君） おはようございます。それでは，早速戸内議員の御質問にお答えさせていただきま

す。 

 地方創生に関する奄美市の取組といたしましては，奄美大島人口ビジョン，奄美大島総合戦略及び奄

美市総合戦略の策定に向け，現在取り組んでいるところでございます。まず，奄美大島人口ビジョンに

つきましては，現在，人口の現状，将来人口の推計，展望について分析を行っております。現在，国が

提供しております地域経済分析システムなどのビッグデータを活用いたしまして，人口動向や雇用，就

労等の状況について，現状の分析を行うほか，住民アンケートや事業所アンケート，高校生アンケート

を実施し，目指すべき将来の方向を含めて，長期的な人口の将来展望を示す作業を行っているところで

ございます。また，奄美市総合戦略の策定につきましては，総合戦略に盛り込む施策について，全職員

や市民の皆様方から地方創生のアイデアを募集し，ワークショップを行っているところであります。６

月から８月にかけ，庁内ワークショップ２１本，民間ワークショップ８本を開催しております。特に民

間ワークショップにおきましては，金融機関やＮＰＯ法人の方々と奄美市への新しい人の流れや子育て

支援，まちづくりなどについて幅広く議論を行っているところでございます。提案されましたアイデア

について，事業化の検討を行い，奄美市総合戦略，または奄美大島総合戦略に反映する予定といたして

おります。加えまして，今後，産金学官等で構成されます奄美市総合戦略会議を９月の中旬に開催いた

しまして，９月の１５日を予定いたしておりますが，代表の皆様や議会の御意見，また，パブリックコ

メントを実施した上で，総合戦略としてまとめていく予定でございます。議会の皆様方の御協力もよろ

しくお願い申し上げたいと存じます。以上です。 

 

１０番（戸内恭次君） 地方創生，もう聞きなれた言葉でありますが，他の地域についてはこの地方創生

の取組がどうなっているのか。今，お話を伺っていますと，今から具体的な話があるということで，

我々がマスコミ等を通じて聞いている，その地方創生への取組と少しこう，時間のずれがあるような気

がするんですが，他地域と比較していかがでございますか。 

 

総務部長（東 美佐夫君） おはようございます。それではお答えいたします。他地域との比較というこ

とでございますが，今回の総合戦略につきましては，各市町村単位できめ細かな施策を実施するための

各市町村ごとの総合戦略に加えまして，奄美大島全体で連携して取り組むための奄美大島総合戦略の二

本立てで策定することとしております。全国の他地域に比較したときに，最も特徴的な点でございます

が，奄美大島全体で連携して計画を策定するところにあろうかと思います。今回の地方創生の目的の一

つは，人口減少の克服であるわけですが，特に定住施策や観光施策などにつきましては，奄美大島５市

町村それぞれが単独で施策を講じるより，移住希望者，あるいは観光客の視点に立って，広域的に連携

した施策を講じることで，よりスケールメリットの発揮が期待できるというふうに考えております。広

域連携によって計画を策定する自治体は，全国でもほかに例がないというふうに言われております。全

国のモデルケースになり得る戦略の策定に，今後努めてまいりたいというふうに存じます。以上です。 

 

１０番（戸内恭次君） その地方創生の達成した彼方に何があるのかという，ある議論の中で，私はバラ

色のようなイメージを持ってですね，その議論の中で臨んだことがあったんですが，この登った山の上

にバラ色の世界があるようにイメージしていたんですけれども，ある人が山に登ったら，その山の裏が

あるだけですよと，裏山がある，見えるだけですよという，それはそれぞれの風景の場所もあるんでし

ょうけれども，そういうふうに非常に現実的な話をですね，聞いたことがあります。ですから，地方創

生によってバラ色ということは，私は考えないようにしているんですが，総務部長はバラ色に見えます

かね，いかがですか。 

 

総務部長（東 美佐夫君） バラ色かという話しですが，今回の地方創生は，これまでの施策の中で一番
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大きなプロジェクトというか，国が掲げるプロジェクトだというふうに思っております。これをうま

く，このチャンスをつかむということが，我々の今後の大きな奄美の方向性を示す一大事業だというふ

うに思っておりますので，バラ色かどうかはちょっと分かりませんが，精一杯努力して，そのバラ色に

近づけていけるように努力をしていきたいというふうに思っております。以上です。 

 

１０番（戸内恭次君） 行政の皆さんに対して叱咤激励というよりも，もうあまり気張ることはないです

よと，地方創生で。そういう話をですね，というのは，あるところの話で，ある人の感想でいえば，も

うこの地方創生の役割は統一地方選でもう終わっているのではないかと，そういうことを言う人もいる

わけですね。個人的に思うのは，人口減少に対する対応といいますけれども，合併によってですね，人

口を減らしてきているのがその行政であったわけですね。合併によって人口は減らしてといて，減った

人口を更に増やすためにということで，地方創生ということを言っているような気がしてですね，その

矛盾を感じているわけです。そしてまた，地方創生によって取り組むことによってですね，急に変わる

ことがあるんだろうかというようなこともですね，いわれているわけですね。もう急に変わることなぞ

なんかはないんだろうというのが官僚の考え方ではないかというようなことでおりますが，この地方創

生，何か，数値目標ということがあると，その数値目標が達成できないとペナルティがあるというよう

なお話を伺っているんですが，その点についてお伺いしたいんですが，いかがですか。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 今回，数値目標を掲げるようにというのが，努力目標になっているわけです

が，この数値目標を掲げるねらいでございますが，国は今回，この施策が失敗すると国がなくなるとい

う強烈な危機感を抱きながら取り組んでほしいというふうに指針を示しております。このことからも，

結果重視の原則が今回強調されておりまして，施策の実施に当たっては数値目標，これは重要業績評価

指数，いわゆるＫＰＩというふうにいわれておりますが，この評価指数を設定して客観的に検証を行う

ＰＤＣＡサイクルを確立するようにとしております。その検証を継続的な取組の改善につなげるよう

に，数値目標を今回設定したいというふうに考えております。ペナルティのほうについては，どういう

ペナルティかというのはまだ示されておりませんので，ここでお示しすることはできません。お許しい

ただきたいと思います。 

 

１０番（戸内恭次君） 数値目標を達成しないとという危機感を持っておられると思うんですが，参考ま

でに数値目標，定住人口がふえるのが一番いいんでしょうけれども，それ以外に交流人口である，夜間

人口である，若しくは住民票，戸籍謄本，もしかしたら新たな，新たな住民組織，いわゆる奄美市のフ

ァンクラブみたいな形で登録をしていくとか，住所はないけれども，そういう気持ちが奄美にあると

か，そういういろんな人口を増やしたと，定住人口じゃなくてもですね，そういったことの方策もある

のではないかなと思っておりまして，是非，そこらあたりは目標を達成していただきたいなと思いま

す。 

 それで，具体的に今分かる範囲で結構ですが，その人口減少の歯止め，人口増加に対する具体的なも

のが，もし今，奄美市として提案をしたいということがあれば教えていただければと思いますが。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 現在の歯止めということでございますが，今，先ほど市長のほうからも答弁

がありましたが，約３０本のワークショップを開いておりまして，その中でどういうふうに人口減少を

とどめるかという対策を協議しているところでございます。主なものというか，代表的なものを上げま

すと，観光であったり，定住であったり，これ，国が今回示す大きなプロジェクトになっております

が，小さな拠点整備というのを示しております。そういったものを組み合わせて，人口減少の歯止めに

つなげていきたいというふうに考えております。 

 

－ 89 －



 

- 90 - 

 

１０番（戸内恭次君） 具体策をおっしゃられたようなんですが，私からしますとなかなか具体策のよう

な気がしないんですが，そこでですね，大学誘致の問題ですとか，いろんなものがワークショップで出

ているという話ですので，是非，そこら辺りもひとつ実現の方向にやっていただければと思いますが，

もう一つはですね，このバニラ効果，人口が，交流人口が増えているということで，私は前から提案を

しているんですが，行政が飛行機購入に何らかの形で関わってですね，ＬＣＣを取り込むというような

ことまでならないものかなと思っております。今回の地方創生，あまり期待していけないと思いつつ

も，つい市民，国民の間には，何か変わるんではないかと思っているんですが，一番現実的に変わって

実証されているのがＬＣＣ効果であります。その付近を議論の中に入れることはできないのか。これは

質問通告外でございますが，市長，いかがでございましょうか。 

 

市長（朝山 毅君） 戸内議員御承知のとおり，ＬＣＣ効果，この大きな要因の一つは，昨年４月に発足

スタートしました改正奄振法の奄美群島振興交付金が原資になって，お手伝いをさせている結果でもご

ざいます。その際の奄美群島成長戦略ビジョン，各島々の産業動向，人口動向，などなどを踏まえて，

それぞれの五つの大きく島の優位性，特異性，そして展望というものをとりまとめたのが奄美群島成長

戦略ビジョンです。その中において，五つの島の住民の皆さん方がそれぞれ思いますことは，交流人口

を増やしたい，人口を増やしたい，そして雇用の機会を創出していただきたいというのが大きな柱であ

りました。その際，ネックになっているのは何かと申しますと，島外からいらっしゃる方の運賃コス

ト，島外から旅行する住民の運賃コスト，これが大変厳しい環境にあると，したがって，失礼しまし

た，航空運賃，航路運賃，そして奄美で生産される本土への出荷の農作物等の輸送コスト，これらを是

正していかないと，大変奄美は厳しいと，やはり奄美を産業活性化し，交流人口を増やし，そして引い

ては定住，企業という形を整えていくためには，どうしてもそのコストがネックになっているというこ

とで，振興交付金ができ，振興交付金の中からバニラエアの就航に対して幾らかの助成をして，このよ

うな形が約１年，整ってきたわけです。このような状況を今後とも継続して，恒久的なものにしていか

なければいけないと思うところでございます。そのような中において，地方創生というのが考案ができ

てまいりました。議員御案内のとおり，各市町村においてはそれぞれの地域に応じた議会の議決をいた

だいた総合計画がございます。それらの総合計画を具体化，実現化していくために，あらゆる行政にお

いても，議会においても議論をしながら，方策を考えております。そういう中において，奄美群島に限

られた奄振法というものがございます。私どもはその優位性を，法の優位性をいただいて，あらゆる事

業を行っているわけです。これは奄美群島に限られた特別立法でありますし，今回地方創生という全国

にまたがる地方の活性化を図っていこうという創生法案ができました。それらの法案も縦走的に，複合

的に捉えて我々の目指す人口，そして交流人口，産業，雇用，子育てなどなどの政策をこの中に絡めな

がら，奄振法を利用させていただき，また，地方創生法案を重層的にとらまえていくことが，その地域

の活性化，安定につながっていくんではないかということで，奄美市においては奄美市独自の基本計画

に基づく具体策を検討し，また，奄美大島５市町村において域圏として捉えて，どこのまちに人口が増

えて，どこのまちが人口が減ったということではない，奄美大島全体が活気が出て，人口が交流をしな

がら活性化ができたと，今，経済環境も道路事情もＩＴ環境も非常にもうフラットになっている奄美大

島でありますので，そういう形をとらまえて，奄美大島自体がにぎやかになった，そして雇用が安定し

た，元気が出たという環境をつくっていくことが大切ではないかというお話をして，それぞれで独自に

つくる地方創生の計画，そしてまた奄美大島全体でみんなでよくなろうという形の地方創生，その一つ

の具体的な例を言いますと，５市町村が共有する財産，自然遺産，これらの有効資産を経済資産とし

て，文化資産として，学術資産として生かしながら，みんなで共有して伸びていこうではないかという

ふうなことで，二つの形で地方創生に向けて現在検討しているところでございます。これらのことが将

来，しっかりした形が整ってまいりますれば，必ずや今以上のまちやむらに，そして奄美大島になって

いくと信じながら，努力をして初期の目的が達成できるような努力をしていきたいと考えております。
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そのためには市民の皆さんの御協力，議会の御協力，必要でありますので，パブリックコメントやあら

ゆる手立てをしながら，産金学官すべての各界各層の皆さんの御意見をいただきながら，この戦略会議

をつくって，９月中旬，１５日にはする予定ですが，意見を賜りながらやっていく予定です。この法案

についても，議員がおっしゃるように少し遅れているんではないか，時間的な面において。確かにそう

いう面においては，国から示された形がそういうことでありましたので，そのことを踏まえながらも鋭

意努めて，１０月にはある程度の案を，そして１２月には成案が，市としての成案ができるように，

今，鋭意タイトな時間の中で勤めているところでありますので，御理解いただきたいと思います。長く

なりましたけれども，御理解をいただきたいと思っております。 

 

１０番（戸内恭次君） ありがとうございました。是非ともこの地方創生を捉えてですね，本当に人口が

増える具体的な方法を取っていただきたいと，その一つに飛行機購入ということもあり得るんじゃない

かというふうに提案をさせていただいて，次の質問に移ります。 

 ２番目，観光関連ですね。そのバニラ効果が丸１年を経ったわけでありますけれども，どういうふう

な状況なのか，教えていただきたいと思います。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） それでは，バニラ効果についてお答えいたします。平成２６年７月に就航

しましたバニラエアにつきましては，就航後１年間の乗降客数が１０万人を超え，奄美群島の交流人口

の拡大に向けて大変弾みがついたものと認識いたしております。その経済波及効果を試算するにあたっ

ては，羽田便と鹿児島経由便利用者の影響も考慮する必要がございます。羽田便並びに主な経由便とな

る鹿児島便が，昨年度と比較して減少していることから，バニラエアによる成田便の増加分から羽田

便，鹿児島便の減少分を差し引いた約７万４，０００人が乗降客数の増加となり，入込み客数としまし

てはその２分の１の数字を取りますが，約３万７，０００人の増加と試算しているところです。この入

込み客数の増加分３万７，０００人に１人当たり観光消費額を乗じた直接効果額，これに波及効果額を

加えて試算いたしました約４２億５，５００万円がバニラエア就航１年間の経済波及効果額と推計いた

しております。バニラエアによる観光産業の振興は，交流人口の拡大とともに観光業のみならず，様々

な分野の産業の発展に大きく寄与しているものと考えております。以上です。 

 

１０番（戸内恭次君） 確認ですが，その経済効果の私がちょっと聞き落としたと思いますが，経済効果

を表現するための４２億５，０００万円ですね，この根拠というか，１人当たりの経済的な効果という

のは，幾らでしたかね，もう一度確認します。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） １人当たりの観光消費額を乗じて掛けておりますが，１人当たりの観光消

費額を今現在私どもが使っている数字は７万２，０００円を掛けております。以上です。 

 

１０番（戸内恭次君） ありがとうございました。４２億５，０００万円というと，相当の期待以上の効

果があったというふうに思っております。そういうことで，次々といい効果が出てきているわけです

が，こういうＬＣＣをまた誘致をするということも，また市民も動いておりますし，郡民も望んでいる

ということだと思います。そこで，空港，２番目の空港ビル拡張ですね，混雑をしているという状況か

ら，空港ビルを拡張するということが決定されているというふうに聞いているんですが，現在分かる範

囲で，どの程度の入口とか，待合室とか，どの程度の拡張なのか，教えていただきたいと思います。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 奄美空港ターミナルビルの施設拡充につきましては，今年の６月に奄美群

島航路対策協議会，奄美群島市町村長会及び同議会議長会名で，鹿児島県に対し施設整備拡充に関する

要望書が提出されたところでございます。そのような中，奄美空港ターミナルビル会社におきまして
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は，手荷物受取所のトイレの整備等については早急な対応を検討していると伺っております。その他の

整備箇所や拡充する機能につきましては，現状や問題点等について関係機関から御意見を伺うなど，今

後の在り方に向けた検討を現在進めているところと伺っております。具体的な計画，あるいは予算化な

どについては，今後，明らかになってくるものと思いますので，御理解を賜りたいと存知ます。以上で

す。 

 

１０番（戸内恭次君） 今，お話を伺っていますと，ゲートのことについて触れてないんですが，その点

は把握されておられませんか。ゲート入口をですね。今現在１か所ですから，非常に混雑しているとい

うことで，ゲートについてはいかがですか。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 今ですね，全体的に議論の対象になっているのを幾つか申し上げますと，

結果的にはターミナルビルの施設そのものを拡張しないといけないんですが，今検討されている中身

は，手荷物受取所，ここが狭いということで，もう１基増設する必要があるんじゃないかという議論，

それから，出発ロビーもですね，ちょっと手狭だということで拡張を今必要じゃないかということで検

討しているようでございます。それから，保安検査所，２階のほうですが，こちらのほうももう少しス

ペースを確保して，１基から２基にできないか，こういったことが今検討されている中身でございま

す。以上です。 

 

１０番（戸内恭次君） 今伺っていますと，そう大きな拡張でもなさそうなんで，今後，ＬＣＣ就航便が

増えるということも予想されますので，行政の皆さんとしては少し大きなことをですね，やっていただ

きたいなと思います。 

 次，３番目，ＪＡＣへの補助金についてでございます。前回お尋ねしたときに，当初４０億から次に

質問したときに６０億というふうに，補助金のですね，枠，金額が増えていったような気がするもんで

すから，最近のＪＡＣへの補助金導入，また今度新しい機種を８基購入するということも聞いておりま

すが，それに対しての補助金があるのかどうなのかとかいうことについてお尋ねします。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） ＪＡＣへの補助金につきまして，国，あるいは鹿児島県の支援制度とあわ

せて，ちょっと説明をさせていただきたいと思います。数字につきましては，これまで受けてきた支援

のちょっと総額で申し上げたいと思います。 

 まず，航空機購入費への補助制度でございますが，平成８年度から１７年度にかけて５機の機材購入

に対する補助金補助を行っております。補助率は国４５パーセント，県２５パーセントとなっておりま

す。これまでの間，国・県補助金の支給額は６４億５，６０５万円でございます。それから，運航費へ

の補助制度でございますが，県奄美地域離島航空路線協議会において決定された補助対象路線に国と県

がそれぞれ対象経費の２分の１を補助しております。平成１１年度に創設されましたが，この間の補助

総額は８億９，５３８万円でございます。あと，それ以外に衛星後方補強システム受信機購入費補助制

度というのがございます。これにつきましては，平成１９年度から平成２１年度にかけて１０機の機材

購入に対する補助を行っております。補助率は国４５パーセント，県２５パーセントです。これまでの

補助金の支給額は１億２，６５８万８，０００円ということでございます。以上です。 

 

１０番（戸内恭次君） そのＪＡＣへの補助金の中身で，乗降客の動向によって補助金額が違うと思うん

ですが，その客によって，客数によって補助金を導入するしないというのが，この離島路線であるんで

すかね。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 乗客の数によってですね，補助金が変わるというのはないものと思ってお

－ 92 －



 

- 93 - 

 

ります。ただ，運航費補助制度というのは，いわゆる経常の損益を出した場合などに出されますので，

乗客の数に応じて補助金が変わるというものはないと理解しております。以上です。 

 

１０番（戸内恭次君） この次の質問とも関連あるんですが，その鹿児島便については黒字であるけれど

も，他の離島については赤字であるということでですね，他の，いわゆる鹿児島奄美間だけではなく，

他の地域の徳之島，沖永良部，与論，喜界，この路線についての経理上分けた形で補助申請とかいうの

がなされるのか，一括してトータルで計算をしてなされるのかということについてはいかがですか。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 今，運航費の補助金を出されていますのは，郡内で４路線ございます。喜

界奄美，徳之島奄美，それから沖永良部与論，与論奄美というふうになっておりますが，それぞれの路

線ごとにですね，試算をしまして，いわゆる赤字分を国・県が補填すると，そのような仕組みになって

おります。以上です。 

 

１０番（戸内恭次君） それぞれの路線で計算をされるということであれば理解できるんですが，次の４

番目の株主配当ということについて１，６００万円ほど，以前株主配当があったわけですけれども，そ

れと関連してですね，全体でいうと黒字になって株主配当はしているわけですが，各路線で赤字である

ということで，どうもその付近の整合性がなかったもんですからお尋ねしたんですが，理解できまし

た。各路線を申請して赤字であれば補助金を受けるという，そういうことでよろしいですかね，再度確

認です。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） はい，私どもが今申し上げましたのは，ＪＡＣ全体の黒字赤字の話ではな

くて，それぞれの路線で赤字が在る場合には一定の条件がございますが，それぞれの路線ごとに運航費

補助という制度の試算をした上で，その路線についてはその赤字分の運航費補助が出るという意味でご

ざいます。 

 

１０番（戸内恭次君） ４問目のＪＡＣからの株主配当についてですが，まだ聞こえてませんけれども，

可能性があるんですか。前回確か，最初，初めて１，６００万円の補助金を，失礼，株主配当を受けた

という話を聞いておりますが，今回，そういうようなことが出ておりますか，いかがですか。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） ＪＡＣの配当金につきましては，平成２４年度から配当金が奄美市へも支

給されております。今年度平成２７年度につきましては，ことし６月に開催されました日本エアコミュ

ーターの株主総会におきまして，平成２６年度決算剰余金の配当が決議され，奄美市へは１，７３５万

円という配当額となったところでございます。この配当金につきましては，今回の定例会の一般会計補

正予算に同額を計上いたしております。なお，平成２４年度から配当金をいただいておりますが，配当

金，いただいた配当金の総額は７，０２８万９，０００円ということになります。以上です。 

 

１０番（戸内恭次君） この配当金ですね，約７，０００万円の，これについてもう一度聞き落としたと

思いますので，この詳細について教えてください。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） ちょっと，年度ごとの数字でお答えしたいと思います。平成２４年の配当

金が１，６０３万円，それから平成２５年１，８５０万３，０００円，平成２６年１，８４０万６，０

００円，それから今回予算に計上しております平成２７年度１，７３５万円，これの合計額でございま

す。以上です。 
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１０番（戸内恭次君） はい，分かりました。時間がないものですから，もっと詳しくお話を伺いたいん

ですが，赤字の路線を抱えながら株主配当ができる，そのトリックがよく理解できないんですが，次の

質問にまいります。 

 海岸線のごみ対策についてですね，主に新川周辺のですね，ごみについてボランティア団体といいま

すか，ボランティアグループが掃除をしているということなんですが，こういうごみ対策について，海

岸線のごみ対策ですね，これについて現状ですとか，今後どうしたいとか，ありましたらお願いしま

す。 

 

市民部長（則 敏光君） 現在，奄美市では世界自然遺産への登録を目指して地域一丸となって取り組ん

でいるところでございます。このような中で，海岸線や河川の河口にごみが漂着し，景観を損ねている

ことも事実でございます。廃棄物の処理及び清掃に関する法律におきまして，土地所有者及び管理者は

清潔を保つよう定められております。海岸の保全につきましては，基本的には県が管理者となっており

ます。奄美市では平成２１年度から２４年度までの間は，地域グリーンニューディール事業を導入いた

しまして，県からの委託を受け，また，平成２５年度からは鹿児島県の補助事業でございます海岸漂着

物地域対策推進事業を導入して，海岸線の保全，環境保全に努めております。ちなみに，平成２７年度

の予算総額は約２，３０８万円，名瀬・住用・笠利それぞれ４人，合わせて１２名を雇用いたして，漂

着ごみの処理をいたしております。平成２６年度の処理実績は，流木等の自然物も含みますが，奄美市

民１，２４５人分の１年間のごみの量に相当します２５９トンもののごみを回収処理いたしました。 

 新川の河口つきましてでございますが，河川管理者でございます大島支庁へも情報提供いたしまして

対応をお願いはいたします。市といたしましても根瀬部の前田川，朝仁新町などの準用河川，あるいは

知名瀬坂元川などの普通河川などにつきましては市の管理ということもございますので，この加工につ

きましては今後とも注視してまいりたいと同時に，ポイ捨て防止のために，更なる看板などの設置，監

視にも努めてまいりたいと考えておりますので，御理解を賜りたいと考えております。 

 

１０番（戸内恭次君） 観光立島を叫ぶこの奄美大島でございますので，是非，観光客の気持ちのいい観

光ができるように，よろしくお願いをいたします。 

 次の質問にまいります。フルマラソン大会についてでございます。商工会議所でさくら観光マラソン

が８回ですかね，もうすぐ１０回目の節目になるんですが，そこらあたりでフルマラソンということも

どうでしょうかという議論があったもんですから，奄美市として，このフルマラソン大会を主催すると

か，あるいは商工会議所と共同でなさるとかいうことはできないものか，お尋ねします。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 御提案御指摘のフルマラソンとして実施できないかとの御質問であります

が，主催者であります商工会議所にも確認しましたところ，参加者のアンケートなどからもフルマラソ

ンを要望する声もあり検討を重ねているようでございます。これまで民間が主体的に企画立案して実施

してきた事業でございます。フルマラソンとして実施することにつきましても，まずは商工会議所を中

心とした民間の皆様で御議論いただく必要があるものと考えております。なお，本市といたしましては

第１回大会以降，毎年人的支援や補助金を交付しているところでございますが，フルマラソンを実施す

るにあたってこれまで以上の支援が必要との御相談がありましたら，その内容など十分に精査した上で

検討してまいりたいと考えております。以上です。 

 

１０番（戸内恭次君） 積極的に協力しようという奄美市の姿勢にありがたいと思います。私も総務部と

いう形で裏方ですが，さくらマラソンの運営について参加している立場でですね，こういったものをも

っと大きなイベントにできないかと思っておりましたので，是非，フルマラソンについて市の協力をお

願いいたします。 
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 次３番目，市民生活についてでございます。１番目の平松地区コミュニティセンター建設についてで

すが，大きな人口を抱えている自治体であるにも関わらずコミュニティセンターがないということで，

以前から言われているんですが，ああいう大きな新たな土地を造るのに，自治会を造るような土地を市

が提供しなかったということについては，どうしてそういうことになったのかなと疑問に感じるわけで

ございますが，昔からあったところなら別ですが，改めて埋め立てたところですから，そこはもう計画

の中に本来あるべきものであると思うんですが，それがないということについて疑問に思うわけでござ

いますが，コミュニティセンターのことについて何か，できれば市長のほうから御答弁いただきたいと

思いますが，いかがですか。 

 

市民部長（則 敏光君） 平松自治会の皆さんが，現在，県営住宅の集会所をお借りいたしまして，活発

な自治会活動をされております。また，平松町の世帯数も御指摘のとおり名瀬地区の町内会，自治会の

中でも大変多いということは，これまでの陳情書，あるいは市政懇談会，並びに議員の御質問などを通

じまして強く認識をいたしておるところでございます。 

 集会所の建設でございますが，現制度の中では一般財団法人の自治総合センターのコミュニティセン

ター事業の活用を現在進めておるところでございます。この助成事業は５分の３以内の補助事業でござ

いますが，土地や補助金以外の自治会独自の予算も準備していただく必要もございます。市独自の財源

となりますと，なかなか厳しい現状にあるということでございますので，なかなか明確に回答すること

が困難で大変申し訳なく思っております。今後とも引き続き様々な補助事業の導入などを模索してまい

りたいと考えておりますので，御理解を賜りたいと存じます。 

 

１０番（戸内恭次君） 従来の答弁と全く変わらなく，非常に残念に思います。この区画整理，埋め立て

による造成でですね，その敷地がないと，与えられなかったと，公園については一定の規格の公園が与

えられたんですがね，その付近は，私は行政は責任を取ってですね，今からでも提供するべきではない

かと思うんですが，いかがですか。 

 

市民部長（則 敏光君） これまで第１公園，平松第２公園など，いろいろと要望もございましたし，い

ただきましたが，コミュニティ広場につきましても様々な要望をいただいております。都市公園法上の

問題，あるいは市の方針が固まっていないとかいうような現状もございまして，明確な答弁ができませ

んでした。そのような中で，どうしてもこういった集会施設につきましては，まだまだ他の地域との全

体的な考慮も必要でございますので，多額の財源もまた要する事業でもございますので，順次整備して

いければというふうに思っておるところでございますので，よろしくお願いいたします。 

 

１０番（戸内恭次君） 補助金，資金がないということを強調されるわけですが，万一，そのいろんな補

助金等があるはずでございますが，その補助金を通じて笠利地区でもですね，結構立派な集会所ができ

たりしているわけですが，将来そういう補助金が対応できたときには造っていただけないかと思うんで

すが，市長，いかがですか，限定はしません，いつ，時期はいつと限定はいたしませんが。 

 

市長（朝山 毅君） 平松町のコミュニティセンターについては，以前，市政懇談会，そして議員も御同

席の中で，いろんな御発言がございました。県の土地建物所有でありますので，県とも内々の相談はい

たしておりますが，いろんな条件等もあるようで，非常に難しい段階にあることも事実であります。そ

ういう中において，コミュニティセンターを造るということでありますが，笠利町の前肥田地区におい

ては自治総合センター，これは宝くじを原資にしたコミュニティ事業でありますが，当時は非常にこ

う，枠も大きくて２，５００万円を国からいただいております。もちろん地域の御負担もあります。そ

ういう中において，相当の施設を建設することができましたが，今その金額がずいぶん減っておりま
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す。率は高いものの減っておりますので，したがってその分，施設の内容にもよりますが，自己資金，

いわば自治体自体である程度の原資を作らなければいけない。その中で市の助成も，国からいただく助

成金も含めて，相当額の予算が想定されます。したがいまして，市内における他地区においても自治会

組織，コミュニティセンターがない地区などなども，いろんな要望があることも事実であります。した

がいまして，総合的に考え，また，実態として今お借りしながら，自治会活動も活発になされている平

松地区でありますので，その地区の皆さんとも協議など，話し合いなどをしながら，検討を進めていき

たいと考えております。今，担当部長が申し上げましたように，多額の経費も要します。条件上は自治

体としての負担も必要だと，コミュニティ地区の自治会としても負担が必要。そういうもろもろのこと

を踏まえて，内容をしっかり検討していきたいと考えておりますので，御理解をいただきたいと思いま

す。 

 

１０番（戸内恭次君） 是非検討いただいて，いろんなタイミングを捉えてですね，要望に答えていただ

きたいと思います。 

 次に，塩浜地区コミュニティセンター整備についてでございますが，暑い時期は過ぎ去ってはいるん

ですけれども，あのコミュニティセンターで地域の人たちが体操教室だとか，いろんなふれあいをして

いるということで，とりあえずはクーラー等をですね，整備できないかと。その他整備することはたく

さんあるわけですが，とりあえずはクーラーについて助成をいただきたいという，こういう希望があり

ますが，いかがでございますか。 

 

市民部長（則 敏光君） 塩浜地区コミュニティセンターについてでございますが，平成２１年１月に旧

塩浜保育所の一部を改築いたしまして，塩浜地区コミュニティセンターとして町内会の自治活動の拠点

として整備をした施設でございます。その当時，建設工事とあわせて机，イス，放送設備，ガスコンロ

などを備品として設置いたしました。その際は，地域住民と何度か打ち合わせを行い，地域の声を十分

に反映した施設であると認識をいたしております。今回のクーラーの設置についてでございますが，市

のほうでも，市のほうでは一般財団法人の自治総合センターのコミュニティ助成事業費補助金の活用を

お勧めいたしておるところでございます。町内会，自治会及び集落会の集会所の備品購入を支援する補

助制度ということでございますので，申請したすべての団体が採択されるわけではございませんが，２

５０万円以内の備品を購入するという制度でございますので，多くの自治会，町内会の毎年申請をいた

しておりますので，どうぞよろしくお願いをいたしたいと思います。 

 

１０番（戸内恭次君） 前向きなお話にならなくて非常に残念ですが，その宝くじの助成金をあてにし

て，宝くじに当たるような助成金をですね，本当に大丈夫なんですかね，宝くじ，これ当たりますかね

というふうに一瞬思うんですが，それは制度的なものであって，実際宝くじを引いて，がらがらぽん

で，はい，クーラーが当たりましたという話にはならないということは分かるんですが，どうなんです

かね，こういう地域の活発な地域の人たちがですね，交流をする。これも幸福度を高める一つの要素だ

と言われておりあます。地域の人たちとの交流ですね。これが，こういうふうな何でもないようなこと

でありながら，実際はこのクーラーがあることによって地域との交流がますます盛んになり，いろんな

イベントができるようになり，幸せが，幸せ感が増すというようなことですので，市長は是非，この幸

せ感を増すようなですね，そう大した金額ではありませんから，つい数か月前には，笠利地区でもです

ね，そういうことを何の助成か知りませんが，クーラー設置があったりとかですね，やはり市民が要望

することについては，やってきているわけでございますが，今回も是非，この補助金導入になるのか，

あるいは市単独で助成するのか，是非ともこのクーラー設置を希望しますが，いかがですか，お願いし

ます。 
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市長（朝山 毅君） 宝くじ助成金，基金につきましては，奄美市内でも何十か所利用されております。

笠利町においても，地域においてもほとんどの集落が床の張り替え，どんちょうの張り替え，またいろ

んな備品等の張り替えに，上限２５０万円ぐらいで，２５０万円です。先ほど私が申し上げましたコミ

ュニティセンターを造る，建物を造る場合には，当時は２，５００万円ということでありましたが，

今，だんだんだんだん下がってきております。その備品については，毎年，各担当課のほうから国のほ

うに要望いたしております。ほとんど１か所ぐらいは当たっております。ただ，それが全般的に行き届

くまでの少し時間がかかっているということで，今年も申請をしております。そういう中において，各

自治会から要望がございます。それを原資にしまして，クーラーを含め全体的な備品の購入，また整備

をやったらどうかというのが担当部における答弁でありましたが，クーラー単独による設置などについ

て，これは検討課題とさせていただきたいと思います。クーラーのついている自治体，そうでない自治

体，老朽化している自治体，改装を要する自治体など，いろいろありますので，総合的な中において検

討していきたいと思っております。議員がおっしゃるように，新しい施設等においてはクーラーとか空

調関係が整っているところもありますが，そうでないところもあありますので，公平性を保つ観点から

検討していきたいと思いますので，御理解をいただきたいと思います。 

 

１０番（戸内恭次君） ありがとうございました。是非御検討いただいて，設置できるようにお願いをい

たします。 

 続いて，農業について，鉄骨ハウス建設ですがね，これについてはもう時間もありませんし，同僚議

員がまた質問するということでございますので，私からの提案ですが，台風は必ず来ます。毎年来ま

す，間違いなく。これだけは間違いないですね。台風は来るんですね。そういうことが分かっていなが

ら，なかなかそれに対する抜本的な対策がなされていない。そういう意味で自然を相手にする農家のこ

とを考えますと，奄美市がその鉄骨ハウスを造って，農家に貸し出すと，こういうことをですね，聞き

ますと奄振事業ではないというふうに，組合員以外はないというふうにあるんですが，それは市が単独

で造って貸し出すということを要望して，私の質問を終わります。ありがとうございました。 

 

議長（竹田光一君） 以上で無所属 戸内恭次君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午前１０時３１分） 

                     ○              

議長（竹田光一君） 再開いたします。（午前１０時４５分） 

 次に，市民クラブ 栄 勝正君の発言を許可いたします。 

 

１７番（栄 勝正君） おはようございます。市民の皆様，議場の皆様，民生委員の皆様，おはようござ

います。本日はようこそ議場にいらっしゃってくださいました。ありがとうございます。私たちは，私

たちの議会は何億という工事の請負業から小・中学生のガラス１枚まで割れるものの審議をする場所で

ございます。ですから，責任は重大で重いわけであります。どうぞ，今日は許す限り私たちの議論を見

守ってあげてください。それから，民生委員の皆さんには，奄美市の福祉行政に関わっていただきまし

て，本当にありがとうございます。高齢化社会になり，介護，医療，福祉，年金といろいろ問題も山積

しておりますけれども，一人でも多くの孤独死がなくさないように，皆さんの力添えもよろしくお願い

いたします。そして，皆さんの御活躍も併せてお祈りしたいと思います。 

 さて，この間，７月２４日の柳町火災と，そして８月の１０日の井根町の火災が発生いたしました。

被災された方に心からお見舞い申し上げますとともに，亡くなられた方の御冥福をお祈りしたいと思い

ます。当局におかれましては，火の用心，災害をなくすまちづくりのために一生懸命頑張っておられる

と思いますが，なお一層，火事など起こさないためにも，あるいは災害をなくすためにも，皆さんの御

奮闘，御努力をお願いするものであります。 
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 さて，ちょっとだけ所信を述べたいと思います。今，国会では安全保障関連法案が上程されておりま

す。衆議院は通過いたしました。たくさんの多くの国民の中から有名な憲法学者やあるいは弁護士の皆

さんが憲法違反だという中での衆議院の可決であります。そして，８０パーセントの人たちがまだまだ

説明不足，答弁不足だということも言っております。そして，６０パーセントぐらいの人たちがこの法

案には反対するという世論調査などもあります。私たちはまだまだどういう法案か，はっきりいたさな

いところもありますので，もっともっと審議をして，そして一般市民にも分かるように，丁寧な説明を

強く当局にお願いするものであります。よろしくお願いしたいと思います。 

 さて，先月にですか，先々月ですか，岩手県の中学生が自殺するという痛ましい事故が起きました。

その中学校では，アンケートの結果，いじめはなかったということがあったそうですけども，その後の

自殺の原因などを調べてみますと，いじめがあったということでございます。一人の尊い命ではありま

すけれども，やはり教職員の皆さんや地域の皆さんは真剣になってこの死を考えてですね，一人でも，

一人もこういう自殺者がいないようにお願いするものであります。そして，私たちの奄美市ではそうい

う痛ましい事件や事故など起きておりませんけれども，やはりいつ何時，また起こるかも分かりませ

ん。常日ごろ緊張感を持って，教職員の皆さん，地域の皆さんはやってもらいたいと思います。 

 さて，質問に入ります。人口増の，先ほど戸内議員からもありましたように，人口増の具体的なこと

などがちょっとありましたけれども，私は人口増こそ，そのまちの活性化はあるものと思います。１，

８００近くある全国の自治体の中で，人口減少がほとんどでございまして，人口増のためにあらゆる知

恵を出し合ってやっていっているのが現状であると思います。奄美市もそれぞれの部署やそれぞれの箇

所でいろいろと知恵を出し合って，人口増のために努めていると思いますが，昭和６０年には奄美，旧

名瀬市では５万人だった人口が，あるいは合併当時も５万人だった人口が，４万何千人，６，０００人

ぐらいに激減をいたしております。少しでも，一人でも多くの人たちが増えるようなまちづくりに，是

非，すべての人たちが知恵を出し合って頑張ろうではありませんか。当局に任せることなく，議員の皆

さんも市民の皆さんも，いいアイデアなどあったら，どしどしと意見を出し合ってですね，人口増のた

めに努めてまいりたいと，お願いしたいと思います。 

 それでは，具体的に人口増のために，もう一度御答弁をお願いいたしたいと思います。 

 次の質問からは質問席にていたします。 

 

議長（竹田光一君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） それでは，早速栄議員にお答えさせていただきます。議員お話のとおり，現在全国

的に人口減少の局面に入りつつあります。本市におきましても，議員お話のとおり，人口減少対策は喫

緊の課題と捉えております。そのため，様々な施策に取り組んでいるところでございますが，具体的な

ことを少し申し上げますと，まず，定住環境の整備として，市内にある空き家や教職員住宅を活用した

定住促進住宅整備事業を行っているほか，活用できる空き家を市がとりまとめて，移住希望者に情報提

供を行う空き家バンク制度を開始したところであります。また，定住を促進するためには働く場が必要

になります。雇用の場の確保といたしましては，市内への企業誘致を促進するため，ＩＣＴプラザかさ

りのインキュベーションマネージャーを通したＩＴ企業誘致，新しい企業起こしの支援に引き続き取り

組んでまいりますほか，大島工業高校跡地のＩＣＴ活用による情報産業の規模の拡大や，人材の育成，

また確保に取り組んでいるところでございます。離島の特色を生かした新しい取組といたしまして，本

土のＩＴ企業，先般新聞等にもございましたが，ランサーズ株式会社と提携をいたしまして，フリーラ

ンス，いわゆる独立した事業主ということでございますが，このフリーランスと提携をいたしまして，

最も働きやすい島化計画の事業を取り組んでいるところでございます。インターネットを活用すること

で，地理的な制約を超え，離島においても都会と変わらないように働ける場が確保できると，そういう

環境をつくるという事業でございます。また１０月１０日には，今日の新聞にもございますが，本土の
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人材育成企業カケハシさんと市内に日本語学校を創設することに伴い，教員，そして運営等に関わる新

しい雇用の場が確保されるということに期待をもっているところでございます。加えまして，現在笠利

町において新たな手織物の製作や，洋装に用いる広幅の手織布を製造する企業の立地が進められており

ます。立地いたしますと約３０名の雇用と数十名規模の手織の仕事が確保される見込みでございます。

現在，笠利町の空いている保育所を利用して，織り子さんが十数名働いているところでございます。ほ

かにも高校卒業生のルーキー雇用奨励補助事業や，奄美インターンシップ補助事業などを実施しまし

て，雇用の確保に定着につなげるよう取り組んでおります。 

 このような定住雇用施策の取組により，平成２１年度以降は人口動態の社会動態を見てみますと，２

２歳から６０歳までの生産年齢人口層においては，転出よりも転入が増えているというふうな実態がご

ざいます。 

 このほか，少子化対策といたしまして，第２子以上の出産にお祝金を支給いたします出産祝金支給事

業や多子世帯保育料軽減事業，乳幼児医療費助成の拡充などを実施いたしているところでございます。

そのほかにも現在作業を進めております地方創生の中におきまして，人口減少対策に向けた議論を官民

あわせて行っているところもございます。今後も人口増加につながる施策の展開を図りながら，地域の

活性化対策を進めてまいりたいと存じますので，市民の皆様の御理解，そして議会の御協力を賜りなが

ら，一生懸命努めてまいりたいと考えておりますので，どうか御理解と御協力を賜りますように，よろ

しくお願い申し上げます。 

 

１７番（栄 勝正君） 先ほども言いましたようにですね。一人でも人口が前年度より増えることがまち

の活性化がなるということでございます。いろいろな施策やアイデアも出していると思いますが，人口

減少の歯止めが効きません。以前，５万人に達したときには，大島紬という一大産業がありまして，い

やがおうでも人口が奄美市に集中しておりましたけれども，現在は紬産業も不況になりまして，どんど

んどんどん紬業から離れていくような状態が続いております。それに代わるような産業を是非と思うわ

けであります。いろいろなアイデア，ＩＣＴの情報産業も誘致しているということですが，まだまだ外

界離島というのを生かしてですね，いろいろな施策を立てて誘致をお願いしたいと思います。 

 これは通告にちょっと聞きませんでしたけれど，通告にはありませんでしたけれども，私は６０歳に

なった定年の皆さん，今，元気であります。昔は人生５０年とか６０年とかいわれていましたけれど

も，現代は人生８０年とか９０年とかいわれているわけでございますので，あと２０年，３０年は元気

でいる人たちが多くあります。そういう中で，高齢者用の住宅を建設してもらえないかということであ

ります。地方の自治体の中にはそういうのを建設してですね，誘致している自治体もたくさんあります

ので，外から人口増のためには６０歳ぐらいの元気な方の住宅をですね，用意しておいて誘致したら，

必ず人口が増えると思います。それから，このごろずっと私，考えていることなんですけども，教職員

をはじめ，公務員の皆さんがよく鹿児島に居を構えるんですよね。住居は自由ですので，住まいは自由

ですので，どこに構えようが自分自分，個人個人の勝手でありますけれども，やはり行政としてです

ね，奄美の実情も訴えて，是非奄美にとどまっていただくようなお願いとか，要望がですね，是非やっ

てもらいたいなというのが，私の考えであります。鹿児島市には姶良町とか，吉野町とか，谷山とか，

いっぱい教職員上がりの人たちが住んでおりまして，奄美町をつくっている状態が続いておりますけれ

ども，是非ともいろんな要望とか，お願いをやってですね，奄美に住むような，そして大所高所から指

導するような立場になってもらいたいなと思うんですけれども，通告にはありませんでしたけれども，

答弁があったらお願いします。なかったらよろしいですけれども。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 元気な高齢者をふるさとのほうに移住するというのは，これは国が率先して

進めている段階ですので，これについても今，議論を進めていますので，その議論を深めていきたいと

いうふうに思います。 
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 もう一つ，先生方が鹿児島のほうに奄美出身の方々が移住するという話しでございますが，もう是

非，我々も地元のほうに残ってほしいと思いますので，同窓会組織の皆さんに，是非自分の同窓の皆さ

ん，島に住んでほしいというようなお願いをまたしてまいりたいと思いますので，是非その辺でいろん

な同窓会の皆さんにも呼びかけていきたいというふうに思いますので，議員のほうも御指導方をお願い

したいと思います。以上です。 

 

１７番（栄 勝正君） 是非ですね，先生は何十年という奄美に赴任しておられて，奄美の子どもたちの

ために尽くして，奄美はいいところだというふうな教育もしてきたわけでございますので，ひとつ，是

非住まわれるのは自分の自由ですけれども，要望をやはり，お願いをですね，皆さんのほうからも是非

機会がありましたら呼びかけてですね，一人でも多くの先生などが島にとどまるようにですね，それも

人口増のひとつでありますので，よろしくお願いしたいと思います。 

 次に質問いたします。次は，本市のＩターン，Ｕターンの状況はどのようになっているかをお伺いい

たします。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それでは，Ｉターン，Ｕターンの関係をお答えいたします。Ｕターン者とＩ

ターン者の推移についてでございますが，現在，転入届のときに転入者に対してＵターン者，Ｉターン

者の把握のための協力をお願いしているところでございます。ただ，その調査のほうに，これは任意の

調査でございますので，十分全体として把握できていないところがございますので，純粋な数字として

Ｕターン，Ｉターン者がどれぐらいかというのは，現在把握ができていないというところでございま

す。ただ，参考までですが，本市が整備を進めております定住促進住宅のほうで申し上げますと，現

在，市全体で合計２３世帯，これはＩターン者ですが，２３世帯の６９名の方が入居をされておりま

す。本市の転入者と転出者の，これ，統計的な数字で出ておりますので，直近の数字としましては，平

成２５年が２，２８４名，平成２６年が２，３９３名となっておりまして，１００名強増加となってお

ります。このことから，Ｕターン者，Ｉターン者のほうが増加を，先ほど市長の答弁にもありました

が，増加をしている傾向にあるというふうに考えております。 

 

１７番（栄 勝正君） この間，Ｉターン者とちょっと話す機会がありまして，住用のほうにＩターンし

て来たという６０代の男性と話しをしたんですけれども，大変いいところであると，いい場所であると

いうことでですね，案内いただいてありがたかったということなんですけれども，やはりもうちょっと

いろんなところに宣伝をして，Ｉターン，Ｕターンを進めてもらいたいなと思います。具体的にです

ね，Ｉターン者，Ｕターン者を進めていますか。ちょっとお聞きしたいとお思います。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 現在，ホームページのほうに空き家の情報を掲載しておりまして，空き家バ

ンクの制度を９月１日からスタートさせておりますので，そういう空き家バンクの情報提供をする中

で，Ｉターン者，Ｕターン者の確保に努めているというところでございます。ほかいろんな施策を講じ

ておりますが，助成事業とかですね，これについては，後ほど議員の質問にございますので，その際に

またお答えしたいと思います。以上です。 

 

１７番（栄 勝正君） まだまだ宣伝がいろいろ行き届いたら，まだまだＩターン者，Ｕターン者が増え

るんじゃないかなと私は思っておりますけれども，空き家対策のところにも聞きますけれども，まだ宣

伝が足りないような気がいたします。全国にやはりいろんな発信をしてですね，Ｉターン者，Ｕターン

者を６０代で元気な人たちも多くありますので，是非よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは次に，小学生以下の医療費助成についてお聞きしたいと思います。昨日も崎田議員から小中

学生の医療費の助成のことは聞いておりますけれども，私はあえて小学生以下と言ったのは，小学生に
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は風邪をひくとか，怪我が多いもんですから，そういうことで一つずつ段階を踏まえて助成をしたらい

いんじゃないかということで，中学生までとは呼びかけませんでした。現在，小学生，中学生の医療費

はどのようになっているか，ちょっとだけお聞きしたいと思います。 

 

保健福祉部長（泉 賢一郎君） 医療費の無料化につきましては，昨日もお答えしましたが，昨日は時間

がありませんでしたので，本日は再度ゆっくりと答弁をさせていただきたいと思います。御質問の趣旨

は医療費の額と県内の状況，取組みということで伺っておりますが，よろしいでしょうか。 

 奄美市における小学生に係る医療費についてでございますが，平成２６年度の国民健康保険の実績か

ら推計をいたしますと，小学生にかかる医療費は年間１億４，５００万円であります。自己負担割合を

３割といたしますと，４，３５０万円が自己負担ということになります。鹿児島県内の状況につきまし

ては，昨日も申し上げましたが，今年４月１日現在，中学校卒業までが２７自治体，小学校中学前まで

が１０自治体，小学生までを対象としているのが６自治体でございます。本市の子ども医療費の助成拡

大につきましては，子育て支援の観点，あるいは議員がおっしゃいました人口増加の観点からも必要性

は十分理解しており，市民の関心も大変高い政策の一つであると認識しております。小学校卒業までの

医療費の無料化についての見解ということでございますが，対象年齢を小学校卒業まで拡大するには，

県補助金の対象となるのが小学校就学前まででございますので，県の制度改正等が伴わないとすれば，

小学生の医療費全額を市の単独で助成するということになります。本市の現在の財政状況から見まし

て，現段階では大変厳しいものと思われます。実施に当たっては将来的にも持続可能なものであり，か

つ恒久的な安定財源の確保も同時に行わなければなりませんので，財政状況等を慎重に注意深く見極め

ながら引き続き検討させていただきたいと思いますので，御理解を賜りたいと思います。 

 

１７番（栄 勝正君） なぜ医療費助成と言うかいうと，やはり小学生までは風邪とか，いろいろ怪我等

もありますしですね，医療費もばかにならんわけですので，是非，全県でも相当の市町村が助成をして

いるわけでございます。隣の龍郷町は中学生までやっていると思いますけれども，小学生，さっきから

言うように，中学生までだったらまだちょっと金もかかるので，段階的に小学生まで是非助成できない

かというのは，人口増のためにもですね，是非必要だと思います。もう一度，大島郡の現状はどうなっ

ているか，ちょっと分かったらお願いいたします。 

 

保健福祉部長（泉 賢一郎君） 大島郡内と言いますか，近隣市町村の奄美大島の状況を申し上げます

と，小学校就学前までの全額を補助している市町村が奄美市と龍郷町，小学校就学前までで一部を助成

しているのが宇検村と瀬戸内町，それから中学校卒業まで全額を補助しているのが大和村ということで

ございます。 

 

１７番（栄 勝正君） 龍郷町は中学校まで全額補助じゃなかったわけですか。 

 

保健福祉部長（泉 賢一郎君） 議員からお聞きしましたので，問い合わせをしましたら，今のところ奄

美市と同じように就学前までで，今のところ具体的にする予定はないという御返事でした。 

 

１７番（栄 勝正君） 是非ですね，小学生までの医療費を助成をしてもらいたいと思います。人口増の

ためにも子どもたちが安心して，子どもたちが産めるような家庭をつくるためにもですね，私は必要だ

と思いますので，検討に検討を重ねた結果，前々からこれはもう先ほどよりも何回も言うておりますけ

れども，私は初めて言いましたけれども，小学生までは是非助成をお願いをしたいと思います。もう一

度決意の報告をお願いいたします。 
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市長（朝山 毅君） 医療費の助成につきましては，議員御案内のとおり，平成１８年の３月２０日に合

併をいたしました。その当時，第２の夕張だといわれ，奄美市は財源不足，大変な財政状況にあると，

いろんなマスコミのほうで言われました。その際，大変財政が厳しい状況でありましたので，職員の皆

さんの給料のカット，そして市民の御理解，議会の御協力を得て，現在は割と当時に比べますと安定し

た財政状況にあります。そういう中において，平成２２年に未就学児童の医療費を全額無料にすること

になりました。このときも活気的なことだということで，議会の御賛同もいただいたわけであります。

その後，財政的にも若干落ち着いてきていると，私自身考えておりますので，中学生の場合，小学校６

年までの場合，どれぐらいお金を要するか，必要とするかということを検討していきたいと思っており

ます。先ほどお話がありましたように，未就学児童の場合については，県からの助成もあります。それ

以後になりますと単独の事業ということになりまして，相当の財源を使うことになります。このような

福祉行政に対する予算の執行については，安定財源を確保して，それがずっと続く恒久的な事業でない

といけないと思っております。財政が苦しくなったから途中でやめるというふうなことになりますと，

福祉の停滞と，若しくは減退という事になりかねませんので，確実に必要額を長期的に執行できるとい

う財政措置を十分に考えていかなければ，私はいけないと思っておりますので，そのような状況をしっ

かり踏まえた上で議員のお話のあったことを検討してまいりたいと考えておりますので，御理解いただ

きたいと存じます。財政状況を十分に把握し，そして幾らぐらいの額が恒久的に必要になるかというこ

とを，今，試算もしているところでありますので，しばらく御検討をさせていただきたいと思いますの

で，よろしくお願いします。 

 

１７番（栄 勝正君） 今年は学校現場のほうでハードの面で金久中学校の体育館等，あるいは小湊小学

校の新築がありますけれども，それが終わりましたら一段落するんじゃないかと思われますので，是非

ともですね，小学生までは無料化の助成をして，子どもたちを一人でも多く産めるような環境づくりに

率先してやってもらいたいと，強く要望して次に移りたいと思います。 

 次は，空き家対策の件ですけども，先ほども市長からありましたけれども，現在，奄美市には空き家

というのが何戸ぐらい，前の議会でもありましたけれども，現在はどのくらいありますか。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 空き家の状況によります，事業所の空き家，住めない空き家，住めるけど空

き家のままの状態ということを合わせて，消防のほうで調査した段階ですが，今手元にちょっと資料が

ございませんが，約７００件ぐいらい，７００戸ですね，空き家があるというふうに理解しておりま

す。 

 

１７番（栄 勝正君） 住める状態が７００件ぐらいあるんですか。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 住めない部分も含めてということでの７００戸ということですね。実際住め

るのがどのくらいかというのは，ちょっと今，手元に詳細な資料がございませんので，今把握できませ

んが，全体合わせてということで御理解下さい。 

 

１７番（栄 勝正君） この空き家対策も，是非ですね，率先してやって，一人でもＩターン者，Ｕター

ン者が呼び込めるような状態につくってもらいたいと思って質問したんですけれども，市町村の中には

集落で空き家対策もやってですね，みんなで迎えようという取組などがなされているようであります。

そして，全国的にもこの空き家対策は問題になっておりまして，いかにして空き家をなくすかというこ

とで，頭を悩ませているようでありますが，本市もですね，是非，１件につき何万という補助があるわ

けですね。何件ぐらい補助を出しているんですか。 
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総務部長（東 美佐夫君） 助成の関係で申し上げます。先ほども空き家の関係，ございましたので，合

わせて申し上げますと，現在，先ほど申し上げましたとおり空き家バンク制度を９月からスタートをさ

せております。不動産宅建業会ですね，との契約をいたしまして空き家バンク制度を開始をしたところ

でございます。その運用にあたって集落の中で移住者に向けて提供してもよいという空き家の有無につ

きまして，今年の６月に嘱託員会，あるいは駐在委員会等で情報収集を行いました。その結果，現在ま

でですが，１５件の空き家の提供依頼がございました。今後も移住希望者にとって大きなハードルであ

るのは住宅の確保だというふうに考えておりますので，現在，ホームページのほうで随時空き家情報の

発信に今努めているというところでございます。助成の関係でございますが，住宅の購入や回収に伴い

補助等の取組についてということで，本市では移住者及び移住希望者が新築または中古住宅を購入する

際に，最大１００万円を助成する移住定住住宅購入助成事業というのを創設しております。更に，Ｕタ

ーン者とＩターン者に貸し出すことを目的に，家主の方が一戸建ての住宅リフォームをする場合，若し

くは移住者がリフォームする場合にかかった費用の２分の１，最大２分の１の最大１００万円までを助

成する移住定住住宅リフォーム等の助成事業というのをそれぞれ９月１日からスタートさせております

ので，こういった新制度でＵターン者，Ｉターン者を確保したいというふうに考えております。 

 

１７番（栄 勝正君） 空き家で貸す人はなかなか少ないようですけれども，是非ですね，皆さんのほう

から率先して，いろいろな補助金とか，いろいろありますので説明をしてですね，少しでもＵターン

者，Ｉターン者がですね，気軽に入れるような雰囲気づくりにやってもらいたいと思っております。 

 次に，雇用の件についても，昨日も平川議員の質問にもありましたけれども，高校生の進路希望，就

学，就職希望者の件にありましたけれども，１０代，２０代，３０代ぐらいの若者のハローワークの状

況はどのようになっているか，その辺をお願いいたします。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 昨日も平川議員のほうで少しお答えいたしましたが，今回は，特に本市が

若者雇用対策として島外へのＰＲをどうしているかという御質問の趣旨だと思いますので，お答えいた

します。 

 本市が若者雇用の対策として島外にいる若者へアピールしている取組につきましては，企業ガイダン

スとインターンシップ補助制度がございます。企業ガイダンスにつきましては，島内企業と地域の求職

者の就業機会のマッチングを図る目的で開催しており，今年度は８月７日に開催し，島内企業３１社の

求人企業と求職者５４名が参加いたしました。地元出身の大学生など，島外の若者が参加できるよう

に，広報紙への早めの掲載や鹿児島大学など県内８大学へのチラシの配布などで周知を図ったところで

す。その結果としまして６名の短大，大学生が参加しており，このことについては一定の効果が図れた

ものと考えております。なお，企業ガイダンスは年度内にもう一度開催を予定しておりまして，現在，

ハローワークと連携して開催ができないか，検討しているところでございます。 

 また，インターンシップの補助事業でございますが，市内企業でインターンシップ，いわゆる職業体

験でございますが，をした大学生及び受け入れ企業へ補助金を支給しており，これまで６６人の学生を

受け入れているところでございます。このような取組みを通して，若者，島外にいる若者へ就職，雇用

の対策を行っているところでございます。以上です。 

 

１７番（栄 勝正君） 私は初めから，この雇用については島内の若者よりも，島外にいる人たちを雇用

してもらいたいと，一人でも多くの人がこの島に来て働くことができたら，人口が増えるだろうと思っ

て質問通告いたしました。東京や大阪にハローワークを通じてですね，島内の求人の案内を出すような

方法はないか，それまでお聞きしたいと思います。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 私どももまたハローワークと今後，どのようなことがやれるか，詰めてい
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かないといけないんですが，今私どもは広報紙やホームページなどでそのようなことを行っております

が，島外のですね，大学生のＰＲなどが特に重要だと思っておりますして，島内出身者が進学した大学

などを中心に，全国４００大学へのチラシを配布したりして，これはインターンシップ補助事業の仕組

みの中でやっておりますが，その上で大学の掲示板などへの掲載を依頼しているところです。直接雇用

に結びつくかどうかという問題もございますが，まずは島外にいる大学生に来ていただいて，将来の雇

用につなげると，そのような取組みをしているところです。なお，ハローワークにつきましては，今

後，いろいろ連携を模索していきたいと思います。以上です。 

 

１７番（栄 勝正君） 私は全国的に見てもですね，いろんな市町村がハローワークを通じて新卒者の大

学卒とか高卒者だけじゃなく，一般の人たちの島外からの就職，求職，求人もですね，案内していると

いうことを知ったもんですから，それで島内の人たちを雇えば島内人口は増えないわけですけれども，

島外から雇ったら人口が，もし一家そろって出て来たら，３人とか４人増えるわけですので，是非，ハ

ローワークを通じて求人などがありましたらですね，東京，大阪，大都会のハローワークにもですね，

連絡をして，求人を取ってもらいたいと思っています。すぐすぐは難しいでしょうけれども，一人でも

多くの島外者の若者がこの島に来て人口増を増やすようにですね，するためにも必要だと思いますの

で，よろしくお願いいたします。 

 それでは次に移ります。次は自主防災組織の現状ということで，現在，奄美市には自主防災組織が何

か所あって，どういう運営，訓練をしていますか。一緒に聞きたいと思います。 

 

総務部長（東 美佐夫君） まず，自主防災組織率のほうですが，笠利地区と住用地区は率で申し上げま

すと１００パーセントでございます。名瀬地区のほうが４５．４パーセントということで，全体では５

４．５パーセントということでございます。数で申し上げますと，自主防災組織がございますのは，笠

利・住用のほうはもう１００パーセントですので全てということになりますが，名瀬市のほうでは３０

地区が自主防災組織が設置されているというところでございます。以上です。 

 

１７番（栄 勝正君） 笠利と住用地区は１００パーセント，名瀬地区は３０パーセントですか，という

ことなんですけども，その２年前から自主防災組織があるところには手当も行政協力員に手当も出して

ですね，やっているわけですので，ただ自主防災組織をつくったというだけでは，何の役にも立ちませ

ん。この間の火災の，柳町火災の教訓などを生かされておったのかいないか分かりませんけれども，訓

練とか，あるいは運営はちゃんとされているのかいないか，そこまでお聞きしたいと思います。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 先ほどの柳町の関係なんですが，柳町のほうは自主防災組織を設置しており

まして，今回の夜半の火事でもありましたが，自主防災組織の活躍によって被害を最小限にとどめるこ

とができたというふうに考えております。改めて初期消火活動の大切さ，そういう意味では自主防災組

織の必要性を感じたというところでございます。 

 それで，訓練ですが，自主防災組織の訓練と研修会ということでございます。毎年市が主催開催して

おります防災訓練に自主防災組織を中心に平成２６年度は３３集落と自治会，合わせて２，０３９名で

すが，今年度は３８集落と自治会，２，１２０名の参加がございました。訓練内容のほうですが，今回

は津波を想定して高台への住民の避難訓練，そして安否の確認，避難所の開設訓練，あるいは炊き出し

訓練などを今回行ったところでございます。 

 また，地域の自主的な防災訓練や防災研修会を自主防災組織が中心となりまして実施をしております

が，この際には市と消防がその支援を行っているというところでございます。自主防災組織の研修会の

ほうですが，防災意識の向上を目指して行っておりますが，７月に静岡大学の防災センターによる危機

管理研修会を開催しております。併せて１０月には県の地域防災アドバイザーにお願いをいたしまし
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て，自治会や自主防災組織を対象とした研修会の開催を予定しているところでございます。また，県の

新規事業として住民による地域防災力ボトムアップ事業というのがございますが，これに笠利町の外金

久ほうが採択をされました。先般の防災訓練の折りにこの研修会も併せて実施したところでございま

す。以上です。 

 

１７番（栄 勝正君） 先ほどから言いますように，自主防災組織，組織は作ったと，実際にある訓練と

か運営はちゃんとなされているかというのが大きな機能，自主防災組織の機能が発揮されているかとい

うことが大事なことでありますので，やはり，組織はピラミッド型につくれば簡単につくれるわけです

けれども，機能，避難訓練だけで高台に号令で登ったというだけで，あとは色んなことなどはやられて

ないんじゃないかなと思っているんですけども，炊き出しとか，いろいろとケアとかですね，避難のケ

アとか，避難はただ一時的に高台に上がって下りたというわけですので，１週間も２週間も，もし避難

をしたら，そのケアなどはどうなっているのかという訓練などもですね，是非やってもらいたいと思っ

ています。 

 時間がありませんので，もうその辺は要望として，要望として置いておきます。是非，行政協力員に

は手当も１万なんぼの支給もされているわけですので，ある程度は責任を持ってですね，訓練の機能を

強化するようにですね，次からはどういう訓練をしたかという避難をただ高台に登ったというだけで

は，私は模範になりませんので，ひとつ是非やってもらいたいと思っています。 

 次に，し尿処理場の跡地利用について，お伺いいたします。 

 

議長（竹田光一君） 栄議員，観光行政。 

 

１７番（栄 勝正君） すみません。観光行政です。観光行政の件について質問いたします。その観光行

政について，体験学習と体験事業をどのようにやっているかということです。さっきから言いますよう

に，人口の増のためには産業を育成しなければなりません。その大島紬に代わるような産業としては，

もう奄美は観光産業の振興しかないと，私は思っております。というのは，ホテルや飲食店に納入する

農産物や畜産，あるいは魚介類，そしてその人たちを運ぶ運輸交通業，そしてまたおみやげを買う，ト

ータル産業であると思います。是非，観光産業の振興は必要だと思います。そこで，この頃は体験学

習，体験事業があちこち盛んになっておりますが，どのような取組みをしているか，お聞きしたいと思

います。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） まず，体験事業のほうでございますが，議員から質問をお聞きしたとき

に，祭りに観光客の皆さんもいろいろ参加できるような仕組みにというお話もございました。今では観

光客の皆様は，来たときに祭りとタイミングが合えば御参加いただいている方もいらっしゃいます。こ

れの商品化などができないかなどについてはですね，今後，検討させていただきたいと思います。 

 それからですね，体験学習のほうですが，体験型の修学旅行の誘致というのが趣旨だろうと思いま

す。この修学旅行につきましては，本市におきましては，昨年度８校の修学旅行を受け入れておりま

す。誘致活動としましては，年に２回ぐーんと奄美や奄美大島観光協会が中心となって観光キャンペー

ンを行い，団体旅行と合わせて修学旅行の誘致を各旅行会社へ出向き，奄美のＰＲに努めているところ

です。それから，修学旅行の主な目的は体験学習ということでございますので，本市におきましても修

学旅行生に現在やっておりますことは，キハダマグロの一本釣り体験や，大島紬の織りや染めの体験な

ど，地域資源を活用した体験学習に努めているところでございます。なお，今年の３月に修学旅行の専

門誌であります月刊教育旅行という本でございますが，これに奄美の歴史，文化，体験メニューなどが

特集として掲載されております。この専門誌は全国の学校関係者に届くことから，今後の効果に期待し

ているところです。本市といたしましても，修学旅行の受け入れはリピーター率向上に大変有効である
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と考えておりますので，引き続き修学旅行の受け入れ体制などに努めてまいりたいと存じます。以上で

す。 

 

１７番（栄 勝正君） 沖縄には何十，何百という中学生，高校生が体験旅行に来ております。奄美には

まだ８校ぐらいだということ，大変少ないように思います。垂水市が養殖の体験学習をして，大変盛ん

になっているといわれていますので，奄美市だけではなくてですね，奄美全体として養殖やら，キビの

刈り取りやら，タンカン狩りやら，いろいろとあると思いますので，是非その辺も取り入れて，修学旅

行の案内をしてもらいたいと思います。一人でも多くの人たちが奄美に来るように，どういうことをし

たら来るのかということを，現在はものを見るよりか，何か体験をして，昔のまちをみるとか，昔の村

を見るとか，もうそういうのが多いようですので，お願いいたします。 

 それから，時間がありませんので聞きますけれども，グラウンドゴルフや，あるいはウォーキング大

会などを催すことは前々からも聞いておりますけれども，この間，霧島市では旅マラソンというのがで

きまして，１００キロぐらい歩くそうです。いろいろなところを見てですね。いろんなアイデアを出し

て，またウォーキング大会は霧島市と指宿市と南さつま市が連携をしてですね，連携を取りながら特産

品なども出し合ってやっていくという試みもやっているようです。何か一つ奄美には，今日のテレビを

見ていますと，鹿児島市は１万人のマラソンの希望者を集めたら１万９，０００人集まったと。１万円

の会費を出してですよ，集まったということを聞いて，抽選で１万人を決めるということなんですけれ

ども，やはり相当の経済効果が，何か大会を催したらあると思いますので，是非ひとつ，そういう大会

を催してもらいたいと思いますが，いかがですか。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 全国規模で愛好者がいる，今申し上げましたウォーキングとか，グラウン

ドゴルフ大会を誘致をすることは交流人口の拡大につながりますので，経済効果も大きいと伺っており

ます。ただ今，私ども奄美市でいろいろやっているイベントにつきましても，民間が主体となってやっ

ているもの，もちろん奄美市が主体となっているものもございますが，幾つか民間がやっているもの

で，かなり成功し，定着しているイベントもございます。そういった民間が主体となっているイベント

につきましては，私ども市のほうで人的支援，それから財政支援も行ってきているところです。なお，

また民間が主導してやっているイベントにつきましては，奄美満喫ツアー助成金ということで，奄美に

宿泊される方が来る事業等については，またそれに応じて別途支給を，補助金を支給する仕組みもござ

いますので，民間のほうが主体になってやっていただくものと，奄美市がやったほうがいいもの，こう

いったものを整理しながらですね，いろんなイベント誘致に努めていきたいと思います。以上です。 

 

１７番（栄 勝正君） 体験旅行の中にはですね，八月踊りやら，舟漕ぎ競争も私は体験旅行の中に入れ

ていいと思います。例えば，舟漕ぎ競争などは，１日目は島外の人たちを対象にしてやる舟漕ぎ競争，

１日が島内の事業所や団体を集めてやるという，２日ぐらいやってもらいたいと思っております。それ

から八月踊りも５月ぐらい１週間ぐらいどこかの公園で続けて，前も１回提案したんですけども，八月

踊りツアーに参加しようという呼びかけを，是非やってもらいたいと思います。 

 時間がありませんので，もう答弁は要りませんから，要望だけしておきます。 

 次に，し尿処理場の跡地利用について，簡単に簡潔にお願いいたします。 

 

市民部長（則 敏光君） 長浜のし尿処理施設でございますが，平成２３年３月末で一定の役割を終わり

まして，現在休止状態であります。現在は環境対策課の作業員の詰所，開発公社の詰所，資材置き場，

倉庫，車両置き場として活用いたしております。解体費用のねん出と跡地利用計画が課題でございまし

て，現在，直近の見積りによりますと解体の前にダイオキシン調査費が必要となってございますがおお

よそ９００万円，煙突やその他焼却施設を除いた解体費用が７，７００万円，それらの処分費用で３，
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２００万円，合計１億１，８００万円，更にダイオキシン調査をいたしまして，煙突と焼却施設を解体

しますが，それについては更に別途加算されるという現状にございまして，いずれにしろ財源捻出に苦

慮をいたしております。ただ，施設の煙突の倒壊の危険性を考慮いたしますと，ほって置けない状況で

もございますので，今後，全体の，奄美市全体の計画の中で関連した施設の跡地利用計画を考えてまい

りたいと思っておりますので，今しばらくお時間をいただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

１７番（栄 勝正君） 莫大な費用が要るということですので，今しばらく時間をくださいということで

すので，いずれは公園化などなされると思いますので，よろしく御検討お願いいたします。 

 それでは，最後の，時間がありませんので質問をいたします。 

 いじめと不登校の現状について，簡潔にお願いいたします。 

 

教育長（要田憲雄君） まず，不登校の現状について，そして対策について，お答えを申し上げます。 

 本市におきましては，平成２７年８月現在，小学校１人，中学校３２人の不登校児童・生徒がおりま

す。そのうち，担任やスクールソーシャルワーカーなど，家庭訪問をしたり，関係機関と連携を図った

りして，中学校４人は７月までには改善され，実質の不登校は小学校１人，中学校２８人になっており

ます。昨年と比較しまして，マイナス４人ということになるわけでございます。また，不登校に陥る原

因といたしましては，児童・生徒それぞれでありますが，例えば友人関係をめぐる問題，無気力，家庭

内の不和や遊びですとか非行，これらが複合に絡み合った要因もございます。不登校は本市の教育課題

の一つであると私は考えておりまして，教育委員会では管理職の研修会，あるいは生徒指導主任等研修

会，教育相談員等研修会などにおいて具体的な研修を行いながら，子どもたちの自己有用感や自尊感情

を育む教育活動を推進するように指導を行っているところでございます。しゃたくの一つといたしまし

て，地域の人材を活用したスクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー，教育相談員の人的配

置をしておりまして，スクールソーシャルワーカーは小学校に５名，中学校５校にそれぞれ１１名配置

しております。よろしいですか。 

 

１７番（栄 勝正君） すみません，途中でやめさせて。時間がありませんので，生活困窮者の助成と

か，お願いしてあったんですけれども，また，決算委員会などで聞く機会がありましたら聞いてみたい

と思います。 

 それから，私は平成８年に議員に就任しましてから，１９年と今月で１か月になりました。いろいろ

今まで難しい質問，くだらない質問，ややこしい質問，いろんな質問も一杯いたしました。当局から親

切なる御答弁をいただき，本当にありがとうございました。また，同僚の皆さんは根気よく辛抱強く聞

いてくださいましてありがとうございました。体調の都合でやめることにいたしましたので，これから

は１市民として，皆さんの叱咤激励や御指導もしたいと思いますので，よろしくお願いいたします。名

残は惜しいんですけれども，是非，奄美市の発展のためにそれぞれ御尽力されて，すばらしい奄美市を

つくってくださいますよう心からお願い申し上げまして，私の質問を終わります。ありがとうございま

した。 

 

議長（竹田光一君） 以上で市民クラブ 栄 勝正君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午前１１時４４分） 

                     ○              

議長（竹田光一君） 再開いたします。（午後１時３０分） 

 午前に引き続き一般質問を行います。 

 公明党 栄 ヤスエ君の発言を許可いたします。 
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４番（栄 ヤスエ君） 市民の皆様，議場の皆様，こんにちは。公明党の栄 ヤスエです。最後までどう

ぞよろしくお願いいたします。 

 質問の前に少しだけ所見を述べさせていただきます。始めに，７月８月で発生いたしました柳町と井

根町での火災の被災者の皆様と犠牲になられました方へ，心からお見舞い並びに御冥福を申し上げま

す。 

 さて，９月１日は防災の日でございます。日本は今や地震，火山噴火，台風，大雨などに見舞われ，

災害列島とも言われています。本市は５年前の平成２２年１０月２０日，奄美豪雨災害に見舞われまし

た。この経験から，本市におきまして年１回の防災訓練を市民参加で開催されるようになったと認識し

ております。先月３０日の津波を想定した防災訓練に，地元の自治会で私も参加をさせていただき，そ

の中で多くの課題があることに気付きました。また，今年は奄美市の防災計画の見直しの年と聞いてお

りますが，行政はもちろんのこと，市民の防災意識，危機意識を高める努力も必要だと思います。どう

か，実効性のある防災計画の策定をよろしくお願いいたします。 

 また，８月２８日の参議院本会議で，公明党が実現を訴えてまいりました女性活躍推進法が成立いた

しました。あらゆる分野で女性の力を最大限に発揮できるようにすることは，活力ある社会の実現に不

可欠だと思います。少子化が進み，仕事と子育ての両立が求められている中で，女性が働く環境整備や

特に女性が非正規労働者の７割，雇用者全体の４分の１を占めている現状を踏まえて，短時間労働者の

雇用管理の改善に関するガイドラインを策定するなど，処遇改善への取組みの必要性や，また，妊娠，

出産した助成に対するマタニティハラスメントの防止，セクシュアルハラスメントなどには，一元的に

対応する企業や，また，事業所の体制の整備なども必要でございます。女性が生き生きと社会で活躍で

きる社会は，男性に取りましても子どもや障害者，高齢者にとりましても生きやすい社会になると期待

をしております。 

 それでは，一つ目の質問に入ります。一つ目，生活困窮者自立支援制度の推進についてでございま

す。第２のセーフティネットとしていわれておりますこの制度，国の生活困窮者自立支援制度の目的と

事業についてお伺いしますけれども，本年４月１日よりスタートした制度ですので，改めてこの制度の

目的と事業について伺いたいと思います。 

 次の質問からは発言席にて行います。 

 

議長（竹田光一君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） 栄議員にお答えいたします。事業の概要ということでございますので，私のほうで

申し述べさせていただきます。 

 本制度は，経済構造の変化や社会的孤立の拡大，生活保護受給者の増加，貧困の連鎖といった状況に

対応し，これまで十分ではなかった生活保護受給者以外の生活困窮者への支援を抜本的に強化するもの

でございます。申し上げますと，第１のセーフティネットである社会保障社会保険制度や，労働保険制

度，そして第３，あるいは最後のセーフティネットであります生活保護制度の狭間にある第２のセーフ

ティネットを構築しようというものでございます。 

 法の概要といたしましては，福祉事務所設置自治体の必須事業である自立相談支援事業と，住宅確保

給付金の支給のほか，任意事業の就労準備支援事業，一時生活支援事業，家計相談支援事業及び生活困

窮家庭の子どもに対する学習支援事業などを実施するものでございます。事業の内容としては以上でご

ざいますので，御理解いただきたいと思います。 

 

４番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。御答弁があったとおりの事業内容で，新聞報道におきま

しても，昨年９月に千葉県銚子市で生活に困窮して家賃を滞納し，県営住宅から強制撤去させられる当
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日，中学２年の一人娘を殺害したとして起訴された母親の裁判判決が，千葉地裁で言い渡されておりま

す。これは別れた夫の借金を抱えて，娘の制服を買うためにヤミ金からお金を借り，健康保険の担当部

局では，この親子の窮状を把握はしていたんですけれども，生活保護の担当部局と情報共有がされてお

らず，母親が保護の窓口に来ましたが，一般的な制度説明で終わっており，県営住宅であったこともあ

りまして，千葉県と銚子市との連携も不十分だったということで，まさに制度と制度の狭間の問題であ

ると思います。この行政部署の連携がうまく取れておりましたら，この親子の窮状も把握するチャンス

があったのにと思うと，残念な事件でございます。そして，様々な困難を抱えていても，支援にたどり

ついている人，それを見つけて支援をしていけるかどうか，課題も大きいと考えますが，そこで次の質

問でございますが，施行から半年ということで，本市における制度に対する取組状況を伺いたいと思い

ます。 

 一つ目には制度の広報ですとか，また，周知方法についても伺いたいと思います。 

 

保健福祉部長（泉 賢一郎君） 制度の広報，周知方法について御答弁いたします。 

 本市の取組状況につきましては，必須事業である自立相談支援事業と住宅確保給付金の支給を実施し

ており，現在のところ任意事業は実施をいたしておりません。これは県内の全市町村とも同じでござい

ます。また，制度の広報，周知方法につきましては，広報紙への掲載，各関係部署へのパンフレットの

配付のほか，法が目指す生活困窮者を通じた地域づくりを形成していく上で欠かすことのできない民生

委員，児童委員，自治会長，集落の区長への制度説明を行い周知を図っているところでございます。 

 

４番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。今後の取組みというか，始まったばかりの制度ですの

で，今からだと思うんですけれども，先ほど部長が述べられたように，地域で一番市民に寄り添った活

動をされている，今朝も，昨日と今日と，午前中来られていましたけれども，民生委員の研修，民生委

員の皆さんのそういった研修会の中では，この制度が説明が行われたというふうに聞き取りのほうでは

聞いておりますけれども，やはりせっかく制度がスタートして窓口，相談窓口を設けたとしても，やは

り市民の皆様に知られていなければ，成果は得られないと思いますので，先進地の事例を申し上げます

と，川崎市においては，市の広報紙で，先ほど，同じですけれども，広報で大きく取り扱い，またそれ

を全世帯に個別にまた配付をするなど，きめ細やかな取組がされているとお聞きしております。そし

て，生活困窮者は，やはり自分からは，私は困っていますという，助けてという，言えない場合が多い

と思いますので，担当課はしっかりとまた相談を，相談をうけるのをですね，ただ机に座って待つので

はなくて，この制度の周知徹底を積極的に行っていただきたいというふうに思っております。そして，

生活困窮者の方は，みずからＳОＳを発することは難しい方々ですので，相談しようという意欲もきっ

とないのだと，私も思います。そういう方々にお会いして，確かに皆さん，周りからとって，ちょっと

困っているよねと思っても，なかなか困っていると言えない，そういう人たちたくさん見受けられま

す。そうした人たちに対するアウトリーチですか，訪問支援も含めた相談支援体制ですとか，地域の関

係機関や部署との連携をしながら，やっぱり早期発見，早期支援につなげていく必要があると思いまし

た。ここで，滋賀県の野洲市というところでは，市のもともとあった相談体制の機能を強化をしまし

て，庁内の各部署ですね，各部署との連携調整などをスムーズにできていまして，例えば奄美市もそう

だと思うんです，税とか国民健康保険税，また水道担当の滞納情報，そういったもろもろキャッチでき

るところがありますけども，そういった情報を活用して，生活困窮者の早期把握，支援が可能になって

いるということです。市にとっても市民のいろんな借金問題とかも，いろんな様々な問題，ありますけ

れども，借金問題とかを解決することで，過払金の回収等を通じて公租公課の滞納額を圧縮することも

できているというふうに聞いております。様々な支援があると思うんですけれども，そこで質問ですけ

れども，関係部署や関係機関との連携体制についてお伺いしたいと思います。 
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保健福祉部長（泉 賢一郎君） 関係部署や関係機関との連携体制につきましては，市役所では税務課な

ど，主に公租公課の滞納者を把握できる部署の窓口担当者，福祉政策課及び高齢者福祉課，高齢者福祉

の中には地域包括支援センターもございます，などの担当職員への制度について説明をいたし，当窓口

へのつなぎの役割を担ってもらい，既に各部署を経た相談も受けております。また，市役所以外では社

会福祉協議会やハローワーク名瀬，大島支庁地域保健福祉課及び各医療機関の地域医療連携室などの各

関係機関と連携を図りながら，福祉や就業，医療，健康といった様々な相談への対応，解決に努力をし

ているところであり，一定の連携体制は整っているものと考えております。今後は，市役所内において

はワーキングチーム等の設置，市役所外においては協議会等の設置により，目に見える形での連携強化

を図ってまいりたいと考えております。 

 

４番（栄 ヤスエ君） ありがとうございました。大分体制はしっかりと整っている，また，今後は本庁

舎内の体制をつくっていくということの認識でよろしかったでしょうか。ワーキンググループとか協議

会も立ち上げていくということなんですが，やはりこういった支援制度，しっかりと認識することも含

めてですね，やっぱり窓口の支援，窓口の職員の皆様の，やっぱり気付きというのが，やっぱり大事な

ってくると思いますので，しっかりとそこら辺を，今からやっていかれると思いますけれども，研修会

をするなり，いろいろ研究しながらですね，しっかりとキャッチできるような体制をですね，職員の皆

様にもそういった認識をしていただきたいなというふうに，強く思いました。本当に，少しでも漏れが

ないというんですかね，いろんなところ，部署に行っても，絶対にたらい回しにならないような，やっ

ぱり縦じゃなくて，横のチームワークといいますか，横の連携もしっかり取りながら，どこかで必ずキ

ャッチできるような体制を今後また強化していただきたいというふうに希望いたします。よろしくお願

いいたします。 

 それと，次の質問に入りますけれども，今は二つの事業だけ今市のほうで任意事業をされていると思

うんですが，三つ目ですけれども，本市における今後就労に関する支援の取組ということで，①番目に

就労支援をやっているのであれば，取組の状況ですとか，成果，課題について，相談内容について伺い

たいと思います。 

 

保健福祉部長（泉 賢一郎君） 就労支援についてでございますが，市とハローワークが一体的に取り組

んでいる生活保護受給者等就労自立促進事業の活用と，障害者の場合，奄美障害者就業生活支援センタ

ーとの連携により，職場への同行訪問などきめ細かな支援を実施いたしております。 

 成果といたしましては，正規雇用につながったケースが２件，短期のアルバイトにつながったケース

が１件，数はそう多くはございませんが，うち２件は長期就労から遠ざかっていたケースであり，着実

に支援の効果が表れているものと考えております。また，課題といたしましては，就労後の定着支援が

上げられます。就労後，短期間で離職し，再度生活困窮に陥るといった悪循環を防止する意味でも，継

続してフォローアップしていくことが大事かと考えているところでございます。 

 

４番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。一定の効果というか，今現在生活保護も含めて就労支援

もしていらっしゃるということでお聞きしましたけれども，やっぱり，なんですかね，一定，家のほう

に引きこもっていた方たちが，仕事をしようと思って，市に相談に来ますけども，やはり，ずっと引き

こもった人たちは，まずは社会に慣れることからスタートして，少し人と接することから慣れる，ま

た，そういった仕事をするとか，本当，段階的な本当に時間のかかる就労までの作業だと私は思うんで

すけれども，本当に根気を入れてやらないといけない事業だと思いますけれども，現在，本市において

は必須事業の二つやっていらっしゃいますけども，今後の取組として，その就労準備支援事業とか，先

ほど申し上げられた就労訓練事業，そういったものを取り入れる予定はあるのか伺います。行政だけで

はとても難しいと思いますが，一応，計画のほうお伺いします。 
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保健福祉部長（泉 賢一郎君） 現在のところ，任意事業であります就労準備支援事業及び就労訓練事業

の実施はいたしておりませんが，就労準備支援事業につきましては，他の任意事業同様，今後，相談内

容の，今年度行っております事業の相談内容の集計データを分析しながら，本市の実状等に応じた事業

の検討をしてまいりたいと考えております。 

 また，就労訓練事業につきましては，県が事業者を認定する制度であることから，今後は社会福祉法

人等に働きかけ，中間就労の場や社会参加の場の確保に努めてまいりたいと考えておりますので，御理

解をお願いします。 

 

４番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。やはり，そういう人たちが仕事をしようと思ったら，ま

ず，仕事があることが大前提ですし，社会にそういう人たちを取り入れていくには，事業者の方，事業

所の理解もすごく必要だと思うんですね。ですから，やっぱりそういった事業所さんへのしっかりと，

こういった制度の説明とかをしていただきながら，やはり理解して，また参加していただけるような事

業所も少しずつ増やしていかなければいけないなというふうにも思いますので，今後また，行政のほう

におきましても，民間の力もしっかりとお借りしながら，しっかりこの事業も取り入れて，今後です

ね，入れていただきたいなというふうに希望を申し上げます。 

 そして，この入口としての自立支援相談と，また出口の一つとして就労支援でございますけども，本

市の市民の実情を本当に担当課のほうではしっかりと把握をしていただきまして，本当に相談者一人一

人に合った伴走型の，ただただもう寄り添いながらですね，伴走型の支援体制ができる取組を要望した

いと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。 

 次の質問に移りますけれども，子どもの学習支援等についてでございます。まず一つ目に，生活困窮

者自立支援制度に関する学校や教育委員会等と福祉関係機関との連携について通知がきていると思いま

すが，この学習支援に関する概要と本市の対応について伺いたいと思います。更には，今後は生活困窮

世帯の子どもの学習支援も取り入れる予定はあるかを伺いたいと思います。 

 

保健福祉部長（泉 賢一郎君） ただいま御案内の文部科学省のほうから通知がまいっておりますので，

福祉部門と教育委員会のほうから，両方からお答えさせていただきます。 

 本制度における学習支援の概要は，単に勉強を教えるというだけではなく，困窮の貧困の連鎖を防止

するという観点から，仲間と出会い活動できる居場所づくり，学習の重要性についての保護者の理解の

促進なども含めて支援を行うものでございます。本市の対応といたしましては，先ほども申し上げまし

たとおり，現在のところ任意事業が未実施であることから，子どもの学習支援事業も本制度条の事業と

しては実施しておりませんが，学校のスクールソーシャルワーカーや直接担任から情報提供があった事

例につきましては，自立相談支援事業において連携を図りながら，継続した支援を行っているところで

ございます。他の任意事業同様，今後，相談内容のデータを分析しながら，本市の実状等に応じた事業

の実施を検討してまいりたいと存じますので，御理解をお願いいたします。 

 

教育長（要田憲雄君） 教育委員会としてお答えを申し上げます。本法における学習支援の概要につきま

しては，ただいま保健福祉部長からの説明のとおりでございます。現在のところ保健福祉部と連携した

事業は実施はしておりません。しかし，奄美市内の各小学校におきましては，学校と家庭との連携を図

り，子どもたち一人一人の生活状況等をきちんと把握することで，生活あるいは学習両面から個に応じ

た指導を実施しているところでございます。特にその充実に寄与しておりますのが，１１名のスクール

ソーシャルワーカーでございます。この人たちが懸命に個人個人の自宅訪問をしたりしながら支援を進

めているということで御理解を賜りたいと思います。様々な児童・生徒との関わりを通して，一人一人

の具体的な状況を把握し，課題がある児童・生徒の関しましては，家庭，保健福祉部，その他の外部機
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関の情報を連携を図りながら支援を行っているところでございます。また，実態に応じて児童・生徒へ

の学習支援も行っているということを御理解賜りたいと存じます。今後も教育委員会と保健福祉部，学

校，家庭，地域と緊密な連携を図りながら，子どもたちに不利益が生じないような支援を行ってまいり

たいと考えておりますので，御理解賜りたいと存じます。以上でございます。 

 

４番（栄 ヤスエ君） はい，ありがとうございます。福祉部としっかりまた教育委員会としっかりと連

携を今後取っていただくということだと思いますけれども，ここで先ほど福祉部長がおっしゃったよう

に，言いたいのは，やっぱり貧困世帯というかですね，午前中も，不登校のお話がありましたけれど

も，その不登校の子どもたちの中にも，やはり貧困世帯であったりとか，家庭の事情で，やっぱり親の

いろんな環境，状態もあったりして，学校に出てないという子供たちもいるかと思います。そういった

ところのまた把握と，本当にそういった意味で経済的な理由によって，親の経済的な理由とか，家庭の

事情によって，その家庭での学習が困難とか，本当に今，食事も，朝食も食べないで学校に行く子ども

たちも多いと聞きますので，そういった子どもの貧困とか，そういった負の連鎖ですかね，貧困のそう

いったものが，学校に御飯を食べないで学校に来ると，やはり学力向上にも結び付かない，頭が，脳が

働かなくて，そういった負の連鎖にだんだん陥って行って，学習についていけないとか，そういったス

パイラルに，負のスパイラルに陥ってしまうようなことも，陥ってしまうと思いますので，本当にしっ

かりと，学校ではソーシャルワーカーと家庭と子どもと連携をしていただきながら，福祉の部分では，

またそういったお母様たちの支援をしっかりしていただきながら，本当に両方，しっかりと連携を取っ

ていただいて情報交換をしていただく中で，子どもたちのそういったついていけない学習支援，子ども

たちに対してはしっかりとした学習支援ができるような体制を，民間の力をお借りしてもいいですし，

また，行政のほうでやっていただいてもいいですし，そういった意味で，本当に未来の宝である子ども

たちをしっかりと大人が責任を持って育てていける，そういったこの困窮者支援の制度をしっかりと使

いながら，今後やっていただきたいなというふうに希望しておりますので，よろしくお願い足します。 

 はい，じゃ，すみません，次の質問に移らせていただきます。次，市民生活に着いてでございますけ

ども，１８歳選挙権についてですが，今回の公職選挙法の改正を受けて，来年夏の参議院選挙から１８

歳以上の人が投票できるようになります。新たに１８歳，１９歳の約２４０万人が有権者となるわけで

すが，選挙権年齢が変更されるのは１９４５年に２５歳以上の男子から現在の２０歳以上の男女になっ

て以来，７０年ぶりの法改正となりました。選挙権年齢を１８歳以上に引き上げる一番の意義は，若者

の声を政治に反映させることだと思います。そして，高校在学中にこの選挙件を得るケースも多くなっ

てまいると思いますので，ここで大事になっていくのが，やはり子どもたちに対する主権者教育だと思

いますので，質問になりますが，本市における高校や専門学校生徒への広報周知の取組を伺います。併

せて，出前講座ですとか，模擬投票など，具体的な取組も伺いたいと思います。 

 

選挙管理委員会委員長（名島義文君） 栄議員の御質問でございますが，御存知のとおり，当奄美市でも

奄美市明るい選挙推進協議会という団体がありまして，男女６２名で構成されております。毎年４月な

いし５月に総会を開いてですね，年間事業計画を決めているわけであります。ちなみに今年は４月３０

日に市内のホテルで開きました。そこでですね，今年の本市における高校や専門学校への広報，啓発の

取組につきまして決めたところでありますが，来る９月２５日に中学校としては初めて名瀬中学校で生

徒のための選挙講座を，また１２月には例年行っておりますが，県の大島医師会との共催で奄美看護福

祉専門学校で学生のための選挙講座を予定しております。加えて昨年実施いたしました笠利の北高校で

すね。それから名瀬の奄美高校での模擬投票を含む選挙講座も行う予定で進んでおります。 

 

４番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。明るい選挙推進委員会へ委託しての活動，本当にお疲れ

様でございます。本当に具体的に取組をされているということが，今分かりましたので安心しておりま
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す。一つずつ，また皆様の御尽力でもって，また１８歳以上の選挙権を持つ有権者の皆様への広報活動

も，また更に力を入れていただきたいと思っております。ここで，神奈川県では全県の公立高校で，来

年の参議院選に合わせて模擬投票を実施しております，同じように。その中で，政治参加ですとか，司

法参加，消費者教育のこの４本柱からなるシティズンシップ教育ということで，一環として実施したと

いうことでございますが，具体的には事前に数回の事前学習で，選挙制度や投票の意義，更に選挙制度

や投票の意義，選挙戦で投票の意義とか，また更に選挙広報やマニフェストなどを利用して，各政党，

また候補者の政策，主張を学んだそうでございます。学校現場でいかに政治的中立性を保ちながら，主

権者教育を行っていくのかなどの課題もございますけれども，文科省におきましては，今年の９月，今

月ですけどね，選挙の意義や制度の開設，模擬投票の実践例などを載せた政治教育の副教材を全高校生

に配布する予定であるということをお聞きしておりますので，ここも合わせて御紹介させていただきま

す。 

 次の質問でございますけれども，期日前投票における宣誓書の事前配布についてでございますが，現

在，本市は投票所に来てから選挙人確認をして，宣誓書に署名をして投票という流れになっております

けども，現在，鹿児島県内の五つの市が実際に事前に宣誓書を配布をして，配布の実施をしているとい

うことでおりますけれども，本市での実施の予定はないかということを伺いたいと思います。 

 

選挙管理委員会委員長（名島義文君） 宣誓書の事前配布につきましてはですね，今年７月３０日に日置

市で開催されました鹿児島県各市選挙管理委員会連合会総会でも議題として上がったところです。それ

で，議員のおっしゃるとおり，入場券裏面に印刷で対応しているところが栄議員おっしゃいましたとお

り５市，インターネットで対応しているところが１市ございます。本市では，入場券の発送は世帯ごと

に葉書で行っておりまして，１世帯で複数投票者がいる場合は各投票者の名前とバーコードを付して，

個人ごとに入場券を切り取れるようにし，葉書１枚で３人まで対応しているところです。しかるにです

ね，入場券については，現在，宣誓書を記載するスペースはない状況であります。また，期日前投票で

投票者が来られた場合，入場券のバーコードをバーコードリーダーで読み取り，選挙期日の投票所へ行

けない理由を聞き取り，それによって宣誓書を打ち出し，本人には名前だけを記載していただいており

ます。生年月日及び現住所については自動的に打ちだされるわけです。併せて，宣誓書を打ち出す際，

同時に性別及び生年月日につき，よく確認して，本人を確認をして宣誓書を渡しているところです。栄

議員が要望しておられる期日前投票における宣誓書の事前配布につきましては，宣誓書を事前配布した

場合の記入事項等の確認に要する時間の検証，及び現行の受付時間の検証を行いながら，投票時間の短

縮につながるよう，今後努力してまいりたいと，このように思っています。 

 

４番（栄 ヤスエ君） 実際に期日前の宣誓書を前もって渡している日置市にもお聞きしたんですけれど

も，やはり期日前の投票の待ち時間がやはり短縮されることと，有権者の利便性が本当に向上した，お

年寄りとかは，すごくその場に来て書く，聞き取りされると，本当に緊張してしまって，あがってしま

うというお話をたくさん聞いていましたので，今後ともこの課題をですね，しっかりとまた克服してい

ただきまして，投票率のアップにもまたつなげていただきたいと思っております。 

 次の二つ目の質問になりますけれども，本市における有権者の投票率向上の取組などがございました

ら，伺いたいと思います。 

 

選挙管理委員会委員長（名島義文君） 先ほども答弁しましたようにですね，本市では奄美市明るい選挙

推進協議会の総会で年間経過を，年間の事業計画を立てて選挙の啓発活動を行っておりますが，ちなみ

に今年は４月に鹿児島県議会議員選挙で，６月１７日に名瀬公民館ホールで開催されました健寿大学に

おいての寸劇を伴う啓発，翌６月１８日の選挙無違反の日に市街地での啓発，そして８月１日，２日に

奄美祭りでの啓発，８月９日にあやまる祭りで，そして去る９月６日にですね，住用で行われました三
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太郎祭りで啓発活動を行いました。今後の予定につきましては，先ほど答弁しました３校または４校の

出前講座，及び１０月執行されます市議会議員選挙の啓発，来年１月の新成人の集い，及び紬の日の集

いでの啓発ですね，をしたいというふうに考えております。 

 栄議員も御存知のようにですね，投票率向上は決して奄美市明るい選挙推進協議会だけの努力でなさ

れるものではありません。家庭，学校及び職場等，市全体で取り組まなければいけない課題だと考えま

す。投票率向上につきましては，今後とも皆様の御協力，御理解を賜りたいと存じております。 

 

４番（栄 ヤスエ君） ありがとうございました。日頃の活動に敬服いたします。ありがとうございま

す。 

 次の質問にさせていただきたいと思います。本日はちょうど９月９日で，救急の日でございます。９

月６日から１２日は救急医療の週間になっておりますけれども，市民の生命を守るために日々真剣に業

務を遂行されておられます救急隊員の皆様に敬意を表しながら，質問させていただきたいと思っており

ます。 

 救急出動が，頻繁に今行われておりますけれども，救急車も熱中症ですとか，夏場は熱中症ですと

か，本当にまちを歩いていますと何回も何回も救急車が出動するのを耳にしておりますけれども，ここ

で質問したいのが，救急出動がいっぱい行われていますけれども，突然倒れた人に，例えば遭遇し，救

急車を呼んで救急車の到着までにＡＥＤですとか，心臓マッサージで救命を行うことができれば，大切

な一人の命が助かることになるということを思いますので，そこで質問なんですけども，この救急究明

におけるＡＥＤの活用についてですが，本市におけるＡＥＤの設置状況等をお伺いしたいと思っており

ます。 

 

総務部参事（小松和行君） 本市におけるＡＥＤの設置状況について，お答えいたします。 

 ＡＥＤの設置状況は，平成２７年１月３１日現在で，当消防組合が調査しましたところ，名瀬地区に

おいては８５施設に９３台，笠利地区は２９施設に３２台，住用地区は１２施設に１３台で，合計１２

６施設に１３８台が設置されております。主な設置施設といたしましては，学校教育機関等に４６施設

４６台，老人保健施設に７施設７台，医療機関等に２１施設２８台，スポーツ施設に５施設５台，その

他といたしまして事業所及び遊技場等に４７施設５２台となっております。以上でございます。 

 

４番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。これだけ本当にＡＥＤがチェック，確認されているわけ

なんですけども，そのＡＥＤのメンテナンスというんですかね，電池切れとか，そういったものも含め

てなんですけれども，しっかりとして，そのＡＥＤのものは，その事業所なり持ち主の責任になってく

るとは思いますけれども，実際に使うと思って使えなかったときが一番大変になると思いますので，そ

ういった啓発活動というんですかね，そういったのも含めて，消防のほうにお願いをしたいと思います

けれども，実際，奄美市で作成しているアプリの避難所マップですかね，避難所マップというのがあり

ますよね，奄美市でつくっているマップがあるんですけども，その中に避難所マップというのが掲載さ

れておりまして，私もちょっと前提案させていただいて，ＡＥＤのマップもそこに掲載ができないかと

いうことをお伺いしたときに，まずは避難場所からということでお伺いしたんですけれども，やはり，

奄美市の避難所も含めてですけれども，奄美市内でそういったものがすぐ分かるようにすることもすご

く大事だと思いますし，今，奄美市にもいろんな外国ですとか，旅行客ですとか，いろんな方々がいら

っしゃいますので，いざというときにすぐぱっと見れるような，そういった体制も必要ではないかと思

いますけれども，こういったＡＥＤのマップ掲載についても，もし可能性があるのであればお答え，伺

いたいと思いますが，お答えできますでしょうか。 

 

総務部参事（小松和行君） ＡＥＤの設置場所につきましては，スマートホンのアプリケーションにおい
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て地域ごとに無料で閲覧できるようになっております。奄美市におきましては，設置場所もそのアプリ

ケーションで確認できるようになっておりますので，御理解をお願いいたします。 

 

４番（栄 ヤスエ君） そういったこともですね，含めて啓発というか，広報のほうをですね，どこを見

ればできますよ，見れますよということも含めて，啓発というか，広報のほうもお願いをしたいと思っ

ております。 

 次に，学校とか事業所等への普及啓発の現状と取組を伺いたいと思っております。 

 

総務部参事（小松和行君） 学校，事業所等への普及啓発の現状と取組につきましては，学校や事業所等

に限らず，不特定多数の市民が出入りする施設等の従業員を対象に，年間を通じて救急法講習会を実施

しております。平成２６年中は９４施設の２，６８５名の受講者の方々に応急手当の重要性，必要性，

更に心肺蘇生法に合わせてＡＥＤの使用方法等を指導しております。近年は，心肺蘇生法を含みＡＥＤ

に対し，非常に関心を持つ市民が年々増加している現状であります。また，ＡＥＤを使用した場合，救

急救命の取組としましては，９月９日の救急の日前後の救急医療週間中に大島郡医師会と連携協力し

て，市民への普及啓発活動を実施しております。以上でございます。 

 

４番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。はい，分かりました。今，２，６８５名が応急手当をし

っかり受けていらっしゃるということでありましたので，また，一人でも多くの方々がこういった救急

法ですかね，ＡＥＤの使い方ですとか，心臓マッサージだとか，救急法がしっかり学んでおけば，いざ

というときに本当に役立てると思いますので，本当にすごい数字だと思いました。 

 学校での部活や体育の授業中，また運動会，また各種スポーツ中にいつ倒れる人が出るか予想ができ

ないときに，救急箱とともに近くにＡＥＤがあれば，ＡＥＤを効果的な場所へまた設置し，有効に活用

すれば救える命はたくさんあると思います。そこで質問なんですけども，本市でのこのＡＥＤを使って

そういった競技中ですとか，そういったときに一命を取り留めたという事例がもしございましたら，御

答弁をお願いいたします。 

 

総務部参事（小松和行君） ＡＥＤを使用し，社会復帰をした事案につきましては，最近では平成２４年

１月三義山体育館でのバトミントン競技中と，平成２６年２月笠利町太陽ケ丘でのマラソン中に，それ

ぞれ現場に居合わせた方がＡＥＤを使用し，社会復帰をした事案が２件ございます。以上です。 

 

４番（栄 ヤスエ君） ありがとうございました。本当に身近にあるというか，本当に人命を取り留めた

ということで，２件あったということなんですけども，本当に心臓マッサージでもできないことが，Ａ

ＥＤもできますし，また，ＡＥＤを使うことに，救急車が来る前にその蘇生ができていれば，一命を取

り留めるというか，蘇生が可能になりますので，しっかりとまたここら辺も普及をしていただきたいな

と思います。 

 ３番目の質問になりますけれども，２４時間営業のコンビニですとか，レストラン等へのＡＥＤの設

置推進はできないかと思います。まず，現状も併せてお伺いしたいと思います。 

 

総務部参事（小松和行君） ２４時間コンビニ，レストラン等への設置推進はできないかとの御質問でご

ざいますが，先ほど答弁いたしましたが，当市においては１２６施設で１３８台のＡＥＤが設置されて

おります。御質問の２４時間コンビニ，レストラン等のＡＥＤ設置につきましては，当市においては２

４時間営業のコンビニ，レストラン等は１０店舗ありますが，ＡＥＤは設置されておりません。現状の

ＡＥＤ設置につきましては，法的根拠もなく，施設，事業所等の管理権限者自身の判断で設置しており

ます。２４時間営業のコンビニ，レストラン等におきましては，市民の認知度も高く，ＡＥＤを設置し
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た場合，非常に有効な場所になるものだと考えております。今後の取組といたしましては，現在，不特

定多数の市民，人が出入りする施設等の従業員の方々に，救急法講習会を実施しているところでござい

ますが，２４時間コンビニ，レストラン等で働く従業員や経営者の方々にＡＥＤを含む救急法の普及啓

発に努めていく必要があるものと考えておりますので，御理解をよろしくお願いいたします。 

 

４番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。前向きな答弁，ありがとうございます。今，奄美市には

１０店舗あるということなんですけども，ＡＥＤはどうしても日中，中のほうにどうしても設置して，

外にあるＡＥＤってなかなかないと思いますので，やはりそのコンビニに行けばＡＥＤあるよというこ

とが，しっかりと皆さんの中に周知されていけば，何かあったときにはしっかりと使えるものだと思い

ますので，やはり２４時間営業のコンビニの事業所の方，またレストラン等にもしっかりと消防なり，

行政のほうからも働きかけをしていただきまして，是非設置の御努力と言いますかね，そういったもの

も含めて啓発するというんですかね，お願いもしていただきたいなというふうに思っております。 

 愛知県の尾張旭市では２４時間いつでも使えるように，市内の全コンビニにＡＥＤを設置し，市民に

周知をしております。自宅で意識がなくなった男性の方が，その男性家族がコンビニから，コンビニに

あるということを知っていて，コンビニからしっかりとＡＥＤを借りてきて，その６分後には意識を取

り戻すという事例もあったそうなので，そういうのを含めて，救急車が到着前にしっかりと蘇生ができ

るような体制をですね，いつでも使えるような２４時間のコンビニですとか，レストランにも啓発をお

願いをしたいと思っております。 

 次の質問ですけども，応急手当指導員のまず現状と育成推進についてお伺いしたいと思います。 

 

総務部参事（小松和行君） 応急手当指導員の現状と育成推進についてお答えいたします。 

 平成３年８月に施行されました救急救命士法以降に応急手当指導員の推進が図られましたが，当市に

おきましては応急手当指導員といたしましては，消防職員４２名と女性消防隊員８名が認定されており

ます。応急手当指導員の育成推進につきましては，救急医療に対し市民の感心も高く，年々救急法講習

受講者も増えてきておりますので，市民の救急法に対するニーズに応えるためにも，消防職員だけでな

く，地域で昼夜を問わず防災救護活動を行っている消防団員を応急手当指導員として要請し，市民に対

する救急法の普及啓発に努めてまいりたいと考えておりますので，御理解をお願いいたします。 

 

４番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。一人でも多くの人が講習を，この講習を受講して，家庭

やまた職場，学校等でも対応できますと，しっかりと救命ができると思いますので，今後とも普及啓発

に御努力をお願いしたいと思っております。 

 次の質問になりますけれども，次は世界自然遺産登録についてでございますが，奄美市では飼い猫の

適正な飼養及び管理に関する条例が平成２７年１０月に施行から今年で４年になります。担当課として

も猫に関する苦情処理や対応に追われている現状かと思いますけれども，地域を回る中で感じますの

は，まず，条例があることも知らない，また，自宅で登録もせずに複数の猫を飼っていらっしゃる方で

すとか，また近所の野良猫に餌やりをされていたりと，隣近所とのトラブルの問題にも関わられている

市民も少なくありません。ここで，世界自然遺産登録を目指している中で，この４年間でどれだけの成

果が出ているかということでございますが，質問いたしますけども，まず始めに，ノネコ・野良猫対策

について，一つ目が飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例の市民への広報啓発の現状と，今後の課

題を伺いたいと思います。併せて，条例における飼い主への確認項目も合わせて伺いたいと思います。 

 

市民部長（則 敏光君） 飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例につきましては，平成２３年度に施

行されまして，県内でも初の条例でございました。また，奄美大島の他町村においても同様の条例が施

行されております。条例の目的を遂行するにあたりまして，飼い主に対して自分の飼い猫には終世愛情
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を持って飼養することをお願いいたしております。責任ある管理をお願いするために，飼い猫の登録を

義務付けているところでございます。このほかにも，飼い猫であると明示する首輪等の装着，飼い猫以

外へのみだりな餌やりの禁止について定めておりまして，条例の趣旨を御理解いただき，様々な取組を

行っているところでございます。市民への広報，啓発ということでございますが，これは市のホームペ

ージや広報紙において定期的に周知を図っております。場合によっては，御自宅に伺い，直接御説明す

る場合などもございます。今年度からは野良猫の不妊手術の実施地区を対象に，町内，集落内単位での

地域説明会も開催しております。この説明会の中で，飼い猫のみならず，野良猫，ノネコを含めた猫全

般についての猫の生態について，あるいはその他市の取組についても分かりやすく説明をいたしておる

ところです。今後ともこのような取組を拡充しながら，地域の皆様に御理解いただけるよう努力してま

いりたいと思います。以上でございます。 

 

４番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。私の住む長浜町でも，先日説明会がございましたけど

も，あいにく，広報等もしていただきましたが，８名，９名ぐらいの参加者ということで，本当に感心

の薄さをすごく感じたところでございました。ありがとうございます。地道にまた御努力をお願いした

いと思います。 

 次に，猫の繁殖能力というのは，１頭の猫から１年間でほぼ１００匹に，１００頭になるということ

なんですけども，本当にむやみな繁殖を防ぐためにも，本市が取り入れております，二つ目の質問です

が，飼い猫の避妊・去勢手術支援事業の取組を伺いたいと思います。 

 

市民部長（則 敏光君） 希少動物を捕食する猫の存在につきましては，大変脅威でございますので，そ

の前身でございます野良猫をいかに増殖させないか，これが喫緊の課題ということになっております。

野良猫の増殖理由といたしましては，飼い主による捨て猫や飼い猫以外へのみだりな餌やり等，この増

加が自然繁殖による増殖となりまして，捨て猫の原因につながっております。そのため，飼い主の適正

飼養に基づく避妊・去勢の推進は不可欠だろうと考えております。しかしながら，避妊・去勢の手術は

飼い主の負担も大きく，手術の意思はあるものの，思いのほか実行には移されていないのも現状でござ

います。このような状況の中で，今年度から猫の不妊手術の費用に対して一部助成を行うことにより，

避妊・去勢への意識を促し，自然繁殖の抑制に努めるとともに，捨て猫防止，野良猫の増加を抑制する

ため，飼い猫の避妊・去勢手術支援事業を実施いたしております。事業の実施につきましては，７月か

ら申し込みを受け付けておりまして，対象要件を満たす猫の飼い主に認定書を通知しまして，不妊手術

を受けていただくということになっております。支援の内容でございますが，雌の避妊手術１匹につき

まして１万円の助成，雄の去勢手術につきましては１匹５，０００円の支援でございます。現在，８月

末の現在で７７件の申し込みがあり，今後とも増える見込みでございます。この申し込みに併せまし

て，飼い猫の登録件数も伸びております。繁殖制限の効果はもとより，市民の皆様に対しまして適正飼

養に対する意識の醸成にもつながる事業だというふうに認識を，感じているところでございます。以上

でございます。 

 

４番（栄 ヤスエ君） ありがとうございました。登録も伸びているということで，この事業がしっかり

と継続性のあるものになっていただきたいというふうに希望いたします。 

 次の質問ですけども，野良猫対策として，野良猫を捕獲し，不妊手術したのち，元の場所へ戻すとい

うＴＮＲについての現状なんですけれども，これは苦情や要望の多い地域，また山間の地域を優先して

実施しているようでございますけども，本市におけるＴＮＲの進捗状況と今後の計画を伺いたいと思い

ます。 

 

市民部長（則 敏光君） ＴＮＲの推進状況でございますが，これ以上ノネコを増やさないということを
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目的に，平成２５年度から大島地区獣医師会の御協力のもと，野良猫を捕獲，トラップいたしまして，

子どもができないよう不妊手術を施すニューター，そして元の場所に戻すと，リターン，そのＴＮＲ事

業を実施しております。２５年度につきましては５地区で１０３匹の野良猫に対して実施いたしまし

た。２６年度につきましては１１地区２４６匹について実施いたしております。今年度からはＴＮＲ実

施地区を対象といたしまして，先ほども申し上げましたが，集落単位での地域説明会も合わせて行って

おります。ＴＮＲを含め，奄美市の猫対策や猫の特性などについて説明を行っているところでございま

す。 

 今後の計画につきましてですが，現在行っておりますＴＮＲは，これ以上増やさないという点におき

ましては，非常に効果がある施策だと思っておりますが，地域の生活環境の保全やノネコへの移行する

恐れなどを考慮しますと，専門家の方からも御指摘いただいておりますとおり，地域から野良猫の排除

が望ましいと考えております。ＴＮＲを実施した野良猫が新たな飼い主と出会い，野良猫から再度飼い

猫へ戻り，そのあとしっかりと適正飼養されると，地域から野良猫の数が減っていくと思っておりま

す。このような取組につきまして，我々行政のみならず，動物病院や，あるいは民間団体の皆様とも協

力しながら，猫にとってもどのような手法が地域にとって最善かということで考えながら取り組んでま

いりたいと思っております。 

 

４番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。本市にも先ほど民間団体とおっしゃいましたけども，奄

美が人も猫も野生動物も住みよい島になってほしいという願いから，猫好きの方々が集まって民間のボ

ランティ団体が２０１４年の７月に発足して活動をされております。そこで，先日の地元紙で知りまし

たけれども，環境省の徳之島自然保護官事務所でノネコ捕獲をし，避妊・去勢手術やワクチン接種など

を処理して人に慣れさせた後に里親探しまで力を入れているということを知りました。２匹は船会社と

動物病院の協力を得て鹿児島へと移送されたそうですけれども，徳之島でも島内での里親探しには限界

があるというふうなコメントも載っておりましたが，そしてまた，天城町では国の２０１４年度地方創

生先行型交付金活用事業で，世界自然遺産登録に向けた既存施設活用事業ということで整備しました一

時飼育施設で保護をしてから，島内の動物病院の協力で去勢・避妊手術をした後に猫を飼育希望者が引

き取っているというふうな記事も掲載をされておりましたので，頭数の多いこの奄美本島におきまして

も，それこそ必要な施設だと感じます。 

 最後の質問になりますが，本市また奄美大島へ動物愛護センターの機能を持った施設の設置計画はな

いかを伺いたいと思います。 

 

市民部長（則 敏光君） 霧島市に平成２５年度に県の動物愛護センターができました。この世界自然遺

産登録を目指す奄美市にとりましても，大変有意義な施設とは思いますが，動物愛護法のもとにおきま

しては，保健所を有する都道府県，県単位ですね，あるいは指定都市，中核市，政令指定都市に設置す

るということに限られておりまして，一般の市町村においては保護することは一時保護は別にいたしま

して，保護することはできません。施設においても，市町村が設置することは難しいということでござ

います。議員御案内のような愛護施設の建設は法的には難しいところでございますが，生きものを大事

にしっかりと捕獲していく，保護していくと，愛護センターの必要性は重要であると考えます。県にも

奄美の状況を説明しながら，今後とも要望はいたしてまいりたいというふうに考えておりますので，よ

ろしくお願いいたします。 

 

４番（栄 ヤスエ君） ありがとうございます。しっかりとまた現状を踏まえながら，また民間のボラン

ティア団体との力も大いにお借りしながら，世界自然遺産登録のコアになるであろう住用町にも既存の

一時保護施設ができるような施設があれば，また動物愛護の視点からもですね，犬猫の殺処分減少にな

るのではと考えますので，是非，そこら辺の方向性も含めて，世界自然遺産登録という部分で，しっか
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りとそういったものも含めて検討課題に入れていただきたいと思いますので，よろしくお願いします。 

 以上で一般質問を終わらせていただきます。 

 

議長（竹田光一君） 以上で公明党 栄 ヤスエ君の一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。（午後２時３０分） 

                     ○              

議長（竹田光一君） 再開いたします。（午後２時４５分） 

 引き続き一般質問を行います。 

 社会民主党 関 誠之君の発言を許可いたします。 

 

１１番（関 誠之君） 市民の皆さん，議場の皆さん，こんにちは。私は社会民主党，社民党の関 誠之

でございます。 

 はじめに，７，８月に発生いた柳町，井根町の火災でお亡くなりになりました方に，心から哀悼の誠

をささげるとともに，被災された皆様の一日も早い復興をお祈り申し上げます。 

 次に，一般質問の前に若干の所管を述べさせていただきます。 

 ２００７年１０月の初当選以来，努力した人が報われ評価される社会，安全で安心して働き続けられ

る職場，地域を実現するを政治信条として，なくせ格差，つくろう安心，めざせ平和を目標に頑張って

まいりました。しかし，現実はその方向と反対の方向に進んでいるような気がいたします。政権に自民

党が復帰して以来，国会も地方議会も議論や考え方に幅がなくなったように思われます。集団的自衛権

の容認をめぐって，閣議決定の在り方などは国民の合意を得ながら議会を運営するという姿勢ではな

く，私的懇談会の報告を受けた与党協議による性急な議論の進め方は，既成事実の上に議論や検討する

時間を与えず，少数意見を見解の相違だと切り捨てる。このようなことはまさに民主主義を否定する行

為であり，政治の場にあってはならないことだと思います。奄美市も昨年降って湧いたような陸上自衛

隊，警備部隊，中距離地対空ミサイル部隊の配置問題において，市民に対する十分な説明もなしに，議

会と１２の市民団体が連名で誘致活動を行っている既成事実を取り上げ，受け入れを表明いたしまし

た。この奄美市の対応表明も同じ手法であり，いまだに住民に対する説明もないことは，大変遺憾と言

わざるを得ません。給食センター建設問題も保護者に対する十分な説明がないまま，行政主導で進めら

れようとしたことも，同様な手法であり，容認することはできません。まちづくりは他力本願でなく，

地元が自ら汗をかくことでつくられるということをお互いに肝に銘ずることが必要だと思います。 

 さて，私ども奄美市議は今議会をもって任期満了となります。私は今日における奄美市議会の最大の

課題は子どもたちの食の安全・安心，地域の安全・安心，市民の暮らしの安全・安心が十分な説明や議

論もなく脅かされようとしていることだと考えております。その一つは，単独自校方式を堅持し，学校

給食を教育の一環として位置付けてきたことを１か所で４，０００食を調理し，配送する給食センター

方式に変えようとしていること。二つ目は砕石や海砂の採取による自然破壊です。去る４月１２日，採

石場の土砂崩壊により市道が約６時間通行止めになり，大量に赤土が海岸に流出し，海を汚染させ，漁

業や市民生活に影響を与えたこと。また，県内屈指の海水浴場である大浜海岸の砂浜が減少し，ビーチ

ロックが出現して，海水浴場として利用できない状況になったこと，このような原因，この原因は海砂

の採取によるものが大きいといわれています。このことについて応急的措置はしたものの，抜本的解決

には至っておりません。三つ目は２０１７年，世界遺産登録を目指そうとしている中で，自衛隊の警備

部隊，米国の海兵隊日本版中距離地対空ミサイル部隊の配置が市民に説明がないまま推し進められてい

ること。このように市民の暮らしの安全・安心までもが脅かされようとしています。 

 このように，子どもたちの食の安全・安心，地域住民の安全・安心，市民の暮らしの安全・安心が脅

かされようとしている問題に正面から取り組み，今後の奄美市の将来像をどのように描いていくかを，

一人一人が考え，今が声を上げる時だと思います。政治に携わる一人としての大きな責任を感じつつ，
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連帯するあらゆる仲間と力を合わせて行動し，市民の安心・安全を守るため，全力で活動してまいりま

す。私たち一人一人に力はなくとも，多くの市民が声を上げることにより，現状が変わります。国立競

技場建設の白紙撤回のように。 

 ここで市長にお伺いをいたします。まず，市長の目指すまちづくりとはどのようなまちかを具体的に

お答えください。総合計画に書いてある自然・人・文化がともにつくるきょらの島だけでなく，市民に

わかりやすいよう，自然はこのような自然があり，人はこのような人々が住んでおり，このような文化

とともに生活をしているよ的に答えていただければありがたいのですが，いかがでしょうか。 

 次の質問は発言席にてさせていただきます。 

 

議長（竹田光一君） 答弁を求めます。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それではお答えいたします。聞き取りの中でストーリー性のあるまちづく

り，そういうイメージができるまちづくりということで伺っておりますので，それに沿って少しお答え

をしたいと思います。 

 具体的にストーリー性のイメージできるまちづくりということですが，平成１４年に名瀬市で，旧名

瀬市で島建てのまちづくりということで，まちづくりの基本構想を策定しております。これはいわゆる

海と山，川の空間的な構成と島特有の信仰，そしてその空間に挟まれた平地に住む人との関係をまちづ

くりに反映しようとする，そういう計画でございます。具体的には議員も御存知のことかと存じます

が，山の鎮守の森，そこから海に続く神の道，そこにネリヤカナヤの神を導くと，神がその両側に並ぶ

村落に祝福の手を差し伸べると，こういう理念のもとでございます。これに基づいて，現在策定されて

いる総合計画のその趣旨を反映しているということでございます。現在の名瀬地区の各種事業も，この

計画に基づいて実施されております。例えば末広・港の区画整理事業，あるいは名瀬港のマリンタウン

事業などがその一環でございます。加えますと，屋仁川通りの整備についてもその理念に基づいて整備

をされているということでございます。今後ともこの島建ての理念，まだＰＲが不足しているかもしれ

ませんが，このＰＲを加えながら，引き続き奄美らしさのまちづくりについて全力を投球していくとい

うことでございますので，御理解をいただきたいと思います。以上です。 

 

１１番（関 誠之君） 非常にイメージ的に奄美にぴったしのまちづくりではないかと思います。しかし

ながら，現実として，今末広・港の問題，昨日も議論になっておりましたが，マリンタウンのプロジェ

クトの問題を見てみますと，形としてはその方向に行っているけれども，形としてまた出てきていない

んじゃないかなというふうに感じますので，あともって具体的な提案をしてみたいと思います。 

 今回の奄美市総合計画の現状と今後の課題についてという質問でありますけれども，奄美の将来像を

示している奄美市総合計画が基本構想として１０年計画，平成２３年から３２年度となっており，基本

計画として前期５年，後期５年となっています。また，後期計画の策定が平成２７年，今年２７年度と

なっているため，前期５年間の実績を検証して，後期５年間の課題を明確にさせるために行うものであ

りますので，当局もそのところを十分に理解の上，御答弁をいただきたいと思います。 

 その視点から，総合計画必須の施策と，施策の大綱というのが書いてございますが，観光立島を目指

した多様な産業連携のまちづくりというところに焦点を当てまして検証をしたいと思います。奄振法の

重点３項目の観光，農業，ＩＴ産業を推進した結果，現時点で各地区どのようなまちづくりが行われて

いるかについて質問いたします。 

 具体的には，こちらのほうに書いてございますが，名瀬・住用・笠利地区における重点プロジェクト

の達成割合，数字できちっと出るものではないだろうというふうに思っておりますが，その項目として

名瀬地区のふれあい，にぎわいに満ちた中心市街地，多様な市民ニーズに対応できる都市機能のという

ことを目標にしておりますから，その達成度が大体どれくらいになっているのか。いわゆる群都として
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のこのまちづくり，名瀬地区は，だというふうに思っておりますが，それから，住用・笠利地区におい

ての交流人口の増加と地域活性化はどう図られているのか。この件について質問をいたします。 

 

建設部長（砂守久義君） お答えいたします。重点プロジェクトとなっている名瀬のまちづくりの目標と

して，ふれあい，にぎわいに満ちた中心市街地と多様な市民ニーズに対応できる都市機能がございま

す。これらの目標を達成するために，末広・港土地区画整理事業や名瀬港本港地区マリンタウン地区整

備事業等のハード事業や，中心市街地共同住宅整備促進事業等のソフト事業を一体的に行っているとこ

ろでございます。主な事業となっている末広・港土地区画整理事業と名瀬港本港地区整備事業の状況に

ついて，御説明いたします。末広・港土地区画整理事業につきましては，現在，施工実施中で，完了年

度は当初計画どおり平成３０年度を予定しております。名瀬港本港地区マリンタウン地区整備事業につ

きましては，関係権利者の御理解をいただき，現在，埋立事業に着手しております。完了年度としまし

ては当初は平成２６年度を予定しておりましたが，現在平成３０年度完了を予定しております。両事業

とも名瀬のまちづくりにおいて重要な事業ですので，できるだけ早期の完了を目指して，精一杯取り組

んでまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

住用総合支所事務所長（市川哲義君） 住用地区におけます重点プロジェクトの達成割合と交流人口の増

加と地域活性化はどう図られたかについてお答えをいたします。 

 住用町における重点プロジェクトにつきましては，地域の豊かな自然を活用しました施策と，地域が

自活できるような地域振興策に取り組むことによりまして，観光・交流，人的交流の拡大，更には体験

を通した交流を図ることを目的にした内容を盛り込んでいるところでございます。豊かな自然を有する

奄美大島の中におきましても，森と水に恵まれ，多様な動植物と共存している地域が住用町であります

ので，世界自然遺産登録後の世界から多数の来訪者が訪れ，交流が図られるものと考えております。 

 平成２６年度の数値を見ましても，昨年度就航しましたＬＣＣ効果もありまして，住用町内の観光主

要施設でありますマングローブパークのカヌー利用客数が対前年度３５パーセント，バンガロー宿泊者

数が対前年度２２パーセントほど増加をいたしております。また，重点プロジェクトの内容を，より具

体化するために，住民ネットワーク組織，ＮＰＯ法人住用ヤムラランドと連携し，これまで地域資源を

生かしました島歩きや八月踊りなど観光モニターツアーや，シマ博，集落展，これはシマ展となるんで

すが，開催いたしまして高い評価をいただいているところでございます。これらの事業内容を検証しな

がら，平成２５年度には総合的，効果的な観光振興をより一層推進するために，森と水のまち住用観光

プロジェクト計画書を作成しまして，平成２６年度に基本設計，今年度から町内の名称等を紹介する看

板等の整備をはじめ，事業実施に向けて実施設計を進めているところでございます。 

 これから，森と水のまち住用観光プロジェクトを進めて行く中で，地域住民やＮＰＯ法人住用やむら

ランドとの連携を図り，地域の宝を生かしたプログラムを更に充実させまして，訪れてよかったと思わ

れるよう，住用地域を含め，奄美の魅力は島内はもちろん，来訪者にも分かりやすく発信できるよう努

めてまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

笠利総合支所事務所長（元多政重君） それでは，笠利地域における重点プロジェクトについて，お答え

いたします。 

 笠利地域における重点プロジェクトにつきましては，奄美の空の玄関としての有利性と，地域特有の

宝を生かした観光産業を構築することにより，交流人口の増加と地域の活性化を図ることを目的として

おります。 

 まず，奄美の空の玄関としての有利性を生かした観光ルートを構築するため，北部観光の拠点づくり

として，あやまる岬観光公園グラウンドゴルフ場の整備，奄美市ひと・もの交流プラザの開設などを進

めております。また，地域特有の宝を生かした取組といたしまして一集落１ブランド事業の推進，赤木
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名地区文化的景観事業の推進，歴史回廊のまち笠利観光プロジェクト事業の一環として全集落及び主な

観光地に観光案内の看板を設置しているところでございます。なお，今年の３月には魚さばき体験，製

糖工場見学，赤木名のまち歩き，古民家において地魚づくしの夕食会と八月踊りを組み込んだ赤木名モ

ニターツアーを実施，好評を得ているところでございます。 

 今年度の取組といたしましては，首都圏のエイジェント等を対象に，古民家を活用したモニターツア

ーを計画しており，将来，今年度赤木名地区で実施したまち歩きツアーを笠利全体の集落にも広げ，笠

利地区全体を周遊し，長時間滞在できる体験型，滞在型観光を図り，関連する産業の活性化，ひいては

笠利地域の活性化につなげてまいりたいと考えております。 

 笠利地区全体の交流人口についての把握は行っておりませんが，笠利地区にありますホテルの宿泊客

数で直近５年間比較いたしますと，約４０パーセント増加していると伺っております。また，あやまる

岬など，町内観光地でのレンタカーの増加も確認しているところでございますので，交流人口の増加に

ついては，ある程度の成果が上がってきているものと考えております。以上です。 

 

１１番（関 誠之君） 観光ということで，午前中もありましたが，バニラ効果を含めて，かなり前進を

しているんではないかなと言うふうに思いますが，例えば住用の森と水のまち，住用観光プロジェクト

と，回廊，歴史回廊のまちづくりを中心として体験ツアー，４０パーセントぐらい増加していると。非

常に方向としては，観光という面からすれば進んできたかなというふうに思いますが，やはりまだまだ

住用のほうが具体的にエージェンシーにつなげていくというところまで，まだ来ていないのかなという

ふうに思います。 

 そこで，今年が２７年度の後期５年間をつくるとすれば，ざっくり言いましてゆらおう名瀬，これは

９５ページの総合計画に書いてありますが，それから，島の歴史と文化がかおるまち笠利，あともう一

つ住用がありましたね。住みよい，うるおい，チャレンジ住用という，具体的な前期計画の重点プロジ

ェクトということで書いてありますが，ざっくり言って，この５年間でどれぐらいの進捗と言います

か，皆さんの執行予算も含めてですけれども，企画のほうでお分かりになりますか。今年，作り変える

んですよね。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 現在，後期計画の見直しに向けての検証作業を行っているところでございま

すので，数字のほうはまだ把握をしておりませんが，今，議員がおっしゃった三つですね，三つのプロ

ジェクトのテーマをクリアするように後期計画のほうにつなげていきたいというふうに思います。以上

です。 

 

１１番（関 誠之君） 大変忙しい事業の中で，仕事の中でやっておりますから，そのようなこともある

と思いますが，２７年の９月の終わりになりますが，６か月以上経っておりますのでね，もうそろそろ

それぐらいのことは把握ができてもいいのかなというふうに思いました。個々にやればできるんでしょ

うけれども，その時間がありませんので，是非そういった視点も含めてですね，あともって課題を聞き

ますけども，お願いをしたいと思います。 

 そこで，そういったことで，なかなかざっくりというパーセンテージが出ないとすれば，次に観光一

次産業の振興，情報産業の振興の検証として，計画目標と比較するために具体的な数字をお願いをいた

したいと思います。皆さんが計画目標数値をつくってありますから，それに対して平成２７年度の実績

予想，農業生産額と総生産額，入込客数と大型船寄港回数，情報関連企業と就労者数は幾らか，お示し

をいただきたいというふうに思います。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それじゃ，まとめてということでお答えをしたいと思います。 

 まず，農業生産額のほうですが，平成２６年度の農業生産額，これは算出額ベースということでお答
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えしたいと思います。約１６億５，０００万円の実績となっております。１６億５，０００万円。は

い。内訳ですが，サトウキビが約６億円，タンカンが約２億３，０００万円，肉用牛が２億２，０００

万円というふうになっております。平成２７年度末の見込みということですが，総合計画の平成２７年

度目標額の約９０パーセントの約２０億８，０００万円を見込んでおります。これは，台風等による被

害，農家の高齢化，担い手等の減少等を考慮した見込額というふうになっております。参考までに平成

１９年度の時点で２０億円というのを実績をつくっておりますので，これは達成できる数字であるので

はないかというふうに考えております。 

 次に，入込客数と大型船の寄港回数ですが，平成２６年度の実績が入込客数で約３９万３，０００

人，大型客船の寄港回数が１１回というふうになっております。平成２７年度末の見込みということで

すが，入込客数で４０万９，０００人，約ですね。大型客船の寄港回数が７回というふうに見込んでお

ります。寄港回数についてですが，平成２７年度の計画目標である１５回にはちょっと及びませんが，

今年度は世界自然遺産登録を見据えて国や県と連携して，九州奄美沖縄世界遺産クルーズ誘致に向けた

地元関係者を交えた勉強会，あるいはプロモーション事業を実施する予定でございます。 

 次に，情報関連ですが，企業数と就業数の関係で申し上げますと，総合計画策定時の平成２１年度企

業数で９社，就業者数で３３８人ございました。現在の平成２６年度ですが，企業数で２６社，就業者

数で７２５人となっております。大きく伸びているということでございます。これは，平成２７年度の

目標数値の情報関連企業数１６社，就業者数が６５０人ということでございましたので，十分クリアし

ているということでございます。また，ＩＣＴプラザや工業高校跡地の活用により，今後立地が見込ま

れますことから，平成２７年度末にはこの数値は更に伸びるというふうに考えております。 

 最後に，奄美市の総生産額についてですが，最新の統計結果では平成２４年度の数字でございます

が，１，２７５億円となっております。各分野の傾向として，総合計画策定時の平成１９年度とちょっ

と比較した場合ですが，生産額が減少している業種が建設業，製造業，金融保険業などがございます。

逆に伸びている業種としてサービス業，卸小売業，情報通信業などが上げられます。これらの伸びてい

る業種につきましては，観光産業や情報通信産業など，産業振興の重点分野として取り上げている分野

の成果が徐々に表れつつあるものというふうに考えております。 

 年度ごとの推移を見ましても，平成２２年度以降の総生産額は増加基調にありますことから，平成２

７年度の総生産額につきましても，サービス業や情報通信産業を中心として生産額を伸ばすのではない

かというふうに推測をしているところでございます。以上です。 

 

１１番（関 誠之君） 今示していただきましたとおり，観光に関する，また情報産業に関するものはか

なり頑張っておるということが明らかになったんではないかなというふうに思いますが，まだまだこの

農業，六次産業化をしてと，観光と結び付けようというふうな試みをしておりますけれども，この農業

がしっかりと伸びていかなければ，観光のプラスアルファと言いますか，そういった生産額は伸びて来

ないのではないかなというふうに思います。そこで，先ほどの住用と笠利の体験型ツアーや，いろんな

観光プロジェクトを考えておりますけれども，通告にはありませんでしたけれども，これに伴うです

ね，産業振興促進計画と，もう一昨年の奄振の改定時から話しておりますが，これをしっかりとしてい

ただければ県が研修をして，国家試験と同様の奄美群島内に限るという限定がついておりますが，資格

を取れるというのがありますけども，やっぱりこういったところに結び付けていかなければいけないの

ではないかというふうに思いますので，この奄美群島特例通訳案内士育成事業とか，観光旅客滞在促進

事業，プランニングを組んだりする人ですね，また，補助金等交付財産活用，いわゆる耐用年数がきて

いなくても壊せるよと，計画があれば。そういったことについて，今どうなっているのか。是非ここを

しっかりしていただかないと，奄美全体の観光のプロジェクトプランが，なかなか前に進んでいかんの

ではないかと，やっぱり，一番奄美にいて奄美のことを知っている方が，プランニングをするというの

が一番ですから，大変重要なことだと思いますので，現況をお願いできますか。 
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 （発言する者あり） 

 

総務部長（東 美佐夫君） 奄振改正時のときに，この特例措置が設けられたということで，我々も大変

期待しておりまして，翌年度ですか，それがすぐ実施に移せるというふうに作業を進めておりました

が，まだ国のほうでその制度の中身を精査をしながらその制度の実施要綱を策定しているというところ

のようでございますので，少し時間がまだかかっているというところでございます。地元のほうはその

体制をつくっておりますが，国のほうでの要綱がまだということでございますので，御理解をいただき

たいと思います。 

 

１１番（関 誠之君） 大変遅いと思います。もう１年半余り，改定をしてからですね，その前，１２月

ぐらいで状況的なものは分かっておりましたから，こういったことがしっかりと連携をしてやらない

と，せっかく奄振の中で特区を，特区と言ってもいいんですけれども，そういった制度をとったにも関

わらず，それが実際に動いてないということであれば，これは大変なことでありますから，そういった

ことでしっかりとやっていただきたいと，また，広域管理組合の長であります市長の見解がありました

ら，お伺いしたいと思いますが，この件について。 

 

市長（朝山 毅君） 今，総務部長が話したとおりでありますが，通訳特例士の養成などについては，今

後，自然遺産登録に向けて来訪者が多く訪れてくるであろうと。そのためには，我々が一体として５市

町村がお迎えすると，おもてなしをするという環境づくり，条件づくりをしていかなければいけないと

考えております。そういう意味において今般の地方創生法に基づく体制づくりについて，５市町村が連

携をして奄美大島の責任ある者として，お互いで共有する財産を有効に生かしていこうではないかとい

うふうなことでやっておりまして，その一つの事業として地方創生を導入して，新しい仕事づくり，そ

れによる新しい雇用の発生，それによって資金循環，経済循環をうまくしていこうというふうなことを

考えているわけであります。そのためにはもろもろの条件整備がございまして，特に通訳特例，通訳士

などの養成というのは，今後，喫緊の課題になっていくであろうと考えておりますので，ただ，広域事

務組合で中心になって，この案件についてはとらまえて，現在進めておりますが，今御案内のとおり，

国との事務のやりとりの中において遅れているということでございます。お叱りを受けた，遅いという

ことについても，我々自身，そのように認識いたしておりますが，更に連携を図りながら，早く進める

ように要請をしていきたいと思います。せっかく時限という５年間の中における法でありますので，そ

の間に有効にその成果が表れるような環境をつくっていくことが肝要と思っておりますので，一生懸命

広域，そして各市町村とも連携を図りながら進めていきたいと思いますので，御理解をいただきたいと

思います。 

 

１１番（関 誠之君） ありがとうございました。前向きに，是非スピードを上げてですね，やっていた

だきたいと思います。 

 以上のことを踏まえまして，将来目標の達成に必要な今後の施策と課題，この総合計画ですね，後期

計画の基本的考え方について，お示しをいただきたいと思います。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それでは，５年間，例えばその数値目標が達成できるという，流れというこ

とで答弁したいと思います。 

 今回の将来目標は人口５万人，これは昼間人口合わせてということですが，５万人。交流人口が４５

万人，総生産額は１，４００億円という目標を掲げております。それに向けて各種施策を推進している

ということでございます。その結果，有効求人倍率の改善，観光産業や情報通信産業など，先ほど申し

上げた重点分野が徐々に成果が表れつつあるというところでございます。そこを踏まえて，後期計画の
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策定に向けて，今るる作業を進めておりますが，今後，経済環境が大きく変わる要素として，世界自然

遺産登録の実現がございます。その上で基本的な考え方としましては，まずは強みとなる観光産業を突

破口として産業振興を図る必要があろうかと考えております。そこで，観光客等による郡内消費活動を

拡大することで，議員もおっしゃる，御指摘のあった六次産業化の推進，サービス産業の拡充，製造業

などによる関連産業を活性化させることだというふうに考えております。その結果，産業規模の拡大，

域内需要の喚起，雇用の場の創出，人口の増加へとつなげてまいればというふうに考えております。 

 個別分野のほうですが，特に重点３分野の振興でございますが，農業の振興につきましては，世界遺

産登録後の入込客の増加，これを見込みまして観光と連携したブランド化と六次産業の推進，引き続き

航路航空路の運賃軽減の軽減を図っていきながら，観光組織の体制の強化，あるいは付加価値の高いサ

ービスの提供，あるいは他言語への対応など，こういった受入体制の充実に努めていきたいというふう

に考えております。 

 情報産業のほうは，現在，光ファイバーの未整備地区がございますので，この光ファイバーの未整備

地区を解消しながら，情報産業の振興に努めていきたいといういふうに考えております。 

 こうしたことで，今後の後期計画の中で，若者の就労支援，あるいは結婚，出産，子育ての希望をか

なえることが大変重要でございますので，今後５年間において総合計画，あるいは成長戦略ビジョン，

あるいは総合戦略，こういった計画を重層的にその施策を講じることで将来目標の達成につなげていき

たいというふうに考えております。そのことで本市が目指す自然・ひと・文化が共につくるきょらの

郷，これを実現してまいりたいというふうに考えておりますので，また議員の御指導，御協力のほどを

お願い申し上げたいと思います。以上です。 

 

１１番（関 誠之君） よく理解はしましたけど，なかなか難しいことも多々あると思います。特に人口

増の問題は，ある意味転換をしていわゆる最少人口どれくらい減るのかなと，そういう意味も含めて，

逆に今度は質を，生活の質を上げていくとか，そういう視点も中に入れ込む必要があるんじゃないかな

というふうに思いますので，よろしくお願いをしたいと思います。また，ずっと言い続けております奄

美群島広域自治体連合，もう奄美も全体で広域的にやらなければいけないことが多いわけですから，最

終的にはこういったところ，いわゆる島々の特徴を生かした，合併はしないけれども広域的に連合して

つくっていくということも必要があるんではないかというふうに思います。 

 最後になりますけども，さっきの総合計画の交通ネット，ワークプランにあった崎原龍郷間オーシャ

ンブリッジ，いわゆる太平洋バイパス構想復活をさせていただきたいなと。いわゆるこれは観光道路，

周遊道路，防災道路，生活道路，いろいろあると思いますが，その件について少し展開があればお聞か

せいただきたいと思います。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 通告にございませんでしたが，この太平洋オーシャン道路については，ほか

の市町村，龍郷，宇検村ともですね，連携を図らなければいけませんので，こういったところを踏まえ

て，今後，どうあるべきか十分に３町を含めてですね，議論を深めていきたいと思いますので，御理解

下さい。 

 

１１番（関 誠之君） 時間が押しておりますので，次に自衛隊警備部隊中距離地対空ミサイル部隊の配

置について質問いたします。もう具体的に言いませんので，質問だけをさせていただきます。 

 全協のときに，第２回定例化の後，全協で配置案が示されましたけれども，それ以降，防衛省から新

しい情報の開示はなかったのか，市からの情報開示の要求等はしなかったのか，お答えください。 

 

総務部長（東 美佐夫君） お答えいたします。御指摘の市からの情報開示の要求ですが，これまで申し

上げたとおり国から得られた情報については，まずは議会に報告すると，その上で市民へ周知を図るこ
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とということで答弁をさせていただいております。先の全員協議会での情報については，国に情報提供

をお願いし，その結果提供された資料を説明させていただいたところです。その後の情報ということで

すが，平成２８年度の概算要求の概要について説明を受けております。この件につきましては既に新聞

報道で報道されているとおりでございます。その内容については，敷地の造成，実施設計に係る経費と

して約８６億円を要求していると，これは瀬戸内と奄美市含めてということでございます。なお，新聞

報道以上の情報は，現在我々のほうも持ち合わせておりませんが，今後とも国と連携を密にしながら，

情報の収集にあたってまいりたいというふうに考えております。以上です。 

 

１１番（関 誠之君） 昨日の平川議員の答弁の中に，市内に宿舎をお願いしているということで，お願

いはしているわけですよね。それで，宿舎の場所は既に内定しているのではというような話も聞こえま

すが，タイミングよく今日の新聞に瀬戸内の宿舎，有力候補地阿木名地区の国道５８号線沿いの県営住

宅に隣接する土地だということで，緊急参集の観点から駐屯地の近辺に位置していること，二つ目は災

害などに対する安全性が確保されていること，学校などの生活基盤が確保されていること，経済性や効

率性を考慮し，集約整備が可能である，一定の面積が確保される，五つ目は用地取得に係る調整交渉が

容易であるという，この五つの点を上げておりますけれども，そういったことで防衛省と話はしていな

いんですか。 

 

総務部長（東 美佐夫君） まさに今日新聞に出ました。問い合わせたところ，瀬戸内のほうはもう既に

そういう条件が揃っているところを確保したということで公表したということでございます。ただ，奄

美市のほうは規模的に瀬戸内が２００名で，奄美市のほうは３５０名ということで，規模的に若干大き

いということもありまして，まだ検討中ということのようでございます。以上です。 

 

１１番（関 誠之君） 聞くところによると，宿舎は佐大熊の併存住宅の跡地を予定しているとのことも

聞こえるようですが，そのようなことがあり得るのか，お答えをいただきたいんですが，市の土地利用

としては，この間競売をした，いわゆる市民の大切な財産でありますから，生鮮３食料品を扱う方々に

売買したいという話も出ておりましたが，どうなんでしょうか。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 先ほど答弁したとおりでございますが，瀬戸内の条件と同じだというふうに

考えておりますが，こういう条件に合致する，多分まとまった土地を国のほうは今検討している段階だ

というふうに思いますので，我々の方にはそれ以上のまた情報は届いてないというところででございま

すので，御理解をいただきたいと思います。以上です。 

 

１１番（関 誠之君） この佐大熊の併存住宅跡地の可能性はありますか。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それについても，現在のところあるなしを答えてしまうと，またいろんなと

ころの影響が出ますので，これは国のほうで検討すべきことでありますので，我々のほうは現在その情

報がないということですので，御理解を賜りたいと思います。 

 

１１番（関 誠之君） しっかりとね，土地利用をもう決めておられるわけですから，もしそんなことが

あり得るようであったら，事前に公表していただきたいなと思います。それと，第２回定例会で住民説

明会等につきましては今後の基地の詳細が明らかになった上で，国との協議を踏まえながら検討したい

との答弁でしたけれども，国との協議をどう進めているのかというのは，今分かりますが，国との協議

の部署は防衛省のどこになるのか教えていただけますか。 
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総務部長（東 美佐夫君） 現在のところ九州防衛局のほうで我々のほうは連絡を取り合っているという

ことでございます。 

 

１１番（関 誠之君） そこで，先ほどの配置図もできたし，具体的にこの官舎候補地の選定理由という

いことも出てきておりますが，これだけ基地の詳細が明らかになってきておりますけれども，瀬戸内は

９月１日，節子，嘉徳で住民説明会を行っているわけですよね。県内でありますけれども，鹿屋もそう

いったことで説明会を行っております。飛行機を飛ばして騒音測定までやっているんですよね，住民の

立ち会いのもとに。そういうことになってきておりますが，基地に隣接する住民に対する説明会を開催

していただきたいんですけども，そういったことについてどうでしょうか。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 今朝の新聞報道でも瀬戸内町のほうは説明会を開いたということでございま

すが，この新聞報道でもございましたが，住民のほうから情報公開の内容が不十分という御指摘もあっ

たようでございます。詳しい内容については，まだ把握しておりませんが，こういう指摘もあったとい

うことでございます。現段階で知り得る情報については，先の全員協議会で説明した内容がすべてでご

ざいます。先般，国の担当者のほうにも来島されたときに説明会の要望をお願いした経緯がございます

が，国のほうも現在配備計画については，基本構想の段階だということで，詳細については平成２７年

度の基本設計，あるいは平成２８年度の実施設計で明らかになるということで，国でも先の全協で説明

した内容が現段階で説明できる範囲だということを伺っております。十分な情報を持ち合わせてない中

での単独の説明会ということも考えられますが，十分な説明が不足したことで，誤解を招くこともこれ

は懸念されますので，その点については御理解を賜りたいというふうに思います。なお，この件につき

ましては，再三国のほうにも詳細が決まった際には説明会を開催してほしいというお願いをしておりま

す。また，議会や住民からも要望がありますということも伝えておりますので，今後とも国との協議を

踏まえながらですね，開催時期等を含めて検討させていただきたいというふうに考えております。 

 

１１番（関 誠之君） あまり答弁が同じようなことでありますが，住民説明会というのは，何もここに

何を建ててどうだということも必要ですけれども，市長が出かけて行って，前も申し上げましたとお

り，心配していること，不安に思っていること，そしてまた期待をしている人もおるわけですから，そ

ういった人たちの意見を聞いて，心配があればこれを防衛省に伝えて，こういう心配をしているが，防

衛省としてどうするんですかと，それぐらいの自分のまちづくりをするんですから，僕はやってもいい

んではないかなというふうに思いますが，是非努力をしていただきたいということで，新聞報道を見て

みますと，来年度の防衛省の概算要求の中に離島対策として新型輸送機オスプレイの１２機分に１，３

２１億円，鹿児島県奄美大島，沖縄県宮古島に置く南西警備部隊の配置を１９４億円も盛り込んだとい

う報道がありました。このことからして，自衛隊が瀬戸内，奄美に配備されたら，奄美がオスプレイの

基地になって，騒音などで，先ほどから冒頭申し上げました安心して安全な生活暮らしが保証できない

んではないかと心配をしておりますが，私は静かな自然に囲まれた自然豊かな自然遺産登録地である奄

美に住みたいというのが希望でありますが，このオスプレイの騒音という意味で，市長の見解をお聞か

せをいただきたいと思います。 

 

市長（朝山 毅君） 自衛隊の配備，またその後の計画，詳細の内容などについては，ただいま総務部長

が話したとおりであります。自衛隊に情報提供ということは常に申し上げておりまして，現在，情報と

しては先般全員協議会でお示ししたあのとおりでございます。その情報提供の際に申し上げましたこと

は，住民においては自衛隊の配備の内容，また専門的な用語についてはよく理解していない方もいらっ

しゃるので，そういうことについては具体的な計画があったときには，是非とも説明をしていただきた

いと，我々市当局においても同席いたしますのでという話を申し上げ，了解をいただいて必ずその際に
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は説明をいたしますということで，お互い話し合いになっております。したがって，それ以上の情報と

いうのはないということを，まず御理解ください。新聞，マスコミに報道されたこと，私どもは取得す

る情報は全くございません。ただ，純粋に国の責任において防衛計画を奄美に，南西諸島に，そしてそ

の自衛隊の配備，具体的な配備を奄美と瀬戸内にすると，この事実は紛れもない事実です。もう予算も

計上され，執行しているわけですから。そしてまた，８０億円を超える来年度の概算については，これ

から財政当局で査定が始まってまいります。その内容については，今議員がお話になったようなすべて

の問題を含めた南西諸島の自衛隊配備，防衛計画に対する予算です。その中においてヘリコプターが，

騒音がということについては，あの施設の概要を見ますと，オスプレイがそう何十機止まれるような体

制にあるだろうか。エリア，大丈夫だろうかということも考えますが，そういう具体的なことはまだは

っきりしておりませんので，オスプレイが何機，また通常のヘリコプターが何機，等々いう詳細につい

ては，まだ具体的になりませんので，その具体性，詳細が分かったときには自衛隊にも再度申し上げ

て，説明会などを開くようにいたします。今，情報があいまい，あいまいというか，具体的に知り得な

い状況の中で説明会などをしますと，総務部長が言ったように不安や，若しくは理解しえない部分があ

る中で説明するというのは，いろんな問題を醸し出すことにもなりかねませんので，そういうふうにし

ているところであります。ちゃんと説明していただきたいということは申してありますので，守ってい

ただけるものと信じております。以上です。 

 

１１番（関 誠之君） 市長の気持は十分に理解をしているつもりでございます。しかしながら，やっぱ

り住民に入りますと，心配や不安が相当あるようですから，そういったことをね，やっぱり国に伝える

と，予算が何も決まっても，沖縄はああいう形で，民意ですけれども，やっておりますから，まちづく

りというのはやっぱり自ら動いて，汗をかいて，自分の描くものをつくっていくというのがまちづくり

ですから，そういう意味でも是非お願いをしたいなというふうに思います。 

 時間がございませんので，最後の教育行政，教育長の基本的考え方も含めてお願いをしたいと思いま

す。学校給食センター建設について，保護者に対する説明会を開いたようですけれども，その概要につ

いていわゆる端的にお願いをしたいと，二つ目は，学校給食センター化はリスクが大きいと考えるが，

当局の見解を伺うということと，給食センター化の議論は十分に尽くされたと思うのか，見解を示して

いただきたいと思います。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） それでは，まず保護者に対する説明会の概要についてお答えをいた

します。 

 奄美市名瀬住用地区学校給食センター整備に関わります保護者説明会につきましては，名瀬・住用地

区の小・中学校を中学校区を基本としまして６校区に分けて７月の１３日から７月の２１日にかけて実

施をしたところでございます。説明会といたしましては，まず教育委員会のほうから給食センター整備

の方針に至った敬意，それから現在の学校の給食室の老朽化対策，それから学校給食の安全性管理基準

の早期の達成，こういったことを含めた必要性，併せて安心・安全な学校給食を将来にわたって提供す

るという目的を説明をさせていただいております。その上で，お越しの方からの質疑を受けるという形

で会を進めさせていただきました。全体を通しまして保護者の皆様から出た御質問，御心配ということ

になりますと，まず災害時の対応に関すること，それから異物混入ですとか，食中毒などの事故が発生

した場合どうするのかというようなこと。それから給食費の問題，この給食費の問題に絡んで質の低

下，こういったことがないかと危惧をすること。それから地産地消を含めました食材の調達に関するこ

と。それと食育に関すること。こういったことが主な御意見でございます。また，そのほかの意見とい

たしまして，保護者の方からは説明会，その周知の在り方が遅いのではないかというような御指摘も受

けたのも事実でございます。 

 それで，会場でいただきましたこの御質問，それからこちらの回答につきましては，整理をした上で
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改めて学校を通じるなりの方法で，保護者の方には周知をしたいというふうに考えているところでござ

います。 

 それから，給食センターのセンター化にした場合，リスクが大きいのではないかというお話でござい

ますけれども，災害など含めまして，学校給食におけるリスクというものは，自校方式でありまして

も，それからセンター方式でありましても，どちらを問わずリスクは存在をするというふうに考えてお

ります。当然，複数の学校へ給食を提供するというセンター方式ということで，何かあったときの影響

が広範囲に及ぶのではないかというような御心配をされている方がいるということは承知をしておりま

す。私どもはこのリスクの発生を限りなく小さくすること，ゼロに近づけるということ，それと万が

一，事故があったとき，この危機対応をどうするのかと，そういったことへの危機管理体制をしっかり

と構築をするということが重要だろうというふうに考えております。そのために，衛生面におきまして

は完全ドライ方式の導入，それから作業区域の区画化，ハサップの考え方を導入をしました施設を整備

をし，それと併せて学校給食に携わります調理員の方，それから栄養教員，そのほか食材を搬入してい

ただいております業者の方，そういったことを含め，方をも含めまして衛生管理支給に関する研修など

を行って，こういった衛生管理体制を高次元の衛生管理体制を構築することが必要であろうというふう

に考えているところです。また，本市は台風の常襲地帯でありますことから，食材の調達につきまして

も，安定した供給体制について，今後，検討会の中でしっかりと対策を考えていきたいというふうに考

えております。 

 それから，給食センター化の議論が尽くされたのかということでございますが，給食センター化に係

る議論は，保護者への議論，それから保護者への周知につきましては，昨年１０月に開催をされました

奄美市名瀬住用地区学校給食，学校給食施設整備検討委員会，こちらのほうで６回にわたって検討委員

会を開催をしております。また，今年度４月に学校を通じまして保護者の方にチラシを，資料を配付を

したところでございます。その後，ＰＴＡの総会，それから先ほど説明をいたしました保護者への説明

会ということで周知を図ったところでございます。これで施設の必要性，あるいは目的，基本的な部分

については説明をした，できたというふうに考えております。また，この説明会の中で直接いろんな御

意見を伺ったといことも一つ評価をしていいのかなというふうに思っております。ただ，センター化に

対しては反対の方がいらっしゃるというのも知っておりますので。 

 

１１番（関 誠之君） 十分に理解をしたつもりでおります。時間がありませんので，最後は今回の請願

書に提出もされておりますので，その中でじっくりと議論をさせていただきたいと思います。大変，子

どもたちの食の安全に係ることですので，十分にじっくり，教育長の言葉で考えますと，性急にあせら

ず，腰を落ち着けてということでありますから，よろしくお願いを申し上げ，私の一般質問を終わりた

いと思います。 

 

議長（竹田光一君） 以上で社会民主党 関 誠之君の一般質問を終結いたします。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 明日午前９時３０分，本会議を開きます。 

 本日はこれをもって散会いたします。（午後３時４６分） 
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議長（竹田光一君） おはようございます。ただいまの出席議員は２１名であります。会議は成立いたし

ました。 

 これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

                     ○              

議長（竹田光一君） 本日の議事日程は一般質問であります。 

 日程に入ります。日程第１，一般質問を行います。 

 この際申し上げます。一般質問は個人質問とし，各自持ち時間は答弁を含めて６０分以内といたしま

す。なお，重複する質問事項につきましては，極力避けられますように，質問者において御配慮をお願

いします。当局におかれましても，答弁については時間の制約もありますので，できるだけ簡潔，明瞭

に行われますように予めお願いをしておきます。 

 通告に従い，順次質問を許可いたします。 

 最初に，無所属 川口幸義君の発言を許可します。 

 

３番（川口幸義君） 市民の皆様，議場の皆様，おはようございます。平成２７年第３回定例会にて一般

質問をいたします，無所属の川口幸義と申します。先般，７月２４日柳町，８月１０日井根町の両町に

おきまして，大きな火災がございました。両方合わせて罹災されました６５名の方々，心からお見舞い

を申しますとともに，亡くなられた方に改めてお悔やみを申し上げます。災害は忘れたころにやってく

る。本市の危機管理はどのように捉えられたのか，今後の課題が突きつけられたのではないでしょう

か。 

 質問に先立ちまして，少しばかり私の所見を述べさせていただきます。さて，安倍政権は今国会で安

全保障関連法案の成立を自民党・公明党の最重要案件であることは，言うまでもありません。野党の皆

様方は議論を尽くしても議論が足らない，説明責任を果たしていないと繰り返し抗議をし，一部の国民

を煽り平和法案を廃案に追い込もうとする，野党の皆さんの平和は向こうからやってくるのではありま

せん。自ら作り上げることではないでしょうか。安全保障法案こそが抑止力となり，安心・安全に暮ら

すことができるのであります。沖縄が中国の脅威からアジアを守り，日本を守り，奄美もこの限りでは

ありません。美しい島，沖縄・奄美のエメラルドの海に囲まれた平和で穏やかなこの島に，中国の侵略

の危機が目前まで迫っているということを，一体誰が想像できたでしょうか。それが，今こそ，今ここ

にある危機であることを，すべての国民と及び沖縄の皆様に伝えるべく，ではないでしょうか。沖縄県

民は米軍や自衛隊基地の存在について，とても複雑な心情を持たれています。先の太平洋戦争では島全

体が戦場となり，２０万から２４万の沖縄県での全戦没者中９万４，０００人の民間人が犠牲になりま

した。また，その後２７年間，アメリカ合衆国の統治下にあり，復帰後も沖縄には多くの基地が存在し

ています。それをもって，地元の左翼傾向マスコミや左翼活動家の人たちは，沖縄が本土の犠牲にな

る，２度と戦場になるのはごめんだなどと，反米，反基地，反戦をアピールし続けています。彼らが目

指す沖縄の未来は，米軍の沖縄からの撤退であり，基地のない沖縄です。しかし，今，もしそれが実現

したらどうなるでしょうか。隣国の中国は毎年２桁の勢いで軍事力を増強し，世界第２位の軍事大国と

して台頭いたしています。その目的はアジア全体の覇権の確保であり，日本の尖閣諸島と沖縄の占領，

そして属国化であります。もし，米軍が沖縄から撤退すれば，その力の空白を埋めるように進行してく

るのは中国軍であり，現出する未来は日本のチベット化であります。私たち国民は１日も早く，この現

実に目覚めなければなりません。沖縄県民に知っていただきたい。基地があるから戦争に巻き込まれる

のではなく，基地があるから戦争や他国からの侵略が守られるのだという真実であります。そしてもう

一つ，復帰から４０年を経て沖縄に駐留する米軍と自衛隊による統合運用力と抑止力は今や日本だけで

はなく，北朝鮮や中国の脅威からアジア全体を守るためのアジアの公共財となっているという事実であ

ります。そのことに是非，沖縄県民は大きな誇りを持っていただきたいと思います。沖縄が今，アジア

と世界の自由と平和の砦になっているということであります。 
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 これより，質問に入りたいと思います。大きな１，市長の政治姿勢についてであります。 

 （１）公契約と公共事業の在り方についてであります。厚生労働省は８月２４日，２０１５年度の地

域別最低賃金の見直し額が出そろい，全国平均では時給が１８円増の７９８円になったと発表がありま

した。１４年度の１６円増を上回り，現在の方式になった２００２年度以降最大の引き上げ幅で，２桁

の増額は４年連続，１０月１日から順次改訂され，１６円から２０円上がる都道府県ごとに決まってい

る最低賃金はすべての労働者の下限額であります。現在は全国平均で時給７８０円，１８円増は厚労省

の諮問機関である中央最低賃金審議会が７月に示していた引き上げ目安と同額となった。都道府県によ

っては異なると思うが，本市の取組について，市長に伺いたいと思います。 

 その後は質問席にて，通告に従って順次質してまいりたいと思います。当局の御誠意ある御答弁を求

めるものであります。 

 

議長（竹田光一君） 答弁を求めます。 

 

副市長（福山敏裕君） おはようございます。川口議員の質問にお答えをさせていただきます。今の公契

約の中でも聞き取りの中では，公共工事のことでありましたので，そのことについて，公契約の中でも

賃金の確保という点からお答えをさせていただきたいと思います。 

 公契約条例と公共工事の在り方ということでございますが，これは労働状況，報酬の下限額の定めら

れている公契約条例は，千葉県野田市をはじめとして，全国では１７の自治体で制定されているようで

ございます。この公契約におきましては，発注者，受注者及び下請け者などの責務を明らかにすること

になっています。労働者の賃金と適正な労働条件を確保することが目的の一つと理解をしております。

しかしながら，この条例の，我々の条例制定にあたっては，この先の第２回定例会において，陳情第７

号が採択をされております。その処理状況の中でも，報告をいたしておりますが，全国でも１７自治体

の制定であることや，検討しなければならない課題も多くございます。そのようなことから，国・県，

その他の自治体の動向も注視する必要があると考えております。また，継続審査となった平成２４年陳

情第５号，公契約における公正な賃金確保等に関する陳情の審査動向も注視をしながら，情報収集をは

じめ，公契約条例に至っては今後の研究課題とさせていただきたいと思っております。それと言われま

した，最近の引き上げにつきましては，当然，鹿児島県におきましても行われていくものだと思ってお

ります。 

 

３番（川口幸義君） ただいま，他の自治体の動向を見ながらというお話でございますけれども，鹿児島

県はですね，４７都道府県の中でも４３番目ぐらいの賃金なんです。それでも，九州圏から，首都圏か

らだんだんこう西に行くと，最低賃金が低いわけですよね。低く抑えられてるということですから，そ

の低く抑えられた公契約についてですよ，公共事業で業となす，いわゆる建設業者，この方々に指名委

員長として，行政として守らせるということが，指導体制が取れるかどうか，ちょっとお聞かせ願いま

す。 

 

副市長（福山敏裕君） 最低賃金を下回るようなことがあってはならないと思っております。また，その

ように最低賃金法違反をした場合には，罰則を受けることとなることと思いますので，そのようなこと

は起こりえないものだと思っております。また，そのようなことがあった場合は，当然，指導をしてい

かなければいかないと思っております。 

 

３番（川口幸義君） はい，ありがとうございました。副市長ですね，僕がなぜこの問題をここで取り上

げたということを申し上げますとですね，私は７月の最終本会議，公契約について我々は採決をして，

最低賃金を守らそうと，そういうことで賛成しました。そのあと，私はですね，個人的な話になります
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けれども，長浜地区を選挙も近づいたということで，名刺を持って廻りましたが，たまたま建築業者Ｍ

という業者に寄りましたが，彼が私に言ったことがですね，公契約に賛成した議員には票を入れないよ

うにせんといけんと，こういうことをおっしゃったので，私はこの問題を敢えて取り上げたと。という

ことは，副市長，御存知のとおりだと思いますが，奄美市ももちろんＡ級だ，県もＡ級になっておる，

建築では。しかし，こういった業者がですよ，２年間で３億８，０００万も奄美市だけで公共事業で飯

を食っている方が公契約を守らないという，そういう意志があるとするならば，今後ですよ，副市長は

指名委員長として，この業者を指名から外さなければならないと私は思ってますよ。これは公共事業で

ね，仕事する資格は全くないと，私はそう思っておりますけれども，副市長はどのようにお考えでしょ

うか。 

 

副市長（福山敏裕君） 私たちはまだ公契約の条例の制定に至ってないところでありますが，先ほどあり

ましたように，最低賃金を下回るとか，そういうなことがありましたら，当然，指導とかは行わなけれ

ばいけないと思いますが，恣意的にその業者を指名から外すということなどにつきましては，我々の裁

量権を逸脱しているものじゃないかと思います。 

 

３番（川口幸義君） それはですね，指名をやっぱり委員会でかけるという，やはり指名委員長としての

ね，やはり，あなたの力量が問われるわけよ。ということは，彼が私に言った言葉を，私は絶対許せな

いと思っているから。彼はかねがねそう思いっているから口から出たと思うんですよ。我々議会を，賛

成した議会を否定していることになる。議員とは，審議をして議場の中で市民の代表として我々は議論

をし，採決をするんであって，１土木業者，建設業者に対してね，とやかく言われるような案件ではな

いと私はこのように思っているが，それについてはどうですか。 

 

副市長（福山敏裕君） それについては，それぞれのお考えの中で話されたことじゃないかと思いますん

で，私がどうのこうの判断することではないんじゃないかと思っております。 

 

３番（川口幸義君） このＭという業者はですね，私から見れば１級建築士は３名おります。１級建築士

は。そこそこいいかなと思ってるんですが，こういった思い上がりがね，発言ができるということは，

市長ね，これよく考えないと，これ指名の在り方に問題があるわけよ。なぜならば，かれあれもまだ技

術力の高い，奄美市においては県で土木も建築もＡ級業者があと４社ある。この方々が建築に入らない

から，彼はああいうふうに高をくくったね，発言を私はしたとこのように言い返しておりますよ。市

長，これについては，市長はどのようにお考えでしょうかね。 

 

市長（朝山 毅君） その際の川口議員とその方とのやりとりについては私は存じ上げませんが，ただお

話を伺っておりまして，やはり公契約についての，これは法律でありますので，法律を遵守するのが国

民であり，我々，当然発注者の責任でありますが，公共事業を発注するものの責任，そして受注なさる

方の資格というものが相まって始めて信頼関係ができるものと思っております。したがって，最賃など

下回るようなことは，労働基準監督署がありますし，それらの公共機関のほうでチェックをされており

ますから，そういうことは私はないと思っておりますし，発注者においても，ちゃんとその賃金等を踏

まえた，労働単価を踏まえた上での発注責任となっておると思いますので，そのことについては，指名

委員長にすべて任せておりますし，指名委員の皆さん方がそれぞれの部署の責任を持って公共事業を発

注していると信じておりますから，その点についてはそのとおりだと思います。ただ，その事業者が発

した言葉に対してのことについては，事業者が受注なさる機会における公共工事の成果品，若しくはそ

の過程における労働違反などなどがあったら，当然これは条例違反，若しくはルール違反になりますの

で，罰則，規定に併せて処分するのがこれは当然だと思います。企業は人なりと申します。その企業人
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がいかなる社会的使命感を持ち，公共事業，受注する資格者としての自覚をどれだけなさっているかと

いうことに帰するものだと思っております。人的な面，また，公的に背負うべき責任の所在の中におい

て，それは判断されるべきものだと思っておりますので，どうか御理解をいただきたいと思います。 

 

３番（川口幸義君） 公共事業で職をなすもの，いわゆる市民や国家の税金を投入して事業なす企業とし

てのモラル，最低でも守らなければならない。公共の福祉に寄与するという理念がありますよね。公共

の福祉に寄与する。公共事業で飯食う業者は公共性があるよ，あなた方が社会的貢献果たしなさいよと

いう，いわゆるそういった指導要綱がちゃんとありますよ。だから，そういったものを照らしてみたと

きに，こういう発言をするということは長年の，私はね，マンネリ化だと思いますので，今後は指名委

員長ね，指名外せと私は言ったけど，それは別，別の問題だ。あなたが呼んで，指導してもらわないと

困りますよ。私はあのとき，すぐ大島支庁に電話ですぐ言ったよ。土木課長と，建築係長みんな集め

て，こういう業者がいるよ，酷い野郎だなと。だから，あなた方も行って指導しなさい，と言ったの

よ。大島支庁で業者が我々議会より，自分たちが上だと思ったら間違いじゃないですか，それ。だか

ら，今後は競争入札にありつける，指名委員会にかかる，そういうときのやっぱり最低のモラルという

のをね，御指導してもらわないと，私は非常に困る。僕はこれ，土木業者はやるつもりはまったくなか

ったんですけど，この間たまたまこういうことがありましたので，これはやらんといけんなと思いまし

たが，一応，そういう形でですね，この問題については，近い将来，鹿児島県は鹿児島県の条例，奄美

市の条例によって，最低賃金を守ろうよと。そうなったときにはきちっと守らなければ，それは指名に

値する人じゃないと思っておりますので，例えば１平方メートル当たりの土木や建築業界のいわゆる賃

金，これは副市長はどれぐらいだと思いますか，公共事業の見積もり。一人頭の人夫の賃金。ちょっと

分からなかったら総務部長。私から言いますけど，大体一人の労働者がこの工事につくと，大体１万

６，０００円ぐらいが，この見積もりの中に入ってますので，そうすれば，社長は７，０００円払うか

８，０００円払うかは，それは社長の判断一つだと思いますけれども，例えばですよ，６，０００円を

いただいた，あなたは６，０００円しか払わんよと，その程度で抑えられて，片方では重機の免許があ

って，８，０００円あげようと，片方は重機が乗れないと，そういう人夫がおりまして，例えば現場に

６，０００円の日当をもらうために，朝，奥さんが５００円の弁当，家から持たす。そうするとこの

６，０００円の方っていうのはね，本当に苦しいわけですよ。８時間は労働しなければならない。８，

０００円の人よりはかなり苦しい。あなたは６，０００円の日当だから，米５キロ買うのにあんた日当

安いから安くで米を売りますよっていうわけにはいかない。８，０００円の人も６，０００円の人も，

米買うのに同じ値段で買わなきゃ。電気代だ水道代だって，公共料金はすべて平等だ。そういうことを

私は考えたときにね，非常にね，胸を打たれる。これは僕の生まれつきだと思いますけれども。こうい

う人たちが浮かばれるような，いわゆる公共事業じゃなければいけないなと。それは税金を投入する以

上は，すべて技術者じゃなくても，技術者はある程度の差があったとしてもですよ，そういったものを

最低でも守ってもらわなければいけないかなと私はこのように思っておりますが，副市長，これについ

て見解がございましたら。 

 

副市長（福山敏裕君） 今の公共工事の労務単価につきましては，設計労務単価，今，議員が１万６，０

００円っておっしゃいまいたとおりだと思っております。これは積算に求めるための数字というふうに

理解をしております。今，ありましたように最低賃金を下回っての支給は当然ないものだと思っており

ますので，それぞれの力量に，また，技術力に応じて，経験年数に応じて単価もお互い，労使間の中で

話し合われていくものだと思っておりますので，よろしくお願いしたいと思います。 

 

３番（川口幸義君） （１）番については，ありがとうございました。今度，これからその時期が来まし

たら，一つ喚起をして指導していただければありがたいかなと，このように思っております。 

－ 135 －



 

- 136 - 

 

 次は（２）番，奄美市のランク付けについて伺いたいと思います。いわゆる奄美市については公共事

業の指導要綱みたいなのがないと思うから，何を基準にしてランク付けをして，なさっていらっしゃる

のか，ちょっとお願いしたい。 

 

副市長（福山敏裕君） 本市の建築のランク付けにつきましては，まず，奄美市建設工事入札参加資格審

査要項に基づいて行っているところでございます。その中で客観的要素と主観的要素を合計した総合点

によりまして，順位付けを行っております。この総合点を考慮しまして，Ａランク業者を上位２０パー

セント程度を目安として決定をしているところでございます。このＡランクが決定しますと，Ａランク

業者を除きました２分の１の業者をそれぞれＢ・Ｃランクと位置付けをしているところでございます。

議員が聞き取りの中で，県とのランクの比較もございましたが，それで申し上げますと，総合点の算出

におきましては，客観的要素としましては，県と同じように経営事項審査の総合評定値を使用している

ところでございます。次に主観的要素の評価におきましては，市と県の違いとしまして，県では技術職

員数による加点などを行っているようでございます。また，その他の加点事項としまして，２１項目を

加点要項があります。市では，現在我々は７項目を使っているところです。このような県の評価，県と

の評価の違いと併せまして，県の格付けとしましては，登録業者数の点数，建築で申し上げますと，建

築のＡランクは１，２１０点以上が自動的にＡランクと格付けをされているようでございます。市は登

録業者数の割合，上位２０パーセント程度で行っているところでございます。このように，格付けの在

り方の違いから，市と県についてのランクの差が，違いが出てきているものと考えているところでござ

います。 

 

３番（川口幸義君） 奄美市は県に準じてとおっしゃるけれども，違いは今，明らかに副市長が，市は，

市のやり方があるとこのようにおっしゃるので，これはこれに，考慮をしたとしてですね，いわゆる奄

美市が最低，総合点ですよ，総合点が私から見れば総合点はやっぱり８５０ぐらい到達しなければ，奄

美市もＡ級として上げるのはどうかなと，私は思ってるんですが，そして，奄美市がＡ級に上げる条件

として，その会社がいわゆる雇用する１級建築者，例えば１級土木管理，施工管理者，これが何名ぐら

いおればＡ級に上りますよという基準が今ないから，どのような判断なさっているんですか。 

 

副市長（福山敏裕君） 基準としましては，先ほど申し上げましたように総合点で評価をしているところ

でございます。そこで，上位２０パーセント，２割程度がＡ級となっているとこでございますが，今，

議員がお尋ねのありました１級の建築士は全業者に技術者として在籍をしておりますので，その人数に

ついてはそれぞれの会社によってさまざまでございますが，１名以上は１級の建築士がいる，建築士ま

たは１級建築施工管理士が在籍をしているということがございます。 

 

３番（川口幸義君） はい議長。奄美市のＡ級，ランクがＡ級に上がってるという，指導要綱はないにし

ても，いわゆる県の，いわゆる主観点ですか。県の主観とはかなり高いですからね。Ａ級に上がるのは

ですね。最低でも４００点以上なかったら。建築と土木とは多少変動はありますけれども，そうなった

ときに，奄美市もある程度の基準を設けないと，いわゆる県のレベルではあなたはＣですよと，県のレ

ベルでＣのランクを持っている方が３名，奄美市でＡ級に上がってるわけよ。これはあなたが指名委員

長だからあなたが上げたと思うんですよ。それなりの資格も実績もあろうと，私はこれを見てるんです

が，そうなったときにこの業者がですよ，例えば鹿児島県は土木でも，Ａ級になると５，０００万円以

上は一般入札になりますけれども，５，０００万円以下は指名競争入札っていうのがあるんです。奄美

市はもう一般入札のはありませんからね，すべて指名競争入札になっていると。そうなったときに，鹿

児島県はＣのランクについては２，５００万円以上の工事には参入させないんですよ。これは技術力が

低い，実績が低い，それが総合点の中に会社の経営，経診っていうのが入ってくる。会社の体力です
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よ。借金と支払いとバランスが取れているのかな。これは，なぜ県がこのランク付けをするかっていう

のは，個々の会社には皆さん全部税理士がおりますから，税理士が指名委員会にかけるために毎年１０

月になると県庁に行って，資格審査を受けるんですよ。あんたは去年はこんだけ出来高あったけど，今

年は仕事少ないよと。１級施工管理士もうやめてもう１人しかいないや，今度は点数下がるよと，それ

が鹿児島県がランク付けをするんですけど，奄美市は一旦Ａ級に上がると，１級土木者が辞めようが辞

められまいがずっとＡ級でおるというところに僕が懸念を持っておるということですよ。従業員の２

人・３人おってもずっとＡ級でいらっしゃるというところに，私が疑念を持っているから，それについ

ては今後いわゆる考えられる，将来ですよ，今日，明日じゃなくても将来こういうところも考えんとい

けんなという分のことがございましたらお願いしたいと思います。 

 

副市長（福山敏裕君） ランク付けの基準についてのお尋ねでございますが，県のようにある点数を決め

ておりまして，その点数以上になりましたらＡランクっていうことの，基準を明確にしているのが県，

私たち奄美市は割合でやっておりますので，それについてはどちらがよりいいのかということにつきま

しては，今後，検討させていただければと思っております。 

 

３番（川口幸義君） ありがとうございました。こういったことについては，今後，前向きな意見をいた

だきましたので，今後，どのように対策れるのかどうかは，一応，今お聞きしましたので，これについ

ては，一応，この辺で締めたいと思います。 

 次に，（３）番，奄美市の指名員の委員会の在り方について伺いたいと思います。この，例えばです

ね，副市長ね，あなたが指名委員長ですから，例えばＡさんが，例えば１工区２工区同時に発注すると

して，２０社ぐらいあるでしょ，奄美市はいわゆるＡ級の業者が。とすると１工区に１０社入る。そし

て，同じ日に２工区に１０社，別々あればいいんだけど，１工区でＡさんが落札をしたと。そうすると

この方は１週間以内に契約はするんだろうと想定をされるますけれども，またこの業者，落札はしたん

だけども，また２工区に指名委員会にかかるという，こういったことは同じ事業名であれば同じ場所に

指名はいれたらいけんという，鹿児島県はこれが基準になってますけど，奄美市はどうも資料を見る

と，午前中１工区で仕事いただいたのに，また２工区にも指名に入っているという，こういうことがあ

るんですけど，ここらあたりの是正はできるのかできないのか。また，業者が足らないからこういうふ

うなことをやっていらっしゃるのか，お聞きしたいと思います。 

 

副市長（福山敏裕君） これは同日開札案件の件だと思います。同じ日に落札制限ということは，ほかの

多くの自治体でも入札参加者の受注機会の確保のために導入をしている方法でございまして，奄美市に

おきましても，より多くの業者の皆さんに受注機会を確保できるようにするために，同じ日の落札制限

を実施しているところではございます。受注を公平にすることが地元業者の育成にもつながり，地元の

インフラ整備を進める上でも必要なものと考えて行っているところでございます。 

 

３番（川口幸義君） 副市長ね，今の答弁は私の質問にはなってませんよ，あんたは。申し上げましょう

か。１工区でＡさんが落札した。この２工区で同じ事業の内容で，またＡさんが指名に入っとる。そう

なったときに，このＡさんが１工区，落札して，また２工区に指名入るということは，本人が見積もり

上手だったら仕事取ると，また落札する可能性がありますよ。だから，それは私は避けたほうがいいん

じゃないですかって言ってるんですけども。県は入れないですよ，これは。同事業名については１工区

で取った場合は，もうこの場所には入れない。事業名が変わらぬ限りは入札，指名に入れませんので，

奄美市は１工区で取っても，また２工区でまた指名が挙がっているから，私はこれについていかがなも

んでしょうかということで，そこらあたり，説明してください。 
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副市長（福山敏裕君） 大変失礼をいたしました。私たちも同じ工区に，工区割りをしましたときに，一

つの工区を取りましたら，次の工区では当然その業者が指名を入ることはございません。先ほど申し上

げましたのは，工区割りをした場合に同日に開札をした場合のことを申し上げたところでございますの

で，御理解をお願いしたいと思います。 

 

３番（川口幸義君） それでね，やはりその１０社ぐらい指名委員会にかけていると思うんですよね。だ

から，できれば私はもう技術力もかなり高い，県のＡ級業者，土木も建築も両方持っていらっしゃる方

が，これ，一流企業だ，奄美では。こういう人たちがやっぱり建築にもですね，年に１・２回ぐらい参

入してもいいではないかと私は思ってるんですよ。これは市民の希望ですよ。私の希望じゃない。皆さ

んがそうおっしゃる，当然のことですけれども。だから，わざわざその，何も土木がＡ級だから，建築

もＡ級だ，これはそれなりに長年の努力と人の雇用もたくさんしている，こういう人たちはね，１級土

木だけでも７名，１級建築でも１０名ほど，そういう大所帯を抱えながら建築，土木をやっていらっし

ゃるから，そうすると，あなたは土木がＡ級，建築もＡ級だけどあんたは土木で行きなさい。そうする

と建築の実績が上がらなければね，次の年度はね，ランクが下がるんですよ，副市長。そうじゃないで

すか。実績イコールこれ，ランク付けだから。だからそういったのも考慮しながら，奄美市も例えば回

数を減らしてですよ，億単位の工事があれば県のＡ級業者，土木も建築も両方持っている方が４社あり

ますよね，奄美市に。この方々，ほとんど建築には入れてもらってない，土木しか入ってない。だか

ら，そこらあたりを今後の課題としてお考えになる気持ちがあるかどうか。 

 

副市長（福山敏裕君） 指名委員会におきましては，今お尋ねがございましたように，建築一式工事の指

名につきましては，学校，住宅などの新築及び改修工事につきましては，建築工事を専業としている業

者を指名しているところでございます。また，同じ解体工事，杭打ち工事及び外構工事などにつきまし

ては，今，工事の種類としては建築でございますけれども，土木工事を主としています業者を指名をし

ているところでございます。このように，工事内容によりまして指名の在り方を分けているところでご

ざいますが，より多くの業者が受注する機会を確保できるように考慮をしているところでございます。

先ほどの工事の仕事量などにつきましても，年度当初で予算が決まっておりますので，その中で土木の

工事，それから建築の工事などの数量を見まして，そのような仕分けをしまして，工種ごとの専門業者

にお願いをしていこうということでやっているところでございます。 

 

３番（川口幸義君） 今，副市長のおっしゃることは分からんことはないんですけど，この残されたＡ級

業者について。この方々を将来的にですよ，もう毎回とは言わないけど，年に１回ぐらいは指名に入れ

られたらどうですかっていうことですよ。これ考えられますか。これ，技術力がかなり高いから市民に

とってメリットがある。 

 

副市長（福山敏裕君） 先ほども申し上げましたが，全体の奄美市の工事量など，建築，土木含めまし

て，解体，それから舗装などもございますが，それを見まして工種分け，専門業者にお願いをしている

ところでございますけれども，今お尋ねのありました件につきましては，建築専門には，今現時点では

学校，それと住宅をお願いしているところでございます。それ以外のものにつきましては，庁舎などに

つきましては，今，住用・笠利の庁舎なども去年完成したところでございますが，そこには土木業者な

ども入っているということでございますので，お願いしたいと思います。 

 

３番（川口幸義君） なかなかその建築のＡ級業者４社については，前向きな回答が得られなかったと，

私はこのように思ってますけど。彼らは建築も土木も１級ですよ。県が認めるＡ級業者だ。こういう人

たちを育成をするという，我々は，何億円もの市民の税金を投入をして恒久的なものを造るという，こ
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れからするとやっぱり技術力が高い人に，私だったら，自分がお金出すんだったら造ってもらいたいと

思うんですけど。だから，県のＣランクの業者がベンチャーで３億円も，今度ここの最終議会に出てく

ると思うんですよ。これは鹿児島県はＣのランクじゃ。この業者がベンチャーで３億円の工事を落札し

ている。金久中。それは，技術力はいいのかどうかそれは別としてですよ，やはり，彼らよりも既に勝

る，そういった人たちもいるということをね，念頭に入れてもらわないと，こういう人たちはほとんど

市の実績が持てない。県の公共工事でしか彼らは維持できないわけです。だって，税金は誰が一番払っ

てるんですか。お聞きしたいんですけど，県のＣランクがね，年間奄美市に法人税，それから固定資産

税，どんだけ払いますか。この県内１級土木Ａ級業者はね，彼らの何倍も税金も奄美市に納めてます

よ。固定資産税も多いですよ。私は堺の，土木課，２年前行ったときに，かねて仕事がないときはどの

ようになさってますか。我々は市民に堂々と答えられるのに，固定資産税，法人税，たくさん払ってい

る業者から優先的に指名を入れてますよ。奄美市は逆じゃないですか。税金もそこそこしか払えない人

たちがＡ級に上がってる。何億円も工事を取る。奄美市だって３６億円ぐらいしかないでしょ，自主財

源は。こういう人たちのおかげで我々はその自主財源をいただいているということをね，やっぱり，ど

の業者が一番税金を納めてる，固定資産税も事業税も払っているかっていうことを，副市長は名前は言

わなくてもいいが，誰が一番税金を納めてるんですか。あなた方が建築に入れない業者，この人たちは

かなりの税金を納めてますよ。だから，こういったものを私は考慮して，指名に入れてくださいよとい

う，これは理不尽なことじゃないと私は思ってますけど，どうですか。 

 

副市長（福山敏裕君） 私も指名に入れないということは申し上げていないところでございますが，指名

業者選考の在り方としまして，先ほどからお答えをさせていただいているところでございますが，地元

業者への優先，それから専門性の優先等に配慮し公平，公正に指名を行っていると思っております。ま

た，これ種別の工種をもっぱら生業として，とします地元業者の育成と経営の安定，持続化を図るため

のものでもあります。そのことは，先ほど議員がおっしゃいましたようには，市の税収にもつながって

いくものじゃないかと思っているところでございますので，建築に入りませんがそれ以外の工種には入

っておりまして，また，指名を行っているということで御理解をお願いしたいと思います。 

 

３番（川口幸義君） この件については，僕はまだ納得はしておりませんよ，副市長。これは今後の課題

と私は思ってます。やっぱりね，税金を人の何倍も納めている人が，仕事にありつけないという，こう

いう理不尽なことを私はやってはいけないと思うから，お聞きしてるですよ。これは万人が認めてるこ

とだから。これは終わりたいと思います。 

 それでは，次はＪＶについてでございます。奄美市はその大きな事業になりますと，ＪＶを組むんで

すけども，どういうわけか，例えての話しですが，小学校６年生が親になって，大学生を子どもに従え

てＪＶを組むという，こういうのがよく，資料を見ればおかしなＪＶがあるんですけども，だから，大

手は小さな業者が指名，あなた，私とＪＶ組んでくれないか，結婚してくれって言われたら，それがな

い限りは大手はほとんど相手がいないから参入できない。これはおかしいやり方じゃないですか。こ

れ，まともでしょうか。ちょっとお聞かせください。 

 

副市長（福山敏裕君） ＪＶの指名の在り方につきましても，先ほど来申し上げましておりますように奄

美市建設工事入札参加者の指名基準に関する要綱に基づいて指名を行っているところでございます。そ

の中で，ＪＶの在り方についてでございますが，工事の発注にあたっては一般的には単体企業への発注

が原則であると考えておりますが，しかし，建設工事の発注量の減少，建設業者への受注機会を増やす

ために工区割りをして発注をする分割方式，分離発注方式，電気・管・杭・外構工事などを分割して発

注する分割発注方式などの発注であったり，あるいはいわゆる今お尋ねのＪＶという特定建設共同企業

体を組んで発注を行っているところでございます。 
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３番（川口幸義君） 副市長，この件については奄美市のやり方があるとおっしゃるから，これはこれで

深くお聞きしませんが，次にですね，落札業者のいわゆる債権譲渡について伺いたいと思います。例え

ば，非常に経営状況が悪くてですよ，例えば，１，０００万円の工事を落札しましたよと。Ａさんが。

そうなったときに，奄美市は当然契約をすると，４０パーセントの前渡金，いわゆる前渡し金，支度金

をお渡しするわけですよ。ところが，この前渡金をいただいた業者は，要するにこのお金は儲けたわけ

じゃありませんよね。１，０００万円の工事は一生懸命頑張っても１００万利益が出るか出ないかぐら

いだ。ところが勘違いをしまして，４００万円儲かったと思って，勘違いなさる方もいらっしゃる。そ

うすると，この業者が問屋から公共事業するにあたって材料仕入れなければならない。そうすると，問

屋は銀行よりも今，情報が早いから，やばいっち，この業者に材料納入するとお金もらえないかも分か

らない。そうなったときに債権譲渡がどれぐらいの数で，割合であるのか，ちょっとお答えいただきた

いと思います。 

 

副市長（福山敏裕君） 債権譲渡につきましては，建設工事請負契約書の第５条で記載をしているところ

でございます。権利，または義務を譲渡し，または継承させてはならないというのが基本でございま

す。その中で但し書きがございまして，予め発注者の承認を得た場合は，この限りでないという条項が

あります。これに該当しますのが，下請けセーフティネット債務保証事業，地域建設業経営強化融資制

度でございます。利用につきましては，地域建設業経営強化融資制度のほうが有利と聞いて，利用され

ているようでございます。なお，地域建設業経営強化融資制度とは，市の発注工事を受注，施工してい

る中小中堅建設企業が市に対して有する工事請負代金債権について，市の承諾を得て債権譲渡先に譲渡

担保として提供し，工事未完成部分相応額も含め融資を受ける制度でございます。この２６年度のこの

制度の取り扱い実績につきましては，奄美市においては２６件，金額にいたしますと８，１１５万円と

いうことでございます。 

 

３番（川口幸義君） はい，議長。やはり業界は苦しい方がいらっしゃるなと，このように思っておりま

す。それでですね，こういった業者を支えながら，やっぱり公共事業，公共性がありますのでね，従業

員がおりますから，頑張ってもらわないけんと思いますけれども，例えばですよ，前渡金をいただい

て，そのまま工事も着工せずに，仮に逃げていなくなったと，そういう仮定したときに，あとの６割の

お金で工事は仕上がらないわけですよね。これはセーフティネットはきちっとなさった方が債権譲渡に

応じられるのか，それだけ聞かせていただきたい。 

 

副市長（福山敏裕君） 今のお尋ねにつきましては，出来高に対してはお支払いをしますが，残りにつき

ましては別途発注という形になろうかと思います。 

 

３番（川口幸義君） よく分かりました。それでは，ちょっと時間がございませんので。 

 

議長（竹田光一君） 川口議員。（５）番がまだ。 

 

３番（川口幸義君） （５）番ですね，入札業者の債権譲渡についてですね，これについては一応残った

ものは別途で発注をなさるとおっしゃいましたので，よく理解できましたので，これは終わります。 

 それから，本市の高額事業による競争入札制度をなぜ指名競争入札執行しないのか，ちょっとお聞き

したいんですが。これまでの経緯を見ますと，大口の場合はほとんど審議員の皆さんが点数を付けて，

ここであなたが優れていますよという点数制をもって，ベンチャー組まれた方々がこのふるいにかけら

れてですね，こういった制度がありますけれども，それでやりますと，一応予定価格満額で点数がＡグ
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ループ，Ｂグループ，Ｃグループについていくわけですけれども，これについては，これから大きな，

近い将来，給食センターもあろう，それからこの本庁舎の大きな事業も控えておりますけれども，やは

り，この方式でいかれるのか，あるいは競争入札でなされるのか，この２通りあるんだけど，ちょっと

お聞かせ願いたいと思います。 

 

議長（竹田光一君） 一応，時間押してますので，簡潔にお願いします。 

 

副市長（福山敏裕君） 入札の形式としましては，議員御承知のとおり一般競争入札，制限付き競争入

札，公募型一般競争入札，指名競争があります。また，落札者の選定方法としましては，価格競争方

式，総合評価方式，そして新たに技術提案交渉方式などによる方法があります。高額事業，いわゆる大

型工事につきましては，技術的難易度の高いことから，市外業者の参入も行われているところでござい

ます。これまでにも文化センターや海洋展示館，運動公園のサンドーム，それからタラソなどが制限付

き一般競争入札を活用して特定建設企業体を組む地元業者の参入に努めた経緯がございます。このこと

によりまして，地元業者が市外業者からの技術的なノウハウを学ぶことも，業者の育成につながってい

くと考えておりますので，また，これから大きな公共工事が予定されておりますが，それらにつきまし

ても，どの方法がベストなのかっていうことにつきましては，今後，検討していかなければいけない問

題だと思っております。 

 

３番（川口幸義君） 私がなぜこれを伺いしましたかっていうとですね，私の素朴な考え方ですけれど

も，例えば２０億の公共事業があるとしてですよ，これもまた，大学教授や審議員の皆さんが，市民の

代表が何人か挙がって，この企業のほうがサービスも何にも優れているよと，点数が付けられると，こ

ういう形でふるいにかけられ，かなり優秀な業者も，ゼネコンですから，これは甲乙が付けがたい。市

民の代表が行ってね，あなたはこの程度やって点数付けられるものじゃないと私は思うよ。そういう技

術力はないんだから，市民代表は。そう人たちが評価をするから，私は疑念を持っているわけで，だか

ら，そういうことがないようにしようと思うんであれば，私は競争入札の原理からしてですよ，例えば

２０億のもの，入札をすれば当日の最低価格はどうなるか分かりませんが，３割落としたとすれば１７

億で落ちるから，あとの３億は奄美市がまたこの金は使えるわけですよ。競争入札すれば，市民にとっ

てね，メリットがある。ところが，こういう方式をやると，ほとんど満額に近いお金が。審議員の皆さ

んが点数制で付けて，ふるいにかけると奄美市民にとってメリットは私はないと思うから，次はこうい

ったものも考えながら，お考えなられたらどうでしょうかということなんです。例えば，もし，そうい

った審議員の方々が，大学教授，専門家呼んでですよ，５名の委員で決められるんであれば，そういっ

た方々，また，もう一つのグループもあってもいいんじゃないですか。違う点数が出てきてもおかしく

ないから，私は聞いてるんですよ。例えば，平田の上水道の問題，これ，書いてないんですけど，この

資料をずっと見ますと，ほとんどＡグループが点数が高いんですよ。市の代表が付けた点数も高い。こ

の人たちは点数を付ける能力ない。僕から見れば。だから，その人たちがみんなＡグループに点数を高

く付けてあるから，この業者が落札しましたよという，こういうふうになってるんで，そういうことが

ないように，よりよい優れた人たちが，点数を付けるんであればいいが，僕はその技術については税理

士なんかが挙がってね，点数を付けてあるけども，この人なんか税理事務が専門だって。業界の技術の

ところにね，彼が出て点数を付けるという，そういう能力はないと思いますよ。私は思いますよ。だか

ら，そういったものも反省に立ってですね，今後，よりよい開かれた，透明性の高い公共事業の発注を

してもらいたいと，そのように思っておりますので，以上，終わります。ありがとうございました。 

 

議長（竹田光一君） 以上で，無所属 川口幸義君の一般質問を終結いたします。 

 暫時，休憩いたします。（午前１０時３１分） 
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                     ○              

議長（竹田光一君） 再開いたします（午前１０時４５分） 

 引き続き，一般質問を行います。 

 次に，無所属 西 公郎君の発言を許可いたします。 

１番（西 公郎君） 皆さん，こんにちは。無所属の西 公郎です。早いもので４年人気を迎えるにあた

り，積み残しの問題，また，今後登録になるであろう世界自然遺産に向けて，観光の目玉とし，今回本

島ロープウェイ構想を掲げております。３月の議会で知名瀬に道の駅，ないしまちの駅がほしいという

一般質問をさせてもらってます。それはなぜかと言うと，今回出したロープウェイ構想が根本って言う

か原点にあったからであります。知名瀬からロープウェイで上がる，住用からロープウェイで上がる，

大和村からマテリアの滝，フォレストポリスから金作原に上がる，宇検村・瀬戸内，しいては加計呂麻

まで伸ばすことができれば，という構想の中で，本当に金のかかる莫大なプロジェクトになります。で

すが，５年先・１０年先を見据えて，そういう議論をしたいと思い，今回一般質問にはいります。 

 まず，先に１番のコアの部分はどこなのか。２番の歩道，トイレの整備をどのように考えているか，

３番のコア，バッファー部分の開発申請はどのようになっていくのか，三つ一括して質問させていただ

きます。 

 以降の質問は発言席にて行います。 

 

議長（竹田光一君） 答弁を求めます。 

 

市民部長（則 敏光君） それでは世界自然遺産に向けての（１）から（３）まで，一括して答弁させて

いただきます。奄美・琉球の世界自然遺産登録にあたりまして，遺産地域となるべき世界自然遺産推薦

区域につきましては，今後，奄美・琉球政界自然遺産候補地科学委員会で検討されることとなっており

ます。そのためにはまず，法的保護担保措置でございます国立公園区域とされる必要があります。お尋

ねのコア部分でございますが，今後，その同委員会で決定される予定ではございますが，奄美群島国立

公園になりましたら，その中の特別保護地区，あるいはその１ランク下の第１種特別地域の範囲になる

と想定されております。 

 ２番目の歩道，トイレの件でございますが，遺産地域，あるいは国立公園内においての歩道，トイレ

などの整備が即駄目というわけではございませんで，これまでも要望が数多くございましたが，要は自

然景観上の問題，あるいは環境負荷の影響，こういったものを考慮しながら整備していく必要がござい

ます。また，同地域での整備につきましては，国の管理計画をもとに整備する必要もございますので，

国・県とも調整を図りながら検討してまいりたいと存じます。 

 三つ目のコア，バッファー部分の開発許可の申請ということでございますが，先ほど申し上げました

とおり，双方とも国立公園区域内に設定されることとなりますことから，自然公園法において管理がな

されることとなります。具体的な規制の中身につきましては，自然公園法に定められております地種区

分，例えば特別保護地区，第１種から第３種特別地域，あるいは普通地域のそれぞれに開発許可の，開

発行為の内容によって許可の基準が異なってまいります。規制行為を含む開発行為を行うにあたりまし

ては，環境省の現地事務所として島に駐在する奄美自然保護官事務所に協議の上，申請書を提出し，環

境大臣の許可を受ける必要があるということになります。以上でございます。 

 

１番（西 公郎君） 次に，森のまち，森と水のまち住用，今後いろんな整備予定があると思いますが，

そのあたり答えられることがあれば，お願いします。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 住用町の今後の整備予定でございますが，住用町は奄美大島の中でも貴重

で豊かな自然環境に恵まれ，世界自然遺産登録の実現に重要な役割を担う地域であると考えておりま
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す。この地域資源を活用し，地域の活性化につなげるために，平成２５年度から森と水のまち住用観光

プロジェクトを進めております。これまで基本計画，基本設計等を策定し，今年度から本格的な事業実

施に取り組んでいるところでございます。主な事業内容としましては，平成２７年度に中核施設となる

観光特産品販売拠点施設の測量設計業務と併せて，主要な観光スポットへの案内看板設置などを計画し

ております。平成２８年度以降は，先ほど申し上げました観光特産品販売拠点施設の建設工事をはじ

め，マングローブパークの再整備や観光スポットの整備など，住用町全域の整備を計画的に進め，平成

２９年度を最終年度といたしております。また，ハード面だけではなく，自然環境への保護，保全の意

識の醸成や８月踊りなどの文化や風習などを受け継いでいく取組もこの事業の大切な役割でございま

す。観光でお見えになるお客様，また，島内にお住まいの皆様にも住んでよし，訪れてよしと感じても

らえる地域づくりに取り組んでまいりたいと思います。以上です。 

 

１番（西 公郎君） 部長ですね，僕が気になっているのは，川内のフナンギョの滝，そこらあたりはど

うなっていますか。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 先ほど申し上げました主要な観光スポットの中に入っておりまして，ああ

いった自然に恵まれた場所でございますので，大がかりに周辺を整備するというのではなくてですね，

観光客が来て自然に触れることができるような整備を検討してるんですが，具体的な中身についてはで

すね，これから観光スポットそれぞれで検討して計画を練っていく予定でございます。以上です。 

 

１番（西 公郎君） 次にですね，ビジターセンターの予定地について，もし情報があればお答えいただ

ければと思います。 

 

市民部長（則 敏光君） お尋ねのビジターセンターの設置でございますが，これも国に確認いたしまし

たところ，このビジターセンターの設置も含めまして，各種個別事業の実施方法や管理目標の設定など

につきましては，奄美・沖縄双方に関係行政機関や地元関係団体などで構成されます地域連絡会議を設

置いたしまして，この連絡会議の中で主要な管理計画の策定を検討するというふうになっております。

この地域連絡会議の開催につきましては，まだ現在，調整中でございますが，奄美群島の国立公園化に

伴うビジターセンター設置についての整備時期や設置場所なども含め，現在のところはまだ未定という

ことでございました。ビジターセンターと申しますのは，国立公園，国定公園を訪れる利用者に対し

て，公園内の地形，地質，生息する動植物や歴史，文化などについて映像や写真，さまざまな展示物を

用いて紹介する施設となっております。一番の目的は訪れる方々にいかに利用していただくかというこ

とが重要になってくるかと思います。設置場所につきましても，自然環境的優位性，あるいは交通の利

便性などに鑑みて専門的見地から決定されるというふうに伺っております。奄美の自然をより多くの方

に知っていただき，また，我々地元住民にとりましても，島の共通の宝を見て，触れて，学べる総合的

な施設として利用できますよう，地元５市町村連携してアイディアを模索してまいりたいというふうに

考えておりますので，御理解をお願いいたします。 

 

１番（西 公郎君） ビジターセンターで観光客が満足をするかというと，僕はそうでもないだろうと思

っております。そのビジターセンターがどこの市町村になろうとも，そう大きな，大きなっていうかで

すね，観光の目玉にはならないだろうということで，今回，ロープウェイ構想，やはり５市町村の今年

１２月に答申がなされます総合戦略ビジョンに載るか載らないかが，大きな山かなと思っております。

この件については，我々議員も勉強会を通し他町村の議員も交え，県議も交え，国会議員交えて議論を

深めていかなければいけないと思っています。 

 最後に，大島本島ロープウェイ構想についての本市の考えについてお伺いします。 
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市民部長（則 敏光君） 先ほど，知名瀬から金作原というようなお話もありました。御提言の知名瀬か

ら金作原入り口までをロープウェイによって人を運ぶロープウェイ構想につきましては，壮大でスケー

ル感のある，観光の目玉とも呼べるべき施設になるであろうと考えます。金作原につきましては，世界

自然遺産登録後には膨大な観光客が押し寄せることが予想されております。交通体系の問題や利用制限

の必要性も求められていることでございます。重要地区の保全，管理という点におきましても効果が期

待できるのではないかと考えております。金作原地域は遺産登録の重要地域になりますことから，先の

述べましたとおり，自然公園法において地種区分上上位の保護地域になることが予測されております。

これらの地域における環境整備におきましては，国とも十分に協議をする必要もございますし，予算的

にも市単独での事業実施は大変難しいと考えられますことから，当該地域をロープウェイで結ぶ構想も

踏まえ，関係市町村とも連携が必要になってくると考えております。今後，遺産区域におけるさまざま

な整備計画におきましては，国・県・地元自治体などで構成されます地域連絡会，この中で検討されて

まいります。このロープウェイ構想につきましても，奄美地域の観光の重要な施設として，また，増大

するであろう観光客に対する通行規制の代替手段の１手法としまして，整備に伴う野生動植物や風致景

観への影響も十分に考慮しながら検討してまいらなければならないと考えておりますので，御理解を賜

りたいと存じます。 

 

１番（西 公郎君） 確かに答弁は検討するにしかならないのかなと思っていますが，私の考えは知名瀬

に発着所の拠点を造りたいと。そうすることで，あの農道ですかね，を通行止めにする。上がる手段は

徒歩で行くか，ロープウェイで行くか，その二つ。そうすることが最低限の環境破壊対策でリピーター

を増やす策だと思ってますので，是非，前向きっていうかですね，これは実現させないかないと思って

ますんで，皆さん一緒になってですね，やっていただければと思っております。 

 次に，２番の待機児童解消についてでありますが，１番の人数については，初日の多田議員の質問で

４月時点で１５人，６月時点で４１人，８月時点で６１名で間違いないですよね。これはカットして，

２番目の解消されない理由は何が考えられるのかについて，お伺いします。 

 

保健福祉部長（泉 賢一郎君） 待機児童が解消されない理由でございますが，まず，景気の悪化が長期

化したことにより，共働きの世帯が増加したことが挙げられます。核家族化の進展と相まって，保育を

必要とする子どもが増えてきております。次に女性の社会進出が挙げられます。出産を機に退職をして

いた女性が仕事にやりがいを見つけるなど，働きながら子育てをすることを選択する方が増えているこ

とです。そうして，ひとり親が増えていること等も保育を必要とする子どもが増えた理由だと考えてお

ります。育児休暇の終了時に入所申し込みをする方が多く，例年，０歳から２歳児の待機児童が年度途

中から増加する傾向にあります。また，保育士の確保も課題の一つであります。名瀬地区の各認可保育

園では定員を超えて受け入れているところですが，保育士の確保ができればあと少しは受入が可能な保

育所もあり，各保育所からハローワークを通じて求人をしておりますが，なかなか応募がないのも現状

でございます。 

 

１番（西 公郎君） 先週，ハローワークで笠利の支所が募集かけていますよね。保育士募集。それの賃

金が１３万２，０００円，そこで厚生年金，社会保険，もろもろ労災すべて入ってますが，それをすべ

て引いたにしても基本ベースからその差額をすると，手取りは恐らく１１万ないと思います。看護師の

一般的な基本ベースが１８万前後です。やっぱりそこには５万から６万弱の開きがあるんですね。保育

士確保，課題であれば３番目の保育士確保を，奄美市の緊急経済対策でいろんなところで予算計上して

新規雇用やってますよ。その予算を保育士の確保に回していただきたい。基本ベースを上げないと確保

は難しいと思っております。年々こう増えているのは，共働きで働きたいけど働けない人が増えている
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んですね。その原因の一つが保育士の確保。恐らく，スペース的なもんもあると思いますよ，保育所

の，事業所の。というか朝仁にしても拡張した，春日にしても拡張した。僕はかえって減ってると思っ

たんです。だけど，６月時点で増えてるんですよ。保育士確保にそういう予算の振替えをして，そこに

付ける。そして，人員を確保する。そうするとこの待機児童の保護者は働けるんです。だから，そうい

うことについて，本市はどのように考えますか。 

 

保健福祉部長（泉 賢一郎君） 議員おっしゃられましたとおり，保育士の確保，雇用対策については大

変重要なことだと考えております。議員が御指摘のとおり，事業者が独自で保育士確保を行うことは経

済的に大変困難を伴います。国の緊急雇用創出事業で保育士の雇用に対応することは，大変有効なこと

だと存じます。今回の緊急雇用創出事業は平成２７年度で一応終了をいたしますが，同様の事業が来年

度以降創出される場合には検討をする必要があるものと考えております。また，国の待機児童解消に向

けた対策としましては，待機児童解消加速化プランがございます。これまでにこの事業の導入により，

朝仁保育園，春日保育園の整備をいたし，認可定員を増やすこと，あるいは保育士等の賃金加算による

処遇改善に取り組んできております。国におきましては，子ども・子育て支援新制度と平行して待機児

童解消加速化プランによる自治体への支援策を更に充実をしていくことを打ち出しております。この事

業の支援パッケージといたしまして，保育を支える保育士の確保のほか，小規模保育事業などの運営費

支援等，認可を目指す認可外保育園への支援などがありますので，この事業の活用に取り組んでまいり

たいと考えております。財源として考えられておりました消費税の引き上げが先延ばしになったことも

ありまして，具体的な支援策が若干不透明な部分もあることにはありますが，今後の国の施策の動向を

注視していきたいと，取り組んでいきたいと考えております。 

 

１番（西 公郎君） これまでそういう緊急雇用がそこらあたりに投入されたかどうかは分かりません

が，恐らくされていないだろうかなと思ってます。是非，これからヒアリングの中，緊急雇用対策が終

わったりしても，また，違う形での事業を投入して，ヒアリングの中，関係部署のヒアリングあるんで

しょう。そこらあたりもきっちりとね，待機児童が減ってない原因はそこでしょと。じゃそこに予算を

振り替えて，保育士確保する。賃金上げて確保するんですよ。是非，そういった仕組みを作って，待機

児童解消に全力を尽くしていただきたいと思います。 

 次に，３番の学校行政，とりわけ学力向上についてであります。１番の学校耐震化関連工事はいつご

ろ終了するのか，また，今まで耐震化に要した総額の予算は幾らなのか，お伺いします。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） それでは，これまで進めておりました学校施設の耐震化について答

弁をさせていただきます。国のほうから平成２７年度のできるだけ早い時期に耐震化を完了するように

という方針を受けまして，奄美市としましても２０年度から事業を進めてきております。校舎が８１

棟，それから屋内運動場が２９棟ございますが，この耐震診断を終えまして，耐震補強，あるいは改築

ということで事業を進めてまいりました。今年度，実施をしております小湊小学校の校舎の改築，それ

から金久中学校の屋内運動場の改築，これをもちまして，一連の耐震化事業は終了ということになりま

す。また，その事業費のことでございますが，耐震診断の結果，１１棟が改築でございます。これに要

した費用が３１億５，０００万円，それから耐震補強，これが２２棟ございまして，これが７億円ほど

かかっております。従いまして，トータルいたしますと全体で３８億５，０００万円の事業実績という

ことになります。以上でございます。 

 

１番（西 公郎君） 安心・安全を守るための耐震は是非やらなければいけなかった予算だったと思いま

すよ。僕が２番目に挙げています，各教室へのクーラーの導入は考えられないのか。やはり，学力が高

いとは僕は思っていませんよ。そういう意味では，やっぱり我々政治が環境を変える努力も必要だと思
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っています。やっぱり，東北以降の北海道にしても，冬場は全部ストーブです。これは当たり前になっ

てます。じゃこの南国の奄美はどうするの。夏場も５月の梅雨から９月，１月休みはありますが，やは

り，そこらあたりの環境を変える努力も，やっぱり是非必要だと思ってます。そこらあたりについての

見解をお伺いします。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） その小・中学校のクーラー設置ということでございますが，現在，

市内の小・中学校におきましては，図書室，あるいはパソコン教室，こういった特別教室につきまして

は，クーラーを設置しておりますが，普通教室については，まだ，クーラーの設置はされていないとこ

ろでございます。この県内の状況を見てみますと，小・中学校で大体３１．１パーセントぐらいが設置

済みということでございますが，これは鹿児島市ですとか，あるいは霧島市の溝辺地区が普通教室への

クーラー設置を行っているということですが，これは降灰対策でありますとか，それから航空機の騒音

対策というような特殊な事情があるようでございます。今，議員のほうから御提案をいただきましたク

ーラーの設置，暑い地域でございますので，についてでございますが，確かに学力向上に向けた教育環

境の整備ということにつきましては，必要なことなのかなというふうに考えるところです。ただ，学校

数が多うございます。これに全部にクーラーをということになりますと，設置費用，それからその維持

管理の費用ということを考えますと，相当な予算を要するのかなというところでございますし，耐震化

事業は終わりましたが，まだ，老朽化に伴う学校施設の大規模改修ということもございますので，先ほ

どのクーラーの件も含めまして，今後，教育環境の整備に向けた事業計画の中で判断をさせていただき

たいと思いますので，どうぞ御理解をお願いをいたします。 

 

１番（西 公郎君） 我々はこうやってクーラーの中，いますよね。皆さんも２８度の設定の中，いま

す。やっぱり，教職員もやっぱり暑い思いをしているんですね。生徒たちもしかりですよ。やはり，学

力を上げる，学力向上に向けて環境を整えてやること，これは大人の責任ですよ，教育長。是非，そう

いう方向で，確かに事業費ベースかかります。だけど，電気料代にしてもですね，やはり，夜間の蓄電

で賄える可能性もありますよ。いろんなことを考え，やはり，これからの小・中学生のためにですね，

やはり我々大人はですね，やっぱり考えてやらないけないと思ってます。是非，検討していただきたい

と思います。 

 また，４番の情報関連でついてでありますが，光ファイバー未整備地区の今後の方向性について。こ

れも前回，前々回と環境不利性はいかがなものかと，また，昨日の答弁でも意ＩＣＴ関係に力を入れて

いるという答弁あります。ほんなら，未整備地区はどうするのと，そこは今後の方向性としていかがな

りそうですか，お伺いします。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 議員御案内のとおり，本市におきまいては下方地区の一部，古見方・住

用・笠利地区が光回線によるインターネットサービスが提供されていない地域となっております。この

地域における光回線の整備につきましては，これまでも御質問いただいておりますが，住民のインター

ネット利用環境や仕事の効率性の向上，新たなビジネスの創出などにつながることが期待されることか

ら，大変重要なことと考えております。しかしながら，当該地域への光回線の整備には多額の予算が必

要なため，市の単独での事業実施が難しいこと，また，現行の国の支援制度は加入率などの要件や施設

整備費等に多額の財政負担が生じることから，現在まで導入に至っていない状況であります。このよう

な実情は全国の離島過疎地域における共通課題ともなっており，全国市長会や全国離島協議会などを通

じて，国へ新たな支援制度の創設を要望いたしております。併せまして，奄振事業を活用した広域的な

整備の可能性について，大島本島内の他町村及び広域事務組合とも連携し，平成２９年度事業導入に向

けて協議を重ねているところでございます。今後とも引き続き整備推進に向けて取り組んでまいりたい

と考えておりますので，御理解を賜りたいと存じます。 
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１番（西 公郎君） ２９年度から始まりそうということでよろしいでしょか。始まるという認識でよろ

しいですか。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 情報分野がですね，奄振の重点３分野，あるいは５分野の一つであること

などをもってですね，何とか奄振事業の中に取り入れることができないか。特に奄振交付金などが活用

できるんじゃないかっていう想定で，今協議を重ねてますが，制度設計をする際は奄美市だけの制度に

はなりませんので，全郡的に使える制度設計をした場合にですね，奄美市だけでも多額の費用が見込ま

れますが，群島内全部にするとどれぐらいの費用がかかるかなどですね，奄振交付金の枠の関係もござ

いまして，幾つか課題があるようでございます。２９年度に向けた取組ですので，これからになります

が，全力を挙げて取り組んでまいりたいと思います。以上です。 

 

１番（西 公郎君） 次に，防災及び安心・安全についてであります。１番目の平松地区消防団待機室整

備の方向性についてであります。これの件も初登壇以来，丸４年にかけて問い，問うてきた質問の積み

残しの事項であります。これからの方向性についてお伺いします。 

 

市長（朝山 毅君） この件につきましては，私のほうでお答えさせていただきます。議員御案内のとお

り，平成２４年第１回及び第３回定例会，また，平成２７年第１回定例会におきまして，平松地区消防

団待機室の整備について御要望を承っております。御承知のとおり，現在，消防ポンプ自動車と積載車

の車庫になっており，奄美市消防団，名瀬西部方面隊，下方分団の浜里・平松・小宿地区の防災拠点施

設となっております。台風や自然災害活動時において，消防団員の待機室がないことから，消防車両を

車庫外に移動させ，車庫を消防団員の待機室として確保しているのが現状であります。また，トイレ，

台所がないため，長期間の待機は精神的，肉体的に大きな負担がかかっていることを存じ上げているつ

もりであります。現在，下方分団，平松小隊に女性団員が入団いたしております。総務省消防庁が女性

消防団員の入団を促進していることから，今後も女性消防団員の入団が見込まれてまいります。このよ

うなことを踏まえて，消防団員の台風や自然災害時における長期間の待機業務が行えるよう，トイレ，

台所付き待機室の必要性は十分認識いたしているところであります。そこで，御要望の趣旨をしっかり

踏まえて，平成２８年度当初予算に，という計画を持ち，現在，試算，検討をしているところでありま

すので，御理解をいただきたいと存じます。 

 

１番（西 公郎君） 次に，住用マングローブパーク子ども向け遊具の取り替え等についてであります。

マングローブパーク，マングローブの駐車場入り口に，もう３・４年経ちませんか，立ち入り禁止の，

立ち入り禁止で，そのまま遊具を置いてあるんですね。それの建て替え等について，今後の方向性につ

いてお伺いします。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） マングローブパークの子ども向け遊具につきましては，設置後１０数年が

経過しており，併せて平成２２年の豪雨災害や台風被害などの影響によりまして，経年劣化と損傷が著

しくなってきております。議員御指摘のとおり，安全性が確保できない一部の遊具につきましては，現

在，使用禁止などの表示を行い，使用を控えていただいております。奄美大島唯一の道の駅として家族

連れや観光客などたくさんの方が訪れる場所であり，遊具の再整備につきましては，森と水のまち住用

観光プロジェクトにおいて，平成２８年度に施工する予定でございますので，御理解を賜りたいと存じ

ます。 

 

１番（西 公郎君） その事業の中で，来年度予算の中で建て替える方向で考えているという理解でよろ
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しいでしょうか。 

 では，次に６番目の当市の表彰制度であります。私も議員になって以来，丸３年，市民運動会で各ス

ポーツ団体，個人表彰，いろんな表彰を見てまいりました。しかし，本市における文化，芸能面での表

彰制度があまりにも少ないなと思っております。この１０月３１日には国文祭も開催されますし，それ

に合わせ，是非ですね，それに合わなくても来年の文化祭でもいいんですよ。やはり，先人たちの苦労

をですね，やはり，何らかの形で表彰してもらいたいなと思っています。その件について，ちょっと当

局の見解を伺います。 

 

教育委員会事務局長（森山直樹君） それでは，本市におけます文化面，それから芸術面での表彰制度と

いうことでございますが，確かに文化面，芸術面の表彰制度ということにつきましては，本市単独の制

度というのが，現在のところ創設をされておりません。今，議員もおっしゃったとおりですね，永年文

化活動に貢献をされてきた方，こういった方を表彰する機会を作るということは，御本人の励みにもな

りましょうし，ひいては奄美市の文化，芸術，こういったものの向上にもつながるものと考えておりま

す。そこで，この表彰制度につきまして，毎年開催をしております文化祭の中で実施できないかという

ようなことを関係団体と協議をしながら検討してまいりたいと考えております。今年度は，先ほどおっ

しゃいましたように，国民文化祭がございますので，その機会にできないかということも少し協議をし

たんですが，日程的に大変厳しいということで，そちらのほうは見送ることにいたしました。ただ，来

年，年が明けましてから，合併１０周年の行事がございますので，そういったところでこういった機会

が，表彰ということができないかどうかも，ちょっと検討させていただきたいとおります，思っており

ますので，御理解をお願いいたします。 

 

１番（西 公郎君） あまり光が当たっていなかったところかなと思っています。是非ですね，毎年文化

祭の中で，毎年やってもいい話ですよ。国民文化祭には確かに時間的な問題，間に合わないと思います

が，やはり，いろんな文化系の面もですね，いろんな人たちが頑張ってらっしゃると思いますよ。是

非，来年度以降，是非ですね，そういった制度を設けて，やはり表彰したほうが，やっぱりその個人の

ためにもですね，団体のためにもなるのではないかと思っております。よろしくお願いをいたします。 

 それで次に，義務教育時における医療費についてであります。昨日も若干出てましたので，今回その

医療と歯科部門の比率ですね。トータルは大体個人負担で４，４００万円前後かなと思ってます。その

医療と歯科での割合を，小学・中学に分けてお願いします。 

 

保健福祉部長（泉 賢一郎君） 小・中学生にかかる医療費につきましては，金額につきましては先日も

申し上げましたが，小学生の医療費は年間，約でございますが１億４，５００万円，そのうち，医科と

歯科とおっしゃいましたけども，医療費を区分する場合，一般的に入院，外来，歯科，調剤というふう

な分け方がございますので，その割合でよろしいでしょうか。そのうち，入院が１８パーセント，これ

小学生の場合です。１８パーセント，外来が４１パーセント，歯科が２０パーセント，調剤が２１パー

セントというふうになっております。中学校でございますが，医療費の総額は約年間９，８００万円，

割合ですが，入院が２５パーセント，外来が３８パーセント，歯科が１５パーセント，調剤が，調剤と

いうのは薬局，薬のことです，調剤が２０パーセントというような割合になっております。 

 

１番（西 公郎君） 入院にしても外来にしても，小・中学生，比率が高いなというのが率直な思いなん

ですよ。風邪とか感染症が流行ると，その外来の比率が高くなるだろうと。あの年代が外来に行くとい

うのも，それがウエイトを占めているだろうなと思ってましたが，言わんとせんのは，やっぱり義務教

育の無料化。もう，安定財源なんですね。これから質問あると思いますが，無料化になるとですね，必

然的に安定財源ができるかどうかっていうのは微妙になってくると思ってます。来年度からやりますよ
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っていうと，徐々に徐々に上がっていく傾向に絶対なると思ってます。だから，全部を無料にするので

はなく，何年生何年生，年齢を決めるとかですね，一気にやったら本当にこれ，莫大な予算かかります

よ。そこらあたりも運用にあたっては，慎重にやっていただければと思ってますので，よろしくお願い

をいたします。 

 さて，次に，最後になりますが，自衛隊誘致における基地周辺整備事業費の活用についてでありま

す。本市のおけるこの事業の活用をどのように考えているのか。具体的にあればですね，示していただ

きたいと思います。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それではお答えをいたします。基地周辺整備事業を具体的に示してほしいと

いうことでございますが，現在，国のほうでは防衛施設と周辺地域の調和を図ることを目的ということ

で，地方公共団体が行う環境整備事業，いわゆる防衛施設の周辺対策事業ということになりますが，ご

ざいます。この事業については高率の補助で，７５から１００パーセントの補助率というふうになって

いるようでございます。そういうメニューがありますので，地域にとってはメリットが高い事業という

ことのようです。先例地の例を少し調べてみますと，コミュニティ施設の整備，あるいは道路改善事業

などを行っているようでございます。現在，市のほうでの対象事業ということでは，まだ，基地の施設

の設置，あるいは運用のほうが，まだ詳細に分かっておりませんので，今後，防衛省の担当者と連携を

密にしながらですね，対応をしてまいりたいというふうに考えておりますので，御理解をお願いしま

す。 

 

１番（西 公郎君） この質問も，まず，何度かやらせてもらってますが，僕はね，箱物はね，必要ない

と思ってます。この事業で箱物建てるようなことはしたらまずいんではないかと。必要であればその事

業も入れなければいけませんが，今やった小・中学校義務教育の医療費の無料化に使う，また，値上げ

が批判された介護保険料，やっぱり，そこらあたりのソフト面に，やっぱり有効に使うべきではないか

と思っております。そうすると，反対派の生徒もいますけど，それ，合致するんですね。無料の，無料

についてはその財源充てましょうよと。 

 （「するんですか」と呼ぶ者あり） 

 俺は可能だと思ってますよ。制度的に可能だと思ってます。そういう意味で，基地交付金もありゃ，

周辺整備事業費もあると。やはり，そういった運用の仕方を，やっぱりソフト，本当にこう，皆さんの

負担を減らす方向でですね，是非，詰めていただきたいと思っております。 

 ちょっと早くなりましたが，これで僕の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

 

議長（竹田光一君） 以上で，無所属 西 公郎君の一般質問を終結いたします。 

 暫時，休憩いたします。 

 午後１時３０分，再開いたします。（午前１１時３３分） 

                     ○              

議長（竹田光一君） 再開いたします。（午後１時３０分） 

 午前に引き続き，一般質問を行います。 

 新政会 竹山耕平君の発言を許可いたします。 

 

１８番（竹山耕平君） 議場の皆様，市民の皆様，またインターネットを御覧の皆様，こんにちは。私は

新政会の竹山耕平でございます。始めに７月・８月に柳町・井根町で発生いたしました火災によりお亡

くなりになりました方に御冥福をお祈りしますとともに，被災されました皆様に心よりお見舞い申し上

げます。 

 今議会で１期４年の満了を迎えます。早いもので任期中の一般質問，最後の登壇となりました。６月
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議会では皆様に御迷惑と御心配をおかけしましたが，元気いっぱい質問を行っていきたいと思います。

最後までよろしくお願いいたします。 

 少々所見を申しますが，防衛省は奄美への陸上自衛隊配備にかかわる来年度費用として，約８０数億

円を概算要求いたしました。近年の隣国や世界的情勢の緊張が高まる中，防衛空白地である南西諸島へ

の部隊配備は国の責任により抑止力という形で，島嶼防衛の強化を図るものであります。自衛隊配備の

誘致並びに支える立場である私といたしましても，計画的に整備を進めていただきたいと思いますが，

不安，心配をする市民，住民がいることも確かであります。防衛省側から見ても，その規模により詳細

を公表する時間帯にずれがあるとは思いますが，立地される行政の立場として和を重んじる市長に対し

ましては，市民，住民不安，そして心配の払拭を図りながら，御協力いただけるようお願いを申しあげ

ます。 

 それでは，質問に移らさせていただきます。始めに，市長の政治姿勢について質問いたします。現在

進められている地方創生実現のための取組，進捗度についてお伺いいたします。これまでの同僚議員と

のやりとりで，現在進めている内容に関しましては大方理解をいたしました。新型交付金は従来の縦割

り事業だけでは対応できない課題に取り組む地方を支援するという方針であります。ただし，事業内容

を判断するのはあくまでも国であり，地方の切実な要望がどこまで繁栄されるのかは分かりません。言

い換えると地方自治体が知恵を絞って工夫を重ね，地域経済の活性化のための策を絞り出したとして

も，国に対してその熱意と計画性及び持続性があるものなのかをしっかりと訴えなければなりません。

夢と希望だけでは駄目だということにもつながると考えます。奄美市の総合計画や奄美大島総合戦略ビ

ジョンに取り組む中で，奄美の魅力をまとめ発信するためには，郡都機能の役割を持つ奄美市が先頭に

立って，牽引役として積極的な体制づくりに努めてほしいと思います。また，各市町村，自治体が持つ

魅力を分散しつつ，奄美が，ひらがなのあまみやカタカナのアマミ，漢字の奄美，そしてローマ字のＡ

ＭＡＭＩとして，国内外へ力を合わせ発信し，広域的な成長戦略ビジョンを進める上においても，各市

町村への分散とし，併せ，現在進めている奄美市版の成長戦略ビジョンとの整合性を図りながら，国の

補助金制度を最大限に活用できるよう，各自治体に足りない施設，そして施策の推進を図る必要があり

ます。観光産業を柱として，農林水産業の進行や，そして，奄美の特徴的ではあると思いますが，スポ

ーツアイランド奄美としての更なる広域的な連携を進めていただきたいと思います。そのような中で，

奄美空港や名瀬港，更には経済流通の中心地として中心市街地，そして中心商店街など，群島，各島々

へ人が流れるハブ空港，人，物が流れるハブ港，奄美を発信するための中心市街地や中心商店街の存

在，在り方，郡都としての機能を発揮する役割を奄美市には求めていきたいと思います。これまでの答

弁においても，全国的に見ても珍しい取組であるということではございますが，奄美市の担うべき役割

も併せ，御見解をお示し願います。 

 次に質問より発言席にて行います。 

 

議長（竹田光一君） 答弁を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） それでは，早速竹山議員に御答弁させていただきます。地方創生につきましては，

今議員がお話になったとおりだと思います。奄美大島の地方創生については，奄美大島人口ビジョンの

策定を１０月，広域的に奄美大島全体で取り組む奄美大島総合戦略と本市で取り組む奄美市総合戦略の

策定は今年１２月をめどに現在取り組んでいるところであります。取組状況といたしましては，人口ビ

ジョンや総合戦略の基礎となる人口動態や観光・交流の実態を調査する交流人口動態調査，島民の結

婚，子育て等の意識調査等などを実施しているところであります。また，今年度の地方創生上乗せ交付

金として，奄美大島５市町村が連携いたしまして，夕日を活用したサンセットプロモーション事業等，

観光関連事業を現在申請いたしております。議員御指摘の群島一体となった取組ということでございま

すが，ここ数年来，奄美群島成長戦略ビジョンからも見られますように，奄美群島が一体となって施策
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の展開を強化するとの考えから，広域事務組合の組織体制の強化を図ってまいったところであります。

今回の総合戦略につきましても，奄美大島が一体となり計画を策定することについて，私自身自ら５市

町村の首長の皆さんにお話をいただき，そして，御理解をいただいて，現在，奄美大島総合戦略を策定

するに至ったところでございます。それだけに，奄美大島総合戦略策定の事務局も奄美市に置き，他町

村との連携を図っているところでございます。各種アンケート調査や人口ビジョンの分析など，奄美市

が中心となって現在実施しているところでもございます。御指摘のとおり，本市は群島の中でも多くの

人口と経済規模を有しております。空の玄関，海の玄関を有しておりまして，地域経済の重要な役割も

担っているものと自負もいたしておりますし，それだけに責任の重さも痛感しているところでございま

す。今後とも，奄美群島広域事務組合や国や県と強力な連携のもと，奄美群島の振興に向けて取り組ん

でまいりたいと存じますので，議会の皆さん，そして，市民の皆さん方の御理解と御協力を切にお願い

する次第でございます。以上であります。 

 

１８番（竹山耕平君） はい，ありがとうございました。市長のほうからしっかりとですね，奄美市がそ

の奄美として，この発信して，この地方創生実現に向けてしっかり取り組むんだという力強いお言葉を

いただきましたので，そのとおりで進めていただきたいと，そして，地方創生実現に向け頑張っていた

だきたいと思いますので，よろしくお願い申し上げます。 

 それでは，②の自治体，企業，住民が一体となる取組ということではございますが，この問題に対し

ても初日より多くの議員が質問をし，その産・官・学・金・言でしたね，のその取組が行われている。

そしてまた，庁舎内，民間とのワークショップも３０以上開いているということでございますので，そ

の大筋は分かりました。またですね，そのような中では自治体が国からお金を引っ張って，地域経済潤

す，賃金を始め地域にお金が落ちる，結果，地域活性化に反映する仕組みづくりに努力をしていただき

たい。今回の地方創生に至っては，まずしっかりと自治体，行政が主導，主導力ですね。または，この

案内人としての機能を発揮し，民間を引っ張っていくことが重要であります。人口減少，少子高齢化対

策，福祉政策についても同様であり，まずは施策に参加する，かかわる方々の心理から考えますと，行

政が窓口ということが一番その信頼性があり，行政としてもその意識をしっかりと持って取りかからけ

ればなりません。地域の課題解決のために，各地で主体的な課題解決や地域づくりの取組が増えており

ます。これは先の部長の答弁でもございましたが，奄美市としてもその庁舎内，民間併せ議論を深めて

いるということではございますが，全国的にも同様のケースは増えてきております。岐阜県可児市にお

いては，この可児高校と可児市議会，そして市役所，関係団体，市民有志などの協働により，地域のこ

の継続的な課題解決にしたテーマをですね，持ったワークショップなどが開かれているということであ

ります。また，アンケートということではございますが，しっかり一緒のテーブルでですね，ついて，

この議論を深めているということであります。ほかにも愛媛県新居浜市でも同じような取組を，観光に

絞ってですね，取り組んでいるということでございます。生徒，子どもたちは単に地域の大人から支援

される立場，存在ではなく，同じ目線に立った担い手であり，地域づくりにおける機転や多様性の確

保，そして，持続可能な地域づくりのための次世代人材育成の確保とも言えます。こうした状況で求め

られる地方の財政政策は広域連携をこの人材の流動性向上だと考え，自治体の枠組みを超えた広域の産

業戦略が必要となってきます。以上のことから，重なるかもしれませんが，自治体，企業，住民が一体

となる取組についてお示しをお願いします。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 先般来，その件についてはお答えをしておりますが，今回，ワークショップ

を開催しているということで申し上げましたが，少しそのワークショップの内容を御紹介いたします

と，大島紬のすばらしさを後世に伝え，奄美の文化の活性化を図るための紬カフェの提案，あるいは奄

美の歴史，文化，伝統を基盤にした島のイメージコンセプトを作る提案，あるいは島を出る若者に対し

て，いずれは奄美に帰り島に貢献する価値観を醸成する提案など，さまざまな提案があったところでご
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ざいます。提案をされた方々はそれぞれにおいて奄美版地方創生を現在進行形で実施されている方々で

もございます。これらの提案を行政がいかに後押しをできるかということで，今議論を深めているとこ

ろでもございます。従来手法の補助金での事業推進のみでは地域の課題解決はできない時代に来ており

ますが，今後は行政，民間の垣根を越えて，現在のアイディアを生かしながらそれぞれが地方創生のプ

レイヤーとして，奄美を牽引することが新しい官・民融合の在り方ではと，今考えているところでござ

います。今後，地方創生の実現に向け，民間企業の規模拡大や若者の活躍を後押しする共生の力，ある

いは知識と経験で応援する高齢者の力，こうした官・民と，官と民の，そして世代を超えたさまざまな

力が発揮され，そのことで元気な奄美市築いていけるようにということで，取組みを進をめているとこ

ろでございますので，皆さんのまた御理解と御協力をお願いしたいというふうに思います。以上です。 

 

１８番（竹山耕平君） はい，ありがとうございます。この総務部長の答弁にいたしましても，しっかり

と奄美市が中心になって，そして，この人材育成，奄美の魅力発信，そういったものに対してしっかり

と取り組んでいるなという理解をいたしまいたので，是非，よろしくお願い申し上げます。 

 それでは，次の質問に移ります。崎田議員，栄議員も質問いたしました，そして，西議員も質問いた

しましたが，この乳幼児医療費助成制度の対象年齢拡大へ向けてということで質問を行います。これま

での答弁で，もう言いたいことは，何て言うんですかね，出てくるような答えはですね，大方理解はで

きましたし，認識もいたしました。そのようなことからですね，まず，私が申し上げたいのは，この全

国各自治体の取組といたしましても，２００４年度，当初は４０パーセントの自治体が就学前までのだ

ったものが，２０１４年度には５３パーセントが中学生への，年度末までに広げられているということ

です。また，九州７県におきましも，過去１年間に少なくても４０以上の市町村が対象を義務教育まで

と判断した自治体があるようでございます。そこで質問なんですが，初日の部長からの答弁の中で，そ

のペナルティっていうお言葉が，また崎田議員でしたかね，の中にもあったと思うんですけど，この厚

生労働省はですね，自治体が実施しているこのペナルティの仕組みを緩和するという動きができて，考

えて検討しているようです。そして，この２０１６年度からのこの診療報酬改定に反映させるという考

えだということですが，そのことについて説明があればお願いしたいと思います。 

 

保健福祉部長（泉 賢一郎君） 窓口医療の無料化について，国からのペナルティについて崎田議員にお

答えしたところですが，再度になるかもしれませんけども，現物給付付加によりまして，窓口負担が軽

減し市民サービスの向上の点からも有効な施策であると考えております。ただ一方では国の方針であり

ますように，適切な受診を促すという仕組みも大切であると考えております。最近の国の動きでござい

ますが，報道からの情報でございますが，先週の９月２日に始まりました厚生労働省の有識者検討会と

いうのがございまして，この中で減額調整の制度の見直しについても検討する，また一方で症状が軽く

ても２４時間受診をする，いわゆるコンビニ受診と言われるようなものも減らす対策も議論していると

いうことで，厚生省では平成２８年の夏ごろまでに報告をとりまとめ，何らかの方針を示したいという

ことが示されているということでございます。 

 

１８番（竹山耕平君） はい，分かりました。今，議論が始まったということで，しっかりこのペナルテ

ィ，現物給付を自動償還払い，更にはひとり親世帯，そしてまた，重度心身障害者医療制度，これを自

動償還払いにしっかりとですね，変えることが，この子育て政策，そして支援に必ずつながると思いま

すので，是非取り組んでいただきたい，そして見守っていただきたいというふうに思います。また，こ

の中でもう一つ質問をいたしますが，私が申し上げたいことは，やはり，この仕事の心配はもとよりで

すね，診療代へかかる医療費の出費の心配についても，これはかなりの負担，更には極度のストレスが

溜まる。それが生活環境にもつながっているのではないか。そのようなことから子育て世帯の負担を軽

減させることは，子どもの貧困の一部をも解消することにつながるのではないかというふうに考えてお
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ります。これまでもこの小学生・中学生までの試算を行っているということでございましたが，その

点，先ほどの西議員の質問から，この医療費と通院費と言うんですか，外来費ということで細かく出ま

した。そこで申し上げたいことは，ほかの自治体でも例があるんですが，この奄美市でも，是非取り組

んでいただきたいということがありまして，例えば今は医療費，通院費，すべての合算で，今の制度が

あると思います。しかし，それを入院費と外来費ということを分けてですね，例えば多くかかる部分，

すべてかかってくる負担が大きい部分に関しては，例えば小学生まで，中学生まで，その中身は今の試

算の中で取り組んでいっていただきたいなと思うんですが，この入院費，外来費というものをしっかり

そうやって数字で出しているのであれば，その試算の対象としてですね，この，是非私が今申し上げて

いる，この各自治体でも少し取り上げているところが，自治体があるので，是非その，今この年齢対象

拡大すると，それを今のまま拡大すると，もう莫大な負担額が，この１億４，０００万円，１億５，０

００万円，あと９，０００何１００万円ですね，かかるということでありましたら，例えばその中学生

まではここ，小学生まではここの部分を負担を軽減を図るとかですね，そういうやり方もあるのではな

いかというふうに思いますので，今までの答弁からちょっとこれは通告にはなかったのですが，是非，

答弁いただきたいなと思います。 

 

保健福祉部長（泉 賢一郎君） 子どもの医療費助成の拡充につきましては，昨日市長が答弁をしたとお

りでございまして，今時点の考え方としてはそのとおりでございまして，私のほうから何も申し上げる

ことはございませんが，今，御提案がありましたことについてですが，昨日も説明いたしましたよう

に，県内の状況を見ますといろんなやり方がございます。おっしゃいましたように小学校まで，あるい

は小学校３年生まで，中学校まで。その中でも全額を助成するところ，一部助成するところ，あるいは

所得制限をかけるところ，いろんなやり方がございますので，今おっしゃった入院と外来につきまして

も，全然助成をしてないということじゃございませんで，例えば児童手当とか出産費の手当，あるいは

高額療養費の助成，いろんな助成がある中で，また，これを取り入れようとした場合，いろんな財源が

考えられるわけですけども，例えばおっしゃったように外来に限ってするとか，いろんな方法は考えら

れると思います。そういったことを将来的にもしっかりした財源を確保できるものかどうか，担当部署

としてはいろんなシミュレーションをしながら財政当局部とも相談をしながら取り組んで，真剣に取り

組んでいきたいと思いますので，御理解をお願いします。 

 

１８番（竹山耕平君） はい，是非，よろしくお願いしたいと思います。また，これは地方創生にもつな

がり，また市長が申し上げているこのまちづくりにも大きく関連してくることだと思いますので，出逢

い，そして結婚し，そして子どもを生み育てやすい環境づくり，まちづくりに向けて，是非，奄美らし

い取組としてですね，取り組んでいただきたいなと思います。 

 それでは，次の質問に移ります。この質問についても，過去にも質問を行いましたが，また今回も行

いたいと思います。福岡市内への奄美事務所開設へ向けてのお伺いします。トータル産業である観光産

業の振興を中心とした取組に関連し，また，国内外から九州圏内への経済，流通の中心地として，ま

た，多くの郷土出身者も住んでいるということから，関連性の高い福岡県との連携のですね，必要性は

十分に考えられると思いますし，また，今後奄美の振興を図る上においても重要視される都市であるこ

とは間違いありません。またですね，更に福岡の大型クルーズ寄港船が大幅に増えているという点と，

日本一混雑と言いますかね，混雑して再整備されましたが，空港を有しているという点でございます。

２０１５年６月，今年６月にですね，アジア最大のクルーズ船カンタム・オブ・ザ・シーズン，これは

１６万７，８００トン，大きさに言えばありますが，ここでは控えさせていただきますが，１６万トン

の級の船が入りました。これは長さで言うと博多駅の１．４倍だそうです。あの駅が丸ごと入る。そう

いった船がですね，入りました。そしてこの福岡市の博多港にはこの前年比２倍以上となる過去最多の

２７０回，これは国内船のクルーズ船は除く寄港が想定をされているということであります。福岡空港
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に至ってはＬＣＣの参入などもあり，２０１３年度の１年間で１，９２９万人を記録しており，羽田・

成田に次ぐ国内３位，また，発着回数で見ても羽田・成田に次ぐ３位でございます。クルーズ船やその

直行便がある飛行機においても，この今後の奄美振興への明るい材料になることは間違いはないという

ふうに思いました。そのようなことから，福岡市内への奄美事務所開設に向けての御見解をお願いいた

します。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 御承知のとおり，福岡県との観光・交流連携にですね，重要な奄美・福岡

間の就航航空路線につきましては，平成２３年３月，３５年振りに福岡・奄美の直行便が就航し，１時

期２便体制の時期もございましたが，現在，夏場などの多客期を除き１便体制で運行されております。

これまで本市におきましては，福岡地区において福岡奄美会や鹿児島県福岡事務所，ぐーんと奄美観光

関係団体などと連携をし，奄美音楽祭や観光物産展の開催などの観光キャンペーンを展開し，観光交流

の活性化に取り組んでまいりました。このことにつきましては，今後も継続的に進めていかなければな

らないものと考えております。また，本市が福岡地区において観光イベントなどを行う際，鹿児島県福

岡事務所の御協力をいただいておりますが，県福岡事務所は北部九州及び中国地区における鹿児島の観

光，物産，農産物等に関する情報発信拠点機能を担っております。今後とも奄美郷友会をはじめ，県内

の自治体や観光関係団体とも連携を図りながら，県福岡事務所の御協力のもと，観光産業の振興中心と

した取組や連携を強化してまいりたいと存じます。今，クルーズ船のお話やら空港のハブ空港化された

福岡とのお話もございましたが，現在，その鹿児島県福岡事務所との連携を基本にしているということ

でございまして，今，奄美事務所のお話がございましたが，現段階では今，考えておりませんです。御

理解を賜りたいと思います。以上です。 

 

１８番（竹山耕平君） はい，分かりました。しかし，その福岡，九州の中でも，それ以外の国内外に向

けてもですね，重要視されている都市だということで，今のは理解をいたしましたので，是非ですね，

東京・大阪，そして沖縄のように，県の福岡事務所に派遣という形も今後ありなのかなと，地方創生実

現に向けてもですね，この奄美市というわけではありません。例えば広域化という，そういう東京だと

かそういった大阪・福岡・沖縄，そういった可能性もゼロではないと思いますので，そう見据えた先に

はですね，是非，これは答弁はいりませんが，要望しておきたいなというふうに思います。事務所が無

理だなというふうな感じがやっぱりいたしますが，長崎の壱岐などはですね，福岡の以前所管事務調査

でお伺いしましたところ，その福岡市内にですね，しっかり壱岐事務所をですね，構えて，皆さんへ観

光だとかいろんな案内をしているということでもありますし，是非，参考にしていただければというふ

うに思います。 

 それでは，次の質問に移ります。次に，栄ヤスエ議員も行いました，選挙権年齢拡大に伴う教育現場

の在り方について質問を行います。この動きに対してはですね，取組に関しては大方理解はできまし

た。私もこの件に関しましては，最も重要なのは投票率への反映はもちろんのこと，若者の積極的な政

治参加が挙げられますが，教員の政治的中立への立場の確保が挙げられると思います。高校の公民で新

科目，公共を必修化，公共は主体的に社会に参画する態度を養うために模擬選挙や消費者教育などを取

り入れるとあります。もちろん，教員が特定の政党や政策について支持，不支持を強要することはあっ

てはありませんが，教え方や学び方に工夫や配慮は必要だとも考えます。現実に即した政治課題も取り

上げるなど，政治や選挙へ対する理解や関心を高めることにつながると思います。どちらにしても，教

育現場は先のいじめ問題の委員会設置や，そして，学力や体力向上など複雑化する環境の中で混乱をす

る，していることが想像をされます。そして，ここでまた紹介をいたしますが，福岡県では弁護士会が

憲法や選挙の意義に関する主権者教育をする学校のサポートに乗り出したということでございます。こ

れは全国的にも珍しいケースだということであります。７月にはモデル授業を行い，その模様のＤＶＤ

を作成，授業の進め方や教材にしてもらいたいということであります。８月には福岡市内で教員向けの
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セミナーを開き，モデル授業のＤＶＤを見てもらい，授業の進め方などについて意見交換を行った上

で，教材として活用するかを検討しているということであります。弁護士会は先生たちも法的なことを

勉強しなくてはならない。弁護士と共同で授業をしたり，セミナーに参加することに意義があると説明

をしております。教育委員会の基本的な考え方，そしてまた，指導の在り方，学校現場への取組につい

て，御見解をお伺いいたします。 

 

教育長（要田憲雄君） 選挙権の年齢拡大に伴う教育現場の在り方についての御質問にお答えを申し上げ

ます。教育基本法第１４条には，良識ある公民として必要な政治的教養は教育上尊重されなければなら

ない，第２項には法律に定める学校は特定の政党を支持し，またはこれに反対するための政治教育，そ

の他政治的な活動をしてはならないと定められております。教育委員会といたしましては，管理職研修

会での服務指導や国・県から通知を通して教育の政治的中立を疑わしめる言動で教育に対する信頼を損

なうことがないよう，小・中学校の先生方に指導を行っているところであります。次に，学校現場での

取組について，少し申し上げたいと存じます。高等学校や専門学校におきましては，以前より選挙管理

委員会や明るい選挙推進協議会と連携して，模擬投票等を行う啓発活動が進められているところでござ

います。教育委員会といたしましては，一時中止しておりましたが，昨年度から奄美市中学生ひかり議

会を開催しております。このことは中学生が自分たちが住んでいる地域に関心を持ち，自ら課題を発見

して解決しようとすることは，これから大事にされる主権者教育にもつながると考えているところでご

ざいます。中学校におきましては，学級役員選挙，生徒会役員選挙を通して，選挙に関する理解を深め

ているところでございます。また，今年度からは市の選挙管理委員会と明るい選挙推進協議会と連携い

たしまして，生徒会役員選挙に併せて出前授業をお願いして，選挙に関する講演を予定している学校も

ございます。これは９月２５日に名中で開催されるということになっているところです。事業の中では

中学校３年生の２学期に社会科の公民の現代の民主政治という単元，いわゆる学習内容がございます

が，この中で選挙を始め，政治の仕組みについて勉強します。小学校６年生の２学期に議会や国会の働

きについても学習することになっております。若年層の投票率の低さが課題になっておりますが，少子

高齢化に伴う年金や福祉などの問題は若者の一生に直結する課題でもございます。今後，関係機関との

連携を深めながら，模擬選挙等の実践的な学習活動を通して，本市の児童・生徒が将来，社会に参加，

そして活動できる力を身につけられるように努めてまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

１８番（竹山耕平君） 教育長，ありがとうございました。ここではですね，ちょっと見回したんですけ

ども，選挙管理委員会の方が来られてないのかなと。いないですよね。というふうにちょっと感じまし

たので，是非，よろしくお願いしたいなと。これは聞き取り，ヒアリングのときも申し上げましたが，

なぜ，僕は市長の政治施設の分野で，ここを教育行政ではなく持ってきたのかというのは，やはり対象

がやっぱり高校生が一番近いのかなということがありまして，また教育委員会といたしましては，やは

り小学校・中学校が多くなりますから，そのようなことから，その市長の政治姿勢に取り組みましたと

いうことも申し上げていたつもりではございました。そういう中で，教育長からですね，今，御発言が

ありましたので，是非，教育委員会としてもしっかりと取り組んでいただきたいなというふうに思いま

す。先ほど申し上げたようなですね，ケースなどなど，各県，都道府県ですね，自治体が取り組んでい

る内容がございますので，是非，参考にしてみるのもいいとは思います。 

 それでは，教育行政についてお伺いをいたします。奄美には文化，芸術面においても未知なる可能性

を秘めた子どもたちがいる中，これまではスポーツを対象とした補助制度，この充実，拡大に至った制

度でございます。これまでのこの実績と併せ，今後の計画があればお伺いをしたいと思いますが，今，

この芸術，文化を対象としたこの九州全国大会の補助制度のこの活用ですね，についてお伺いをしたい

と思います。 
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教育委員会事務局長（森山直樹君） それでは，芸術，文化を対象といたしました九州大会，あるいは全

国大会等へ出場したときの補助制度でございますけれども，これまで本市にはそういう制度がございま

せんで，昨年１２月にこの補助制度を設けたところでございます。実績でございますが，昨年，この制

度ができてすぐでございますが，２６年の１２月に開催をされました高円宮杯第６６回全国日本中学校

弁論大会，これに市内の中学生が出場をいたしております。この際，生徒さんお１人と引率の先生お２

人，この旅費，あるいは宿泊費というのが，この要綱の対象になるところでございますが，実際には協

賛企業のほうから宿泊，旅費，すべて出たということで，個人負担がなかったものですから，そのとき

はこの要綱に基づく補助というのはございませんでした。今年ですが，つい先月です，８月の２９日に

東京で開催がされました民謡民舞少年少女全国大会というのがございまして，こちらのほうに市内の小

学生が２人参加をしております。この２人の旅費と宿泊料につきましては，今回，この制度での初めて

の支給になりますが，今ちょうど申請を受け付けて，書類で手続きを取っているところですので，終了

次第お支払いをしたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

１８番（竹山耕平君） 今，事務局長からもありましたように，これはもう昨年１２月からですね，取り

入れた制度であり，そのとき私が以前にですね，訴えて実現に至ったということでありがたいとは思い

ますが，本当にこの，西議員もこの先ほどの質問の中にもありましたが，奄美の中には大人，そして子

ども問わず，この芸術，文化，芸能面においてすばらしい人材が揃っております。そのような方々にで

すね，光が当たる制度であっていただきたい，これが実現に至ったのもそうですし，もうありがたいこ

とですし，是非，今後ともですね，発掘というか，そういう奄美の子どもたち，奄美のこの文化，芸能

面に光が当たるような，そのようなものにつながっていただきたいなというふうに思います。 

 それでは，次の質問に移ります。次にこの命の大切さに対する情操教育への取組について質問をいた

します。この件につきましては，昨今と申しますが，子どもたちが巻き込まれる悲惨な事件，事故が相

次いでおります。特に一昔からは考えられないようなケースが多く含まれていると思います。私個人的

には，この日本人の心が渇いてしまっているのではないかというふうにも思うところであります。一昔

前では，殴られては血が出る，出ると自分も痛いし相手も痛い，死ぬというのは怖いし恐ろしい，だか

らこそ，限度と言いますかその辺が理解をできていたと思います。しかし，現在では動物や人間を殺し

てみたいだとか，血を見たいなどという理由で，この命というものをないがしろにしているようにも思

えています。深刻化しているいじめや虐待，そして，子どもの貧困問題など，子どもたちを取り巻く環

境が変化する中，この学校関係機関，地域との連携も必要不可欠でありますが，教育という枠の中だけ

ではですね，大変難しい問題だとも考えますが，御見解をお示し願います。 

 

教育長（要田憲雄君） 命の大切さに対する教育委員会の情操教育についての取組を申し上げたいと存じ

ます。議員も御承知のとおり，本市の教育行政の基本方針は花づくり，花いっぱい運動，歌声の響く学

校でありたいし，歌声の響く地域でありたいと。そして，島口の伝承活動を通して，情操教育を推進す

るというふうに進めているところでございます。市教育委員会といたしましては，現在，奄美市少年少

女合唱団を結成したり，花づくり運動ですとか島唄，島口の伝承活動を推進しているところでございま

す。学校に対しましては，管理職研修会などにおいて，基本方針について指導し，学校においても生

徒，児童・生徒一人一人に情操を育む教育を積極的に取り組ませているところでございます。例えば，

道徳教育や人権同和教育の充実，保護者や地域の方々と連携を図った学校行事を推進する中で，命の大

切さや尊さに気付かせたり学ばせたりしているところでございます。また，島唄の伝承活動におきまし

ては，地域の唄者を講師に招いたり，ウミガメの卵をふ化させて，地域の方々と一緒に海に放流したり

するなど，地域の方々とのつながりを深めることや生き物に触れ，そこからたくましい生きる力を感じ

取るという情操教育の取組も行っているところでございます。更にいじめ問題に対しましては，いじめ

問題を考える週間を学期始めに設定いたしまして，道徳や学級活動でいじめについて深く考えさせるこ
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とで，命の大切さや尊さを指導する，こういう取組も行っているところでございます。私が思うのは，

議員が先ほどおっしゃったように，今の世の中を考えたときに，情操教育は絶対条件だと，その情操を

育むことによって，少しでも子どもたちの心が感性が高まる。そういう教育が大事だと思っておりまし

て，そのためにはやはり子どもたちが先生方と一緒になって花を作る，そして歌を歌う，そういう情操

を育てていくことが大事だというふうに思って，このことを進めておるところでございますので，御理

解を賜りたいと思います。このように，学校，家庭，地域と行政が一体となった取組の一つ一つが必ず

子どもたちの温かい心育む，その，そして情操を豊かにすると，ひいては先ほどおっしゃられたよう

に，自分の命も他人の命も大切にできる人間を育てるのではないだろうかということで，取り組んでい

ることを御理解いただきたいと存じます。以上です。 

 

１８番（竹山耕平君） はい，教育長，丁寧な答弁，ありがとうございました。しっかりとですね，教育

長が今，教育長に就任されまして真っ先に取り組んだと花いっぱい，そして，少年，歌声響くこの学校

環境づくり，地域づくりにですね，もうこの奄美市制１０周年のイベントにもですね，この合唱団がで

すね，オープニングで歌われるということでありますので，是非，この情操教育につなげて，また，子

どもたちの温かい心を伸ばしていって，育てていって，育んでいってほしいなというふうに思います。

もう，世の中はもう言うなれば，よく例えられるのがゲームですね。ゲームをしていて，敵をやっつけ

るというか，倒す。自分がやられる。すると，コンティニューボタン一つで生き返る。そういう中でい

ろんな例えがありますが，本当に命というものをないがしろにしている昨今だというふうにも考えます

ので，是非，子どもたちにもそういう，携帯にしても，前回はそうだったんですけど，今回のこの命と

いうことに関しても，是非，教育長の方針どおり頑張っていってほしいなというふうに思います。 

 また，次に質問に移りますが，これも今の質問，情操とも関連してくる内容だとは思いますが，質問

をいたします。今の時代，子どもからですね，大人まで世代を超えて口ずさめるような日本人の歌が少

なくなってきたのではないかと思います。このことについては私個人的な意見も含まれますが，例え

ば，ふるさとや夕焼け小焼け，そして赤とんぼや七つの子などなど，ついつい口ずさんでしまうような

ことも，皆さんもあろうではないかと思います。もちろん，入学式やイベント，行事などで季節ごとに

聞こえていることも当然ではありますが，そのようなことから，教育長は今掲げましたが，この歌声響

く教育環境づくり，地域づくりにおいてもつながっているものだというふうに思いますので，質問をさ

せていただきましたが，教育長の思いを重ねて御見解をお願いいたします。 

 

教育長（要田憲雄君） 議員から御指摘がありましたように，私もですね，世代を超えたいわゆる口ずさ

める歌が，言い換えますと古来日本のふるさとの原風景を題材とした美しい数々の歌が，いわゆる叙情

歌と申しますか，聞く機会が大変少なくなっているように感じているところでございます。私ども子ど

もたちの感性を育てる情操教育の充実のため，歌声の響く学校，歌声の響く地域づくりの推進しており

ますが，音楽教育の目標は生涯にわたって音楽に親しむ心情と，音楽に対する感性を育てることでござ

いまして，これは正しく本市が取り組み目指すところの考えと合致しているというふうに私は思うわけ

でございます。小・中学校の音楽の授業におきましては，議員がおっしゃるとおり，世代を超えて口ず

さめる歌，例えば，先ほどお話しにありましたように，もみじですとか赤とんぼですとか，いわゆる文

部省唱歌が歌唱教材として小学校に３２曲，中学校に２２曲選定されまして，授業でも扱われていると

ころでございます。しかし，生活の中でそれらが歌われているかと問われれば，その機会は遙かに少な

くなっていると言わざるを得ないと感じているところです。そこでですね，今，議員からもおっしゃら

れましたが，昨年１０月に結成いたしました奄美少年・少女合唱団では，最近の若いような歌ではなく

て，文部省唱歌の春の小川ですとか，こいのぼりですとかふるさとですとか，そういう歌を中心にして

練習してもらっている。さまざまなイベントで，今発表しているというふうに御理解いただきたいと思

います。それからまた，今もお話があったように，国民文化祭では奄美の新民謡を中心にして披露でき
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るように練習に励んでいるということも申し添えておきたいと存じます。また，教育委員会が主催する

市の校長研修会ですとか，教頭研修会の開会行事でですね，みかんの花咲く丘ですとか，われは海の子

ですとか茶摘みですとか，こういった歌を全員で斉唱してから研修に入っていると，こういうことも進

めているところでございます。校長，教頭が自ら歌うことのすばらしさを感じることによって，今後，

歌声響く学校づくりや歌声の響く地域づくりにつながるだろうと，そんなことの考え方があったという

ことであります。更に１０月に行われます，これは瀬戸内町で行われますが，大島地区の教育委員会連

絡協議会の総会並びに研修会がございますが，１５年ほど前までは，その社会教育大会がございまし

て，その開会行事の中で三界稔さんの弟さんの三界実義氏が作曲した興そよ島をという，いわゆる島興

しの歌がございますが，これを全体合唱に復活させたいということで，今，進めているところでござい

ます。強いて申し上げますと，奄美のすばらしい歌を歌い継ぐよい機会になればというふうに考えてい

るところでございます。叙情豊かな日本の歌や奄美の新民謡など，すばらしい歌をどの世代も口ずさむ

ことができる，感性豊かな歌声が響く学校である，歌声の響く地域づくりを今後も進めていきたいとそ

のように考えてますので，少し長くなりましたが御理解を賜りたいと存じます。以上です。 

 

１８番（竹山耕平君） はい，ありがとうございます。教育長，よろしくお願いします。先ほどもです

ね，情操の命という，子どもの関しても心が渇いてしまったのではないかということで発言いたしまし

たが，この歌がですね，この口ずさんでしまう，何か，歌，何て言うんですかね，ちょっと言い方分か

りませんが，この歌がですね，心の渇いた心を潤すような，オアシスのようなですね，そういう役割に

つながるんではないかというふうなことをですね，この３か月の間でちょっと考えるようになりまし

て，是非，教育長のその今進めるですね，進めている方針と照らし合わせたときに，まさしくそうじゃ

ないかなというふうな思いで質問させていただきました。 

 それでは，最後のまちづくりについて質問を行います。８番街区の進行状況につきましては，多田議

員とのやりとりで理解をできました。私も９月７日の地鎮祭ということを知ったときには，大きな喜び

と同時にやっとかというふうな，やっと始まってくれたかというふうな思いでした。１階平屋建てとい

うことであり，当初計画からは全く違う建物になってしまいましたが，まずは前進したということが大

きなことであり，大きな期待を持ちたいと思います。そのようなことから質問を行いますが，この８番

街区の状況次第，今度もう進めますと，スーパー２店舗商店街に入りますよという，そして今，進めて

いますね，この道路線などなどですね，このそういう状況がですね，この周辺街区，周辺街区の整備状

況にどう影響が出てくるのかなと，私としては，是非これが明るい材料になっていただきたい。この中

心商店街を再生させるという一番の大きな目標のために，この８番街区ができる，そして周辺街区もこ

ういうまちづくりや町並みがちょっと想像できてきた，そういう中で今までちょっと，周りは分からな

い，通行量が減ってるから今建てたらどうだろう，そういって躊躇している地権者も多くいます。権利

者も多くいます。そのような中で，このような今８番街区を中心としたですね，その周辺街区に与える

影響，反映っていうんですかね，そういったものも整備が促進されるのではないかという期待感を持っ

ております。そのことについてですが，この８番街区の状況及び周辺街区というふうな形で聞いており

ますので，是非，答弁をお願いいたします。 

 

建設部長（砂守久義君） お答えいたします。８番街区への生鮮３品を扱う商業施設の整備につきまして

は，商店街へ集客を図るための拠点となる必要な施設で，市としましても実現に向け，中心商店街商業

集客施設立地促進支援制度の策定を行うなど，環境整備に取り組んできたところであります。集客効果

のあるこの施設が完成することで，区画整理事業区域内にて，現在，建物整備を検討されている関係権

利者に対しても好影響を与えることで，個性豊かな新たな店舗が連なり，商店街の再生，活性化につな

がるものと考えております。 
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１８番（竹山耕平君） つながるものにしていただきたいと思いますので，これからですね，また各関係

者ともですね，是非，この交渉に輪をかけてですね，前進，またその建てましょう，商店街を造ってい

きましょうという形で取り組んでいただきたいと思いますので，市長，よろしくお願いいたします。 

 それでは，次の質問に移りますが，この街中景観，道路景観であるとか，一体感ある商店街づくりへ

の体制，そして，まちづくり会社や商店街との連携への取組についてということでございますが，これ

はやはり，やはりこの魅力ある街中景観も含めた商店街の形成に向けては奄美の商店街らしい街中景観

ということが大事になってくると思います。その中で魅力ある商店街というのは，魅力ある商店がつな

がって，続いてですね，そういう商店が並び始めてそれが商店街になりますから，そういう商店が集ま

ってですね，商店街が形成するわけですから，魅力ある商店街を造るためには魅力ある商店づくりも一

緒になって進める必要があるのではないかと思います。せっかく今，末広・港を中心に，今事業を行っ

てますが，今，そのいろんなソフト的な事業はその中心商店街，中心市街地を含めて行っておりますの

で，あくまでもこの事業とプラスアルファの中心商店街の再生に向けて，頑張っていただきたい，目指

していただきたいと思います。そのようなことからですね，是非，この中心商店街のこれまでの再生の

ベースとなっているのが，商店街や市民の方々を代表した団体から意見があった，ツーコアワンモール

構想，この中でしっかり，これがベースなっておりますので，是非図っていただきたいなと思います

が，御見解をお願いいたします。 

 

建設部長（砂守久義君） 議員御承知のとおり，末広・港線の景観整備につきましては，平成２６年７月

に末広・港線道路デザイン会議を立ち上げ，奄美らしさの創出をコンセプトに魅力的な町並みの形成に

向け，計７回会議を重ね，具体的な検討を行ってまいりました。また，検討段階では通り会との意見交

換会や住民説明会等を開催し，広く通り会や市民の意見を聴取し，その意見等を踏まえ，平成２７年５

月１４日に答申をいただいております。ハード整備に関しましてはこの答申の内容を基本とし，奄美ら

しさ溢れる町並みの形成に向けて取り組んでまいりたいと考えております。また，ソフト事業の取組と

しましては，都市再生整備計画事業において，統一したフラッグやのぼりなどの設置につきまして，商

店街環境整備事業として支援を検討しております。今後とも，地元住民はもとより，観光客や来街者に

奄美らしさを感じてもらえるような魅力ある商店街の形成に向け，商店街と連携を図りながら取り組ん

でまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

１８番（竹山耕平君） 先ほども申し上げましたが，今取り組んでいるものは，しっかりと取り組んでい

ただき，やはり，この庁舎内のですね，一体的な取組をしているということではございますが，この魅

力あるまちづくりは魅力ある商店街，そして商店づくり，それをしっかりと商店街や商工会議所，その

まちづくり会社の一体となってですね，連携して進めないと実現はできないと思いますので，ちょっと

時間がありませんが，要望としてですね，しっかりと連携して取り組んでいただきたいのが，ソフト，

ハード一体化したまちづくりです。よろしくお願いいたします。 

 それでは，最後にこの公設市場構想について，この当初計画と現状，この将来構想について端的にお

示しをお願いします。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 議員も御承知のとおり，計画策定当時はですね，市場の空いている店舗が

多かったんですが，私どもが進めております出店支援事業，店舗リフォーム補助金制度のこういった効

果もありまして，今，ほとんど空きが見られておりません。２店舗ぐらいしか空いていないんじゃない

かと思いますが，このような現状の中で，当面の間，現在の市場を再整備するのは適当ではないのでは

ないかと，今思っておりますが，今後ますます進む市場の老朽化，このことと併せて製・販・食一体型

の市場機能については，商店街を活性化を図る上で有効な施設と考えております。今年度から取り組ん

でおります基本計画の見直しの中で，中心市街地活性化協議会の場においても商業者や民間の方々の御
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意見も伺いながら，市場の在り方を検討してまいりたいと考えております。よろしくお願いします。 

 

１８番（竹山耕平君） はい，分かりました。当初の考え方でですね，現在の考え方ではですね，少しち

ょっと考え方が変わっていますので，基本計画を見直すということもおっしゃいましたので，しっかり

としたですね，この，もともとの市場の台所としてありましたので，是非，よろしくお願いしたいと思

います。ありがとうございました。 

 

議長（竹田光一君） 以上で，新政会 竹山耕平君の一般質問を終結いたします。 

 暫時，休憩いたします。（午後２時３０分） 

                     ○              

議長（竹田光一君） 再開いたします。（午後２時４５分） 

 引き続き，一般質問を行います。 

 公明党 叶 幸與くんの発言を許可いたします。 

 

１４番（叶 幸與君） 市民の皆様，議場の皆様，こんにちは。公明党の叶 幸與でございます。今議会

最後の質問となりました。最後までのお付き合い，よろしくお願いをいたします。 

 まず，７月２４日の柳町と８月１０日の井根町と，１か月以内で立て続けに発生しました火災で１名

の方がお亡くなりになりました。ここに謹んでお悔やみを申し上げますとともに，罹災された方々には

心よりお見舞いを申し上げます。また，１日も早い生活再建をお祈りをいたします。 

 さて，質問に入ります前に，所見を少々述べさせていただきます。今国会では安全保障関連法案につ

いて参議院で論戦が交わされております。私は国政の根幹は外交，防衛であると考えます。この法案に

対して，一部野党は戦争法案であるとか，徴兵制復活法案であるなどの批判だけで，国民の不安を駆り

立てているように，私は感じられてなりません。日本を海外で戦争できる国にする，戦争立法だという

批判は全く根拠のない言いがかりであります。昨年７月の閣議決定では海外での武力行使を禁じた憲法

９条の解釈は変えておりません。平和憲法の要である専守防衛の理念も堅持されております。閣議決定

は日本を守るための自衛の措置の限界を明らかにするため，新３要件を定めました。自衛隊が武力行使

を許されるのはどこまでも日本が武力攻撃を受けたと同様な深刻な重大な被害が及ぶ場合に限られま

す。他国を守ること，それ自体を目的とした集団的自衛権の行使は今後も一切認められておりません。

こうした中で，国と国民を守ることは政治の最も大事な仕事であり，どのような状況であっても対応で

きる隙間のない安全保障体制を構築し，紛争を未然に防止する抑止力を強化するための戦争防止法案で

あるということを，重ねて申し上げたいと思います。また，奄美市への自衛隊の部隊誘致に関しまして

も，防衛省の第４次防衛大綱により，南西地域の諸島防衛力を高めるためであり，また，５年前の奄美

豪雨災害での自衛隊の活躍等を見る度に，災害の多い奄美には必要であると考えるものであります。 

 それでは，一般質問に入らせていただきます。 

 １，市長の政治姿勢について。（１）自衛隊誘致に伴い，芦花部小中学校の存続にもかなった自衛隊

員家族宿舎を芦花部に誘致する考えはないかということです。防衛省の２０１６年度の予算の概算要求

で奄美大島に置く陸上自衛隊南西警部部隊の駐屯地造成費用に４５億円を盛り込む方針との報道があり

ました。中期防衛力整備計画の最終年度である２０１８年度までに部隊配備完了を目指すとなると，今

年度は用地買収に，また来年度２０１６年は駐屯地造成，今後，施設設計や勤務庁舎，宿舎，体育館，

射撃場，弾薬庫，グラウンド兼場外離着陸場等の整備は２０１７年から２０１８年度の２年間でやらな

ければならないわけであります。恐らく，来年度中にはそれらの施設設計の計画のプランを立てている

はずであると考えられます。そこで，現在特認校扱いで，市街地からの児童・生徒によって何とか維持

されている芦花部小中学校の存続と，限界集落に歯止めをかけるとともに地域活性化を図るためにも，

是非，隊員家族宿舎を芦花部地区に誘致する考えはないか，お尋ねいたします。 
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 あとからの質問は発言席からいたします。 

 

議長（竹田光一君） 答弁を求めます。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それじゃ叶議員にお答えいたします。自衛隊員家族の宿舎を芦花部に誘致と

いう御提案でございますが，先日の平川議員の御質問にもお答えしましたが，現在，国のほうで宿舎用

地の検討を行っているというふうに伺っております。検討にあたっては，隊員の緊急時における参集時

間，あるいは家族の買い物，病院などの福利厚生施設，教育環境などですが，含めて，昨日の新聞報道

にもありましたが，幾つかの条件を含めて，現在，検討されているようでございます。市のほうでも奄

美市への建設を是非というふうにお願いしているところでございますので，御理解をいただきたいとい

うふうに思います。以上です。 

 

１４番（叶 幸與君） それでは，現在，市街地から通学している小・中学校生の数と地元生徒・児童数

についてお伺いします。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 芦花部小中学校は特認校制度によって，小学校では２５名中１０名の児童，

中学校では８名中７名の生徒が校区外から通学をしております。そのうち，地元の児童は１５名，生徒

は１名というふうになっております。地元の児童・生徒の推移のほうまでよろしいでしょうか。 

 

１４番（叶 幸與君） はい。今後，６年間の地元生徒数の推移と市街地からのバス通学にかかる費用に

ついて，お尋ねます。 

 

総務部長（東 美佐夫君） それでは，児童・生徒の６年間の推移ということでお答えをいたします。小

学校のほうでは平成２７年度が１５名，２８年度が１５名，２９年度が１３名，３０年度が１３名，３

１年度が１１名，３２年度が１０名という推移になっております。中学校のほうですが，平成２７年度

が１名，平成２８年度が２名，平成２９年度が６名，３０年度は８名，３１年度が１０名，３２年度が

７名の推移というふうに見込んでおります。 

 児童・生徒のバスの通学にかかる費用でございますが，１人当たりの月額が４，０００円が個人の負

担になっております。市のほうでの助成ですが，運行しているバス会社に年額４３３万１，８８０円の

助成を行っているところでございます。以上です。 

 

１４番（叶 幸與君） はい。今の答弁によりますと，やっぱり小学校がどんどんこう減っていく状況に

あるわけですよね。そういった部分でいけば，今後，ますますやっぱり特認校の制度を利用しないとや

っていけないというふうな状況にあると思うんです。そういった部分で言えば，やっぱり活性化のた

め，また学校存続のためには，どうしてもやっぱり芦花部小中学校に，芦花部校区に誘致をするという

ことが，私は理に叶ったことではないかなとこういうふうに思いますが，その件に関してどうでしょう

か。 

 

総務部長（東 美佐夫君） 叶議員がおっしゃるとおり，過疎地域においてはそういう施設の誘致，隊員

の誘致という，企業も含めてですが，そういう誘致があって存続を図るということは大事なことだろう

と思います。ただ，今回の自衛隊の官舎の誘致については，やはり，緊急時のことが非常に大事になる

と思いますので，そこについては国の判断に委ねたいというふうに思います。以上です。 

 

１４番（叶 幸與君） 先日の平川議員のほうに，奄美市への官舎建設をお願いしているという答弁がご
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ざいました。されば，じゃあどこにそのお願いをしているかという部分に関してはどう思っていらっし

ゃるんでしょうか。 

 

市長（朝山 毅君） 自衛隊整備局の方に対しましては，私自身，表敬をいたしました折りに，近隣地区

町村から自衛隊の官舎，若しくは隊員の住宅について是非ともというお話があることも事実でありま

す，というお話があります。私ども，私といたしましては，自衛隊が配備される当該市町村において，

それなりの体制を整えていただくということが前提じゃございませんかと。その意味において，当奄美

市においてそれらの施設を造っていただきたいということを強く申し上げました。その方は然りと，そ

の方向でまいりますというお話でございました。しかし，今総務部長からお話がありましたとおり，隊

舎，若しくは庁舎を造るについては，あらゆる利便性を考慮し，そして，もちろん市民の，郡民の安全

を守るためには当該施設そのものが安全な場所で，安全な体制が取れるような環境でなければいけな

い。同時に隊員の家庭的な，生活的なことも根拠にしながら考えていくという総論でございました。そ

ういうことを考えますと，今，鋭意市内においてその場所を恐らく検討していると思っている，その最

中ではないかと思っております。それらの場所等が具体的になったときには，議会はもちろん，まず御

報告していきたいと思いますが，先ほど来答弁いたしておりますように，まだ正式な場所は決まってい

ないと，あらゆることを想定しながら，適切な場所を検討していきたいというお話でありましたので，

具体的なことについては控えさせていただきたいと思います。もちろん，その情報もいただいておりま

せんので，御理解をいただきたいと思います。 

 

１４番（叶 幸與君） どうも，市長ありがとうございます。今，そういう情報もまだないということで

ありますので，是非，私のこの芦花部小中学校の存続のためにも，一考をお願いしたいなとこういうふ

うに思っております。 

 次に，大熊から有良間のトンネル計画についてであります。昭和５２・３年ごろに大熊から有良間の

トンネル開通に向けた総決起大会が朝仁中グラウンドで開催されたと聞いております。また，有良から

大熊間は昭和３０年代に自衛隊が演習用に造った道路であり，これまでに何回にもわたり改良されてき

ましたが，その度，何度にも及ぶ土砂崩壊があり，その度に通行止めで龍郷町を大きく迂回するという

交通難所地区でもあり，約４０年前から大熊有良間トンネル要望は強かったものでありました。その

間，山羊島トンネル朝戸，和光，新和瀬，網野子と次々に５８号線沿いが整備されてまいりました。現

在では奄美大島本島内に３６か所にも開通をしております。このトンネル整備により台風や豪雨災害で

道路が崩壊してたびたび交通止めがあったが，現在はほとんどなくなりました。また，その上交通の利

便性が向上して，昔笠利から瀬戸内まで３・４時間かかったところが，今は１時間半程度で行けるまで

に短縮されております。また，近年も奄美群島市町村議会議員大会の第５０回，平成１９年５月１０日

龍郷町と，第５４回平成２３年５月２５日伊仙町において，主要地方道名瀬龍郷線の大熊バイパスの早

期着工について提案がなされ，全会一致で可決されております。今回の陸自部隊誘致にとっても，トン

ネル開通のメリットになるのではないかと思います。２年後の奄美・琉球世界遺産登録に向けて，北部

周遊観光と龍郷・荒波地区と奄美市で取り残された芦花部・有良地区の振興と地域活性化にもつなが

る，大熊有良間トンネルの早期着工に向けた考えはないか，お尋ねをいたします。 

 

建設部長（砂守久義君） お答えいたします。大熊・有良間のバイパスにつきましては，これまでの経緯

について御説明申し上げます。平成１７年１２月に名瀬市として，また，合併後の平成１９年７月には

奄美市と龍郷町との共同で県道名瀬瀬戸内線の沿線に位置する学校や各集落並びに福祉施設との連盟

で，県に対し要望を行っております。本市としましては，県道名瀬龍郷線は過去に災害による通行止め

がたびたび発生しており，防災面や観光面において道路網の複線化及び平坦化などの必要性は認識して

おりますが，現状における島内の道路整備の重点施策や優先度，更には事業費の確保などのほか，県や
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龍郷町も含めた詳細な協議も必要と思われますので，引き続き今後の検討課題とさせていただきたいと

思いますので，御理解お願いいたします。 

 

１４番（叶 幸與君） 参考としましてですね，名瀬瀬戸内線で昭和年代で４本，平成年代に入って１４

本，今後，また予定で４本入ってるんですよね。計２２本。そしてまた，５８号線赤木名・古仁屋間で

は昭和年代で５本，平成年代で１１本の計１６本ということで，本当に今，奄美本島内はトンネル効果

っていうんですか，トンネルがほとんど建ってて，しかも大熊トンネルっていうのはもう４０年前に，

もう一番最初に話しが出ているんですよね。そういう中でどんどん遅れてきたということであります。

また，この前の群島議員大会のほうでもこう述べているんですが，この路線の中に老人福祉施設が３か

所あるんです。龍郷の里，秋名の郷，芦穂の里，そして入所数は１８０名ほどいると。更にまた，有良

地区には広域組合の汚泥再生処理施設も今あるというふうなこと。そして，例えば自衛隊が誘致される

んであれば，先ほど家族隊員に利便性のある，買い物にも利便性があるとかいうふうな話が出ていまし

たんですが，そういった部分ではトンネルができればそこもクリアできるんじゃないかなと，こういう

ふうに思うんですね。そういった部分では，是非ですね，この大熊・有良間のトンネル着工をですね，

実現をお願いしたいなとこういうふうに思います。 

 それでは，続きまして世界自然遺産登録に向けた島づたい観光連携，交流の拡充についてでありま

す。昨年の改正奄振法の施行により，新たな交付金制度がスタートして奄美の交流人口が増加しており

ます。また，昨年７月１日からの格安航空バニラエア効果により，また，大型クルーズ客船寄港により

奄美観光が活気づいております。昨年１０月２５日から平成２７年の今年１月３１日までの閑散期の利

用促進のために設けた交流需要喚起対策特別事業により，大きく利用増加が図られたものと考えられま

すが，昨年度と今年度の入り込み客数の実績と検証，今後の課題についてどのように認識しているか，

お尋ねいたします。 

 

市長（朝山 毅君） ただいまの議員の御質問にお答えさせていただきますが，議員がお話のとおり，昨

年の奄振法改正によりまして，新たな交付金制度の創設やバニラエアの就航により交流人口の拡大が図

られ，それを身近に感じている状況でございます。そこで御質問の昨年１０月から今年１月末までの閑

散期につきましては，交流需要喚起対策特別事業が施行される前年の同期間と比較いたしまして，奄美

空港における都市部からの利用者実績がバニラエアの効果もございまして，３万３，２００人から４万

７，２００人と増加をいたしております。また，奄美空港における全路線の昨年１月から６月までの利

用者実績と今年の同期間の実績を比較いたしましても，１３万１，３００人から１５万４，３００人と

伸びております。このことから，引き続き奄振交付金を活用した航空運賃軽減の継続と，成田・奄美間

を始めとする現路線の継続的運行が重要と考えているところであります。なお，今後はより一層交流人

口を拡充させるために，空港施設の拡充，交通機能の充実，そして宿泊施設の整備促進など受入体制が

最も肝要ではないかと考えているところでございますので，官・民挙げて努力をしていくことが肝要で

はないかと思うところでございます。以上でございます。 

 

１４番（叶 幸與君） どうもありがとうございました。本当にこの閑散期でも相当の利用実績を得てい

るというようなことで，本当にこの新奄振の振興交付金，この利用は大きな実績になったんじゃないか

なとこういうふうにも思っております。 

 それでは，次に今回のこの報告，実績等を見ますと，大阪・福岡の直行便と各離島から鹿児島間の直

行便については，大幅な伸びを示しているんですが，奄美・東京間や奄美・鹿児島間の伸びが減少を示

したとこういうふうにあります。これはバニラエア便の就航によって，格安航空便に客足が流れたもの

であろうとこのように思われます。また，奄美とそれぞれの離島間の利用があまりなかったと，このよ

うにあります。せっかくこの奄美・東京のバニラ効果が離島までこう波及していないということの現れ

－ 163 －



 

- 164 - 

 

じゃないかなとも思えるんですが，今，徳之島では奄美のバニラ効果によって，徳之島間は伸びてはい

るんですが，東京・大阪の格安航空便の誘致要望，こういったのも何か出ているというふうに聞いてお

ります。自然遺産登録後は現在の何１０倍もの観光人口が増加することは，目に見えております。現在

は各島々で観光促進を図ってはいると思うんですが，島と島を結ぶ連携があまり図られていないように

思われます。遺産登録する奄美・徳之島だけが観光に潤うのではなく，喜界や沖永良部・与論まで波及

するために，奄美空港のこのハブ空港化を考えて，奄美から各離島間の便数の増とアクセス，利便性を

図り，奄美・東京間，奄美・福岡，奄美・大阪，ゆくゆくは奄美・名古屋間からのこの入り込み客数を

離島観光の増に結び付けていく，こういう考えはないかお尋ねをいたします。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 奄美空港から各離島間の便数の増，それからアクセスの利便性向上策につ

いてお答えいたします。先般，ＪＡＬグループにおきまして，奄振交付金による交流需要喚起対策特別

事業を活用したこれまでの運賃軽減に加え，今年度の下期において，新たに沖縄・奄美路線と同与論路

線も値下げの対象路線とし，更に羽田・伊丹・福岡発着路線における奄美群島間の乗り継ぎ割引の値下

げを発表したところでございます。群島間の乗り継ぎ割引運賃につきましては，１０月下旬に発表との

ことでございますが，このことは今後の奄美空港のハブ空港化及び離島観光の活性化につながるものと

期待をいたしているところでございます。また，議員御指摘のとおり，奄美群島航空航路対策運賃軽減

協議会から報告がありました，当該事業の効果検証調査におきましても，奄美空港と離島間における便

数の増便と複数の奄美群島を周遊する観光ニーズに対応できるダイヤの工夫などの検討が必要とされて

おります。このことにつきましては，本市におきましても奄美群島航路対策協議会などを中心に，航空

会社や国・県にもその必要性を申し上げてまいりたいと考えております。また，今後は世界自然遺産登

録に向け，群島一体となった観光産業の振興が重要であると認識いたしております。奄美空港が東京・

大阪・福岡，そして将来的には名古屋も視野に入れ，都市部及び奄美群島間をつなぐハブ空港としてよ

り一層利用促進が図られるよう，取り組んで行きたいと思います。以上でございます。 

 

１４番（叶 幸與君） どうも，部長ありがとうございました。是非，これを実現させていただきたいな

とこういうふうに思います。そこで，今現在各島々での観光に対してのいろんなメニューとかそういっ

たのはあるとは思うんですが，この島と島を結ぶイベント等，こういった部分は今，どういうふうに考

えられているんですか，ちょっとお尋ねします。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） そうですね，今，広域事務組合におきまして，しま博というのを開催して

おりますが，それぞれの島におきまして，それぞれ単独で行っているような部分が中心になっているこ

ともございます。今後ですね，群島全体の交流人口の拡大につながるような体験メニュー，あるいは島

と島を結ぶようなプログラムについて，広域事務組合や関係機関と連携を図りながら，検討してまいり

たいと考えているところです。 

 

１４番（叶 幸與君） 是非，お願いをしたいと思います。そういうふうになると，どんどんこう島と島

の交流がより密になってくるんじゃないかなと，こういうふうにも思いますので，よろしくお願いしま

す。あと，奄美群島振興交付金事業の中に，世界自然遺産登録に向けた観光振興の推進のため，現行の

航空路線の旅行者を対象とした観光キャンペーンに航路を追加するとこうありますが，昔，小湊・喜界

島間や風向きによって万屋・喜界島間の民間の観光船がございました。加計呂麻・徳之島間等のこの島

づたい観光の航路開拓，こういった部分は考えられないのか，お尋ねいたします。 

 

商工観光部長（菊田和仁君） 今，議員のほうからお話がありましたとおり，奄振交付金を活用した交流

需要喚起特別対策事業につきましては，現在運行している定期航路について，運賃の軽減が図られてい
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るところでございます。今，議員御提案の加計呂麻島・徳之島間でよろしいですかね，の航路開拓につ

きましては，他自治体間の航路でもございますので，奄美市として，今お答えできる立場にはございま

せんが，世界自然遺産登録が実現し観光客が増加いたしますと，新たな観光産業に取り組む機運も高ま

ってくるものと思います。そのような中で，加計呂麻・徳之島間の航路開拓も大変夢のある構想だと思

っておりまして，そのような取組が実現することを私どもも期待をいたしているところです。以上で

す。 

 

１４番（叶 幸與君） ありがとうございます。私の言わんとするのは，今，クルーズ客船が今入ってき

ているんですね。これ，もう奄美本島内だけ廻って，もうその日でぼんと帰ってくるということで，な

かなか島に金が落ちないんです。そういった部分で言えば，これから古仁屋行って加計呂麻行って，徳

之島とか，そういうふうな感じになってくると，やっぱり滞在期間が長くなるんじゃないかなと。こう

いった部分でいけば，よりこのそういった部分の取り込みをできるような，そういった形でできれば，

奄美本島と自然遺産登録は，本島と徳之島，この２か所ありますから，両方連携取ってやれば，より多

くこの観光のメリットになるんじゃないかというふうなことで，今ちょっとその質問をいたしました。

どうぞ，よろしく検討をお願いしたいと思います。 

 それでは，４の期日前投票にかかわる投票場入場券の活用については，先般，同僚議員が質問いたし

ましたので，今回は割愛をいたします。 

 続きまして，農業振興についてであります。奄振交付金の農業創出緊急支援事業がありますが，台風

に強い鉄骨ハウスの導入は考えられないかということであります。今年も５月から台風災害に見舞われ

ました。運よく直撃は避けられたものの，サトウキビ等の減収はいなめません。奄美は昔から台風常襲

地帯であり，毎年毎年台風被害を被っております。この被害金たるや何十億円にもなるであるでしょ

う。これからも温暖化の影響で台風発生が早まり，１１月ごろまでいつ奄美に来るか，農家はびくびく

しながらの毎日であります。農作物は野菜類でも播種から収穫まで，約３・４か月かかります。果樹に

なると１年もかかります。台風にあったら収入は０円，しかし，それまでかかった費用を考えるとマイ

ナス，それにかかった労賃も含めると借金が残るだけと，その繰り返しではなかなか農家は定着しない

し，農家所得も上がらない，そういう現状であります。奄美市の成長戦略ビジョンの３本柱に農業，１

次産業の振興が謳われております。奄振交付金の農業創出支援事業を利用して，高付加価値のある作物

を導入した台風にも強い鉄骨ハウスを導入して，農家が安心して安定した収入が得られる農業政策は考

えられないのか，お尋ねをいたします。 

 

農政部長（奥 正幸君） 台風に強い鉄骨ハウスの導入はできないかとのお尋ねに対して答弁いたしま

す。奄振交付金の奄美農業創出緊急支援事業を含む各種補助事業における鉄骨ハウス等の整備につきま

しては，鹿児島県園芸施設ガイドブックに基づき導入できる制度がございます。事業主体といたしまし

ては，市町村，農協，農業者が組織する団体等が対象で，農業者が組織する団体においては受益農家３

戸以上で農作物の栽培等を行う場合に作業の共同化などが基準となっております。また，市町村が事業

主体となって鉄骨ハウスを建設する場合は，営農研究施設として研修用ハウスの整備が対象となってお

ります。現在，次年度以降の一般農家から鉄骨ハウス等の整備要望を受けまして，県と協議する予定で

はございますけれども，その鉄骨ハウスについてはパイプハウスより建設費が非常に高額となるため，

県の審査において，施設整備費と農作物の収益等を比較した費用対効果要件など採択基準がありまし

て，その基準を満たさなければならないということもございます。これまでに本市では農家への導入実

績はございません。このようなことから鉄骨ハウスの導入につきましては，地域の特性に合った栽培作

物の検討と併せまして，県との協議，要望なども含めまして，議員御指摘のとおり，災害に強いハウス

の整備により生産基盤を強化し，付加価値の高い農業生産の推進に努めてまいりたいというふうに考え

ております。 
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１４番（叶 幸與君） その市のですね，今，硬質を使ったハウスありますよね，あれは鉄骨なんです

か。パイプなんですか。 

 

農政部長（奥 正幸君） 本市でですね，研修用のハウスということでは，本市が事業主体となって笠利

のほうで，平成１２年・１３年にですね，硬質プラスチックハウスですね，イコール鉄骨ハウスのこと

を硬質プラスチックハウスと言いますけれども，整備した経緯はございます。あくまでも研修用のハウ

スでございます。 

 

１４番（叶 幸與君） 例えば，今回はほとんど台風は逸れたんですが，それでもやっぱり風がもろに受

けて，もうほとんどもうやられているわけですよね。そうすると，例えば，３０メートル，４０メート

ルぐらいのね，そういう台風の強い，そういう例えば，鉄骨までじゃなくても，パイプハウスの強固な

直径がちょっと４５とか，それ，そういったハウスなんかはないんですかね。 

 

農政部長（奥 正幸君） 補助事業で整備できる農業用のハウスの種類ということで，約１９種類ほどご

ざいます。その中で一番費用の高いというか，単価の高いものが鉄骨ハウス，イコール硬質プラスチッ

クハウスでですね，平米単価で整備費用が２万５，０００円ぐらいすると思うんですけど，それ以外に

ですね，災害に強いパイプハウスということで，中期展張型ハウス，平米単価１万２，０００円ぐらい

しますけれども，要するに天井に鋼管をですね，２．５メートルおきに使用して，風対策，暴雨対策と

いうことで，この設計の限界風速，それでもビニールハウスはちょっと剥がさないといけないんですけ

ど，風速６４メーターには耐えられるというような，中期展張型ハウスという災害に強いハウスなども

当然補助対象にはなっているということでございます。 

 

１４番（叶 幸與君） 補助対象にはなっているけど，その鹿児島県の園芸施設ガイドブック，その中で

は言わば換金性の高い作物じゃないと入れられないという規制が入っているということなんですね。う

んうん。この鹿児島県の園芸施設ガイドブックなるものがあるんですが，奄美本島と離島，徳之島や永

良部，与論，こういったところでの，やっぱり中に入れる作物，この地域特性があるんですよね。永良

部でいうと，もう花き園芸というふうなことで，もう，そこが換金性も一番高いんですけどね，そうい

った部分では，永良部，ほとんどみんなこういう奄振のいい事業がありながら，今，ほとんど南部のほ

うに持っていかれている。本島内は何をしてるんかと私はそう言いたいんですうよね。そういった部分

で言えば，やっぱり１次産業の農業を頭に挙げているわけですから，成長ビジョンの，そういった部分

で言えば，やっぱり市は何らかそういう方策をやっぱり立てていかんばいかんじゃないかと，僕はそう

思うんですよ。その件に関してどう思いますか。 

 

農政部長（奥 正幸君） どうしても，農業の振興ということでですね，本市もかなり対策をですね，い

ろんな方面と，県とも協議しながらですね，進めているところなんですけど，この硬質プラスチックハ

ウス，鉄骨ハウスにつきましてはですね，かなり中に，収益性の高い栽培作物でないとなかなか費用対

効果が上がらない，投資効果が上がらないということでですね，これ県下でもですね，なかなか事業の

導入って例はなかなか現在ではなくてですね，これ，大島本島内でもですね，この事業で取り入れて，

今最近の話ですけども，なかなか費用対効果が上がらないということで，ちょっと事業導入の実績など

は，私は個人的には聞いておりませんが，沖縄でもですね，この事業の補助事業のですね，奄振のこの

農業創出緊急支援事業の補助率が，今，国・県・市を含めて８７パーセント，２６年４月から補助率の

かさ上げがあって８７パーセントになっていますけれども，沖縄についてもちょっと調べましたけれど

も，沖縄についてはですね，国・県の事業が８０パーセントということで，それで市町村の補助率が，
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今現在，なかなか厳しいということで，沖縄でもその硬質プラスチックの事業の導入っていうのは，な

かなか厳しいというような話などを聞いているところなんですけど，必ずしもその硬質プラスチックだ

けが台風に強い，災害に強い農業用ハウスっていうことではない，先ほども申し上げました平米単価１

万２，０００円から，更にはもっと安い，災害に強いパイプハウスなどもございますので，その収益性

に見合った，投資効果に見合った栽培作物などをですね，検討をして農家にも勧めていきたいというふ

うに考えております。 

 

１４番（叶 幸與君） 分かりました。もうちょっと時間がありませんので，また，あと次に移りたいと

思います。 

 平張ハウスの整備事業，こういったのがあるんですが，花き限定で離島が主であるということで，奄

美市での導入は考えられていないのかをお尋ねします。その中で，平張ハウスの実証実験をしていると

思うんですが，その成果はどのようになっているか。また，奄美市でも平張ハウスを導入している農家

は何戸あるのか。花き限定となっているが，野菜等への導入はできないのか，ちょっとお尋ねします。 

 

農政部長（奥 正幸君） 平張ハウスの整備についてでございますが，その先ほどの県のガイドによりま

すと，花きに限らず野菜も含めて，すべての作物について対象となっております。同ハウスのメリット

はですね，パイプハウスより生産コストの低減が図られ，風に対する強度が強く害虫対策の薬剤散布回

数が少なく，ほ場の利用効率が高いなどがあり，花き栽培において沖永良部などで盛んに導入されてい

るところです。野菜なども対象になっておりますが，県の審査において，やはり施設整備費と作物の収

益性を考慮した場合，花き栽培が優先されているのが現状でございます。奄美市における平張ハウスの

導入の実績についてでございますが，研修ハウスということで，平成２３年度に農業創出支援事業で笠

利地区の営農センターと名瀬地区の農業研修センターにおいて，農業研修事業の充実と研修終了後の作

物の選択肢を広げるために整備いたしました。現在の利用状況については，菊の植え付け，薬剤散布な

どの管理作業，収穫と一連の研修を実施しているところでございます。本市における平張ハウスの導入

については，名瀬地区農業研修センターに３棟，笠利地区の営農支援センターに１棟整備しており，研

修用施設としては導入しておりますが，一般農家では導入実績はございません。以上でございます。 

 

１４番（叶 幸與君） 世界自然遺産登録後にこの奄美への観光客が増加は，これはもう目に見えている

と思うんです。そこの中では地場産食材の利用増，これが考えられております。また，名瀬・住用地区

の学校給食センターの設立に伴い，この中でも地場野菜の継続的な供給をするにも，この平張ハウス

は，私は必要であるんじゃないかなと思うんですよね。風にもある程度強いということと，コストが安

いというふうなそういった部分があります。そういった部分で言えば，この必要性，この，また当局は

どういうふうに考えているのか，お尋ねします。 

 

農政部長（奥 正幸君） お尋ねの野菜における平張ハウスの整備でございますけれども，議員おっしゃ

るとおり，今後，世界自然遺産登録などによる入り込み客の増加等に対応するためにも，安定した地場

産野菜の栽培ができる施設整備は必要と考えております。このようなことから，奄美の地域性を考慮し

た事業の取組として，観光客の増加などに伴う地場産食材の安定供給，また，地場産野菜の安定供給が

見込まれること，また，投資効果対策として年に２作以上，年に何回も収穫できる収益性の高い葉物野

菜などを栽培作物として，平張ハウスに導入できないかどうか，県と協議をし要望してまいりたいとい

うふうに考えております。 

 

１４番（叶 幸與君） もう，これは是非進めてもらいたいと，このように思います。 

 次に，市民生活について。下佐大熊住宅の建て替え計画はどのようになっているのか。住宅問題に関
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しては私はこれまで何回と取り上げてまいりました。私のライフワークの一つにもなっており，最後に

下佐大熊市営住宅の建て替えについて質問をいたします。まず，名瀬市時代から取り上げてきまして下

佐大熊特定住宅の建設は，１・２号棟が昭和４３年度に始まり，毎年２・３棟ずつを建設して，昭和４

７年度で全１３棟が建設となっております。それで，３８年から４３年が経過しております。外壁もコ

ンクリート落下，ひび割れがあり，鉄筋も剥き出しになり手摺りや窓もぼろぼろ，玄関ドアが腐食して

まともに閉まらない，水道管から赤さびが出るなど，今まで取り上げてきましたが，改修工事をしなが

ら現在に至っております。当時の私の建て替えに関する質問の答弁では，現在，耐用年数に至っていな

いとか耐用年数の２分の１にきていれば建て替えもできなくはないが，その当時，１号棟・２号棟は何

とかできても，ある程度まとまった号棟で集中して建て替えたほうが計画もしやすく，住宅マスタープ

ランが出てくるの待って考えていきたいとの，こういう答弁が返ってくるばかりでありました。あれか

ら１０数年が経ち，建物も老朽化が著しく，部屋の中も床がぼこぼこ，窓はすきま風や雨が吹き込み，

ドアを腐食して開閉がしにくく，また，住んでいる住民も老人所帯や１人暮らしが多くなり，しかもエ

レベーターがないので，階段の上り下りが困難で，住み替えを希望してもままならない状況でありま

す。その後，建て替え計画はどのようになっているのか，お伺いいたします。 

 

建設部長（砂守久義君） お答えいたします。議員御指摘のとおり，下佐大熊住宅と呼ばれております佐

大熊特定団地には，昭和４３年から昭和４８年にかけて建設されました１３棟３９０戸の住宅がござい

ます。この団地におきましては，高齢化世帯が増加しており，階段の昇降に支障を来しているため，対

策を求める高齢者の方が増えてきております。その対応としまして，現在までに階段への手摺りの設置

や上層階から低層階への住み替えを行ってきております。佐大熊特定団地の建て替えにつきましては，

このような高齢者の方々への対策を含め，検討していかなければならないと考えております。また，建

設から既に４０年以上が過ぎ，建物の耐用年数自体は経過していないものの，老朽化が著しく，給排水

や電気設備等も劣化してきているため，建て替えを検討する時期に来ていると認識しております。しか

しながら鉄筋コンクリート造り５階建ての住宅を建て替えるとなりますと，建設解体にかかる莫大な費

用や現在入居されている方々の移転にかかる仮住居の確保の問題がございます。また，建て替え後の住

宅の家賃が現在の家賃の３倍から５倍になることが予想され，入居者の家賃負担が増加するといった問

題もございます。このようなことから，現在の入居者の方々へ住宅の建て替えを行う場合の課題を説明

し，理解していただいた上でアンケートなどにより意向調査を行い建て替えの是非や建て替える場合の

住宅の規模等を検討してまいりたいと考えておりますので，御理解を賜りたいと思います。 

 

１４番（叶 幸與君） よろしくお願いします。 

 次に，サービス付き高齢者住宅についての市の計画に対してですが，２０２５年問題で，現在，高齢

者保健福祉政策は見直されてきております。国もこの問題には真剣に取り組んでおり，地域包括支援体

制やサービス付き高齢者住宅に対しての補助事業等も考えているようであります。奄美市の第６期高齢

者保健福祉計画の重要課題の中でも，高齢者が安心できる住環境の充実が施策の５として挙がっており

ますが，サービス付き高齢者住宅について，市の計画はどのようなお考えか伺います。 

 

保健福祉部長（泉 賢一郎君） サービス付き高齢者向け住宅についてでございますが，この制度は国土

交通省がこの整備をする事業者に対して補助を行う制度でございまして，民間事業者に対して補助金を

支給するものでございます。本市におきましては，本年度中にこの制度を活用した住宅が１施設建設さ

れる見込みでありますが，先ほど申しましたとおり，事業そのものが民間事業者の行うものを国が補助

する制度でございますので，現在のところ，市としての具体的な整備計画を定める性質のものではござ

いませんので，御理解をお願いいたします。しかしながら，議員がおっしゃいましたとおり，第６期介

護保険事業計画においても高齢者が安心して暮らせる住環境の整備が位置付けられているところであ
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り，市といたしましても高齢者が住みよいまちづくりに取り組んでまいりたいと存じます。 

 

１４番（叶 幸與君） 例えば，下佐大熊集合住宅跡地，これ，地域住民の要望として，生鮮３食品を扱

うスーパーの誘致を主とした募集をかけていましたが，未だ更地の状況が続いております。この状況が

こう進展しないんであれば，佐大熊地区は高齢者の多い地区でもあり，用途を見直して今後のモデルと

してもサービス付き高齢者住宅を導入したらと考えますか，いかがでしょう。これは，民間含めてです

けど。 

 

総務部長（東 美佐夫君） お尋ねの件については，土地利用検討委員会，これは民間の方々から構成さ

れていますが，提言を踏まえて，過去２回一般競争入札を行っております。ちょっと経緯を御説明しま

すと，１回目のほうは，２回実施いたしましたが，結果としていずれも応募がなかったということでご

ざいます。この結果を踏まえて，下佐大熊併存住宅に，跡地については，今後，売却方法や入札条件の

変更を含め，関係各課と協議を図った上で，再度土地利用検討委員会で検討してまいりたいと考えてお

ります。なお，用途を見直して今後のモデルとして，サービス付き高齢者住宅を導入したらという御質

問でございますが，入札条件の見直しを含めてですね，住宅用地を含められないかどうか，併せて検討

委員会のほうに諮っていきたいというふうに考えておりますので，御理解をお願いします。 

 

１４番（叶 幸與君） よろしくお願いします。そろそろまた，ぺんぺん草が生えてきているようでござ

いますので。 

 次に，認知症の人を含む高齢者に優しい地域づくりの推進について。市は平成２７年度から平成２９

年度を計画期間とする第６期奄美市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画を策定しております。市

長は第６期計画策定に寄せて，高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには，地域のつな

がりの重要性を再認識し，子どもからお年寄りまでそれぞれが支え合い知恵を出し合うことで，将来に

わたって持続可能な本来の結いの姿を構築することが必要不可欠であると挨拶されております。先日，

ある相談を受けました。市営住宅に住んでいる１人暮らしの高齢の知人が体調不良で入院したが，も

う，どうも認知症が入っている様子で，家の中は足の踏み場もないほど散らかって，冷蔵庫は物がいっ

ぱい詰まり腐って異臭が外まで漏れており，風呂に入った形跡もない。このまま退院して家に帰してよ

いのか，何らかの対策をお願いしたいとの相談でありました。早急に市の高齢者福祉課と建築住宅課に

連絡を取り，何とか解決をすることができました。改めて関係職員の皆様に感謝申し上げます。このこ

とから，介護認定を受けている高齢者，自ずと市や介護施設や民生委員等に把握されているが，生活保

護所帯でもなく，介護認定を受けていず，どこともかかわりがない１人暮らしの高齢者の場合，１人で

何でもできるときはよいが，いざ認知症が入ってしまったときには，孤独死や火災の危険等さまざまな

問題が考えさせられました。そこで，個人情報保護法のもとでの独居老人の掌握はどのようにするか，

独居老人の年金生活者で急に認知症になった人への対応，また，誰も身寄りのない独居老人の場合はど

うするか。建築住宅課と高齢者福祉課や，その他担当部署間の連携が重要と考えるが，その連携はどう

いうふうに図っているかを，ちょっとお尋ねいたします。 

 

議長（竹田光一君） 時間が押してますので，簡潔にお願いします。 

 

保健福祉部長（泉 賢一郎君） ４項目ほど御質問をいただきました。 

 まず，独居老人の掌握方法についてでございますが，地域包括センター，在宅介護支援センターにお

いて，その把握に努めるとともに，民生委員などに協力を依頼しているところであります。また，地域

見守りネットワークづくりに９自治体が取り組んでおりますので，今後も整備体制を図っていきたいと

思います。 

－ 169 －



 

- 170 - 

 

 ２番目に，独居老人の認知症への対応でございますが，認知症カフェや認知症サポーター養成講座な

どを実施しており，認知症に対する市民の理解をしていただくことに取り組んでおります。 

 ３番目に，身寄りのない高齢者につきましても，同様に地域とのかかわり，つながりが途切れないよ

う取り組んでおり，同様の取組をしているところでございます。 

 ４番目に，独居高齢者の対応につきましては，日頃からの地域の情報を民生員から得るなど，地域と

のかかわりが非常に重要ですので，常に連携が取れる関係を構築していく考えでお伺います。 

 

１４番（叶 幸與君） はい，どうもありがとうございました。 

 教育行政について，教育長の土曜授業についての教育長の考え，これ，感想を一言，短めにお願いし

たいと思います。 

 

教育長（要田憲雄君） 本市におきましては，本年４月から市内２８校全小・中学校において，月１回第

２土曜日の午前中３時間の土曜授業を始めました。学校からの報告によりますと，保護者の来校や参加

がより多くなった。多くの保護者や地域住民の参観の機会を増やすことができて，開かれた学校づくり

につながったということで，このことからいたしましても，保護者の方々の概ねの理解を得られたと考

えているところでございます。従いまして，土曜授業の今後の方針といしましては，本年度と同様，第

２土曜日の月１回程度を継続してまいりたいとそのように考えておりますので，御理解いただきたいと

存じます。 

 

１４番（叶 幸與君） 教育長，どうもありがとうございました。私は今議会，任期満了をもって議員辞

職をいたします。平成１２年，旧名瀬市議会議員初当選以来，４期１５年間努めさせていただきまし

た。市民の皆様，職員の皆様，また，同僚議員の皆様には大変お世話になりました。ここに厚く御礼を

申し上げます。私が当選した平成１２年以降は，バブルがはじけ大島紬が落ち込んできて，人口がどん

どん減少してきて，第２の夕張とも報じられ，基金を取り崩して予算を組まなければならない状態であ

りました。その後，３市町村の合併，奄美豪雨災害，改正奄振法の施行，世界遺産登録にノミネート，

大型クルーズ船やバニラエア就航等々，今後の奄美は希望が見い出せてくるものと確信をいたしており

ます。このような中で議会や当局がしっかりと奄美丸の舵取りをお願いするものであります。私がこの

１５年間を通して一番の思い出は，平成１８年３月２０日の３市町村の合併でありました。当時，名瀬

市議会の文教厚生委員長として合併協議会の中でまとめてきたことであります。あれから早いもので１

０周年を迎えるに至りました。合併した３市町村の全住人が合併してよかったと言えるような均衡ある

発展のために，市長は汗を流していただきたいと思います。そして，職員に対して要望することは，ま

ず，気持ちのよい挨拶と笑顔を忘れないこと，そして，受け身ではなく能動的にすぐ動くこと。どんな

些細なことでも，すぐ動き対処することが市民から信頼される，市民に優しい市役所になると考えま

す。あと任期が２か月余りありますが，残された任期をしっかり努めてまいります。今後は１市民とし

て地域の中で奄美市発展のために頑張ってまいりたいと思います。本当にありがとうございました。以

上で私の一般質問を終わります。 

 

議長（竹田光一君） 以上で，公明党 叶 幸與君の一般質問を終結いたします。 

 これをもって，一般質問の日程は全部終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 議案等調査のため，明日１１日から１３日まで休会としたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 
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 よって，明日１１日から１３日まで休会いたします。 

 ９月１４日午前９時３０分，本会議を開きます。 

 本日はこれをもって散会いたします。（午後３時４７分） 
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議長（竹田光一君） おはようございます。ただいまの出席議員は２０名であります。会議は成立いたし

ました。 

 これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

                     ○              

議長（竹田光一君） この際，お諮りいたします。 

 お手元に配付のとおり上程されております議案第６０号 工事請負契約の締結について及び議案第６

１号 工事請負契約の締結についての議案２件について，当局から訂正の申し出があります。 

 当局の申し出のとおり承認することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，申し出のとおり承認することに決定いたしました。 

 この議案２件の訂正は，上程後の訂正であります。当局におかれましては，緊張感を持って職務にあ

たっていただきますよう特に要請をしておきます。 

                     ○              

議長（竹田光一君） 本日の日程は，お手元に配付してあります議事日程表第２号のとおりであります。 

 日程に入ります。 

 日程第１，議案第５０号 平成２７年度奄美市一般会計補正予算（第４号）についてから議案第６１

号 工事請負契約の締結についてまでの１２件を一括して議題といたします。 

 ただいま議題といたしました議案１２件に対する質疑に入ります。 

 なお，質疑に際しては，所見を差し控えられますようお願いをいたします。 

 それでは，通告のありました順に発言を許可いたします。 

 はじめに，社会民主党 関 誠之君の発言を許可いたします。 

 

１１番（関 誠之君） 市民の皆さん，議場の皆さん，おはようございます。 

 はじめに，豪雨災害でお亡くなりになりました方々に，衷心から御冥福を申し上げたいと思います。

また，災害に遭われた方々，一日も早い復興をお祈りを申し上げたいと思います。 

 それでは，私は社会民主党，社民党の関 誠之でございます。 

 それでは，議案第５０号 平成２７年度奄美市一般会計補正予算（第４号）について質疑をいたしま

す。 

 ３款１項９目介護保険支援事業，１３節委託料３９８万２，０００円について。一つ，市民後見推進

事業はどのような事業で，委託料３９８万２，０００円の内訳をお示しください。二つ目，成年後見制

度との違いは何であるのか。三つ目，どこに委託をするのか。障害福祉費の当初予算に計上してある成

年後見制度審判請求助成金との関連はどのようになっているか。また，その実績をお示しください。 

 大きな２番目，３款２項２目児童福祉費，１３節委託料２４７万２，０００円について。一つ目，フ

ァミリーサポートセンター業務についての概要をお示しください。二つ目，報酬は幾らで，業務の時間

帯はどのように考えているのかお答えください。三つ目，委託料２４７万２，０００円の内訳をお示し

ください。四つ目，どこに委託をするのか，委託者を決めるのはどのような方法で決めるのかお答えく

ださい。 

 大きな３番であります。７款１項７目１５節工事請負費及び１８節備品購入費について。一つ，工事

請負費の１９０万円はどのような工事なのか。４９９万５，０００円の備品購入費はどのような機械器

具なのか，なぜ９月補正なのかをお示しください。二つ目，工事請負費や備品購入費に際して費用の支

出は健康体験交流館とどのような取りきめになっているのか，お答えください。財源は地方債となって

いるが，どういう地方債であるのか。三つ目，健康体験交流の過去３年間の利用実績と剰余金をお示し

ください。よろしくお願いをいたします。 
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議長（竹田光一君） 答弁を求めます。 

 

高齢者福祉課長（森岡博文君） おはようございます。それでは，議員の御質問の市民後見推進事業につ

いてお答えいたします。これは国の地域医療介護総合確保基金のうち，権利擁護人材育成事業メニュー

を利用し，市民後見人の養成を目的とするものです。２分の１の国庫補助となっております。内容につ

きましては，今後ますます増加傾向になると予測される認知症高齢者等，特に一人暮らしなどで判断能

力の低下した方の後見人として，協力をいただける一般市民の方の養成を目的とし，本年１０月から来

年３月までの半年間をかけまして，約３０科目の講義演習を行うものであります。 

 委託料３９８万２，０００円の内訳についてでありますが，賃金共済費８５万３，０００円，講義及

び市民向けフォーラム等の講師への謝金として９５万円，研修旅費２５万２，０００円，需用費１５２

万４，０００円，役務費１０万２，０００円，レンタカー借上料３０万円となっております。 

 成年後見制度につきましては，判断能力の低下した高齢者や障害者などの権利擁護のために，家庭裁

判所に審査請求を行い，家庭裁判所の管理のもとに被後見人の金銭管理などを実施するものですが，後

見人として親族のほか，親族の後見が適さない場合などは第三者後見という形で実施しております。今

回の市民後見人の養成につきましては，この第三者後見人を養成し，受け皿を強化することにより，成

年後見制度をより身近に使いやすいものにできないかと考えています。 

 次に，委託につきましては，平成２４年３月に設立されました，ＮＰＯ法人あまみ成年後見センター

への委託を予定しております。今回の事業を実施するにあたり，専門的な知識や技術を必要とすること

から，奄美市におきましては他に事業所がなく，同法人への委託が適当であると考えるものです。 

 次に，障害者福祉費の成年後見制度審判請求助成金についてですが，まず，後見制度を利用するにあ

たり，家庭裁判所への審判請求を行う必要がありますが，この審判請求は４親等以内の親族が行うとさ

れています。しかし，請求できる親族が不在の場合や虐待等により親族からの請求が適当でない場合

は，市町村長からの請求が可能であり，その請求に係る費用及びその後の後見人への報償費を予算計上

しているものであり，今回の市民後見人養成とは目的を異にするものです。 

 本市におきましては，障害者の市町村申請は平成１９年度に１件，高齢者につきましては高齢者予算

により平成２６年度に１件の実績がございます。毎年予算計上を行っていますが，障害者や高齢者の権

利擁護のために確保が必要なものと考えていますので，御理解を賜りたいと思います。以上でございま

す。 

 

福祉政策課長（山田和憲君） おはようございます。それでは，お尋ねのファミリーサポートセンターに

つきまして，概要を御説明いたします。ファミリーサポートセンター業務は保護者の急用等のときに子

どもを預かってもらいたい利用会員の依頼に応じまして，子育ての手伝いができる提供会員を紹介し，

相互の信頼と了解の上で，一時的に子どもを預かる相互援助活動の仲介を行おうとするものでございま

す。援助活動の内容といたしましては，保育所等の終了時間後，または学童保育の終了時間後に子ども

を預かること。保育所等までの送迎を行うこと。保護者が外出の際，または保護者が病気の際に子ども

を預かること。産前産後の会員に対しまして，家事育児支援を行うこと。その他，会員の育児に関して

必要な援助を行うことなどを考えております。 

 センターでの業務は会員募集及び登録，援助活動の調整業務，会員に対して援助活動に必要な知識を

付与する講習会の開催，センターの方法や子育て支援の関係機関や地域との連携などが考えられており

ます。 

 次に，報酬と業務時間帯へのことでございますが，報酬につきましては，子どもを預かってほしい，

いわゆる依頼会員が援助を行いたい提供会員へ直接料金を支払いますが，１時間当たり６００円として

おります。これは，平日の朝の７時から夜の７時までの時間帯の料金でございます。それ以外の時間帯

－ 175 －



 

- 176 - 

 

については，１時間当たり７００円を予定しております。ファミリーサポートセンターの開設時間は，

月曜日から土曜日までの午前８時から午後７時までの時間帯と考えております。援助活動の時間帯は，

依頼会員と提供会員の話し合いで決めていただくことになりますが，宿泊を伴う援助活動は，現在のと

ころ考えておりません。 

 続きまして，委託料２４７万２，０００円の内訳でございますが，ファミリーサポートセンターの運

営費として，賃金などの人件費で１２２万７，０００円，提供会員を養成するための講座，講師謝金と

して，会場使用料等を含め２７万５，０００円，保育室を設置するための建物の改修費用などで９６万

９，０００円を計上しております。子どもを預かる場合は，原則として会員の自宅を想定しております

けれども，保育室で預かることもできるように対応しようとするものでございます。 

 続きまして，委託先としてでございますが，委託先としては社会福祉法人やＮＰＯ法人などの法人格

を有するところを現在考えております。委託者を決める方法としましては，企画提案型のプロポーザル

で決めようというふうに考えているところでございます。以上でございます。 

 

紬観光課長（島名 享君） おはようございます。関議員にお答えします。７款１項，通告書では５目と

ありましたが，工事請負費と備品購入は７目でございますので，７目についてお答えいたします。７款

１項７目観光施設管理費の１５節工事請負費１９０万円は，タラソ奄美の竜宮施設内のプール施設の機

械設備改修工事でございます。改修の内容としましては，海水濃度センサーと塩素注入の薬注ポンプ取

替及び機械周りの配管などの改修工事でございます。同目の１８節備品購入費４９９万５，０００円

は，同施設のプール内にあるジェット水流をつくるアトラクションポンプ１０基と同じくプール施設内

にあるエアロゾル室の海水の霧発生装置が劣化により使用ができなくなったため更新するものでありま

す。 

 また，議員お尋ねのなぜ９月議会にということでございますが，今年７月までに先ほどの機械設備が

使用できなくなり，タラソ機能が半減したため，今回の補正となった次第でございます。 

 次に，②についてお答えいたします。管理施設の維持保全の係る費用の支出につきましては，基本協

定書の業務区分表に基づき行っております。業務区分の取り決めの中で，現在ある備品の購入について

は市が，軽微な修繕等については指定管理者が行うこととなっております。 

 また，財源につきましては一般会計補正予算書の歳入２１款市債，１項市債，３目合併特例債の中で

計上いたしております。 

 次に，③についてお答えいたします。過去３年間の利用者数及び剰余金の実績でございますが，平成

２４年度が利用者数７万７，９４９人，当期利益マイナスの１，１２１万８，０００円，平成２５年度

が利用者数７万３人，当期利益マイナスの１，０９９万９，０００円，平成２６年度が利用者数６万

９，３２７人，当期利益マイナス２，０３５万４，０００円の赤字となっております。以上でございま

す。 

 

１１番（関 誠之君） これから認知症が増えていく中で，この事業というのはそういった受け皿とし

て，大変重要なものだというふうに認識をしておりますが，その中でも後見人制度が実績として一人一

人ということであったんですけども，もっと潜在的にはあるんではないかなというふうに思いますけれ

ども，この後見人制度の普及がなかなか進まないという原因は，どのように認識をしておられるのか。

任意後見制度，法定後見人制度と，今言った市民後見制度という制度の在り方が三つほどあるように思

いますけれども，そういった中でもなかなか利用実績が上がって来ないというふうに思いますけれど

も，お答えいただきたいと思います。 

 二つ目のファミリーサポートセンターについては，サポートを行う会員の確保が課題であるというふ

うに聞いておりますけれども，その対策的なものはどのように考えておられるのか。また，昨年度国の

助成事業で養成をした子育て支援員という方がおりますけれども，この人が何名ぐらいで，実動何名ぐ

－ 176 －



 

- 177 - 

 

らいできるのかなと思いますが，お分かりになればお示しをいただきたいと思います。 

 そのほか，保育と預かり業務などを自宅でということありましたけれども，その自宅のいろんな危険

的なものが出てきますけれども，その辺についての対策はどのように取るおつもりなのか，この２点に

ついてお伺いをしたいと思います。 

 もう一つ，報酬は直接受け渡しというふうに言ってましたけれども，その辺のところが依頼される人

と依頼する側が直接お金のやり取りをするというふうに聞こえましたけれども，それではいろんなハプ

ニングと言いますか，障害が予想されますけれども，このファミリーサポートセンターというところ

が，そこにどのように絡んでくるのかこないのか，その辺まで少し明確にお答えをいただきたいという

ふうに思います。 

 三つ目の関係ですけども，今，お聞きいたしましたが，私はかなりタラソの客が伸びているんではな

いかなという想像をしていましたが，結果的に７万７，０００が６万９，０００と，伸びているのか

な。２４年が７万７，０００人と，２６年は６万９，０００人というふうに聞いたが，反対であったら

ごめんなさい。その中で，決算として剰余金がマイナス１，０００万円余り，出ておるんで，この辺の

ほうがちょっと心配でありますけれども，この辺の経営のことについて少し状況的に分かればお示しい

ただきたいと思います。 

 それと，先ほどの基本協定ということで，市の持ち出しということでありますが，そういった負担割

合というのはないのかどうか。そこまでお願いをしたいと思います。 

 

高齢者福祉課長（森岡博文君） 後見制度の利用者が少ないということでございますが，これはこの制度

がまだ市民にそんなに広く周知されてないとか，今までは専門職による後見人とか，親族による後見人

に限られており，なかなか難しい部分のあったのではないかと考えております。そのためにも，今回，

市民後見人を養成することによって，先ほども申し上げましたが，この制度がより身近に使いやすいも

のになるようにと考えているところでございますので，御理解をお願いします。 

 

福祉政策課長（山田和憲君） 会員の確保の件でございますが，現在，提供会員は去年の育成時点で３６

名でございます。また，新たに提供会員については，いわゆる子育て支援員として人数を増やしてい

く，養成をしていくというふうに予定をいたしております。それと，依頼会員でございますが，これに

つきましては，いろいろ広報活動などで周知を図っていきたいというふうに思っております。基本，自

宅で保育という形になりますが，この件に関しましても，保険等検討をしてまいりたいというふうに思

っております。 

 それと，報酬の手渡しですが，この部分につきましては，先例のうちの市町村でも，大体がこのよう

な状況でやっているんですけれども，より責任を，明確にするためには，いわゆるセンターの事務局と

の関わりあいについての比率を上げていくような形で検討してまいりたいと思っておりますので，御理

解をいただければと思っております。以上でございます。 

 

紬観光課長（島名 享君） それでは，タラソの指定管理者の経営状況につきましてお答えします。タラ

ソの指定管理者につきましては，利用者数が平成１９年をピークに減少しております。その中で，指定

管理者のほうで自主事業等行いながら改善に努めているわけでございますけれども，今回の指定管理者

契約につきましても，２８年３月３１日で５年間の契約が終了いたします。その中で，また市といたし

ましても新たに業務委託を公募するにあたりまして，管理保全についての取り決めなど，指定管理上の

検討など，すべてを検討しながら新たな契約を行っていきたいと思います。 

 あと，修繕工事の負担割合についてでございますが，業務分担の中で先ほども申しましたが，現在あ

る備品の購入については市が，軽微な修繕等については指定管理者が行うこととなっておりまして，両

者で協議をいたしましたが，今回の補正につきましては市が１００パーセント出す形になっておりま
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す。以上です。 

 

１１番（関 誠之君） はい，ありがとうございました。市民後見人制度については，この成年後見制度

は２０００年の４月にスタートしたんじゃないかと思いますけれども，それからもう１０数年経ってお

りますので，少し広報的なものを含めてですね，やっていただきたいなというふうに思いますが，これ

から市民後見制度というのが逆に主流になって，この成年後見制度が進んでいくんではないかなという

ふうに思いますが，その辺について普及をどのように考えているかということを最後の質問にさせてい

ただきます。 

 ファミリーサポートセンターについては，やはり先ほど申し上げました，このファミリーサポートセ

ンターの事務局が，しっかりとそういった契約についてですね，把握でき，また状況までしっかりと見

れるような体制を，どう作っていくかということが大事ではないかなというふうに思っておりますの

で，是非，そういった報酬の受け渡しでトラブルがないように，もしもあったら，お金のことですか

ら，非常にこの制度的な信頼をなくすのではないかなというふうに思いますから，ここのところも，ま

だスタートしておりませんから，スタートまでにじっくりと考えていただきたいということについての

見解があればお聞かせをいただきたいと思います。 

 あとのタラソの問題ですけれども，非常に心配をしております。観光の目玉と言ってもいい，このタ

ラソがですね，１，０００万円，毎年余りのマイナス，剰余金が出ないというようなことであれば，こ

の２８年の３月３１日の５年間契約を終了した時点で，本当に契約を，指定管理を引き受けてくれると

ころがいるのかなというふうなことを考えるわけですけども，その辺についての見解があればお聞かせ

をいただいて，私の質疑を終わりたいと思います。よろしくお願いします。 

 

高齢者福祉課長（森岡博文君） 市民後見制度の普及についてということでございますが，今後とも介護

事業所等の研修会などで，新たにこういう市民後見人を活用した後見制度もあるよということで，いわ

ゆるその仕事の中からその対象者を見つけるようなこともできますということで，広く市民に広げてま

いりたいと思っております。 

 

福祉政策課長（山田和憲君） 報酬の手渡しの件でございますが，これにつきましても事務局が関与でき

る限りにおいては，そういった間違いのないような形での対処できるよう努めてまいりたいと思ってお

ります。 

 

紬観光課長（島名 享君） タラソにつきましては，議員おっしゃるとおり奄美の目玉となる観光施設で

ございます。今年度指定管理の公募を行う際は，赤字の状況なども勘案しまして公募をしていきたいと

思いますので，御了解をお願いします。 

 

議長（竹田光一君） 次に，日本共産党 崎田信正君の発言を許可いたします。 

 

２２番（崎田信正君） おはようございます。日本共産党の崎田信正です。私は議案第５０号 平成２７

年度奄美市一般会計補正予算（第４号）について，３款民生費，１項社会福祉費，９目介護保険支援事

業費，１３節委託料の市民後見推進業務３９８万２，０００円についてと，同じく３款２項児童福祉

費，３目保育所費，７節賃金についての２点で質疑を行いますけれども，最初の市民後見推進業務につ

いては，今，関議員から詳しく質問があり，答弁もいただきました。１番目と２番目の質問について

は，それで了解ということにしますが，３番目のどの程度の人数を想定しているのかですね，推進業務

の需要の見込みについてお伺いをしたいと思います。これは，毎年需要があると思われますので，毎年

実施することになるのかなと思いますけれども，人数，想定人数を御説明いただきたいというふうに思
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います。 

 次に，保育士の賃金についてでですが，当初予算では保育士賃金として５，９５２万８，０００円が

計上されておりますけれども，今回の補正で１，０８４万円計上されました。その理由と内訳について

御説明をお願いいたします。以上です。 

 

議長（竹田光一君） 答弁を求めます。 

 

高齢者福祉課長（森岡博文君） それでは，崎田議員の御質問にお答えいたします。需要の見込みという

ことでございますが，まず，今回の市民後見人の受講予定でありますが，定員４０名の募集を行うこと

と想定しています。一方，ニーズの面につきましては，平成２４年９月にあまみ成年後見センターが実

施した調査では，施設，病院，在宅等で成年後見制度の利用が必要が思われる推計人数が２６８名程度

と想定しております。また，奄美市の認知症高齢者の数は，介護認定を受けている方のみので１，９７

８名，高齢者人口の１６パーセントとなっており，年々増加傾向にあり，介護認定を受けていない潜在

的な方を含めると，更にその割合は大きくなると予測されます。このような状況を踏まえますと，成年

後見制度の活用は，今後ますます重要になってくると思いますが，家庭裁判所名瀬支部管内で年間１０

件程度の申し立てしかなく，制度の周知と併せまして今回の市民後見人の養成事業により，より身近で

使いやすい制度になるものと考えていますので，実施について御理解を賜りたいと思います。 

 

福祉政策課長（山田和憲君） それでは，崎田議員の保育所の賃金１，０８４万円についてでございます

が，計上した，補正計上した理由とその内訳でございますが，名瀬と笠利にあります公立保育所の臨時

保育士の賃金分でございます。名瀬地区におきましては，当初予算の不足を計上するもので，臨時保育

士の４人分６か月分でございます。４月当初は１７人の臨時職員を見込んでおりましたが，半年が経過

した現在，通年で保育士が１９名分が見込まれるためのでございます。それと，笠利地区におきまして

は，赤木名保育所を利用する子どもの数が当初見込みよりも増加したことによりまして，保育士３人分

を増員したこととなっております。それと，臨時保育士の９人，これは笠利地区でございますが，の週

休代替分の賃金が当初予算で１月分しか計上してございませんでした。足りなかった１１か月分を今回

補正計上するものでございます。以上でございます。 

 

２２番（崎田信正君） 後見人の件なんですが，これから需要が見込まれるということになりますけれど

も，先ほど関議員の答弁のときにですね，一般市民が後見人となるものということで説明がありました

けれども，弁護士や司法書士などが後見人になる専門職の後見人と，それと一般市民が後見人になった

場合の何か違いというのがあるのでしょうか。 

 それと二つ目が，この成年後見制度利用の支援事業ですね，先ほど申し立てなどがまだまだ少ない状

況だということですが，今後の取組によって増えていくということになればですね，この成年後見利用

支援事業は，介護保険の特別会計で計上されているわけですよね。ここが増えていくとですね，介護保

険料の値上げの要素になるのではないか。値上げにならないような国の手立てとか，そういった対策

が，この制度は必ず必要な制度ですから，大いに利用喚起しなければいけませんけれども，それによっ

て介護保険料が値上げにつながるということについてはどうかなと思いますので，その辺り，値上げの

要素になるのかならないのかですね，そこのところの説明をお願いをしたいと思います。 

 

高齢者福祉課長（森岡博文君） そういう弁護士等の専門的後見人と一般市民後見人の違いということで

ございますが，それぞれで役割分担もありかなという感じで，先例地の例ではなっています。例えば，

いろんな住所変更等の手続きとか，金融機関の手続きとか，それぞれの専門職に任せたほうがいい部分

と，いわゆるそういう部分の使い分けというのもありかなと考えております。 
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 次に，これが介護保険の保険料の値上げにつながるかどうかということですが，その後見人がいわゆ

る一部介護を兼ねるとか，そういう部分であれば，それは介護保険料にかえりますけれども，後見人の

費用そのものは受益者の一応は負担ということになりますので，直接的にはそのつながりはないと思っ

ております。以上です。 

 

議長（竹田光一君） よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 議案第５６号及び議案第５０号 平成２７年度奄美市一般会計補正予算（第４号）中の関係事項につ

いての２件は，これを総務企画委員会に，議案第５１号，議案第５２号，議案第５７号，議案第６０

号，議案第６１号及び議案第５０号 平成２７年度奄美市一般会計補正予算（第４号）中の関係事項に

ついての以上６件は，これを文教厚生員会に，議案第５３号から議案第５５号までの３件，議案第５８

号，議案第５９号及び議案第５０号 平成２７年度奄美市一般会計補正予算（第４号）中の関係事項に

ついての以上６件は，これを産業建設委員会にそれぞれ付託いたします。 

                     ○              

議長（竹田光一君） 日程第２，議案第６２号 工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） おはようございます。それでは，ただいま上程されました議案第６２号の提案理由

を御説明申し上げます。 

 議案第６２号の工事請負契約の締結につきましては，平成２７年度小湊小学校校舎改築工事（１工

区）の請負契約を締結するため，地方自治法第９６条第１項第５号の規定によりまして，議会の議決を

求めるものでございます。 

 以上をもちまして議案第６２号の提案理由の説明を終わりますが，何とぞ御審議の上，議決してくだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

議長（竹田光一君） ただいま提案理由の説明がありました議案第６２号に対する質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 議案第６２号 工事請負契約の締結については，これを文教厚生員会へ付託いたします。 

 この際，御報告いたします。 

 本定例会において受理いたしました陳情及び請願は，お手元に配付してあります文書表のとおり，所

管の各常任委員会に付託いたしましたので御報告いたします。 

 お諮りいたします。 

 各常任委員会審査及び報告書整理のため，明日１５日から２３日まで休会としたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，明日１５日から２３日まで休会することに決定いたしました。 

 ９月２４日午前９時３０分本会議を開きます。 

 本日は，これをもって散会いたします。（午前１０時０６分） 
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5
市 川 哲 義 君

6
元 多 政 重 君

7
東 美 佐 夫 君

10 奥 田 敏 文 君 11 三 原 裕 樹 君

19 前 田 和 男 君 21 則 敏 光 君

前 田 美 佐 男 君 泉 賢 一 郎 君

中 元 幸 立 君 菊 田 和 仁 君

久 保 信 正 君 奥 正 幸 君

山 田 春 輝 君 砂 守 久 義 君

戸 田 正 利 君 上 島 宏 夫 君

森 山 直 樹 君 保 浦 正 博 君

○　職務のため会議に出席した者は，次のとおりである。

商 工 観 光 部 長

財 政 課 長 市 民 部 長

市 民 課 長

商 水 情 報 課 長 農 政 部 長

建 設 部 長

市 長 副 市 長

教 育 長
住 用 総 合 支 所
事 務 所 長

笠 利 総 合 支 所
事 務 所 長

総 務 部 長

上 下 水 道 部 長

教 育 委 員 会
事 務 局 長

教育委員会総務課長
兼行革調整監兼給食
センター整備対策監

企 画 調 整 課 長総 務 課 長

保 健 福 祉 部 長

福 祉 事 務 所 長

土 地 対 策 課 長

土 木 課 長
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議長（竹田光一君） おはようございます。ただいまの出席議員は２０名であります。会議は成立いたし

ました。 

 これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

                     ○              

議長（竹田光一君） 本日の会議は，お手元に配付してあります議事日程第３号のとおりであります。 

 日程に入ります。日程第１，議案第５０号 平成２７年度奄美市一般会計補正予算（第４号）につい

てから，議案第６２号 工事請負契約の締結についてまでの１３件を一括して議題といたします。 

 ただいまの議案１３件について，各委員長の審査報告を求めます。 

 最初に，文教厚生委員長の審査報告を求めます。 

 

文教厚生委員長（多田義一君） おはようございます。御報告申し上げます。 

 文教厚生委員会は，９月１５日の１日間開会し，慎重に審査をさせていただきました。当委員会に付

託されました議案第５０号から議案第５２号まで，及び議案第５７号並びに議案第６０号から議案第６

２号の７件の質疑について，審査結果を御報告いたします。 

 はじめに，議案第５０号 平成２７年度奄美市一般会計補正予算（第４号）中関係事項について，補

足説明があり，委員より，市民後見推進業務委託料についての質疑があり，当局より，この制度は国の

補助２分の１を利用して行う事業で，その人の財産の管理を行う後見人を，通常は親族が行うのが半数

であるが，第三者後見として弁護士など専門職が行うことがあります。それに加えて一般市民の方も後

見人になれるよう国がガイドラインを示し，それに沿った科目を受講してもらい，後見人になれるよう

講義とか演習を行う事業で，半年間行う予定であるとのこと。また，委託先はどこかとの質疑に対し，

ＮＰＯ法人奄美成年後見センターに委託する予定である。 

 また，委員より，ノネコ対策についての質疑があり，当局より，ノネコや外来種などの問題は，世界

自然遺産登録に向けて重要な課題と考えておりますので，今後の関係団体との検討会や会議などで対策

を検討したいとのこと。 

 その他にも，保育所費の中から臨時職員の件やファミリーサポートセンターの件など質疑がありまし

たが，省略させていただきます。 

 次に，教育費に関して当局より補足説明があり，委員より，小中一貫教育について質疑があり，当局

より，平成２７年度から平成２９年度で文科省から県へ，県から市へ委託されて行う事業で，奄美市の

児童・生徒の学力向上や不登校の減少に向けて実践的な研究を行っていくものです。小中併設校である

東城小中学校を中心に研究を進め，他の小中併設校へ広げていく取組を行うものとのこと。 

 また，防災教育の件，学力向上の件，宇宿貝塚跡公園の件などの質疑がありました。 

 次に，議案第５１号 平成２７年度奄美市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について

は，特段の質疑はありませんでした。 

 次に，議案第５２号 平成２７年度奄美市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について，当局

より補足説明あり，委員より，財政安定化基金の件などの質疑がありましたが，省略をさせていただき

ます。 

 次に，議案第５７号 奄美市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定について補足説明があり，委員より，看護師だけであったものを准看護師を加えた理

由はとの質疑があり，当局より，保育所不足を補うためであり，保健師，看護師を保育士と見なしてい

た規定に准看護師を加え，保育士の見なし規定を広げようとする理由とのこと。 

 また委員より，保育ママ事業を住用に限定している理由はとの質疑があり，限定している理由はあり

ません。住用は認定保育所がなく，へき地保育所があるのみで，新たなこの制度を住用で実施している

とのこと。 

 ほかには特段の質疑はございませんでした。 
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 次に，議案第６０号から第６２号までの工事請負契約の締結について，３件の議案について，当局よ

り補足説明があり，委員より，クーラーの設置について質疑があり，当局より，空調設備については，

他の学校と同様に保健室，パソコン室，図書室には設置しますが，普通教室については予定はない。体

育館はミーティングルーム，いわゆる会議室のみとのこと。また，避難所としての機能はあるかとの質

疑に対し，当局より，避難所としても対応していくため，シャワールームも完備しており，トイレの数

も確保，２階建で武道館アリーナがあり，たくさんの人を収容できるとのこと。 

 その他にも質疑がありましたが，この際，省略をさせていただきます。 

 これらの７件の議案につきましては，お手元に配付いたしました審査報告書のとおり，いずれも全会

一致のとおり可決すべきものと決しております。 

 以上で文教厚生委員会の審査報告を終わりますが，御質疑がございましたら他の委員の協力を得てお

答えしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議長（竹田光一君） 次に，産業建設委員長の審査報告を求めます。 

 

産業建設委員長（奥 輝人君） 議場の皆さん，うがみんしょうら。おはようございます。 

 産業建設委員会は，９月１５日月曜日，１日間開催し，本会議において当委員会に付託されました議

案第５０号及び議案第５３号から５５号，５８号，５９号の６件を審査しました。 

 ６件の議案につきましては，お手元に配付しました産業産業建設委員会審査報告書のとおり，すべて

全会一致で可決すべきと決しました。 

 以下，議案審査の中で主な説明及び質疑について御報告します。 

 まず，議案第５０号 平成２７年度奄美市一般会計補正予算（第４号）について中，関係事項につい

て当局の補足説明があり，６款農林水産業費関係では，１目農地総務費の委託料１８４万円の減額につ

きましては，農村漁村活性化プロジェクト支援交付金事業喜瀬浦地区に伴う測量設計委託費の減額によ

るもの。２目林業振興費の委託料８７４万８，０００円につきましては，県補助事業の里山林機能回復

事業に伴うもので，一次配分事業費の確定による増額とのこと。使用料及び賃借料の１，０００万円の

土木機械借上料につきましては，市の単独事業で松くい虫による危険木の伐倒除去を行うもの。 

 次に，７款商工費関係について，２目商工振興費の奄美観光桜マラソン補助金５０万円の増額は，前

年度と同額の１５０万円にするため，５０万円の増額を計上すること。８目振興開発費の旅費２２万

８，０００円は，７月に連携協力の協定を交わしたランサーズ株式会社との連携構築のための出張経費

を計上。４目本場奄美大島紬振興費の工事請負費の５００万円は，本場奄美大島紬会館のエレベーター

更新取替工事の不足分など補足説明があり，委員より，３目農業振興費の中山間地域等直接支払交付金

６３０万円の内容について質疑があり，この事業は急傾斜地の農地保全を目的とした事業で，集落に対

して農地保全の計画書を作成していただき，それに対して市が交付金を交付する。補助率は国が２分の

１，県が４分の１，市が４分の１とのこと。 

 委員より，桜マラソン補助金の状況について，将来性や可能性についての質疑があり，桜マラソンの

補助金の状況は，平成２５年度までは１００万円の補助をしていた。平成２６年度は１５０万円で，今

年度は当初予算で１００万円を計上していましたが，実行委員会からの要望もあり，精査した結果，昨

年と同額の１５０万円が妥当という判断をしたとのこと。 

 また，参加者も年々増加している。昨年度は約２，０００人の参加があり，イベントの主体が民間で

あり，民間主導で行われるため，経済活力の効果が期待できると思うので，今後も同じようにバックア

ップができたらと考えているとのこと。 

 また委員より，本場奄美大島紬振興費の紬会館の工事請負費の５００万円の内容についての質疑があ

り，工事の内容は紬会館のエレベーターの改修で市が発注する。紬組合の所要分の負担分として２０パ

ーセント１００万円を歳入に計上してある。紬組合の財産の所有分は，１階から３階までの建物面積５
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８０平米となっており２０パーセントとなる。以外の８０パーセントは市の財産となるとのこと。 

 また委員より，３目振興開発費にランサーズ株式会社とフリーランスとしての事業内容と効果につい

ての質疑に，ランサーズ株式会社はインターネット上で企業側が仕事を発注するものと，それを個人が

受ける，それを仲介をする会社で，７月１日にフリーランス支援に関する協定を締結した。フリーラン

スの定義は，特定の個人に属さない個人または個人事業主としている。特定の企業に属さない方々，子

育てをされている主婦などがインターネットを介して仕事をする機会をつくりだしていこうとするもの

であります。そして，副収入的なものを上げていこうとするもの。このインターネットを使った仕事は

時間と場所にとらわれないものですから，全国どこでもできる。この奄美は自然にも恵まれており，定

住という点でも非常に有効な手段だと考えているとのこと。 

 ほかに多くの質疑がありましたが，この際，省略します。 

 次に，８款土木費関係について，当局の補足説明があり，主な質疑について，委員より，空港管理費

の減額についてと，職員数と業務についての質疑に，２目空港管理費は全額鹿児島県からの委託料で管

理をしている。職員数は正職員が５名，臨時職員が７名，業務の内容は空港の管理事務と電源局舎があ

り，空港の灯火関係の業務を行っているとのこと。 

 また委員より，住宅費の修繕箇所について今後の改築予定について，老朽化に対する取組について，

政策空き家の解体について，また土木費の人件費の減額についてなど，多くの質疑がありましたが，こ

の際，省略いたします。 

 次に，議案第５３号 平成２７年度奄美市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）について，当

局の補足説明があり，１款総務費については人事異動に伴う人件費の見直しによる増額，同じく２目受

益者負担金加入金徴収費につきましては，人事異動に伴う減額など補足説明があり，委員より，終末処

理場の今後の事業計画，総予算額について，また新たな施設の計画についての質疑に，終末処理場は平

成２５年から長寿命化計画により事業を進めており，平成３０年度まで計画，総事業費は約１０億８，

０００万円を予定している。また，３５年経過しており，改築事業も第１期として平成３０年度までで

すが，平成３１年度から第２期として老朽化に対する更新事業を考えている。新たな施設の計画はない

とのこと。 

 委員より，マンホールの鉄蓋１個の単価についてと，市デザインのものなのかの質疑に，マンホール

の鉄蓋は１個で約７万５，０００円，以前は市の独自のものでしたが，今は滑り止め付きの標準的なも

のを使っていいるとのこと。 

 ほかに特段の質疑はありませんでした。 

 次に，議案第５４号 平成２７年度奄美市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について，

当局の補足説明があり，１款総務費は人事異動に伴う人件費の見直しによる減額との説明があり，委員

から特段の質疑はありませんでした。 

 次に，議案第５５号 平成２７年度奄美市水道事業会計補正予算（第１号）について，当局の補足説

明があり，収益的支出について１款水道事業費用，１項営業費用，１目源水及び浄水費の負担金４４万

円は，大川ダム管理棟の冷暖房施設の更新費用，また１目から８目までは人事異動に伴う人件費３８０

万５，０００円の減額で合わせて３３６万５，０００円の減額。資本的支出については，１款資本的支

出，１項建設改良費，１目配水施設整備費の工事請負費２４０万円は，新川下流の下安勝橋の老朽化に

よる撤去に伴い添架されている配水管の布設替工事。２目の簡易水道事業簡易水道整備費の委託料１，

５１５万円は主に知根地区の水処理施設と住用地区の住用川に架かる，柳橋の架け替え工事に伴う水道

施設実施設計委託料。また，同じ２目の用地購入費６６万５，０００円は，知根地区の配水池の取付道

路工事に伴う用地費用，また１目から５目は人事異動に伴う人件費３８４万１，０００円の増額があ

り，合わせて２，２０５万６，０００円の増額と補足説明があり，委員より，収益的支出と資本的支出

の説明と，内部留保金の額についての質疑に，水道会計では水をつくる費用を収益的支出，主にハード

事業，工事等に関するものを資本的支出とのこと。内部留保金は平成２５年度が約８億３，０００万
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円，平成２６年度が約７億円とのこと。 

 ほかに多くの質疑がありましたが，この際，省略します。 

 次に，議案第５８号 奄美市農業用ビニールハウス使用料徴収条例を廃止する条例の制定について，

当局の補足説明があり，平成１４年度に奄美群島園芸振興産地定着促進事業で整備した農業用ビニール

ハウス６棟の老朽化及び耐用年数の経過による当該施設の貸付の終了に伴い，本条例を廃止しようとす

るものとの説明があり，委員より，過去３年間の実績について，ハウスを使用している方々の今後につ

いて，研修が終了した後の貸出し用としての鉄骨ハウスの導入について，今後，トレーニングハウスの

設置予定についてなどの質疑に，過去３年の貸付の実績は１０名，使用料は１棟当たり１０万円，すべ

ての方がパッションを栽培している。個人差はありますが，基準単収１トンに対して５００キログラム

ぐらいとのこと。平成２６年度から３名の方が使用していて，うち２名は今後３戸以上の組合をつくっ

て，平成２８年度の奄美農業創出支援事業でハウスを設置する予定。ハウスを設置するまでの間は，就

農促進ハウスを３名の方に貸し付ける予定とのこと。奄美市の研修生制度では１年間研修をした後に２

年間はサポートハウスを貸出しますが，その後は３戸以上の組合を作ってハウスの導入という流れにな

っているとのこと。トレーニングハウス貸出し用のハウスの整備については，現在の国・県の制度では

事業メニューにはないとのこと。 

 ほかに特段の質疑はありませんでした。 

 次に，議案第５９号 字の区域の変更について，当局の補足説明があり，平成２０年度から平成２６

年度に実施いたしました県営畑地帯総合整備事業屋仁地区の換地処分に伴い，字の区域の変更を行うも

ので，事業実施地区の８字の一部を区画整理後の地形に合わせ，それぞれ隣接する１０字に変更するも

のとの説明があり，委員より特段の質疑はありませんでした。 

 以上で産業建設委員会に付託されました議案の審査報告を終わります。 

 なお，御質疑がありましたらほかの委員の協力を得てお答えしたいと思います。 

 

議長（竹田光一君） 次に，総務企画委員長の審査報告を求めます。 

 

総務企画委員長（関 誠之君） 議場の皆さん，市民の皆さん，おはようございます。 

 総務企画委員会は，去る９月１６日水曜日，１日間開催し，慎重に審査いたしました。本議会におい

て当委員会に付託されました議案第５０号 平成２７年度奄美市一般会計補正予算（第４号）中，関係

事項について，議案第５６号 奄美市手数料条例の一部を改正する条例の制定についての議案２件につ

きましては，お手元に配付しました総務企画委員会審査報告書のとおり，すべて全会一致を持って原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

 以下，主な審査内容について御報告いたします。 

 議案第５０号 平成２７年度奄美市一般会計補正予算（第４号）中，総務企画委員会関係事項につい

て，当局から補足説明があり，１款議会費の２節給料，３節職員手当等，４節共済費は，定期人事異動

によるもの。９節旅費１００万円の減額は，所管事務調査が終了していることにより，減額補正したも

の。また，１１節需用費の１５万円については，図書購入費に当てるものである。 

 次に，全体的な人件費の給料，手当，共済費について，今回の補正の各費目における人件費増減は，

当初予算編成後の退職及び採用に伴う増減。また，４月の人事異動や育児休業者による増減が主な要因

となっている。その要因は，年間の時間外手当において２パーセントの増額分を計上したほか，共済費

は追加費用負担率の改定に伴う減額分等が含まれているとの総括的な説明がありました。 

 総務費，１項総務管理費，３目財政管理費，２５節積立金の地域振興基金１億２，４６１万２，００

０円の増額は，日本エアコミュータ株式会社から株主配当金１，７３５万１，０００円，名瀬中央青果

株式会社からの株主配当３８万９，０００円のほか，普通交付税等確定に伴い積み立てるもの。同じく

公共施設整備事業基金５，８６４万円の増額は，住用川総合防災流域事業に伴う用地代及び補償費を積
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み立てるもの。同じく庁舎整備基金５億円の増額は，普通交付税の確定に伴い，本庁舎建設に伴う一般

財源負担額として積み立てるもの。２款１項９目安全・安心対策費，１９節負担金補助及び交付金にお

いて，街灯設置費補助金を１，７５３万円の増額を計上した。これは，今年度から実施しているＬＥＤ

街灯への切替えを支援するもので，新設１６灯分，切替え１，１４２灯分となっている。この補正によ

り，全４，３４４灯のうち１，５４２灯分となり，およそ３５．５パーセントの進捗となる。２款総務

費，１項総務管理費，１０目情報化推進費におきまして，社会保障税番号制度，いわゆるマイナンバー

制度のシステム整備等に係る主な費用を計上した。主なものは１３節委託料に特定個人情報の保護対策

としてネットワークを分離するための必要な経費３１５万４，０００円，１９節負担金及び交付金に国

が構築する中間サーバープラットホーム，これは情報連携の対象となる特定個人情報の副本を保管する

システムであるが，この経費を２０８万７，０００円計上した。なお，補助率は１０分の１０であると

の説明がありました。 

 ほかに１４目庁舎建設事業費，９節旅費４４万４，０００円は，本庁舎建設基本設計及び実施設計の

アドバイザーに対する普通旅費，１３節委託料３，６００万円は，本庁舎建設に伴い，公民館，別館

等，既存庁舎の解体設計業務７００万円，及び地質調査業務２，９００万円を計上している。第２表，

債務負担行為１億２，６９３万円などの説明がありましたが，この際，省略をいたします。 

 平成２７年度１０月５日から行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律，略して番号法が施行されるため，個人番号カードの交付事務に着手する関連の経費と，本年４月

になって奄美市に決定した人権啓発活動を行う法務省の地域人権啓発活動事業等の補正予算を計上し

た。その主なものは，２款総務費，３項戸籍住民基本台帳費。１目戸籍住民台帳費の７節に個人番号カ

ードの交付事務に係る臨時職員の賃金１００万３，０００円，８節報償費に地域人権啓発活動活性化事

業講師等への謝金２０万円，１８節に備品購入として３１９万２，０００円を計上している。これは，

個人番号カードの本人確認書類裏書印字システム機器を４台購入するものである。歳入２０款諸収入，

５項雑入，７目消防費収入，１節消防費収入に１０５万８，０００円を計上した。これは，消防団員安

全装備品等助成事業に基づいて団員の公務災害を防止する目的で，災害対応用手袋を助成するもの。こ

れに対する支出は９款１項１目１１節需用費で消耗品の１０５万８，０００円である。助成事業申請時

は実員団員４００名であったが，現在団員数は４０８名であるため，８名分については需用費で対応

し，支給は年内と考えているとの説明がありました。 

 委員より，時間外勤務手当の５年間の傾向は残業をなくすためにどのような取組を行っているのか，

職員が足りないから残業をするのか，それとも仕事が量が増えたからなのかとの質疑があり，当局か

ら，災害を含めた時間外の全体的な予算は２４年度が１億２，２００万円，決算が１億２，８００万

円，執行率が１０４パーセント，２５年度の予算が１億７００万円，決算が１億８００万円，執行率が

１００．８１パーセント，２６年度予算が１億１，９００万円，決算が１億３，２００万円，執行率が

１１０パーセントとなっている。残業をなくすためには職員の土曜，日曜の超勤については，半日振替

えする取組を行っており，金曜日や給料日をノー残業デーとする取組を行っている。中には超勤が２０

０パーセントを超えるような部署もある。現状において行政に求められる仕事量や職員が少ないという

状況も超勤の要因として考えられるとの答弁がありました。 

 委員より，街灯のＬＥＤ化進捗が３５．５パーセントということだが，来年度の進捗率の目標値はど

れぐらいか。また，１００パーセントになったと仮定して，電気料がどれぐらい変わるのかとの質疑が

あり，当局から，本年度から約５年間で７２．３パーセントの目標としている。更に１０年間をかけて

ほぼ１００パーセントに近い形で進めていきたい。電気料については，九州電力に確認したところ，蛍

光灯の場合だと１灯当たり１か月で２８０円だが，これがＬＥＤの場合だと１３６円になるとの答弁が

ありました。 

 委員より，初年度で３５．５パーセントまでいったのだから，５年間で７２．３パーセントというよ

りは，一気に進めていただきたいとの要望が出されました。 
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 委員より，情報化推進費の中で，ネットワーク分離という話があったが，もう少し詳しく説明してい

ただきたいとの質疑があり，当局から，市役所の中には住基ネット，庁内ＬＡＮ，それからＬＧＷＡ

Ｎ，更にはインターネットというネットワークがある。今回，国のほうからマイナンバーを扱うために

は，インターネットと分離するようにと言われており，今回はインターネットを分離する作業を行うと

いうことであるとの説明がありました。 

 委員より，それは情報漏れは防ぐための対策ということか，委託料となっているが委託先は決まって

いるのかとの質疑があり，当局から，今回，国のほうから装置が配られるので，それをつけてネットワ

ークを分離し，安全に運用するということである。委託先は３社予定をしている。住基ネット，庁内Ｌ

ＧＷＡＮを構築した三つの企業にお願いする予定であるとの説明がありました。 

 その他，３社に委託する理由は何か，マイナンバーについて子どもなどの未成年が申請するのは難し

いと思うが，どのようにする予定なのか，これは必ず登録をしなければならないのかなど，多くの質疑

がありましたが，この際，省略をいたします。 

 次に，議案第５６号 奄美市手数料条例の一部を改正する条例の制定について，当局から，通知カー

ド，個人番号カードの発行等に関する実務については，地方公共団体情報システム機構，通称機構が行

う。市区町村は機構に対して通知カード及び個人番号カードの発行等に関する事務に要する費用に相当

する金額を交付金として交付しなければならないが，当該交付金は国が満額１０分の１０を補助するこ

とになっている。この国庫補助制度の中に通知カード及び個人カードの初回交付手数料相当経費が組ま

れており，そのために初回の交付手数料は無料となっている。受益者負担の考え方により，通知カード

及び個人番号カードの再交付手数料について定める必要があることから，奄美市手数料条例を定めるも

のである。再交付手数料，通知カードについては５００円，個人番号カードについては８００円。算定

根拠については，総務省が示した基準額に基づいている。現在利用されている住基カードの交付，再発

行の手続きについては，本年１２月２８日をもって終了し，住基カードに変わり来年１月からは本人の

申し出に基づき顔写真のついた個人番号カードの交付が始まりますとの補足説明がありました。 

 委員より，通知カードを紛失した場合には，再発行する際に８００円が必要ということか。これは国

が統一した手数料なのかなどの質疑があり，当局より，再発行手数料は通知カードの場合は５００円，

個人番号カードの場合は８００円である。本年の４月１７日に総務省自治行政局住民制度課から通知カ

ード及び個人番号カードの再交付手数料の取り扱いについての通知が届いているとの答弁がありまし

た。 

 委員より，個人カードを最初に申請せず，例えば５年後に申請した場合は，それも無料となるのかと

の質疑があり，当局より最初の交付に関してはそのようになるかと思っているとの答弁がありました。 

 以上で総務企画委員会に付託されました議案の審査報告を終わります。 

 なお，質問がございましたら他の委員の協力を得てお答えしたいと思います。以上であります。 

 

議長（竹田光一君） これから，各委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これから，採決を行います。 

 議案第５５号から議案第６２号までの１３件を，一括して採決いたします。 

 ただいまの議案１３件に関する各委員長報告は，いずれも原案のとおり可決すべきものであります。 
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 お諮りいたします。 

 ただいまの議案１３件については，各委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第５０号から議案第６２号までの１３件については，各委員長報告のとおりいずれも原

案のとおり可決することに決定いたしました。 

                     ○              

議長（竹田光一君） 日程第２，請願第３号 学校給食センターを性急に建設しないよう求める請願及び

陳情第１０号 子ども医療費無料化に関する陳情の２件を一括して議題といたします。 

 本件について，文教厚生委員長の審査報告を求めます。 

 

文教厚生委員長（多田義一君） おはようございます。御報告申し上げます。 

 文教厚生委員会は，９月の１５日，１日間開会し，慎重に審査をさせていただきました。 

 当委員会に付託されました請願第３号及び陳情第１０号の２件につきまして，審査結果を御報告いた

します。 

 最初に，請願第３号について御報告いたします。 

 請願第３号につきましては，お手元に配付いたしました審査報告書のとおり，一部採択すべきものと

決しております。 

 以下，主な審査内容について御報告いたします。 

 請願第３号 学校給食センターを性急に建設しないよう求める請願，請願者の住所氏名は奄美市名瀬

朝仁新町にお住まいの子どもたちの健康と権利を守る保護者の会の岡 千草さんからであります。請願

事項は，１，奄美市名瀬・住用地区学校給食センターの建設を性急に進めないこと。２，自校方式の利

点を取り入れる観点から，名瀬，金久，朝日中学校などの大規模校から小規模校に配送する親子給食の

在り方を検討することであります。 

 請願第３号については，慎重審査の結果，全会一致により請願事項の２を外し，一部採択すべきもの

と決定いたしました。  

 次に，陳情第１０号 子ども医療費の無料化に関する陳情について御報告いたします。 

 陳情者の住所，氏名は，奄美市名瀬朝仁新町にお住まいの新日本婦人の会奄美支部支部長，荒田まゆ

みさんからであります。陳情事項は，１，国が子ども医療費無料化制度を創設するよう働きかけるこ

と。２，国は，いわゆるペナルティを直ちに中止し，地方自治体の子ども医療への助成制度を応援する

よう働きかけること。３，奄美市独自の努力で無料化年齢を引き上げること。４，償還払いではなく，

窓口無料化の現物給付とすること。 

 陳情第１０号については，慎重審査の結果，全会一致により採択すべきものと決定いたしました。 

 なお，ただいま報告いたしました陳情第１０号に関しては，採択と決した際には後刻文教厚生委員長

名で意見書の提出を予定しておりますので，よろしくお願いいたします。 

 以上で請願第３号及びに陳情第１０号の審査報告を終わりますが，御質疑がございましたら他の委員

の協力を得てお答えしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議長（竹田光一君） これから，委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これから，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 
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 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これから，採決を行います。 

 採決はこれを分割して行います。 

 最初に，請願第３号 学校給食センターを性急に建設しないよう求める請願に対する委員長の報告は

一部採択すべきものであります。 

 委員長報告のとおり一部採択することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，請願第３号は，一部採択することに決定いたしました。 

 なお，ただ今採択されました請願第３号につきましては，これを当局に送付し，その処理の経過と結

果の報告を求めることといたします。 

 次に，陳情第１０号 子ども医療費無料化に関する陳情に対する委員長の報告は，採択すべきもので

あります。 

 委員長報告のとおり採択することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，陳情第１０号は，採択することに決定いたしました。 

 なお，ただいま採択されました陳情第１０号につきましては，これを当局に送付し，その処理の経過

と結果の報告を求めることといたします。 

 

議長（竹田光一君） 日程第３，陳情第１３号 陸上自衛隊警備部隊ミサイル部隊配備に関する市民への

説明会を奄美市長が開催することを求める陳情，陳情第６号 集団的自衛権の行使を具体化する法案に

ついて，廃案にすることを求める意見書を政府に提出することを求める陳情，陳情第８号 集団的自衛

権行使を具体化する安全保障関連法案の廃案を求める陳情及び平成２４年陳情第５号 公契約における

公正な賃金確保等に関する陳情の４件を一括して議題といたします。 

 本件について，総務企画委員長の審査報告を求めます。 

 

総務企画委員長（関 誠之君） おはようございます。御報告申し上げます。陳情第１３号 陸上自衛隊

警備部隊ミサイル部隊配備に関する市民への説明会を奄美市長が開催することを求める陳情についての

採択を求める陳情について御報告を申し上げます。 

 陳情者の住所，氏名は，奄美市名瀬和光町の集団的自衛権行使と戦争のための自衛隊配備に反対する

奄美ネットワーク代表の城村典文さんであります。陳情事項は，陸上自衛隊警備部隊ミサイル部隊配備

に関する市民への説明会を奄美市長が開催することを求める採択を求めるものであるります。 

 委員会において慎重に審査し，採決の結果，陳情第１３号については，全会一致で採択すべきものと

決しました。 

 次に，継続審査となっていました陳情第６号 集団的自衛権の行使を具体化する法案について，廃案

にすることを求める意見書を政府に提出することを求める陳情について御報告申し上げます。 

 陳情者の住所，氏名は，奄美市名瀬長浜町の奄美民主商工会事務局長の岡田美幸さんであります。陳

情事項は，集団的自衛権の行使を具体化する法案について，廃案にすることを求める意見書の採択を求

めるものであります。 

 委員会において慎重に審査し，採決の結果，陳情第６号については可否同数で，委員長裁決により採

択すべきものと決しました。 

 陳情第８号 集団的自衛権行使を具体化する安全保障関連法の廃案を求める陳情について，御報告を
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申し上げます。 

 陳情者の住所，氏名は，奄美市長浜町の奄美地区労働組合総連合議長の宮田和孝さんであります。陳

情事項は，集団的自衛権行使を具体化する安全保障関連法の廃案の採択を求めるものであります。 

 委員会において慎重に審査し，採決の結果，陳情第８号については，可否同数で委員長採択により採

決すべきものと決しました。 

 平成２４年度陳情第５号 公契約における公正な賃金確保等に関する陳情について御報告を申し上げ

ます。 

 陳情者の住所，氏名は，奄美市名瀬平松町の奄美地区労働組合総連合議長，山元秋男さんでありま

す。陳情事項は公契約における公正な賃金確保等に関する陳情について採択を求めるものであります。 

 委員会において慎重に審査し，採決の結果，平成２４年陳情第５号については，賛成多数により採択

すべきものと決しました。 

 なお，ただいま報告いたしました陳情第６号及び陳情第８号に関しましては，採択を決した際には後

刻総務企画委員長名で意見書の提出を予定しておりますので，よろしくお願いをいたします。 

 以上，陳情に関する総務企画委員会での審査の報告といたします。 

 

議長（竹田光一君） これから，委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これから，討論に入ります。 

 討論の通告がありますので，発言を許可いたします。 

 最初に，反対討論の発言を許可します。 

 公明党，叶 幸與君。 

 

１４番（叶 幸與君） おはようございます。公明党の叶 幸與です。まず，この陳情第６号と陳情第８

号は，陳情の趣旨が同じ内容のものであろうかと考えますので，一括して討論をいたします。 

 それでは，公明党奄美市議団を代表しまして，陳情第６号及び陳情第８号 安全保障関連２法案の廃

案を求める意見書に対し，不採択の立場で討論をいたします。 

 初めに，安全保障，今の平和安全法制に関連して，公明党の基本的な考え方を述べさせていただきま

す。 

 公明党はこれまで憲法が掲げる平和主義，国際協調主義の精神に基づいて，外交努力による紛争の未

然防止と平和的解決，また国際社会の平和と安定への積極的な貢献に取り組んでまいりました。行動が

伴わない観念的な平和論ではなく，着実かつ具体的平和を創造していくのが公明党の掲げる行動する平

和主義という考え方であります。 

 今月，９月１９日未明，参議院本会議で与党と野党の一部，計５党の賛成１４８票，反対９０票の大

差で平和安全法制が可決成立いたしました。今，日本をはじめ，世界を取り巻く安全保障の状況は，め

まぐるしく緊張状態にあります。核兵器や弾道ミサイルなど大量破壊兵器の脅威があり，しかもそれが

各地に拡散しております。日本の近隣においても，日本の大半を射程に入れる１５０基の弾道ミサイル

を配備し，核兵器も開発しているという報道もあります。日本人も犠牲になっている国際テロの多発

や，ちまたを騒がせているドローン等の無人攻撃機の開発，そしてサイバーテロの脅威も深刻でありま

す。今や，脅威は容易に国境を越えてやってまいります。 

 こうした中で，国と国民を守ることは政治の最も大事な仕事であり，どのような状況にあっても対応

できる隙間のない安全保障体制を構築する必要があります。今回の法整備の目的の一つは，自国防衛の

ための日米防衛 協力体制の信頼性，実効性を強化することにあります。平時から有事に至るまで，隙
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間のない法整備をすることによって，日ごろから日米間の連携や協力が緊密にできるようになります。

こうした日ごろからの十分な備えが，結果として抑止力を高め，紛争を未然に防ぐことができるのであ

ります。 

 一方で，国際社会の平和と安全に貢献することも充用です。なぜなら，国際社会の平和と安全があっ

てこそ，日本の平和と繁栄を維持できるからであります。これまで，日本は国際平和協力の場面では，

２０年余りにわたって自衛隊がその役割を担ってまいりました。その経験と実績を踏まえ，国際協力の

ための法制を改めて整備するねらいがあります。ただ，日本の平和と安全を守ると言っても，大切なの

は紛争を未然に防ぐための平和外交努力であります。この努力を尽くす中で，安全保障整備による抑止

力の強化も紛争の未然防止につながります。 

 安保法制の与党協議は，昨年５月に始まり，丸１年をかけて２５回を数えました。資料もその都度公

表してまいりました。したがって，決して拙速だとは思いません。憲法第９条のもとでは，これまでど

おりもっぱら他国防衛のための集団的自衛権の行使は一切認められないのであります。政府の憲法第９

条解釈は，長年にわたる国会との議論の中で形成されてまいりました。その中で，一番の根幹になって

いるのが，１９７２年，昭和４７年の政府見解であります。すなわち，自衛の措置はあくまで外国の武

力攻撃によって国民の生命，自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫，不正の事態に対

処し，国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として，初めて容認されるものであり，その

ための必要最小限度の武力行使は許されるという考え方ではあります。この考え方に立ち，日本を取り

巻く安保環境が厳しさを増す中で，国民を守るためには自衛の措置がどこまで認められるのか。また，

その限界はどこにあるのかを突き詰めて議論した結果が，昨年７月の閣議決定でありました。 

 この閣議決定では，憲法第９条の下で許される論理的整合性や法的安定性というものを十分に配慮し

た上で，自衛の措置発動の新３要件が定められ，法案に全て明記されたのであります。この新３要件の

意義は大変大きく，重要なものであります。それは，自衛の措置の限界を明確にしたことであります。

新３要件では，日本への武力攻撃が発生した場合だけでなく，日本と密接な関係にある他国に対する攻

撃が発生した場合でも，これにより，日本の存立が脅かされ，国民の権利が根底から覆される明白な危

険がある場合に限って，自衛の措置をとることができると見直しいたしました。明白な危険とは，国民

に日本が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻，重大な被害が及ぶことが明らかな状況を言います。しか

も，自衛権の発動に当たっては，国の存立を全うし，国民を守るため，ほかに適当な手段がない場合の

みに許されます。あくまで専守防衛，自国防衛に限って許されるという厳しい条件が付いているのであ

ります。したがって，海外での武力行使を禁じた憲法第９条の解釈の根幹は変えておりませんし，国連

憲章第５１条にあるようなもっぱら他国防衛を目的とした集団自衛権の行使は認めておりません。国会

答弁で安倍首相は国連憲章第５１条で認められている集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく，

他国の防衛それ自体を目的とする集団的自衛権を認めるものでもないと明言をしております。また，内

閣法制局長官も，あくまで我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置に限られ，当該他国に対す

る武力攻撃の排除，それ自体を目的とするものではないことを明らかにしている，いわゆる集団的自衛

権は認めておりません。 

 また，国際紛争の解決手段として，政府判断の３指針に平和外交努力と示されているように，この紛

争を未然に防止する外交努力で平和を保つのが大前提となっており，武力による解決はできない内容で

あります。更に，隊員の安全確保のため，国会承認の前提となる基本計画の段階で，安全性が確保され

ているかなどもチェックできるようにいたしました。そして，海外派遣の３原則として，一つ，国際法

上の正当性の確保，二つ，国民の理解と国会関与などの民主的統制，三つ，自衛隊員の安全確保を明確

に定めたところであります。 

 こうしたことから，日本を海外で戦争できる国にする戦争立法だという批判は，全く根拠のない言い

がかりであります。１９９２年成立の国連平和維持活動，いわゆるＰＫＯ法のときも，戦争に巻き込ま

れるなど，実態に基づかない一方的な批判が起こりましたが，こうした批判のための批判は長続きせ
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ず，現在，ＰＫＯは国民の大半の支持を受けております。また，世界のどこへでも自衛隊を派遣し，米

軍を支援するなどの批判は，支援の目的，趣旨や厳格に定められた要件，手続きなどを全く無視した極

めて短絡的な主張であります。 

 米軍等に対する支援は，重要影響事態法によるものと，一般法として制定する国際平和支援法による

ものの２種類があります。重要影響事態法は，日本の防衛のため活動をしている米軍等への支援であ

り，あくまで日本の平和と安全のためであります。一方，国際平和支援法は，国際の平和と安全のため

に活動している外国軍隊への支援です。米国のための支援ではなく，国連決議によって国際法上の正当

性が確保されたものに限られます。日本が主体的に行う国際貢献としての支援であります。しかも，両

方とも自衛隊が実施するのは，後方支援に限られ，武力行使は許されません。また，自衛隊の派遣には

例外なく国会の事前承認が不可欠であります。米軍のためにどこまでも一緒に行くなどという批判は全

く当たりません。 

 先の憲法調査会で３人の憲法学者がいずれも今回の安保法制を違憲であると述べました。では，なぜ

憲法学者は違憲と言う人が多いのか。代表的な憲法学者１２２人中１０４人が違憲若しくは違憲の疑い

があるとのアンケート結果があることは事実であります。しかし，その１２２人うち約７割が自衛隊の

存在自体を違憲としているので，今回の法案は自ずと違憲が多くなっているのであります。自民党の高

村副総裁は，違憲かを決めるのは憲法学者ではなく政治家であるとコメントしていますが，学者の意見

については謙虚に参考にしなければならないと思います。しかし，憲法１３条で最大の尊重を要するそ

の責任を負っているのは，政府や国会でありますから，憲法に基づいて自衛権の在り方，国際貢献の在

り方を決めていかなければなりません。決して，国民に不安や恐怖をあおるのではなく，世界の中にお

ける日本の置かれた立ち場や状況を冷静に見極め，判断することこそが大切なのではないでしょうか。 

 今回の平和安全法性は国民を守るため，隙間のない防衛体制を整備するとともに，国際社会の平和と

安全のための貢献を進めることを目的としており，憲法９条の下でできることとできないことを整理し

たものであります。そして，１９７２年見解をベースに新３要件が示されましたが，それはあくまで自

国防衛，専守防衛のためであり，いわゆる他国を防衛するための集団的自衛権を認めたものではないこ

とは，法制局長官の平成２６年７月１４日の答弁でも明らかであります。 

 したがって，安全保障法制は，憲法９条の枠を超えるものではなく，陳情第６号及び陳情第８号，安

全保障関連２法案の廃案を求める意見書の提出は，不採択にすべきものと考え，反対討論といたしま

す。 

 

議長（竹田光一君） 次に，賛成討論の発言を許可します。 

 日本共産党 崎田信正君。 

 

２２番（崎田信正君） おはようございます。日本共産党の崎田信正です。私は陳情第６号 集団的自衛

権の行使を具体化する法案について，廃案にすることを求める意見書を政府に提出することを求める陳

情及び陳情第８号 集団的自衛権行使を具体化する安全保障関連法案の廃案を求める陳情の２件につい

て，採択すべきとの立場で討論を行います。 

 ２件の陳情が求めている集団的自衛権行使を具体化する法案，安全保障関連法案，いわゆる戦争法案

と呼ばれるものですが，残念ながら７月１６日の衆議院での強行採決に続いて，９月１９日未明に参議

院でも強行採決され，法案は可決成立をいたしました。しかし，この法案については，強行採決後の世

論調査では，どの世論調査を取っても，この法案の成立には否定的な立ち場を示しています。今国会で

の審議は不十分だとするのは，約８割を占めており，理解が深まったからこそ，読売新聞は安保法反対

５１％に対して賛成３０％，産経新聞でも安保法成立を評価しないが約６割を占めたのだと思います。 

 このような状況での強行採決であり，断じて認めることはできません。本議会が民意無視のこの暴挙

を追認することはあってはならないことであり，私たちの奄美市議会が憲法をないがしろにする議会に
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なってほしくない。議会人として，議員として，憲法を何よりも大切にする議会であってほしいとの思

いで採択を求める理由を述べたいと思います。 

 この安全保障関連法案は，国会論戦を聞いていると，自衛隊の活動が日本周辺から地球規模に広が

り，支援の対象国は米軍だけにとどまらず，オーストラリアや他国軍にまで拡大をされており，派遣も

これまで禁じられていた戦闘になる危険性のある地域も含まれていることから，もう呼び名としてすっ

かり定着している戦争法案そのものだとしか思えないものであります。 

 自民党の高村正彦副総裁は，９月６日国民の理解が得られていないというのは，ある程度そのとおり

かもしれないが，国民のために必要だということで，十分に理解が得られていなくても，やらなくては

いけないことがあると発言したことを，７日付けの地元新聞が伝えております。全く驚きであります。

しかも，安倍総理自身が国民の支持を得られていないことを承知している中での強行採決となり，これ

は皆さん，言いかえれば国民の理解が得られない法案でも，数の力で押し通そうということになり，こ

んなことになればもう民主主義の崩壊というほかありません。国会は言論の府としての最高の位置にあ

るものです。すべての模範となるべきところであり，また，そうでなければなりません。 

 しかし，皆さん，議員の質問にまともに答えられないホルムズ海峡の機雷封鎖除去や，日本人を乗せ

た米艦船を守ることなど，それまでの答弁と違うことが次から次へと出てくる状況であり，自衛隊員の

リスクは高まらないという説明にも，国会の審議で後方活動だから安全などという国の説明も，国際的

には後方活動は戦争行為に不可欠の兵站活動になり，米海兵隊の文書なども示されるなど，国の説明に

説得力はありません。衆議院，参議院合わせて２２５回も審議が中断されている事実をとっても，答弁

のお粗末さ，右往左往ぶりが見てとれるわけです。圧倒的多数の国民が議論が尽くされていないと思う

のも当然ではありませんか。 

 疑問や問題点が全く解明できない，説明できない状況で，採決すること自体，もはや民主主義を口に

する資格もないといわなければなりません。今回の国会運営では，審議時間が衆参で２００時間を超え

ているからとか，次世代の党，日本を元気にする会，新党改革などが，国会の関与強化の閣議決定を行

うことで賛成に回ったことから，強行ではないなどと言っておりますけれども，そんなことで否定する

ことはできないんです。この法案は，先ほども述べましたが，審議時間がいくら長くても，当初政府が

説明していたことと違う答弁，問題点や疑問点に真摯に答えない政府の態度によって，明らかにされて

いないことがまだまだ多く残されているのは，周知の事実であります。 

 更に，審議の中で明らかにされたのが，自衛隊の国会を無視するような活動です。国会に提案されて

もいないのに，戦争法案を先取りするような内部文書の存在を追及され，防衛庁も認める事態となって

おります。自衛隊が米軍の指揮下になることや，国会軽視，文民統制の形骸化が追及されております。

このことを思えば，今，多数決で白黒をつけられる状態ではないことは明らかであり，この状況での採

決であり，強行だと言わざるを得ません。 

 法案に賛成，反対以前の民主主義の根幹に関わる大問題であります。私は一地方議員でありますけれ

ども，それくらはわきまえているつもりであります。議論を尽くすということは，少数意見も大切に

し，徹底した議論を尽くす，議論の結果，誤りがあれば正していくことで，よりよいものへと発展して

いくものと思います。また，議論を通じて問題点，疑問点が明らかになり，その意見が分かれ，選択を

迫られることがあった場合，それはやむを得ず多数決で決することは民主主義の原則に則したものと，

私も理解をいたします。しかし，今回は違うんです。 

 次に法案を進めるほうは，抑止力や状勢の変化をその理由に上げておりますけれども，憲法を一体ど

のように思っているのか。このことが問われるものであります。言わずとも，現日本国憲法は戦後に創

案されたものです。それは，アジア人民２，０００万人，日本国民３１０万人の命が失われた戦争の痛

苦の反省のもと，二度と戦争はしないと全世界に宣言したものであり，それが憲法９条です。憲法は第

９８条に，この憲法は国の最高法規であって，その条記に反する法律，命令，詔勅及び国務に関するそ

の他の行為の全部または一部は，その効力を有しないと定め，更に憲法９９条では，天皇また摂政及び
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国務大臣，国会議員，裁判官その他の公務員はこの憲法を尊重し，擁護する義務を負うとしておりま

す。つまり，法律は国民を対象としているけれども，この憲法は大変な犠牲者を出した先の戦争に，国

民を導いた国家権力が再び同じ過ちを繰り返さないために，国民ではなく，権力に対してその順守を求

めております。 

 このことを考えれば，憲法学者の９割の方が，集団的自衛権行使容認を憲法違反だとし，歴代の内閣

法制長官や，元最高裁長官も憲法違反だとする法案を成立させる，ましてや強行採決などする道理を見

つけることはできません。憲法が最高法規だということを無視しているとしか思えません。 

 確かに抑止力が必要だとか，時の国際情勢に危機感を持ち，集団的自衛権行使が必要だとの意見があ

るのは承知をしております。しかしそれは，憲法の下で議論することが法治国家としての最低限のルー

ルでなければなりません。国の在り方を変える重要問題が，時の政府が先に成立した特定秘密保護法と

も相まって，国民にその情報を隠し，国民の声を無視して進めていくことこそ，我が国の最大の危機で

はありませんか。国会で多数の議席を持っていると言っても，得票率は５０％に満たないんです。民意

に反映しない，民意を反映しない選挙制度，小選挙区制度で得た多数です。議員に皆さん，憲法はそれ

自体，未来永劫を決めているものではありません。憲法は自ら第９６条で改正の手続きをきちんと定

め，国民投票で過半数の賛成で改正できるとしているのです。 

 最後に，憲法違反の法律は存在そのものが許されないのです。集団的自衛権行使容認では意見が違っ

ていることはそのとおりだと思います。しかし，憲法が国の最高規範であり，憲法を守ることが大前提

だということは，少なくとも共有できる，そのように信じたいのです。私は憲法を守ります。憲法を守

るということは，改正手続きの９６条も守るということです。奄美市議会が憲法違反の安保法案を追

認，是認することのないことを願い，陳情の採択を求める討論といたします。ありがとうございまし

た。 

 

議長（竹田光一君） 次に，反対討論の発言を許可します。 

 市民クラブ 平川久嘉君。 

 

１６番（平川久嘉君） 議場の皆さん，奄美市民の皆さん，こんにちは。市民クラブの平川久嘉でありま

す。 

 陳情第６号 集団的自衛権の行使を具体化する法案について，廃案にすることを求める意見書を政府

に提出することを求める陳情について，反対の立場から討論をします。 

 我が国を取り巻く安全保障環境は厳しく，安全保障上の課題や不安定要因があり，より深刻化してい

るといわれています。近隣諸国の軍事的挑発行為や発言，核ミサイル開発，軍事力の広範かつ急速な強

化，特に中国の東シナ海，南シナ海における国際法秩序とは相容れない独自の主張に基づき，自国の権

利を一方的に主張し，行動することが多く見られるようになっており，上空・公海における自由な航行

の原則が不当に侵害されるような状況が生じています。地球規模の安全保障環境においては，１国１地

域で生じた混乱や安全保障上の問題が，直ちに国際社会全体の課題や不安定要因に拡大するリスクが高

まっています。イラクのイスラム国など国際テロ組織の活動の活発化，拡散，ロシアによるウクライナ

における力を背景にした現状の変更，情報通信技術の発達に伴う高度化複雑化したサイバー攻撃など，

多発が見られます。このような安全保障上の課題や不安定要因は複雑かつ多様であり広範にわたってお

ります。１国のみでの対応はますます困難なものとなっています。 

 我が国の安全保障は，日米安保条約に基づく日米安保体制を基軸とする日米同盟にあります。この体

制は，米国への依存度の高いものがありますが，我が国の自衛努力によるところも大きいものがありま

す。この体制がアジア太平洋地域に更には世界全体の安定と繁栄のためにも，多大な貢献をしているも

のと考えます。 

 陳情にあります集団的自衛権は，自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を，自国が直接攻撃
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されていないにも関わらず実力をもって阻止する権利で，言わば仲間である国を守ることで自分の国や

国民を守る権利と言えます。同時によく言われるのが，個別的自衛権です。個別的自衛権は他国からの

武力攻撃に対し，自国の実力をもってこれを阻止し，対処する権利で，この個別的自衛権と先ほどの集

団的自衛権は，主権国家が持つ固有の権利です。国連憲章第５１条にも明記をされています。 

 我が国は今国会で会期を延長し，２００時間を超える審議の上，今月１９日に成立した安保関連法案

は，自衛隊法，あるいは武力攻撃事態法など，既存の法律１０本をまとめて改正する一括法平和安全法

制整備法，自衛隊の海外派遣を随時可能にする新たな恒久法として国際平和支援法の大きな二つであり

ます。安保関連法案では，国際法上の集団的自衛権として認められる他国を防衛するための武力行使自

体を認めるものではなく，あくまでも我が国の存立を全うし，国民を守るためやむを得ない必要最小限

度の自衛の措置として限定的な集団的自衛権を容認するものであります。 

 行使にあたっては，武力行使の新３要件，国民の命や平和な暮らしが明白な危険にさらされている，

二つ目，その危機を排除するために，他に適当な手段がない。三つ目に，なおかつ必要最小限の範囲を

超えてはならないということにより歯止めを定めており，更に実際の行使にあたっては，国会の承認が

必要となります。集団的自衛権の行使には，日本の安全をより確実にするため，他国が付け入る隙間を

防ぎ，あらゆる事態で国民を守れるようにする切れ目のない抑止力の強化や，日本の孤立を避け，国際

協調によって世界の平和と安定に貢献する活動があります。 

 自衛隊の新たな任務に対する訓練や装備，編成の具体的検討も必要となってまいります。自衛隊の任

務は，我が国の平和と独立を守り，国の安全を保つため，直接侵略及び間接侵略に対し，我が国を防衛

することを主たる任務とし，必要に応じ公共の秩序の維持に当たることであります。我が国の平和及び

安全の確保に資する活動，また国際社会の平和及び安全の維持に資する活動もあります。部隊には職務

遂行に当たり，事に臨んでは危険を顧みず，身をもって責務の完遂に努め，国民の，また市民の負託に

応える自衛隊員がおります。 

 南西諸島に位置するこの奄美市は，今，中期防衛計画に基づき国の押し進める島しょ防衛の任務につ

く部隊配備が大熊地区で行われようとしております。円滑な部隊配備には，地域住民の理解と協力が不

可欠であります。大事な時でもあります。 

 国政の根幹である防衛に関わる安保関連法案が成立して間もないこの時期にあって，同法の廃案を求

める陳情は，法案成立にあっては不適切であると考えます。 

 以上のことから，趣旨から，私は集団的自衛権の行使を具体化する法案について，廃案にすることを

求める意見書を政府に提出することを求める陳情とする本陳情には，不採択にすべきと考え反対するも

のであります。 

 これで私の反対討論を終わります。ありがとうございました。 

 

議長（竹田光一君） 次に，反対討論の発言を許可します。 

 新政会 竹山耕平君。 

 

１８番（竹山耕平君） おはようございます。まずは，本案件に対しまして４人目の登壇ということもあ

り，重複する部分が多く見られると思いますが，御了承をお願いいたします。 

 私は，陳情第８号 集団的自衛権行使を具体化する安全保障関連法案の廃案を求める陳情について不

採択すべきとの立場から討論いたします。 

 先般，９月１９日未明，参議院本会議において安全保障関連２法案が可決成立いたしました。国会に

おいて衆参両院の特別委員会での審議は２２０時間に達し，我が国の集団的自衛権の行使を限定的に容

認し，自衛隊の国際的な活動を拡大するものであります。 

 現在，中国の軍備増強や南シナ海，東シナ海における力による一方的な海洋進出の動き，また北朝鮮

の核兵器やミサイルの高性能化の動きに加え，過激派組織によるテロやサイバー攻撃等の脅威も増して
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おります。こうした我が国を取り巻く安全保障環境の変化により，単独で我が国の安全を確保すること

が困難となっている現状に対応して，日米同盟と国際連携をより強化するとともに，切れ目のない事態

対応を可能とする法体制を確立し，抑止力を更に高めることは大変重要なことであります。安全保障関

連法案では，国際法上の集団的自衛権として認められるものではなく，あくまでも我が国の存立を全う

し，国民を守るためやむを得ない必要最小限度の自衛の措置として，限定的な集団的自衛権を容認する

ものであります。 

 また，法案では，集団的自衛権の行使について，武力行使の新３要件により厳格な歯止めを定めてお

り，実際の行使には国会承認を求めることとなっております。国家最大の義務は国の平和と安全を維持

し，国民の命を守ることであります。国際情勢の現実を直視し，国家の存立と国民の命を守るために

は，安全保障問題に対する必要な法体制の構築は必要なことであると思います。 

 一方で，安全保障の問題は，国民にとって分かりにくく，多くの人々は理解が深まっていない現状が

あります。その要因には憲法違反，法的安定性を損ねるという入口論に終始する一方で，戦争法案，徴

兵制につながるだとか，米軍の戦争に巻き込まれるというような質疑が目立ち，本質的議論であるべき

国際情勢の変化により北東アジアの安全保障環境が大きく変容する中で，我が国の安全を確保するため

の法整備の必要性や，何をなすべきか，どうあるべきかという現実的かつ具体的な議論が尽くされなか

った点もあると思います。むしろ法案の内容に対する国民の正確な理解を妨げ，誤解させるような議論

にも，その原因があったように思われます。 

 今回の法案は，国際情勢の現実を踏まえ，抑止力を高めることにより，国の安全を確保するととも

に，万一の脅威に備え，法的枠組みを整備する戦争抑止のための法案であり，我が国の実効的な安全保

障法制の成立賛同するものであります。 

 以上のことから，私は本陳情に対し不採択すべきとの立場から討論をいたしますが，なお政府におか

れましては現実の安全保障政策を通じ，平和を願い求める国家として一層の国際貢献と国民の懸念に対

する払拭と理解促進に引き続き努めていただきますよう，強く要望し討論を終わります。 

 

議長（竹田光一君） ほかに討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって，討論を終結いたします。 

 これから，採決を行います。 

 採決は，これを分割して行います。 

 最初に，陳情第１３号 陸上自衛隊警備部隊ミサイル部隊に配備に関する市民への説明会を奄美市長

が開催することを求める陳情について，委員長報告は採択すべきものであります。 

 委員長報告のとおり採択することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，陳情第１３号は，採択することに決定いたしました。 

 なお，ただいま採択されました陳情第１３号につきましては，これを当局に送付し，その処理の経過

と結果の報告を求めることといたします。 

 次に，陳情第６号 集団的自衛権の行使を具体化する法案について，廃案にすることを求める意見書

を政府に提出することを求める陳情について，委員長報告は採択すべきものであります。 

 この採決は，起立によって行います。 

 陳情第６号を採択することに賛成の方の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

 賛成少数です。 

 よって，陳情第６号は不採択することに決定いたしました。 
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 次に，陳情第８号 集団的自衛権行使を具体化する安全保障関連法案の廃案を求める陳情について，

委員長報告は採択すべきものであります。 

 この採決は，起立によって行います。 

 陳情第８号を採択することに賛成の方の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

 賛成少数です。 

 よって，陳情第８号は不採択することに決定いたしました。 

 次に，平成２４年陳情第５号 公契約における公正な賃金確保等に関する陳情について，委員長報告

は採択すべきものであります。 

 この採決は，起立によって行います。 

 平成２４年陳情第５号を採択することに賛成の方の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

 賛成多数です。 

 よって，平成２４年陳情第５号は，採択することに決定いたしました。 

 なお，ただいま採択されました平成２４年陳情第５号につきましては，これを当局に送付し，その処

理の経過と結果の報告を求めることといたします。 

 暫時休憩します。（午前１１時０２分） 

                     ○              

議長（竹田光一君） 再開いたします。（午前１１時１５分） 

 先ほどの陳情第６号及び陳情第８号は不採択となりましたので，日程第６及び日程第７については，

削除いたします。 

                     ○              

議長（竹田光一君） 日程第４，議案第７６号 奄美市人権擁護委員候補者の推薦について及び議案第７

７号 奄美市人権擁護委員候補者の推薦についての２件を，一括して議題といたします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） おはようございます。ただいま上程されました議案第７６号及び議案第７７号の奄

美市人権擁護委員候補者の推薦につきまして，提案理由を御説明申し上げます。 

 益満久美氏，花井牧子氏の任期が満了となりますことから，引き続き両氏を本市の人権擁護委員候補

者として推薦いたしたく，人権擁護委員法第６条第３項の規定により，議会の意見を求めるものでござ

います。 

 何とぞ御承認くださいますよう，よろしくお願い申し上げます。 

 

議長（竹田光一君） これから，質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 本案は，委員会付託及び討論を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，本案は委員会付託及び討論を省略いたします。 

 これから採決を行います。 

 採決はこれを分割して行います。 
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 最初に，議案第７６号に同意することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第７６号 人権擁護委員候補者の推薦については，同意することに決しました。 

 次に，議案第７７号に同意することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第７７号 人権擁護委員候補者の推薦については，同意することに決しました。 

 

議長（竹田光一君） 日程第５ 発議第６号 子ども医療費無料化に関する意見書の提出について議題と

いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は，提出理由の説明を省略したいと思いますが，これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，本案は，提案理由の説明を省略いたします。 

 これから，本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これから，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって，討論を終結いたします。 

 これから，本案について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 発議第６号は，原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，発議第６号は，原案のとおり可決されました。 

 ただいま可決されました意見書の提出先につきましては，議長に一任願います。 

                     ○              

議長（竹田光一君） 日程第６，議案第６３号 平成２６年度奄美市一般会計歳入歳出決算認定について

から，議案第７５号 平成２６年度奄美市水道事業会計の利益処分及び決算認定についての１３件を一

括して議題といたします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） ただいま上程されました議案第６３号から議案第７５号までの提案理由を御説明い

たします。 

 まず，議案第６３号 平成２６年度奄美市一般会計歳入歳出決算認定につきまして，御説明いたしま

す。 

 平成２６年度一般会計予算は，当初２９６億２，４３１万９，０００円を計上し，その後，２２億２

９４万５，０００円を増額補正したことにより，最終予算額は３１８億２，７２６万４，０００円とな

りました。これに，平成２５年度から繰り越した好循環実現経済対策事業や，末広・港土地区画整理事
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業等の繰越額１６億２９７万９，３７３円を加えた最終予算現額は，３３４億３，０２４万３，３７３

円となっております。この予算現額に対して，地域住民生活等緊急支援事業や末広・港土地区画整理事

業など，１１億４，９７０万９，３６２円を平成２７年度に繰り越した後の平成２６年度一般会計の決

算額は，歳入総額３２７億２，４６１万９，２４２円，歳出総額３１７億６５１万７，３０８円とな

り，歳入歳出差引額は１０億１，８１０万１，９３４円となりました。また，歳入歳出差引額から翌年

度へ繰り越すべき財源１億１，００３万９，０６２円を差し引きました実質収支額は，９億８０６万

２，８７２円でございます。なお，実質収支額のうち，地方自治法第２３３条の２の規定により，４億

６，０００万円を財政調整基金への繰入額といたしました。 

 次に，議案第６４号 平成２６年度奄美市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につきまして

は，当初６５億４，０２６万４，０００円を計上し，その後，６億９，９７２万２，０００円を増額補

正したことにより，最終予算現額は７２億３，９９８万６，０００円となりました。これに対して決算

額は，歳入総額６１億８，７０７万２，２８８円，歳出総額６９億９，２５１万９，１１７円となり，

歳入歳出差引額は８億５４４万６，８２９円の歳入不足となりました。この不足額につきましては，翌

年度歳入からの繰上充用金で同額補填いたしております。 

 議案第６５号 平成２６年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計歳入歳出決算認定につき

ましては，当初２億４，６６８万２，０００円を計上し，その後，１，６０１万円を増額補正したこと

により，最終予算現額は２億６，２６９万２，０００円となりました。これに対して決算額は，歳入総

額２億５，６５３万２，５１２円，歳出総額２億５，６４４万４２４円となり，歳入歳出差引額は９万

２，０８８円となりました。 

 議案第６６号 平成２６年度奄美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につきましては，当初

４億２，７７９万７，０００円を計上し，その後，１２７万８，０００円を増額補正したことにより，

最終予算現額は４億２，９０７万５，０００円となりました。これに対して決算額は，歳入総額４億

１，８２８万６，１０５円，歳出総額４億１，６５０万８，４９３円となり，歳入歳出差引額は１７７

万７，６１２円となりました。 

 次に，議案第６７号 平成２６年度奄美市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につきましては，

当初４７億４，２７２万９，０００円を計上し，その後，１，０４２万２，０００円を増額補正したこ

とにより，最終予算現額は４７億５，３１５万１，０００円となりました。これに対して決算額は，歳

入総額４７億３，９４９万１，７１４円，歳出総額４７億４４６万８，６２８円となり，歳入歳出差引

額は３，５０２万３，０８６円となりました。 

 次に，議案第６８号 平成２６年度奄美市訪問看護特別会計歳入歳出決算認定につきましては，当初

３，４７４万６，０００円を計上し，その後，３５１万７，０００円を増額補正したことにより，最終

予算現額は３，８２６万３，０００円となりました。これに対して決算額は，歳入総額歳出総額ともに

３，６７６万２５１円となり，歳入歳出差引額は０円でございます。 

 議案第６９号 平成２６年度奄美市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につきましては，当初

２０億８６７万７，０００円を計上し，その後，４，４０２万２，０００円を増額補正したことによ

り，最終予算額は２０億５，２６９万９，０００円となりました。これに平成２５年度から繰り越した

１億９，４６２万３，１５０円を加えた最終予算現額は２２億４，７３２万２，１５０円となっており

ます。この予算現額に対しまして，４億５，２５０万６，０００円を平成２７年度に繰り越した後の平

成２６年度公共下水道事業特別会計の決算額は，歳入総額１７億７，３４１万３，３１４円，歳出総額

１７億６，９４３万６，５４２円となり，歳入歳出差引額は３９７万６，７７２円となりました。ま

た，歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源１３万２，２９５円を差し引いた実質収支額は３８

４万４，４７７円でございます。 

 議案第７０号 平成２６年度奄美市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につきましては，当

初３億４５９万９，０００円を計上し，その後，２８９万円を増額補正したことにより，最終予算額は
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３億７４８万９，０００円となりました。これに平成２５年度から繰り越した３，７３３万円を加えた

最終予算現額は３億４，４８１万９，０００円となっております。これに対して決算額は，歳入総額３

億３，５１１万４，９３４円，歳出総額３億３，４１７万１，０８８円となりました。歳入歳出差引額

は９４万３，８４６円となりました。 

 議案第７１号 平成２６年度奄美市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算認定につきまして

は，予算現額１億１，９３２万１，０００円に対し，決算額は歳入総額歳出総額ともに１億１，９３２

万３４３円となり，歳入歳出差引額は０円でございます。 

 議案第７２号 平成２６年度奄美市ふるさと創生人材育成資金特別会計歳入歳出決算認定につきまし

ては，予算現額２，６３３万円に対して決算額は，歳入総額３，９３６万９，９４０円，歳出総額２，

０９７万６，０１５円となり，歳入歳出差引額は１，８３９万３，９２５円となりました。 

 議案第７３号 平成２６年度奄美市と畜場特別会計歳入歳出決算認定につきましては，予算現額８５

８万５，０００円に対して，決算額は歳入総額８６２万２，３３９円，歳出総額８３９万１，３６２円

となり，歳入歳出差引額は２３万９，７７７円となりました。 

 議案第７４号 平成２６年度奄美市交通災害共済特別会計歳入歳出決算認定につきましては，当初５

４９万５，０００円を計上し，その後，１６２万２，０００円を増額補正したことにより，最終予算現

額は７１１万７，０００円となりました。これに対しまして決算額は，歳入総額５６６万８，６２７

円，歳出総額３３８万１，３９２円となり，歳入歳出差引額は２２８万７，２３５円となりました。 

 議案第７５号 平成２６年度奄美市水道事業会計の利益処分及び決算認定につきまして御説明いたし

ます。 

 収益的収支につきましては，収入額１１億７，６００万４，５４８円，支出額が８億６，２６５万

４，６６９円で，特別利益及び特別損失を合算した当年度純利益は，２億９，８６９万１，１５５円と

なりました。利益処分計画につきましては，平成２６年度末未処分利益剰余金５３億２，３１８万８，

８８４円のうち，減債積立金に５，０００万円，建設改良積立金に２億５，０００万円，自己資本金へ

４９億１，４７２万５，３７０円の組み入れを行い，残りの１億８４６万３，５１４円を翌年度繰越利

益剰余金とする予定でございます。 

 資本的収支につきましては，収入額２億９，７２０万３，６３０円に対し，支出額７億４，０５５万

３，６３７円で，差し引き４億４，３３５万７円の不足となりました。この不足額につきましては，過

年度分損益勘定留保資金４億１，４６５万９，６５０円，消費税及び地方消費税，資本的収支調整額

２，８６９万３５７円で補填いたしております。 

 以上をもちまして議案第６３号から議案第７５号までの提案理由の説明を終わりますが，何とぞ認定

してくださいますようお願いいたします。 

 

議長（竹田光一君） ただいま議題といたしました議案１３件に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております決算認定議案１３件につきましては，一般会計決算等審査特別委員会

及び特別会計決算等審査特別委員会を設置し，これに付託の上，審査することにいたしたいと思いま

す。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，決算議案１３件については，ただいま申し上げましたとおり，両特別委員会を設置し，これ
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に付託の上，審査する事に決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました一般会計決算等審査特別委員に，安田壮平君，戸内恭次君，栄 ヤスエ君，

叶 幸與君，関 誠之君，元野景一君，栄 勝正君，橋口和仁君，竹山耕平君，渡 京一郎君，以上の

１０名を，特別会計決算等審査特別委員に，西 公郎君，川口幸義君，渡 雅之君，大迫勝史君，与 

勝広君，奥 輝人君，平川久嘉君，師玉敏代君，多田義一君，崎田信正君，以上の１０名をそれぞれ指

名したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，ただいま申し上げましたとおり，それぞれの諸君を先ほど設置されました両特別委員会委員

に指名いたします。 

 議案第６３号の１件は，一般会計決算等審査特別委員会に，議案第６４号から議案第７５号までの１

２件については，特別会計決算等審査特別委員会に，それぞれ付託いたします。 

 両特別委員会の正副委員長互選のため，暫時休憩いたします。（午前１１時３５分） 

                     ○              

議長（竹田光一君） 再開いたします。（午前１１時４５分） 

 先ほど設置いたしました各会計決算等審査特別委員会の正副委員長の互選の結果を報告いたします。 

 一般会計決算等審査特別委員会委員長に叶 幸與君，副委員長に関 誠之君，特別会計決算等審査特

別委員会委員長に与 勝広君，副委員長に西 公郎君，以上のとおりであります。 

 なお，両特別委員会から委員会開催について通知がありましたので，この際，お知らせいたします。 

 ９月２５日，２８日，２９日の午前９時３０分から，一般会計決算等審査特別委員会を第１委員会

室，特別会計決算等審査特別委員会を第２委員会室にて，それぞれ開催いたします。 

 お諮りいたします。 

 委員会審査並びに報告書整理のため，明日９月２５日から１０月８日まで休会したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，明日９月２５日から１０月８日まで休会することに決定いたしました。 

 １０月９日，午前９時３０分，本会議を開きます。 

 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。（午前１１時４８分） 
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10月9日（7日目）

○  出席議員は，次のとおりである。

１ 番 西 公 郎 君 ２ 番 安 田 壮 平 君

３ 番 川 口 幸 義 君 ４ 番 栄 ヤ ス エ 君

５ 番 師 玉 敏 代 君 ６ 番 多 田 義 一 君

７ 番 橋 口 和 仁 君 ８ 番 竹 田 光 一 君

９ 番 渡 雅 之 君 10 番 戸 内 恭 次 君

11 番 関 誠 之 君 12 番 大 迫 勝 史 君

13 番 与 勝 広 君 14 番 叶 幸 與 君

15 番 奥 輝 人 君 16 番 平 川 久 嘉 君

17 番 栄 勝 正 君 18 番 竹 山 耕 平 君

19 番 渡 京 一 郎 君 20 番 元 野 景 一 君

21 番 里 秀 和 君 22 番 崎 田 信 正 君

○  欠席議員は，次のとおりである。

な し

○　地方自治法第１２１条の規定により会議に出席した者は，次のとおりである。

1 朝 山 毅 君 3 福 山 敏 裕 君

4
要 田 憲 雄 君

5
市 川 哲 義 君

6
元 多 政 重 君

7
東 美 佐 夫 君

10 奥 田 敏 文 君 11 三 原 裕 樹 君

19 前 田 和 男 君 21 則 敏 光 君

柴 一 夫 君 泉 賢 一 郎 君

菊 田 和 仁 君 久 保 信 正 君

奥 正 幸 君 大 海 昌 平 君

砂 守 久 義 君 中 秀 喜 君

上 島 宏 夫 君 市 田 利 郎 君

森 山 直 樹 君 保 浦 正 博 君

市 長 副 市 長

教 育 長
住 用 総 合 支 所
事 務 所 長

笠 利 総 合 支 所
事 務 所 長

総 務 部 長

総 務 課 長 企 画 調 整 課 長

財 政 課 長 市 民 部 長

税 務 課 長 保 健 福 祉 部 長

商 工 観 光 部 長 商 水 情 報 課 長

農 政 部 長

建 設 部 長

農 林 振 興 課 長

上 下 水 道 部 長

教 育 委 員 会
事 務 局 長

教育委員会総務課長
兼行革調整監兼給食
センター整備対策監

建 築 住 宅 課 長

下 水 道 課 長
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10月9日（7日目）

大 江 和 典 君

○　職務のため会議に出席した者は，次のとおりである。
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議長（竹田光一君） おはようございます。ただいまの出席議員は２２名であります。会議は成立いたし

ました。 

 これから，本日の会議を開きます。（午前９時３０分） 

                     ○              

議長（竹田光一君） 本日の会議はお手元に配付してあります議事日程第４号のとおりであります。 

 日程に入ります。日程第１，議案第６３号 平成２６年度奄美市一般会計歳入歳出決算認定について

を議題といたします。 

 本決算に対する委員長の審査報告を求めます。 

 

一般会計決算等審査特別委員長（叶 幸與君） おはようございます。市民の皆様，議場の皆様，おはよ

うございます。私は公明党の叶 幸與でございます。平成２６年度一般会計決算等審査特別委員会報告

をいたしたいと思います。 

 平成２６年度一般会計決算等審査特別委員会は，去る９月２５日，２８日，２９日の３日間開会し，

本会議において当委員会に付託されました議案第６３号 平成２６年度奄美市一般会計歳入歳出決算認

定について１件を審査いたしました。 

 審査の結果につきましては，お手元に配付いたしました審査報告書のとおり，全会一致で原案のとお

り認定すべきと決しております。 

 以下，審査の過程で出されました主な質疑について御報告いたします。 

 質疑に入る前に，財政当局から財政全般にわたり説明がなされました。平成２６年度奄美市会計別決

算総括表は，一般会計と１１の特別会計の予算額，決算額，予算額に対する決算額の増減及び予算額に

対する決算額の増減及び比率をまとめて掲載しております。一番下の欄，合計の純計は，会計間の繰

出，繰入による重複額となっております。この重複額を除きました純計後の全会計を一つと見なした歳

入歳出予算額は，４６２億６，９７９万９，５２３円，対する決算額が４４０億６，１８４万３，８０

１円，歳出決算額は４３７億８，６４６万３，１５５円，歳入歳出差引額は２億７，５３８万６４６円

の黒字となっております。なお，国保会計におきましては，唯一８億５４４万６，８２９円の赤字とな

っております。 

 平成２６年度及び平成２５年度の普通会計決算比較分析表ですが，平成２６年度の歳入決算額は３２

６億９，９２８万４，０００円で，対前年度９億５，４１７万８，０００円の減となっております。主

な要因は，歳入のほうで３番の各種交付金の地方消費税交付金が，平成２６年１０月の消費税引き上げ

に伴い８，５３８万２，０００円の増となったことなどにより，８，７００万２，０００円の増となっ

ております。 

 ５番の国庫支出金につきましては，臨時福祉給付金関連で２億３，８７０万５，０００円の増，経済

対策事業，これは頑張る元気臨時交付金等でありますが，２億５，９２９万６，０００円の減，災害復

旧事業で１億１，６５７万８，０００円の減，庁舎整備事業で１億７１万１，０００円の減など，合計

で３億２２９万１，０００円の減となっております。 

 ６番の 県支出金は，新子ども保育事業で１億１，４１５万２，００円の減，災害復旧事業で１億

８，９４７万２，０００円の減，合計で２億８，５０９万５，０００円の減となっております。 

 ９番の繰越金につきましては，１億４，４６４万２，０００円の増ですが，決算剰余に伴うものもあ

ります。 

 １０番の地方債は，笠利・住用両支所庁舎建設に終了に伴い，８億１，０２０万円の減，緊急対策事

業関連で１億４，１００万円の減，地域総合整備資金貸付事業債で１億７，８００万円の減，学校建設

事業債で３億５，４２０万円の増などにより，８億５，２５０万円の減となっております。 

 １１番のその他におきましては，住用川流域防災事業補償費１億 ２，９６４万７，０００円，赤木

名小学校屋内運動場建設補償費９，１１３万９，０００円の増などにより，２億４，７０３万７，００

－ 205 －



 

- 206 - 

 

０円の増となっております。 

 次に，歳出決算額につきましては，３１６億８，１１４万９，０００円となっており，対前年度比６

億８，４７４万２，０００円の減となっております。 

 内訳は，義務的経費の人件費が特別職及び職員の給与削減の終了に伴い７，５１４万６，０００円の

増となっており，また，扶助費では新たに臨時福祉給付金，子育て世代臨時福祉給付金の支給や介護給

付等事業の伸びにより３億１，９８０万９，０００円の増となって，義務的経費総額では対前年度３億

８，３６５万３，０００円，２．２パーセントの増となっております。 

 次に，投資的経費ですが，普通建設事業費は住用，笠利両庁舎の建設事業の終了に伴い，７億７，９

４７万２，０００円の減，また，災害復旧事業は大規模災害がなかったことにより，２億９，３２２万

１，０００円の減となっており，投資的経費総額では１０億７，２９６万３，０００円，２０．８パー

セントの減となっております。その他の経費では，物件費で，松危険木対策事業等により５，１２５万

円の増，補助費等では，航路航空路運賃低減事業負担金及び農林水産物輸送コスト支援事業補助金の実

施などにより８，５２７万３，０００円の増，その他では地域総合整備資金貸付事業の終了により１億

７，８００万円の減になったことなどにより，総額で１億６，１７１万５，０００円の減，経費総額で

は対前年度４５６万８，０００円，０．０パーセントの増であります。 

 収支に関する説明では，歳入歳出差引である形式収支は１０億１，８１３万５，０００円となり，対

前年度２億６，９４３万６，０００円の減となっております。また，この形式収支から翌年へ繰り越す

べき財源１億１，００３万９，０００円を除いた実質収支は９億８０９万６，０００円となり，前年度

実質収支との比較になる単年度収支は２億９，６０８万１，０００円の赤字となっております。この単

年度収支に平成２６年度中の財政調整基金積立金１５７万円と繰上償還金１億４，７９３万４，０００

円を加え，財政調整基金の積立金の取り崩し額８５万５，０００円を除いた実質単年度収支は，１億

４，７４３万２，００円の赤字となっております。１９市の普通会計決算状況を比較した表の奄美市の

財政力を示す指標について，１４番目の経常収支比率ですが，９１．２パーセントと前年度より０．１

ポイント上昇しました。次に，１５番目の財政力指数０．２６と，前年度より０．１ポイント改善して

おります。次に，１７番目の実質公債費比率，３年平均ですが，１０．３パーセントと前年度より１．

１ポイント改善しております。次に，１８番目の将来負担比率ですが，５７．８パーセントと前年度よ

り１５．４ポイント改善しております。次に１９番目，積立金現在高対前年度１４億３，２３４万４，

０００円の増，合計１００億３，６１７万３，０００円，また，２０番目のうち財政調整基金につきま

しては， ７億７１万５，０００円増の３０億１，３２４万９，０００円となっており，最後に２１番

目の地方債現在高ですが，対前年度２億３，９０４万４，０００円の減で，３７１億１，１６１万１，

０００円となっております。 

 健全化判断比率の状況については，実質赤字比率，連結実質赤字比率がいずれも黒字なので，奄美市

の数値は記載されておりません。また，実質公債費比率は１０．３パーセント，将来負担比率５７．８

パーセント，早期健全化基準を下回っている状況であるとの決算の概要説明でありました。 

 委員より，健全化判断比率について，その中でも実質公債費比率と将来負担比率について，合併前後

のころからこの二つの数値がどのように推移してきたのか，改善してきた主な理由についての質疑があ

り，当局より，合併前は実質公債費比率が１８．９パーセントでした。これが２６年度で１０．３パー

セントというふうに改善されています。将来負担比率については，この数値が適用になったのは１９年

度からです。この段階で１６０．８パーセントでした。これが５７．８パーセントに改善した。改善の

主な理由は，３８億円枠を設けて，借りるお金よりも返済するお金のほうが大きいということが第一で

す。それと併せて基金がかなり増えて体力が付いてきたとの答弁がありました。 

 また委員より，国保の赤字について，今後の対応について，今後の積立金に対する考え方，今後３８

億円の枠を超えることはあるのか，実質公債費比率と将来負担比率が１９市の中ではどうなっているの

かなど，多くの質疑がありましたが，この際，省略いたします。 
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 次に，議案第６３号 平成２６年度奄美市一般会計歳入支出決算認定について審査がなされました。 

 １款議会費から２款総務費，１項総務管理費，１４目紡ぐきょらの郷づくり事業費までについて当局

より補足説明がありました。 

 １款議会費については，特段の質疑はありませんでした。 

 ２款総務費について，委員より，航路航空路負担金について質疑があり，当局より，事務局が県の交

通政策課になっており，奄美群島航空航路運賃軽減協議会が行っていて鹿児島県が８０パーセント，市

が２０パーセント行っています。事業内容は奄美群島航空運賃軽減事業，それと奄美群島航路運賃事

業，そして奄美群島交流需要喚起対策特別事業との答弁でした。 

 また委員から，インバウンド需要喚起対策の内容，コンビニエンスストアでの収納，ふるさと納税と

寄附金の分類について，臨時職員の雇用について，人数，任期，今後の推移，奄美ナンバーへの登録の

状況について，質疑がありました。当局より，奄美の魅力を紹介したプロモーションビデオを川瀬直美

監督に作製していただいて，県のサイトのインターネットの動画で発信している。いろんな物産展など

でのＰＲにも使っている。コンビニ収納については，今年の４月から１７のコンビニで収納でき，エブ

リワン，島んちゅマート，瀬戸内や龍郷でも可能，奄美市の税と料金のみ取り扱っている。寄附金は予

算を組む場合に指定化されていて，一般寄附金は指定せずに使う。指定寄付金は寄附するほうが指定す

るケースで，ふるさと納税はそれにあたります。また，負担付き寄附金というのもある。２６年度の臨

時職員は３１２名，内訳は一般職の非常勤は１７９名で１年ごとの更新で最大５年間，臨時的任用は１

３３名で６か月更新で１年が限度である。大体３００から３５０で推移している。市の公用車２１１台

はすべて奄美ナンバーに変更している。また，職員の約１割が変更している。一般の普及率は普通自動

車では１０．３２パーセント，同じ時期に始まった他の地域の普及率とほぼ同程度と聞いているとの答

弁でした。 

 また委員から，企画費の地域協議会について，合併後１０年だったと思うが，今後の方向性や位置付

け，権限についての質疑があり，当局から，市町村建設計画が東日本大震災の関係で５年間延長された

ことから，地域協議会の５年間延長すべきとの意見もあり，１２月議会に案件を提案をする。また，市

町村建設計画変更については，必ず地域協議会の意見を聞くこと，地域の施策に関する事項についての

意見等を聞くこととの答弁がありました。 

 ほかにも多くの質疑がありましたが，この際，省略いたします。 

 徴税費について，市全体では調定額４１億９，６００万１，６２７円，収入済額は３８億３，５６０

万１２８円となった。前年度に比べ調定額は１，４２７万６３９円，収入済額で４，３９８万８，０７

０円とそれぞれ増額となった。全体収納率は現年度分が昨年の９７．２６パーセントから９７．７３パ

ーセントと０．４７ポイント上昇し，滞納繰越分では２６．２０パーセントから２６．３０パーセント

への０．１ポイント改善したため，前年度０．７４ポイント上回ったとの補足説明がありました。 

 委員より，滞納徴収の方法，資産調査，不動産調査等は行っているのか。また，差押えは何件あった

のか等の質疑に対し，当局より，預金調査，不動産調査，給与の調査等を行っているとのこと。平成２

６年度の差押えは２８０件で４，２６８万６，９００円とのこと。 

 ほかにも質疑がありましたが，この際，省略いたします。 

 次に３款民生費，１項社会福祉費について，当局より補足説明があり，２目障害者福祉費，２０節扶

助費の支出済額は，１６億２，４５６万８，８０６円で，主な内訳は重度心身障害者医療費助成事業費

１億２，６７５万７，９８３円や，更生医療費１億３，９７１万６，０２２円，介護給付等事業費１３

億６２４万４，１８８円である。昨年度より９，００３万１７円増加しております。これは利用者が増

えたためであるとのこと。 

 委員より，身体障害者手帳の所持者は何名か。うち精神障害者は何人で，増えているのか。原因，予

防策は。また，精神障害者の相談員はとの質疑に対し，当局より，身体障害者手帳の所持者は２，７１

３人，うち精神障害者福祉手帳の所持者は３９２人で，平成２５年度３８１人に対し１１人の増とのこ
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と。手帳の申請を躊躇されている方もまだ多くいると思いますが，予防策としては精神疾患の状態等が

悪くなる前に，早めに相談を受け付けて手帳を所持していない方でも病院等の受診を勧めている。本年

度から障害福祉係に保健師を一人配置して相談を受けている。併せて，精神保健福祉士等を配置した基

幹相談支援センターと業務委託相談対応しているとのこと。 

 そのほかにも質疑がありましたが，この際，省略いたします。 

 次に，３款民生費，２項児童福祉費，１目児童福祉総務費，８節報償費の出産祝金７４７万円は，第

２子に２万円，第３子以降は５万円支給，支給件数は２２２件。また，１３節委託料のうち２１３万

８，４００円は，平成２７年度から５年計画で目標とする子ども・子育て支援に関する事業計画，児童

福祉基本計画の策定とのこと。また，切れ目のない仕組み事業，縁結び事業は国の１００パーセントの

補助を受けて，地域少子化対策に取り組んだとのことでした。 

 ３項生活保護費について，平成２６年度平均被保護世帯数は，２，２０５世帯，３，０７０名とのこ

と，平成２５年度平均保護世帯数等と比較し，世帯数で１５世帯，人員で８５名の減となっている。次

に，扶助費の支出内訳は４７億６，４１５万４，０１４円の中で，医療扶助費が２７億６，１７２万

１，６２４円で，全体の５７．９７パーセント。次に，生活扶助費１４億８２７万１，７８１円２９．

５６パーセント，続いて住宅扶助費４億３，２７６万４，９５９円９．０８パーセントとなっており，

三つの扶助費で全体の９６．６１パーセントを占め，扶助費総額も前年度よりマイナス２，４７８万７

８７円の減少となったとのこと。 

 委員より，生活困窮者助成金制度や待機児童保育士等処遇改善臨時特例事業の財源，保育士賃金の保

育士給食調理員の現数等について質疑がありましたが，この際，省略いたします。 

 次に，４款衛生費，１項保健衛生費，４目乳幼児医療費につきましては，乳幼児医療に係る医療費の

一部を助成するもので，助成実人員２，２９４人，助成述べ件数１万３，４８７件，助成総額６，７０

４万４，０２０円となっている。８目環境衛生費，８節報償費のハブ買上報奨金２，５８７万８，００

０円につきましては，８，６２２匹のハブ買上費用である。１１目火葬場費，１５節工事請負費３，７

３５万５，０００円は，施設の老朽化による炉を制御するための中央監視盤の更新に２，２４６万４，

０００円，屋根防水工事費用として１，４８９万１，０００円である。１３目世界自然遺産推進費，１

３節委託料マグネットステッカー作製業務１５６万８，７６５円は，世界自然遺産啓発用マグネット

３，０００枚を作製し，タクシーやレンタカー，更には協力していただける一般市民へ広く配布し，動

く広告塔として啓発を行った。１９節日本ウミガメ会議実行委員会負担金１６０万円は，第２５回日本

ウミガメ会議が昨年の１１月２８日から３０日の３日間にかけて奄美市で開催されたための負担である

等の補足説明がありました。 

 委員から，ハブの買上げの金額が下がったが，買上げの推移と何人の方が持ち込んだのか。また，買

上げについて政策転換等が必要ではないか。沖縄県の状況については，などの質疑があり，当局より，

ハブ買上料は平成２６年度から３，０００円，以前は４，０００円でありました，になっており，買上

げ数は平成２３年度は最も多く１万２７９匹，平成２４年度は８，８７０匹，平成２５年度は８，９４

６匹，平成２６年度が８，６２２匹である。政策方針については，県・保健所にもこのような意見があ

ったことを伝えたい。また，沖縄県の状況や持ち込んだ人数は把握していないとの答弁がありました。 

 その他，ほかにも火葬場費の賃金，高齢者肺炎球菌，ブックスタート事業，母子健康手帳の交付，子

宮がん検診，乳がん検診の受診率等，多くの質疑がありましたが，この際，省略いたします。 

 二日目の質疑を続行し，１日目に保留していた緊急総合経済対策事業について，当局の補足説明を求

めました。当局より，１５目緊急経済対策事業費については，平成２５年度の繰越事業と平成２６年度

の当初予算及び補正で計上。予算現額１億３，８３０万４，２００円，うち平成２５年から平成２６年

へ繰越２，１３７万３，２００円，決算額１億３，７１９万４，０３３円，庁内９課で６項目事業を実

施した。１６目好循環実現経済対策事業費については，平成２５年度の繰越事業と平成２６年度の当初

予算及び補正で計上。がんばる地域交付金を活用した経済対策事業である。予算現額６億４，４３５万
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８，０００円，うち平成２５年から平成２６年繰越３億２，７５６万円，決算額６億１，６６７万８，

２４５円，庁内１０課で７項目事業を実施した。１７目地域住民生活等緊急支援事業費については，平

成２６年度３月補正予算で計上した全額平成２７年度へ繰り越した事業で，今年度事業を実施している

とのこと。予算現額は２億３，５４８万６，０００円との補足説明がありました。 

 委員より，この二つの事業の起債額について，対外的に人を呼び込むような事業は実施したのか，が

んばる地域交付金の補助率は幾らか，太陽ケ丘運動公園の屋内ゲートボール場の解体はできなかったの

か等の質疑に対し，当局より，緊急経済対策事業費は２，６００万円，好循環実現経済対策事業費は２

億６６０万円の起債額である。また，この事業は基本的に投資的事業に当てる事業ソフト事業は平成２

７年度に繰り越した地域住民生活等緊急支援事業費である。また，国からの１０分の１０の補助金との

こと。要望はあったが，元の持ち主がＢ＆Ｇ財産であり，財産処分しなければならず，この事業期間で

はできなかったとのこと。 

 そのほかにも質疑がありましたが，この際，省略いたします。 

 次に，５款労働費について，当局より，３目緊急雇用創出臨時特例基金事業は，平成２６年度実施事

業数で２３事業，決算額で２５０万３，８７０円，２人の雇用，１３節委託料の外部委託は，２１事業

決算額で１億３，５９８万２６円，７９名の雇用となっている。雇用額２，０３２万５，１０４円につ

いては，不用額が１００万円を超す事業が７事業で，１，５００万７，６７２円，４目地域雇用サポー

ト事業費は新卒ルーキー家賃補助金が５事業所５人，補助額５３万４，６２５円，高卒ルーキー雇用奨

励補助金が９事業所１１人，補助額が２２０万，奄美インターンシップ補助金が１５事業所，３４人，

補助額９５万４０２円，地域産業雇用サポート補助金が２事業所，４人補助額４８万円，不用額２０３

万４，９７３円の内訳は，新卒ルーキー家賃補助が４２万５，３７５円，高卒ルーキー雇用奨励補助が

８０万円，奄美インターンシップ補助が６８万９，５９８円及び地域産業雇用サポートが１２万円とな

っているとの補足説明がありました。 

 委員から，奄美インターンシップ補助事業の成果と，どれくらいの年数で実施していくのかとの質疑

に対して，当局より，中長期的な雇用を見据えた学生の就学体験になるので，２６年度中はなかった

が，平成２４年度から実施しているので，これまで６６人就業体験を受けており，今年度は一人が雇用

に結びついたとのこと。また，今後５年間続けていければと考えているとの答弁でした。 

 そのほかにも質疑がありましたが，この際，省略いたします。 

 次に，６款農林水産業について，鳥獣被害対策実績事業費補助金２，０６５万８，８００円は，イノ

シシの農作物への被害防除のため，名瀬・住用地区において１万１，１８０メートルの防止策と電気柵

３，７５０メートル並びに箱わな７基を設置，青年就農給付金事業３，７００万円については，就農前

後の経営が不安定な時期に所得を確保するため，年間１５０万円の給付をした。準備型で名瀬２名，笠

利３名，計５名。経営開始型で笠利２２名，名瀬９名，計３１名。国１００パーセントの事業である。

林業費の松くい虫防除事業５，２０９万８，０４０円は，被害松の伐倒駆除を名瀬・笠利両地区で１，

９７５立米行ったものである。また，里山林機能回復事業１，１１５万３，０００円は，人家裏等の危

険な松の古損木を伐倒し，未然に被害を回避した。補助率国１０分の７の事業との補足説明がありまし

た。 

 委員より，耕作放棄地と遊休地の区分はどのようにしているのか。また，耕作放棄地の１１３ヘクタ

ールの内訳と，この５年間の推移について質疑があり，当局より，分類はＡとＢに分かれていて，Ａは

人力で草刈り等を行って，すぐに耕作可能な農地で１１３ヘクタール，Ｂについては，重機を入れると

か，基盤整備をしなければいけない耕作放棄地で，２９３ヘクタールあるとのこと。１１３ヘクタール

の内訳は名瀬４５ヘクタール，住用２３ヘクタール，笠利４５ヘクタール，推移は平成２４年度Ａ分類

１０２ヘクタール，Ｂ分類５０７ヘクタール，計６０９ヘクタール，平成２５年度Ａ分類１０６ヘクタ

ール，Ｂ分類２１０ヘクタール，計３１６ヘクタール，平成２６年度Ａ分類１１３ヘクタール，Ｂ分類

２９３ヘクタール，計４０６ヘクタールであるとの答弁でした。 

－ 209 －



 

- 210 - 

 

 委員から，後継者育成事業，名瀬青果食品協同組合貸付金，奄美市ひと・ものプラザ交流プラザの実

績について，県営中山間地域総合整備事業，松くい虫駆除事業，選果場の稼働率等，多くの質疑がなさ

れましたが，この際，省略いたします。 

 次に，６款４項水産業費から，７款商工費までについて，当局より補足説明がありました。 

 委員より，奄美の観光と物産展開催の状況について質疑があり，当局より，平成２１年度から平成２

４年度までは池袋東武百貨店で開催，平成２５年度は都内町田市，平成２６年度は千葉県浦安市ダイエ

ーで開催した。池袋東武百貨店と比べて，集客規模の関係もあり，売り上げは落ちている。今後，大消

費地開催を要望しており，ぐーんと奄美と協議をして，交渉を重ねていると聞いているとの答弁があり

ました。 

 そのほかにも奄美群島振興開発基金出資金の目的，アンテナショップの状況，大島紬販路開拓資金融

資実績，大島工業跡地のＩＣＴ組合への優遇策，６次産業の開発での新製品と販売額，商工会議所補助

金９３万８，０００円と，商工会運営補助金２３５万１，０００円の算出根拠や今後の統一について

等，多くの質疑がありましたが，この際，省略いたします。 

 次に，８款１項土木管理費から４項空港及び港湾費について，当局より補足説明がありました。 

 １目土木総務費の１億９，８０３万２，８９４円は，道路，河川，港湾の維持管理に努めるととも

に，道路，河川，港湾事業の整備を図った。２項３目緊急地方道路整備事業費４億９，１１７万５，３

３２円は，社会資本整備総合交付金により，名瀬支所管内の市道，伊津部勝・名瀬勝・小湊線，笠利支

所管内の手花部・打田原線，赤木名・土盛線，赤木名笠利線の道路改築，県道佐仁・赤木名線の歩道整

備及び災害防除，防犯灯整備，交通安全事業，橋梁長寿命化修繕計画策定，県道佐仁・万屋・赤木名線

改築に伴う須野里川河川整備の委託を行ったとのこと。国庫補助率は道路整備が１０分の７で，橋梁長

寿命化修繕計画策定業務が１０分の６．５パーセントとなっているとのこと。 

 委員から，河川の数と管理の方法について質疑があり，当局より，準用河川が名瀬３１，住用２９，

笠利１０，計７０，普通河川が名瀬４４，住用４３，笠利７８，計１６５，合計２３５河川。管理は笠

利・住用地区は伐採作業員の賃金で対応，名瀬地区は開発公社で計画的に行っている。地域の要望があ

ったら調査を行い，計画を入れるが，河川数が多いため，年に１度の伐採することにはならないとのこ

と。 

 そのほかにも多くの質疑がありましたが，この際，省略いたします。 

 次に，８款５項都市計画費から６項住宅費について，当局より補足説明がありました。 

 委員より，住宅リフォーム等緊急経済対策事業の２００件２億１，２３３万４，９０９円は，どの程

度の業者が関わっているのかとの質疑に，市内の個人業者も申請をしており，多い業者は１５件から２

０件だと思うとのこと。 

 また委員から，末広・港土地区画整理事業費の公有財産購入費６，５２０万９００円の内容につい

て，当局より，末広町での購入分は仮換地で不満を持っている方がいたので，換地の調整をするためで

あるとのこと。土地再生計画事業で購入したのは，都市型住宅用地として確保するためとのこと。 

 委員より，下佐大熊住宅の建替え計画はないのか，また，建替え事業の補助率について質疑があり，

当局より，建替えの計画があるが，家賃が３倍以上になることが予想されますので，慎重に検討したい

と考えている。また，補助率は国２分の１を見込んでいるとのこと。 

 また委員より，市営住宅の明渡しの基準と滞納額の最高は，年間明渡しの該当者は何人なのかとの質

疑に対し，条例の規定で３か月以上滞納した場合，請求ができる規定があるとのこと。記憶では１年か

ら２年の滞納者がいた。平成２６年度は１１件，平成２５年度は１０件の明渡し請求を行ったとのこと

でした。 

 そのほかにも多くの質疑がありましたが，この際，省略いたします。 

 三日目の質疑を続行し，９款消防費について，当局より補足説明がありました。 

 委員より，消防団員の団員数及び充足率について質疑があり，９月１日現在で４０８人，奄美市の定
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数４５２人のうち４０８人なので充足率は９０．３パーセントであるとのこと。 

 委員より，消火栓と同時にホースも設置されていると思うが，ホースの口のサイズは統一化されてい

るのかとの質疑に対し，笠利の駐在員会で笠利の鯨浜地区の駐在員から消火栓のホースが合わないとの

連絡があり，確認をするとそこだけは配管が細いから，６５ミリではなく４０ミリの消火ホースを３本

設置してあったとのことで，それをつなぐ金具の使用方法を指導したとのこと。 

 多くの委員から消火栓について関連の質疑がありました。 

 そのほかにも，女性団員の占める割合，消防活動困難地域，住民への周知，平成２６年度名瀬地区で

の防火訓練は何件か，消防ОＢ会の役割について等の質疑がありましたが，省略いたします。 

 次に，１０款１項教育総務費から４項幼稚園費までについて，当局より，１目教育委員会費，１９節

補助金及び負担金として，大島北高に通学する生徒３６人と，部活指導者１名に対し，大島北高等学校

生徒通学等補助金６９１万７，５６２円，住用地区の高校生２３人にスクールバス通学定期購入補助金

１９０万５，７８０円を支出した。 

 ２目の教育振興費，１４節使用料及び賃貸借料１，５８４万８，６０４円は，教育コンピューター３

５０台のリース料，２０節扶助費のうち特別支援教育学級児童５６人と要保護及び準保護対象となる児

童７４１人に学用品費，給食費等の援助を実施した。へき地児童生徒援助費として，修学旅行費１，１

２７万５，０００円及び米飯，パン，ミルク給食費４，７７６万２，１３８円の援助を実施したとの補

足説明がありました。 

 委員よりＡＬＴを入れて奄美地区の英語は伸びているのかとの質疑に対し，導入後の英語力は徐々に

上がっていると認識している。その他の成果として英検を受ける生徒が増えており，英語に対する興味

が上がってきていて，ナカドウチェスへ希望する生徒も年々増えている状況であるとの答弁。 

 そのほかに委員より，スクールソーシャルワーカーとスクールカウンセラーとの違いは，特別支援教

育支援員配置事業について，また，ナカドウチェスとの交流事業の状況は，インクルシブ教育の効果，

不登校の原因，図書司書の雇用の問題等，多岐にわたる質疑がありましたが，この際，省略いたしま

す。 

 次に，５項社会教育費から６項保健体育費まで当局の補足説明を求めました。 

 委員より，公民館の指定管理で図書室の割合は，また蔵書は市立図書館を持つべきではないかとの質

疑に対し，図書の貸し出しは年間３万７，３９６冊で，延べ人数１万１，３５８人が利用している。蔵

書数は３地区で５万４，０５９冊，市立図書館については，新しい公民館構想の中で検討していきたい

と考えているとのこと。 

 そのほかにも委員より，中央公民館解体後の代替施設の問題等について，笠利の生涯学習指導員の業

務内容について，笠利給食センターの施設管理運営等業務委託料について，また，アレルギー体質の子

どもへの対応についてなど，多くの質疑がありましたが，この際，省略いたします。 

 次に，１１款災害復旧費について，農林水産業施設，土木施設，公共土木施設，その他公共施設，公

用施設，文教施設，災害復旧費について，それぞれ所管する課長より補足説明がありました。 

 委員より，災害が発生してどれくらいで工事は終了したかとの質疑に対し，２６年度に災害を受けた

河川道路については，約３か月で復旧しているが，繰越のものは災害査定を受けて約２年で完成した。

産業建設課に関する分は，簡易なものが多かったため，約１か月で終わっています。鳩浜集会所の修繕

については１か月で完成している。笠利建設課関係分も道路反射鏡の整備ですが，３か月ほどで完成し

たとのこと。 

 そのほかにも保険の加入及び対応状況や補助事業か，単独事業かの質疑がありましたが，この際，省

略いたします。 

 次に，１２款公債費，１３款予備費について，当局より補足説明があり，委員から，公債費の平成２

７年から平成３０年の計画と，今後繰上償還すべきものがあるとすれば，それはどういうものかとの質

疑に対し，当局より，今後，大きなプロジェクト，本庁舎建設が見込まれており，一般会計では起債の
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ピークは３０年度で４０億５，６００万円，３１年度で３７億４，９００万円を見込んでいるが，その

後については今のところ計画はありませんので，段階的に減っていくものと思われます。また，今後に

ついては，特別な事情が出て来ない限り，繰上償還はないものと考えておるとのこと。 

 そのほかに質疑がありましたが，省略いたします。 

 次に，実質収支に関する調書と財産に関する調書，基金の運用状況調書について当局の補足説明があ

り，委員より，日本エアコミューター以外の他の株券での配当はなかったのか，奄美大島風力発電の状

況はどうなっているのかとの質疑に対して，配当があったのは名瀬中央青果と名瀬建設工事残土管理公

社だけとのこと。奄美大島風力発電については，平成２７年３月末の損益計算書でいきますと，当期純

利益は２４７万５，１７２円の赤字とのこと。 

 そのほかにも質疑がありましたが，この際，省略いたします。 

 以上をもって，一般会計決算等審査特別委員会の報告を終わります。 

 なお，質疑がありましたら，他の委員の協力を得て答弁をいたしたいと思います。以上です。 

 

議長（竹田光一君） これから，委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって，質疑を終結いたします。 

 これから，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって，討論を終結いたします。 

 これから，採決いたします。 

 本決算に対する委員長報告は，認定すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 本決算は，委員長報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第６３号 平成２６年度奄美市一般会計歳入歳出決算認定については，委員長報告のと

おり，これを認定することに決しました。 

 暫時休憩いたします。（午前１０時１７分） 

                     ○              

議長（竹田光一君） 再開いたします。（午前１０時３０分） 

 日程第２，議案第６４号 平成２６年度奄美市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

から，議案第７５号 平成２６年度奄美市水道事業会計の利益処分及び決算認定についてまでの１２件

を一括して議題といたします。 

 本決算に対する委員長の審査報告を求めます。 

 

特別会計決算等審査特別委員長（与 勝広君） みなさん，おはようございます。公明党の与 勝広で

す。平成２６年度特別会計決算等審査特別委員会において，審査いたしました１２件についての御報告

をいたします。 

 特別会計決算等審査特別委員会は去る平成２７年９月２５日金曜日と，９月２８日月曜日の２日間開

会し，慎重かつ活発なる審査を行いました。当委員会に付託されました議案第６４号から議案第７５号
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までの１２件の議案については，お手元に配付してあります審査報告書のとおり，いずれも原案のとお

り認定するべきものと決しております。１２件の議案のうち１０件の議案については，全回一致で認定

され，議案第６７号と議案第７５号の２件の議案につきましては，賛成多数により認定されたことも，

併せて御報告させていただいます。 

 それでは，審査順序に従って御報告申し上げます。 

 １日目の審査は，９月２５日金曜日に行われ，まず最初に議案第７２号 平成２６年度奄美市ふるさ

と創生人材育成資金特別会計歳入歳出決算については，１款奨学費の１項１目の奨学費の説明，３款諸

収入，１項貸付元利収入等の補足説明等があり，奨学金の滞納については，現在９４人が滞納してお

り，委員から，基金が足りなくなると次世代の子どもたちが利用できなくなる可能性もあるなど，滞納

者に対する催促，督促など回収業務の強化等の質疑がありました。 

 また，起業奨学制の周知徹底の実績と，現状等の質疑もありました。 

 そのほかの質疑については，この際，省略いたします。 

 議案第６９号 平成２６年度奄美市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の審査については，最初に

平成２６年度現在の公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の概要についての説明がありまし

た。 

 公共下水道事業は，全体計画の５８６ヘクタールのうち５４６ヘクタールの事業許可を受けており，

平成２６年度末現在の整備状況は，５０４．４ヘクタール，整備率は９２．３８パーセントとのことで

ありました。 

 処理開始区域内の普及人口は３万４，８７２人，水洗化人口は３万３，１４９人となっており，普及

率は９３．５１パーセント，水洗化率は９５．０６パーセントとなっておりました。 

 その他，特定環境保全公共下水道等の補足説明等がありましたが，この際，省略いたします。 

 委員から，赤木名地区において面整備４０．１ヘクタール進めているとの説明があったが，手花部地

区も含まれるのかという質疑や，下水道事業受益者負担と公共下水道使用料の不納欠損について，ま

た，特定環境保全公共下水道事業国庫補助事業の奄美市の負担割合について，また，終末処理場運転業

務委託料の入札状況の質問等々ありました。 

 その他質疑がありましたが，この際，省略いたします。 

 続いて，議案第７０号 平成２６年度奄美市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の審査について

は，当局から，平成２６年度の農業集落排水事業の概要説明では，名瀬総合支所管内においては，昭和

５８年に小湊地区の事業に着手し，平成３年度の供用開始以来，根瀬部地区，有良地区，名瀬勝地区，

知名瀬地区，大川地区の６地区において供用開始してきたとのことでありました。住用総合支所管内に

おいては，山間地区が平成１６年度より供用開始しているとのことであります。また，笠利総合支所管

内においては，平成１３年度に用地区で供用開始以来，宇宿地区が平成２０年度から，屋仁地区が平成

２５年度から供用開始しており，現在，３地区が平成２９年度中の供用開始を目指し整備を進めている

とのことでありました。 

 その他，補足説明がありますが，この際，省略いたします。 

 委員から，農業集落排水事業の補助割合の質疑があり，補助率１０分の６とのことでありました。 

 農業集落排水事業を導入する年次計画や名瀬・笠利・住用の接続率の質疑がありましたが，この際，

省略いたします。 

 議案第７５号 平成２６年度奄美市水道会計事業の利益処分及び決算認定については，給水人口４万

４，４ ２９人，配水量は６３０万５，７７９立法メートル，有収水量は５０８万９，５１１立方メー

トル，有収率８０．７１パーセント，資本的収支については，収入額２億９，７２０万３，６３０円に

対し，支出額は７億４，０５５万３，６３７円となっており，差し引き４億４，３３５万７円の不足と

なっているとのことでありました。不足分については，過年度分損益勘定留保資金４億１，４６５万

９，６５０円，消費税及び地方消費税資本的収支調整額２，８６９万３５７円で補填したとのことであ
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りました。 

 その他，平成２６年度水道事業剰余金や，不納欠損等についての補足説明もありましたが，この際，

省略いたします。 

 委員から，財政分析が記載されている件について，過年度損益修正益と，過年度収益修正損との違

い，また平田浄水場の更新時期への多額の費用が係るが，これから先の財政見通し等々の質疑がなされ

ました。 

 また委員から，水道事業会計については，企業会計という複式簿記ではなかなか理解しがたい。複雑

な公営企業会計であり，それを理解された上で監査をされているのかという意見等も出されたのを申し

添えておきたいと思います。 

 議案第７４号 平成２６年度奄美市交通災害共済特別会計歳入歳出認定については，当局より，歳入

の主なものは１款の共済会費収入と，４款の繰越金になっていますが，共済会費の収入は４４０万４，

０００円，会費１人４００円，会員は１万１，４４２人分となっており，前年度から繰越金は１２４万

７，５９３円，１９節負担金補助及び交付金については，交通事故に遭われた方への共済見舞金として

１２８万２，３００円支出しており，負傷者数２９名分，２６年度は実質収支２２８万７，０００円の

黒字になっているとのことでありました。 

 委員から，３地区の加入率状況と，加入状況と加入率アップの取組の質疑では，加入率は名瀬が２

２．１パーセント，住用は４５．１パーセント，笠利が４３．６パーセント。また，取組については，

名瀬地区においては，市内小中学校，高校での出張受付，自治会，老人クラブ等の会合に出向いての啓

発活動及び受付，名瀬地区２２２件の事業所に出向いての加入の依頼を行っているとのことでありまし

た。 

 そのほか，市職員の加入状況や，広報の方法について等の質疑がありましたが，この際，省略いたし

ます。 

 続いて，二日目，平成２７年９月２８日の審査についての報告をいたします。 

 議案第６４号 平成２６年度奄美市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について，当局の主

な説明は，まず，歳出では，１款総務費，１項総務管理費，２目医療費適正化特別対策事業費の支出済

額は１，５４９万２，３１３円，内容としては，５人のレセプト点検員を雇用し，３，８６５万７，０

００円の財政効果が上がっているということでありました。 

 ２款保険給付費，１項療養諸費では，３２億５，２６０万５，３４９円を医療保険者負担分として，

国保連合会へ支出しているとのことであります。 

 ２項高額療養費として，５億４５４万７，２０１円を国保連合会へ支出しており，笠利国保高齢者保

健福祉支援センターふれあいの郷で実施されております保健事業部門の運営管理に要する事業費として

１，９６６万７，２６２円の支出など，その他多くの補足説明がありましたが，この際，省略いたしま

す。 

 歳入については，１款国民健康保険税９億７７０万３，９１７円の収納で，収納率は現年度分で９

１．８５パーセントとなっており，前年度比０．６０ポイントを改善されております。 

 ３款国庫支出金，１項国庫負担金は，１目療養給付費等負担金として，１３億１，６３９万９，４１

４円の収入，そのほか高額医療費共同事業負担金，特定健康審査等負担金，療養給付費等交付金等など

の補足説明がありましたが，この際，省略いたします。 

 委員から，特定健康審査費について，健診率の前年度費と比較しての質疑があり，平成２５年度は対

象者９，１５６人に対し，受診者は３，１１３人，率として３４．０パーセント，平成２６年度は対象

者９，６９２人に対し，受信者は３，３２６人，率として３４．３パーセントで０．３パーセントの受

診率向上となっているとのことでありました。 

 また，不納欠損について，委員から，２５年度と比較して増加している要因，行方不明者等６３件の

状況，生活困窮者等４１２件についての質疑があり，当局から，欠損の事由で一番多いのが生活困窮者
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で，その中で多いのが平均的な生活を維持できない困窮者で約３６０人ほどいるとのことでありまし

た。また，３年後に国が県に移管する累積赤字の解消方法があるかについては，累積については県は引

き取らず，各市町村で処理するという形で進めていくとのことでありました。不納欠損の処分について

の質疑もありました。 

 そのほか，保険基盤安定事業について，時間外勤務手当，夜間徴収等について，また短期保険証と資

格審査証と無保険者となっている世帯の内訳など，多くの質疑がありましたが，この際，省略いたしま

す。 

 続いて，議案第６５号 平成２６年度奄美市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計歳入歳出決算審

査について，当局から，歳入歳出について，それぞれ当初予算では２億４，６６８万２，０００円を計

上し，補正額で１，６０１万円の増額補正のため最終的な予算総額は２億６，２６９万２，０００円と

なっており，歳入歳出差引額は９万２，０８８円となったとのことでありました。 

 委員から，笠利診療所は医科の外来患者数が増え続けているが，その原因についての質疑では，当局

より，訪問看護ステーションの委託も行っており，先生の指示により在宅での療養を行うような訪問看

護と連携した運営が図られているためであるとのことでありました。 

 そのほか，委員から人口減の中での外来患者との上限をどのように考えているのか。また，歯科医師

弁済金について等の質疑もありましたが，この際，省略いたします。 

 続いて，議案第６６号 平成２６年度奄美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定については，

当局より，１款後期高齢者医療保険料，１項１目特別徴収保険料は，調定収入済額とも同額で，１億

５，０６９万３，８００円となっており，２目普通徴収保険料，１節現年度分は調定額９，６６５万

８，７００円に対し，収入済額は９，３４５万８００円で，収入未済額は３２０万７，９００円，２節

滞納繰越分は調定額で７７５万６，０００円に対し，収入済額は３７８万３，４００円，不納欠損額は

２４万１００円となっているとのことでありました。 

 委員から，普通徴収について，現在，９割軽減の制度がなくなれば未納者が増えるという懸念がある

がどうかという質疑に対して，９割軽減は平成２８年度までの措置となっており，２９年度から７割軽

減に措置が下がり，収納率が危惧されるということでありました。 

 そのほか，後期高齢者の障害認定の数が減っている要因について，また，不納欠損について等の質疑

がありましたが，この際，省略いたします。 

 続いて，議案第６７号 平成２６年度奄美市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定についての，当

局の補足説明で，歳入の主なものは２款保険給付，２項介護サービス等諸費の支出総額３６億４，００

４万６，５６９円は，介護認定を受けている方へのサービス，その内訳については，１目居宅サービス

給付費１５億３，３６７万８，３３６円は，訪問介護などの居宅介護サービス給付費となっており，２

目地域密着型介護サービス給付費３億５，４０２万３，７２１円はグループホーム等に入居している方

の介護サービス給付費であります。３目施設介護サービス給付費１５億７，２２０万１，０９６円は，

特別養護老人ホームや介護老人保健施設に入居している方の介護サービス給付費であります。５目高額

医療合算介護サービス等費は，医療費と介護費の年間の自己負担を合算した額が限度額を超えた額を払

戻した費用とのことでありました。 

 歳入の主なものとしては，１款保険料，２項介護保険料，１目１号被保険者保険料，１節現年度分特

別徴収保険料は，調定額と収入済額が同額の５億１，３０５万１，８００円となっており，これは年金

から徴収する保険料であります。同じく２節現年度分普通徴収保険料は，調定額８，０４８万８，３０

０円で，収入済額は６，３９５万６，０００円で，収入未済額は１，６５３万２，３００円となってお

り，これは口座引落しや納付書で納付する保険料であります。３節滞納繰越分普通徴収保険料は，調定

額９，３８４万５，２０００円，収入済額は６８６万６００円，不納欠損は９６８万６，０００円，収

入未済額は７，７２９万８，６００円となっているとのことでありました。 

 歳入歳出については，その他多くの補足説明がありましたが，この際，省略させていただきます。 
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 委員から，不納欠損になる時期の対策や件数，また，徴収の専門員はいないのかという質疑に対し

て，税務課や国保で委託をしている方々に税等の未納者もいるので，介護を合わせて回ってもらってい

るとのことでありました。不納欠損の件数については，１６３件で納付能力のない人が１３０件余り，

死亡が２２件，転出未払いが８件ということでありました。 

 介護保険に未納があった場合に，ペナルティについて現在は給付制限を行っている方はいないとのこ

とであります。また，給付の適正化はどのように努めているのかについては，介護給付と費用適正化事

業費というのがあり，介護給付の保険料のお知らせを本人に行い，本年度から資格審査係が持っている

認定業務と国民健康保険団体連合から送られてくる給付実績のデータを突合せさ，おかしな給付がない

か判断するためのシステムを導入しているとのことでありました。 

 その他，成年後見制度支援事業費について，認知症地域支援推進員等設置促進事業，認知症や徘徊者

などに対する対策についての多くの質疑がなされましたが，この際，省略させていただきます。 

 議案第６８号 平成２６年度奄美市訪問看護特別会計歳入歳出決算認定については，当局より，歳入

歳出ともに３，４７４万６，０００円を計上し，その後，３５１万７，０００円の増額補正し，最終現

額が３，８２６万３，０００円となり，これに対して決算額は歳入歳出ともに総額３，６７６万２５１

円になりました。訪問看護業者は，平成２７年３月３１日現在で５８名で，延べ人数は６９４人，述べ

訪問回数は３，９０４回，訪問日数は２４２日，看護士４名と診療所と兼務の理学療法士３名，作業療

法士１名，事務職１名にて訪問看護会計の業務を行っているとのことでありました。 

 委員から，訪問看護のスタートの経緯や訪問看護業務委託料の説明を求める質疑や，補正を組んでい

る，補正を組まずにやっていけなかったのかなどの質疑がありましたが，この際，省略いたします。 

 続いて，議案第７３号 平成２６年度奄美市と畜場特別会計歳入歳出決算認定については，当局よ

り，歳出の主なものは，１款１目一般管理費，１３節委託料施設管理業務委託料２６０万２，８００

円，公債費，２目元金，２３節償還金利子及び割引料の８２万６，３６０円については，平成２２年に

購入したバキュームカーの市債元金償還とのことであります。 

 歳出合計の支出済額８３９万１，３６２円，歳入の主なものは１款事業収入とと畜場使用料３１８万

７，１７０円で，内訳として豚２９０万７，５１０円，山羊２７万９，６６０円，２款繰入金の一般会

計繰入金５２５万円で一般会計から繰り入れており，歳入合計は８６２万２，３３９円とのことであり

ました。 

 委員から，処理頭数で豚が減っているが，その要因について，また，学校給食に地元の食材を提供で

きないという現状を，どのように考えているのかなどなど，質疑がありました。 

 と畜場の建設についての必要性について，当局は，十分認識しているとのことであります。まず，庁

内でコンセンサスを得る必要があり，その上で５月１３日に庁内でと畜場の在り方検討委員会を立ち上

げ，関係部署が集まり，現場視察を行い，おおむね必要と認めた上で財源，場所を考慮し，広域化を含

めて検討する必要があるとのことでありました。 

 そのほか質疑がありましたが，この際，省略いたします。 

 最後に，議案第７１号 平成２６年度奄美市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て，当局より，平成１４年３月に公共用地先行取得事業特別会計予算より２億６，５００万円で旧測候

所官舎敷地１，６３１．４７平米，坪数で４９３．５坪を先行取得し，先行取得の理由は中心市街地再

開発事業，その時，生涯学習センター，都市型公営住宅用地として取得したもので，あります。今回，

この用地先行取得に伴う地方債の繰上償還として，一般会計から公共用地先行取得事業特別会計予算へ

市債元金償還金１億３０５万８，０００円及び市債利子償還金１５４万３４３円の元利金の合計１億

１，９３２万３４３円を繰り出し，この繰出金額を公共用地先行取得事業特別会計の歳入として繰り入

れ，また，同額の１億１，９３２万３４３円を借入返済に伴う公債費として支出したものであるとの補

足説明でありました。 

 委員から，末広・港区画整理，そこに測候所跡地の用地購入費用として当てたということで，今でも
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会計自体の目的は変わっていないのか，この土地の貸し付けは一般会計に入るのか，今後もこの土地の

貸し付けを行っていくのかという質疑について，当局より，会計の目的は変わっていない。この貸し付

けは収入について一般会計で歳入として受け入れ，公債費の場合はこの会計に出てくるが，残った分は

通常の事業の財源にするとのことでありました。また，土地の貸し付けは今後も行っていくとのことで

あります。 

 以上で特別会計決算等審査特別委員会に託されました１２件の議案の審査報告を終わります。 

 御質疑がありましたら他の委員の御協力を得てお答えしたいと思います。以上です。 

 

議長（竹田光一君） これから，委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって，質疑を終結いたします。 

 これから，討論に入ります。 

 通告のありました日本共産党 崎田信正君の発言を許可いたします。 

 

２２番（崎田信正君） おはようございます。もうしばらくお付き合いお願いいたします。日本共産党の

崎田信正です。 

 私は，特別会計のうち議案第６７号 平成２６年度奄美市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて及び議案第７５号 平成２６年度奄美市水道事業会計の利益処分及び決算認定についての２件に

ついて，反対の立場で討論を行います。 

 この２件については，予算案でも反対の討論に立っております。まず，議案第６７号の介護保険特別

会計ですが，低所得者の保険料の負担が重いことが問題です。私は平成２６年度の予算の反対討論で，

多くの自治体が保険料を多段階に区分していること，また，独自減免に取り組んで，低所得者対策を行

っている自治体があることを紹介し，奄美市でこそ率先して対策を取るように求めましたが，残念なが

らこの決算を見ても，この要望に応えられていないことは明らかであり，認定することはできません。 

 次に，議案第７５号，水道会計事業ですが，これも平成２６年度予算案の討論で，生計費非課税の原

則に照らせば，水道料金への消費税課税は認められないこと，また，市民の生活実態から，福祉減免の

必要性も説明し，実施すべきだと反対の討論を行いました。しかしこれも，介護保険会計同様改善され

ないまま決算を迎えることになりました。特に消費税は平成２６年度に５パーセントから８パーセント

に増税されており，低所得者の生活を応援する福祉減免の必要性は明らかに高まっていること。そして

決算では，当初予算を上回る２億９，８６９万１，１５５円の利益剰余金を計上していることを考えれ

ば，福祉の向上が自治体の取り組むべき第一義的な課題だとすれば，当然，改善されてしかるべきだと

思います。このことが実現されていない以上，認定することはできないと申し上げ，以上２件の反対討

論といたします。 

 

議長（竹田光一君） ほかに討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって，討論を終結いたします。 

 これから，採決いたします。 

 採決は，これを分割して行います。 

 まず，議案第６７号 平成２６年度奄美市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決い

たします。 
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 本決算に対する委員長報告は，認定すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 本決算は，委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって，議案第６７号は，委員長報告のとおり認定することに決しました。 

 次に，議案第７５号 平成２６年度奄美市水道事業会計の利益処分及び決算認定についてを採決いた

します。 

 本案については，利益処分と決算認定の二つの評決が必要となる案件であります。 

 よってまず，本案のうち平成２６年度奄美市水道事業利益処分についてを採決いたします。 

 利益処分に対する委員長報告は，原案可決すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 本利益処分については，委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって，本利益処分については，原案のとおり可決されました。 

 次に，平成２６年度奄美市水道事業会計決算認定についてを採決いたします。 

 本決算に対する委員長報告は，認定すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 本決算は，委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

 （賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって，本決算は委員長報告のとおり認定することに決しました。 

 次に，議案第６４号 平成２６年度奄美市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてか

ら，議案第６６号 平成２６年度奄美市後期高齢者医療特別会計決算認定についてまで及び，議案第６

８号 平成２６年度奄美市訪問看護特別会計歳入歳出決算認定についてから，議案第７４号 平成２６

年度奄美市交通災害共済特別会計歳入歳出決算認定についてまでの以上１０件を一括して採決いたしま

す。 

 本決算に対する委員長報告は，いずれも認定すべきものであります。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの１０件は，委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第６４号から議案第６６号まで及び議案第６８号から議案第７４号までの以上１０件

を，いずれも委員長報告のとおり認定することに決しました。 

                     ○              

議長（竹田光一君） 日程第３，議案第７８号 平成２７年度奄美市一般会計補正予算（第５号）につい

てを議題といたします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

 

市長（朝山 毅君） おはようございます。ただいま上程されました議案第７８号 平成２７年度奄美市

一般会計補正予算（第５号）の内容につきまして御説明いたします。 

 今回の補正予算は，平成２７年１０月２９日に海区漁業調整委員会委員補欠選挙が執行されることか

ら，その執行に要する所要額を計上するものでございます。 
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 歳出におきましては，海区漁業調整委員会委員補欠選挙に係る事務経費１８５万５，０００円を計上

し，歳入におきまして県委託金を同額計上いたしております。 

 今回に補正によりまして，平成２７年度奄美市一般会計予算の総額は，３１０億６，２６２万４，０

００円となります。 

 以上をもちまして議案第７８号の提案理由の説明を終わりますが，何とぞ御審議の上議決してくださ

いますようお願い申し上げます。 

 

議長（竹田光一君） これから，本案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は，委員会付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，本案は委員会付託を省略いたします。 

 これから，討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これから，採決いたします。 

 議案第７８号は，これを原案にとおり可決することに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，議案第７８号は，原案のとおり可決されました。 

                     ○              

議長（竹田光一君） 日程第４，奄美・琉球世界自然遺産登録推進特別委員会の最終報告についてを議題

といたします。 

 委員長の報告を求めます。 

 

奄美・琉球世界自然遺産登録推進特別委員会委員長（里 秀和君） おはようございます。 

 奄美・琉球世界自然遺産登録推進特別委員会最終報告。  

 国は，平成１５年の世界遺産登録遺産候補地に関する検討会において，琉球諸島は大陸との関係にお

いて独特な地史を有し，極めて多様で固有性の高い亜熱帯生態系やサンゴ礁生態系を有している点，ま

た優れた陸上，海中景観や絶滅危惧種，希少動植物の生息地となっている点が評価されたものである

が，絶滅危惧種の生息地など，重要地域の一部はいまだ十分な保護担保措置が取られていないことか

ら，それらの解決は今後の検討課題であるとされました。 

 また，奄美地域での国立公園は，二つの点でこれまでにない新しい国立公園になり得るとしていま

す。一つは世界に類を見ない固有種，希少種が生息，生育する亜熱帯照葉樹林を中心とする生態系と，

それが醸し出す景観を保全するためには，生態系全体の管理手法まで踏み込んでいく必要がある生態系

管理型国立公園，もう一つは，奄美地域の森や川，海浜などの自然資源は，伝統的な人々の暮らし，営

みなど，文化と深く関わり合いを持っており，その関わり合いが現在の自然資源の姿を形づくってきた

ともいえるころから，関係そのものを守っていく意識をもって住民と利用者が共に楽しみ，共に守る，
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環境文化型国立公園の指定を目指しています。 

 このような中，ユネスコへの暫定リストへの掲載や候補地を国立公園に指定する手続きが遅れている

ため，世界自然遺産登録は２０１８年以降に再々延期となりました。政府におきましては，関係者及び

関係機関との調整を図り，登録へ向け，具体的な区域の選定や推薦書骨子案，候補地管理計画案などの

策定作業を推進し，早期の世界自然遺産登録実現に取り組むよう要望いたします。 

 奄美群島では，奄美・琉球の自然遺産登録実現に向け，各市町村及び広域事務組合において国・県と

の連携を図りながら取り組んでおりますが，鹿児島県と沖縄県が同じ候補地域としての認識を共有しな

がら推進する必要があります。 

 また，登録推進には，行政の活動だけではなく何よりも市民の参加協力が不可欠であり，これまで以

上に登録へ向けた市民の気運の醸成に取り組まなければなりません。 

 本特別委員会は，奄美・琉球の自然遺産登録推進に向けた取組について，１，気運の醸成，啓発活動

の強化について，２，生物多様性の保全について，３，ノイヌ，ノネコ，ノヤギ対策，希少野生動植物

対策についてを調査項目とし，学識経験者を招いての研修会，視察，調査及び委員会での議論を重ね，

上記１，２，３については，お手元の報告書，２ページから３ページで世界遺産登録に向けた現状と課

題，また，提言及び施策案等をとりまとめました。 

 当局におかれましては，本提言を尊重し，明確なビジョンのもとに，各部局間において連携を図り，

早期の世界自然遺産登録実現を市民と一体となって推進していただくよう，強く要望いたします。 

 

議長（竹田光一君） 以上で，奄美・琉球世界自然遺産登録推進特別委員会の最終報告を終了します。 

                     ○              

議長（竹田光一君） 日程第５，閉会中の継続審査についてを議題といたします。 

 議会運営委員長及び総務企画委員長から，お手元に配付してあります文書表のとおり，閉会中の継続

審査についての申し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 両委員長の申し出のとおり，これを閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって，申し出のとおり，これを閉会中の継続審査とすることに決しました。 

 以上で，本定例会に付議されました事件はすべて議了いたしました。 

 これをもって，平成２７年第３回奄美市議会定例会を閉会いたします。（午前１１時０８分） 

                    ○              
 以上，本会議の次第を記載し，相違なかったことを認め，ここに署名する。 

                      奄美市議会議長  竹田 光一 

                      奄美市議会議員  栄 ヤスエ 

                      奄美市議会議員  関  誠之 

                      奄美市議会議員  里  秀和 
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（（（（    別別別別 紙紙紙紙    ））））    

    



文 教 厚 生 委 員 会 審 査 報 告 書 

 

本委員会に付託された事件は，審査の結果，下記のとおり決定したので，会議規則

第 110 条及び第 141 条の規定により報告いたします。 

 

記



番号 議案等番号 件           名 審査の結果 

(１) 議案第 50 号 
平成２７年度奄美市一般会計補正予算（第４号）

について 

原案可決す

べきもの 

(２) 議案第 51 号 
平成２７年度奄美市国民健康保険事業特別会計

補正予算（第２号）について 

原案可決す

べきもの

(３) 議案第 52 号 
平成２７年度奄美市介護保険事業特別会計補正

予算（第２号）について 

原案可決す

べきもの

(４) 議案第 57 号 

奄美市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制

定について 

原案可決す

べきもの 

(５) 議案第 60 号 工事請負契約の締結について 
原案可決す

べきもの

(６) 議案第 61 号 工事請負契約の締結について 
原案可決す

べきもの

（７） 議案第 62 号 工事請負契約の締結について
原案可決す

べきもの 

（８） 請願第３号  
学校給食センターを性急に建設しないよう求め

る請願

一部採択と

すべきもの

（９） 

 
陳情第 10 号 子ども医療費無料化に関する陳情

採択すべき

もの

 

平成 27 年９月 24 日 

 

文教厚生委員長  多田 義一 

 

奄美市議会議長  竹田 光一 殿 
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産 業 建 設 委 員 会 審 査 報 告 書 

 

本委員会に付託された事件は，審査の結果，下記のとおり決定したので，会議規則

第 110 条の規定により報告いたします。 

 

記 

 

番号 議案等番号 件           名 審査の結果 

(１) 議案第 50 号 
平成 年度奄美市一般会計補正予算（第４号）

について 

原案可決す

べきもの 

(２) 議案第 53 号
平成 27 年度奄美市公共下水道事業特別会計補

正予算（第１号）について 

原案可決す

べきもの

（３） 議案第 54 号 
平成  年度奄美市農業集落排水事業特別会計

補正予算（第１号）について

原案可決す

べきもの 

（４） 議案第 55 号 
平成  年度奄美市水道事業会計補正予算（第

１号）について

原案可決す

べきもの 

（５） 議案第 58 号 
奄美市農業用ビニールハウス使用料徴収条例

を廃止する条例の制定について

原案可決す

べきもの 

（６） 議案第 59 号 字の区域の変更について
原案可決す

べきもの 

 

平成 27 年９月 24 日 

 

産業建設委員長  奥  輝人 

 

奄美市議会議長  竹田 光一 殿 
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総 務 企 画 委 員 会 審 査 報 告 書 

 

本委員会に付託された事件は，審査の結果，下記のとおり決定したので，会議規則 

第 110 条及び第 141 条の規定により報告いたします。 

 

記 

 

番号 議案等番号 件           名 審査の結果 

(１) 議案第 50 号 
平成 27 年度奄美市一般会計補正予算（第 4 号）に

ついて 

原案可決す

べきもの 

(２) 議案第 56 号 
奄美市手数料条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

原案可決す

べきもの 

(３) 陳情第 13 号 

陸上自衛隊警備部隊・ミサイル部隊配備に関する市

民への説明会を奄美市長が開催することを求める

陳情 

採択すべき

もの 

(４) 陳情第６号  

「集団的自衛権の行使を具体化する法案について

廃案にすることを求める意見書」を政府に提出する

ことを求める陳情

採択すべき

もの

(５) 陳情第８号  
集団的自衛権行使を具体化する「安全保障関連法

案」の廃案を求める陳情

採択すべき

もの

(６)
平成 24 年 

陳情第５号  
公契約における公正な賃金確保等に関する陳情

採択すべき

もの

 

平成 27 年９月 24 日  

 

総務企画委員長 関 誠之 

 

奄美市議会議長  竹田 光一 殿
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一般会計決算等審査特別委員会審査報告書


本委員会に付託された事件は，審査の結果，下記のとおり決定したので，会議規則

第  条の規定により報告いたします。


記



番号 議案等番号 件              名 審査の結果

（１） 議案第 号
平成  年度奄美市一般会計歳入歳出決算認

定について
認定すべきもの


平成  年  月９日


         一般会計決算等審査特別委員会委員長  叶 幸與


奄美市議会議長  竹田 光一 殿
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特別会計決算等審査特別委員会審査報告書 
 

本委員会に付託された事件は，審査の結果，下記のとおり決定したので，会議規則

第 110 条の規定により報告いたします。 

 

記 

 

番号 議案等番号 件              名 審査の結果 

（１） 議案第 64号 
平成 26 年度奄美市国民健康保険事業特別会

計歳入歳出決算認定について 
認定すべきもの 

（２） 議案第 65号 
平成 26 年度奄美市国民健康保険直営診療施

設勘定特別会計歳入歳出決算認定について 
認定すべきもの 

（３） 議案第 66号 
平成 26 年度奄美市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算認定について 
認定すべきもの 

（４） 議案第 67号 
平成 26 年度奄美市介護保険事業特別会計歳

入歳出決算認定について 
認定すべきもの 

（５） 議案第 68号 
平成 26 年度奄美市訪問看護特別会計歳入歳

出決算認定について 
認定すべきもの 

（６） 議案第 69号 
平成 26 年度奄美市公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算認定について 
認定すべきもの 

（７） 議案第 70号 
平成 26 年度奄美市農業集落排水事業特別会

計歳入歳出決算認定について 
認定すべきもの 

（８） 議案第 71号 
平成 26 年度奄美市公共用地先行取得事業特

別会計歳入歳出決算認定について 
認定すべきもの 

（９） 議案第 72号 
平成 26 年度奄美市ふるさと創生人材育成資

金特別会計歳入歳出決算認定について 
認定すべきもの 

（10） 議案第 73号 
平成 26 年度奄美市と畜場特別会計歳入歳出

決算認定について 
認定すべきもの 

（11） 議案第 74号 
平成 26 年度奄美市交通災害共済特別会計歳

入歳出決算認定について 
認定すべきもの 

（12） 議案第 75号 
平成 26 年度奄美市水道事業会計の利益処分

及び決算認定について 

原案可決すべき

もの及び認定す

べきもの 

 

平成 27 年 10 月９日 

 

         特別会計決算等審査特別委員会委員長  与 勝広 

 

奄美市議会議長  竹田 光一 殿
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「奄美・琉球」世界自然遺産登録推進特別委員会「奄美・琉球」世界自然遺産登録推進特別委員会「奄美・琉球」世界自然遺産登録推進特別委員会「奄美・琉球」世界自然遺産登録推進特別委員会最終最終最終最終報告報告報告報告書書書書    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

平成平成平成平成 22227777 年年年年 10101010 月月月月９９９９日日日日    

奄美市議会奄美市議会奄美市議会奄美市議会    

「奄美・琉球」世界自然遺産登録推進特別委員「奄美・琉球」世界自然遺産登録推進特別委員「奄美・琉球」世界自然遺産登録推進特別委員「奄美・琉球」世界自然遺産登録推進特別委員    
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「奄美・琉球」世界自然遺産登録推進特別委員会最終報告書「奄美・琉球」世界自然遺産登録推進特別委員会最終報告書「奄美・琉球」世界自然遺産登録推進特別委員会最終報告書「奄美・琉球」世界自然遺産登録推進特別委員会最終報告書    

    

 国は，平成 15 年の世界自然遺産候補地に関する検討会において琉球諸島は，大陸

との関係において独特な地史を有し極めて多様で固有性の高い亜熱帯生態系や珊瑚

礁生態系を有している点，また優れた陸上・海中景観や絶滅危惧種・希少動植物の生

息地となっている点が評価されたものであるが，絶滅危惧種の生息地など重要地域の

一部は，いまだ十分な保護担保措置がとられていないことから，それらの解決は今後

の検討課題であるとされました。また，奄美地域での国立公園は，二つの点でこれま

でにない新しい国立公園になり得るとしています。一つは，世界に類を見ない固有

種・希少種が生息・生育する亜熱帯照葉樹林を中心とする生態系とそれが醸し出す景

観を保全するためには，生態系全体の管理手法にまで踏み込んでいく必要がある「生

態系管理型国立公園」。もう一つは，奄美地域の森や川，海浜などの自然資源は，伝

統的な人々の暮らし，営みなど，文化と深く関わりを持っており，その関わりが現在

の自然資源の姿を形作ってきたとも言えることから，関係そのものを守っていく意識

を持って，住民と利用者がともに楽しみ，ともに守る「環境文化型国立公園」の指定

を目指しています。このような中，ユネスコの暫定リストへの掲載や候補地を国立公

園に指定する手続きが遅れているため世界自然遺産登録は，２０１８年度以降に再々

延期となりました。政府におきましては，関係者及び関係機関との調整を図り登録へ

向け具体的な区域の選定や推薦書骨子案，候補地管理計画案などの策定作業を推進し

早期の世界自然遺産登録実現に取り組むよう要望いたします。 

奄美群島では，「奄美・琉球」の世界自然遺産への登録を実現に向け各市町村及び

広域事務組合において国・県との連携を図りながら取り組んでおりますが，鹿児島県

と沖縄県が同じ候補地域としての認識を共有しながら推進する必要があります。また，

登録推進には行政の活動だけではなく，なによりも市民の参加・協力が不可欠であり，

これまで以上に登録へ向けた市民の機運の醸成に取り組まなければなりません。本特

別委員会は，「奄美・琉球」の世界自然遺産登録推進に向けた取組について 

１.機運の醸成・啓発活動の強化について 

２.生物多様性の保全について 

３.ノイヌ・ノネコ・ノヤギ対策，希少野生動植物対策について 

を調査項目とし，学識経験者を招いての研修会，視察・調査及び委員会での議論を重

ね世界自然遺産登録推進に向けた提言等について取りまとめました。 

 当局におかれましては，本提言を尊重し，明確なビジョンのもと各部局間において

連携を図り早期の世界自然遺産登録実現を市民と一体となって推進していただくよ

う強く要望いたします。 

 

 

 

 

－ 227 －






１１１１        機運の醸成・啓発活動の強化について機運の醸成・啓発活動の強化について機運の醸成・啓発活動の強化について機運の醸成・啓発活動の強化について


【現状・課題】

世界自然遺産登録推進特別委員会の設置時からの大きな課題の１つでもあった

自然遺産登録推進への機運の醸成・市民への啓発活動について本市では，平成 
年 月から世界自然遺産登録に向けた説明会が各地区で開催され，小中学校では

下敷き等の配布・出前講座が行われています。また，奄美大島自然保護協議会では

「奄美大島自然保護ガイドブック」を 万部作成し，島内全世帯へ配布するなど啓

発活動の取組がなされていますが，いまだ生物多様性の保全，自然遺産登録推進の

機運が高まっているとは言い難い状況であります。
「自然と共生する社会」の実現には，生物多様性への理解を深めるため，生物多

様性を学ぶことと実際に体験することができる取組を学校，家庭，社会教育で推進

する必要があります。また，生物多様性を保全していくためには地域の生物多様性

に関する情報を収集・蓄積し，活用していくことも不可欠です。
生物多様性の保全は，原生林だけ守ればいいわけではありません。奥山や里山，

川や海，人間や集落も生態系の一部であり，生態系と人間が共生することが重要で

す。そのためには，生物多様性を地域資源として利益をもたらすことを考え，うま

くコントロールしながら守り，持続可能な活用方法を見出すことが大切であります。

その方法としてまず，機運の醸成・啓発を図るためにも官民が一体となった外来種

の駆除・対策が必要であると考えます。外来種がどこにどの程度分布し，どんな影

響があるのかをリストアップし，行政と住民が共通認識を持つことが重要です。外

来種問題の解決なくして世界自然遺産登録の実現は難しいと考えます。
知床は，開発などでダメージを受けた森の再生運動を展開した住民らの行動も評

価され世界自然遺産登録が実現したようです。世界自然遺産登録の審査は，年々厳

しさを増し地元がどれだけ環境保全意識をもっているかが問われる中，島を挙げて

外来種対策に本腰を入れ，できることから始め人と自然の共生構築につなげること

に取り組むことが最重要施策と考えます。


《《《《    提提提提    言言言言    》》》》
（）機運の醸成

○奄美地域の国立公園は，「生態系管理型国立公園」と「環境文化型国立公園」を

目指しています。どちらも，そこに暮らす住民の存在が不可欠であり，行政だけ

では，その生態系や生物多様性及び森や川，海浜などの自然資源と深く関わった

伝統的な人々の暮らし，営み，文化を保存，継承し後世に引き継ぐことは不可能

です。市民がこの奄美地域の自然が世界に類を見ない固有種・希少種が生息・生

育する生態系であり生物多様性があることを深く認識し，その保全，保存，継承

に官民一体となった取組を通して機運の醸成を図る施策を講じること。
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（）啓発活動の強化

国内外に対して「奄美・琉球」世界自然遺産としての価値や希少性等につい

て周知を図る取組を強化すること。




















【施策案】
 ○世界自然遺産登録について市民の機運を盛り上げるため，各地域・各団体等に

対し計画的にまた，市民からの要望に対し出前講座等での説明会を開催するこ

と。
○地域住民が気軽に主体的に活動へ参画できるよう官民一体となった外来種の調

査から始め生息及び分布リストを作成し外来種の駆除・対策の支援策を講じる

こと。
○不法投棄行為が後を絶たない状況であり，パトロールの強化を図るとともにボ

ランティア活動等を呼びかけて市民の意識向上のためにも市民と共同した対応

策を講じること。
○世界自然遺産登録に向けた説明会，シンポジウム等の情報を積極的に発信する

こと。
 ○自然観察を通したエコツーリズム推進のための事業を展開すること。

【施策案】
 ○積極的にマスコミや奄美市ホームページ（インターネット等）を活用し，

活動の強化を図ること。
 ○各総合支所に 用の常設ブースを設置すること。
 ○子どもたちのふれあい，学習の場（ビオトープ等）をとおして自然観察への関

心を高めること。
 ○シンボルバッジ等を製作し，啓発活動の強化を図ること。
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２２２２    生物多様性の保全生物多様性の保全生物多様性の保全生物多様性の保全についてについてについてについて


【現状・課題及び提言】

奄美市を含む奄美大島５市町村は，Ｈ～Ｈ 年度の事業で「世界自然遺産に

ふさわしい奄美大島の生物多様性を保全しながら，自然と共生してきた文化を大切

にし，その恩恵を持続的に享受して，より豊かな暮らしが営まれる社会を創ること」

を基本理念とし，「生物多様性の保全と管理」「人と自然が共生する社会を構築する

ための仕組作りと人材の育成」「生物多様性の維持可能な利用」の３つを基本方針

とした「奄美大島生物多様性地域戦略」策定しました。
この戦略は， 年度（Ｈ 年度）から  年度（Ｈ 年度）までの  年

間の計画としての目標を定め，策定後 年度の 年度（Ｈ年度）には中間評

価と必要な改訂を行うとしています。また，その内容は「奄美大島の生物多様性の

特徴」からはじまり「生物多様性の保全及び利用上の課題」，「重点施策」，「行動計

画」，「推進体制と進行管理」と各項目において具体的な取組を列挙し各主体の役割

も明確にしています。
当委員会が述べるまでもなく世界自然遺産を目指す本市においても，この生物多

様性の保全を最重要施策と位置付け取り組むことを要望いたします。併せて重点施

策事業の状況，戦略の進捗状況などの公表を行いより市民の自然資源に対する認識

の向上及び啓発に努めることを強く求めます。
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３３３３    ノイヌ・ノネコ・ノヤギ対策，希少野生動植物対策ノイヌ・ノネコ・ノヤギ対策，希少野生動植物対策ノイヌ・ノネコ・ノヤギ対策，希少野生動植物対策ノイヌ・ノネコ・ノヤギ対策，希少野生動植物対策についてについてについてについて


① ノイヌ・ノネコ対策

【現状・課題・提言】
  特にノネコの問題は，喫緊の課題である。環境省徳之島自然保護事務所のノネコ

の捕獲調査（平成 年）では，林道など か所にわなを設置しノネコ 匹を捕

獲，捕獲したノネコ 匹の糞を分析したところ，２匹からアマミノクロウサギの毛

や歯が検出され，１匹からは，トクノシマトゲネズミ４匹を捕食した痕跡が確認さ

れた。また，年（平成 年）月に世界自然遺産の登録となった小笠原諸島

では，野生化した猫「ノネコ」が 年間で 匹以上捕獲され，希少な鳥類の固

有種「アカガシラカラスバト」が 羽前後と絶滅寸前から 匹以上に増えた。

 年からボランティアが捕獲を始め，現在は国や自治体，ＮＰＯ法人の小笠原

自然文化研究所などが協力して取り組んでいるとの報道があります。
奄美の希少動物とノネコは，共存できません。ネコは，人が管理してはじめて共

存できる生き物であると考えます。現状のまま放置すれば，徳之島のアマミノクロ

ウサギはあと３年（試算）で絶滅するとの意見もあります。また，感染症・トキソ

プラズマの感染源にもなっており，早急に十分な対策が必要であることは，当局と

しても十分認識されているが奄美市のノネコ対策には，スピード感がない。
徳之島３町は，公益財団法人どうぶつ基金（兵庫県）と共同で猫の無償不妊手術

を  年度末までに島内  匹を目標に実施している。その計画では，山中で

ノネコを捕獲し，基金が派遣した獣医師が不妊手術を行った後，ネコの収容施設を

設置し町側が飼育する。地元ボランティアの協力も得て里親探しなどにも取り組む

体制を構築している。奄美市が行っているＴＮＲ事業は，地域の  パーセント以

上の猫に実施しないと効果がないとする学術報告もあり，国・県と連携しマングー

ス対策のように管理目標を立てて捕獲作戦を行うべきである。
また，大島本島内 市町村で制定した「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条

例（Ｈ 年  月  日施行）」は，条例施行後の目立った効果はなく，法律の専門

家からも「実効性に欠けている」，「義務規定を設ける予防的措置と，違反者を取り

締まる違反後の対処法が確立されないと現状は変わらない」との指摘もあり見直し

を検討すべきである。
  奄美市は，主体性を持ち世界自然遺産登録推進が地方創生への大きな戦略となる

ことを十分認識し市民と一体となった積極的かつ迅速な対応を求めます。
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《《《《    提提提提    言言言言    》》》》










② 希少野生動植物対策

【現状・課題】希少野生動植物
 ・国＝９種，県＝２６種，市町村＝５７種とそれぞれ指定されているが，一般市民

への啓発が十分とはいえない。
 ・野生化したヤギ「ノヤギ」による生態系への影響が懸念されることから，ノヤギ

の駆除を推進し生態系保全や植生回復を図る必要がある。「ノヤギ特区」が 
年度から奄美市を含む 市町村で認定・適用されているが効力が発揮されていな

い状況である。

《《《《    提提提提    言言言言    》》》》
 ・希少野生動植物の捕獲・採取・盗掘・盗採防止対策を徹底する。
 ・ノヤギ対策は，猟友会と共に対策会議をもち，希少植物の保全を図る。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策案】
 ○動物愛護センターの設置は，自然遺産登録を目指す奄美群島において不可欠で

あり，県へ強く要望する。また，ノネコの捕獲から収容・飼育，里親探しの体

制を構築する。
 ○ノネコ・ノラネコの避妊・去勢処置事業（ＴＮＲ事業）をスピード感を持って

継続的に実施する。

【施策案】
 ○希少野生動植物の捕獲・採取・盗掘・盗採防止対策として，パトロールの強化

を図るとともに市民からの情報提供を受け入れる体制の充実を図る。
 ○ノヤギ駆除後の処理については，食文化の視点に立ち郷土料理として活用でき

るよう強く県に要望する。
 ○自家栽培している希少種等については，登録届出制度の創設を図る。
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    特別委員会の設置及び開催状況特別委員会の設置及び開催状況特別委員会の設置及び開催状況特別委員会の設置及び開催状況    

 

１ 特別委員会の設置  

平成 25 年７月５日  

 

２ 付託事件 

世界自然遺産登録推進に関する調査 

 

３ 調査期限 

本特別委員会は，２に掲げる事件の調査が終了するまで閉会中もなお継続審査する

ことができる。 

 

４ 委員会構成 

委員数 9 名 

   委員長   里 秀和 

   副委員長  渡 雅之 

   委員    師玉 敏代，関 誠之，叶 幸與，平川 久嘉，竹田 光一 

竹山 耕平，崎田 信正 

 

５ 委員会開催状況 

回 開 催 日 協  議  内  容 

１ H25 年 8 月 14 日 

1. 「奄美・琉球」世界自然遺産登録の現状と課題及び今

後の取組等について 

講師：環境省那覇自然環境事務所奄美自然保護官事務所 

   上席自然保護官 石川 拓哉 

２ H25 年 10 月 17 日 

1. 現地調査 大川ダム：ビオ・トープの現状と課題及び

今後の活用計画について 

2. 世界自然遺産登録推進特別委員会の今後の取組及びス

ケジュールについて 

３ H25 年 11 月 28 日 

1. ノイヌ・ノネコ対策及び希少野生動植物対策における

条例施行後の現状，課題及び取組等について 

2. 「奄美・琉球」世界自然遺産登録推進特別委員会の今

後のスケジュールについて 
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４ H25 年 12 月 17 日 
1. 「奄美・琉球」世界自然遺産登録推進特別委員会中間

報告書について  

５ H26 年 2 月５日 
1. 「奄美・琉球」世界自然遺産登録推進特別委員会研修

会内容について    

６ H26 年 2 月 23 日 

1. 「知床の世界自然遺産登録に向けた取組及び現状と課

題について」 

講師 北海道 斜里町教育委員会教育長 村田 良介 

７ H26 年３月 17 日 

1. (1) 「奄美・琉球」世界自然遺産登録への現状と課題 

(2) 奄美の市町村が，やるべき事業 意見交換会 

講師 奄美・琉球世界遺産候補地科学委員会委員 

小野寺 浩 

８ H26 年 11 月 18 日 

1. 「奄美・琉球」世界自然遺産登録推進について（現状，

課題，提言）  

講師 ㈱ 奄美野生動物研究所 会長 和 秀雄  

９ 平成 27年７月 29日 

1. 奄美野生生物保護センターの活動について 

 説明：環境省那覇自然環境事務所奄美自然保護官事務所 

     上席自然保護官 鈴木 祥之 

２.「奄美・琉球」世界自然遺産登録推進特別委員会の最

終報告書について 

10 平成 27年８月 20日 
２.「奄美・琉球」世界自然遺産登録推進特別委員会の最

終報告書について 
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                             平成27年10月９日 

 

 奄美市議会議長  竹田 光一 殿 

 

議会運営委員長  渡 京一郎 

総務企画委員長  関 誠之 

  

 

閉会中の継続審査の申出について 

 

 各委員会は，下記案件について，なお検討を要するため，閉会中も継続審査を要するも

のと決定したので，会議規則第111条の規定によって申し出ます。 

 

                 記 

 

○ 議会運営委員会 

 １ 議会運営に関する事項について 

２ 議長の諮問する事項について 

 

○ 総務企画委員会 

１ 陳情第９号  女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める陳情 

２ 陳情第12号 防災避難所及び多機能型複合施設建設に関する陳情 
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参 考 資参 考 資参 考 資参 考 資 料料料料    

（（（（    意意意意        見見見見        書書書書    ））））    

    



子ども医療費無料化に関する意見書 



子育て世代の深刻な暮らしの実態と切実な願いを背景に，ここ数年子ども

医療費無料化の動きが前進しています。厚生労働省の 2014 年 4 月実施調査

でも通院で「15 歳年度末」が 930 市区町村（53.4 パーセント），「18 歳年度

末」が 201 市区町村（11.5 パーセント）となっています。 

子ども 6 人に 1 人が貧困状態にあり，大人の貧困（特に一人親世帯）も深

刻です。地域経済の衰退や諸々の困難を抱えながら多くの自治体は，子ども

医療費無料の対象年齢引き上げの努力を行っていることが統計上も明らか

です。 

しかし，「住んでいる地域によって助成が受けられる人，受けられない人

が出るのはおかしい」「どの子も安心して医療が受けられるように」との声

は全国共通であり，当然の願いといえます。 

国の制度ができれば，自治体が独自におこなってきた制度をさらに前進さ

せることも可能です。 

今，各地の自治体で問題になっている，いわゆる「ペナルティー」による

国庫負担の削減は，2012 年度約 380 億円にのぼったとのことです。一方，無

料化で患者が増え医療費が増大するというペナルティーの論拠は，今国会で

も政府自身が認めず破綻しています。 

３月に閣議決定された少子化社会対策大綱では「結婚や子育てしやすい環

境となるよう社会全体を見直し，これまで以上に少子化対策を図る」が明記

されています。それならば，国として子どもの医療費無料化制度の創設をた

だちに決断すべきと考えます。 

又，国は子どもの権利条約の「締約国は，到達可能な最高水準の健康を享

受すること，並びに病気の治療及び健康の回復のための便宜を与えられるこ

とについての子どもの権利を認める」（第 24 条）立場から，子どもの医療費

無料化のための努力をすべきではないでしょうか。 

こうした観点から，下記事項が実現されるよう，強く要請いたします。 

 

 

記 


１ 国が子ども医療費無料化制度を創設すること。 
２ 国はいわゆる「ペナルティー」をただちに中止し，地方自治体の子ども
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医療費への助成制度を応援すること。 




以上，地方自治法第  条の規定により意見書を提出します。 




平成  年９月  日 


奄 美 市 議 会




【提出先】 

内閣総理大臣，厚生労働大臣，内閣府特命担当大臣（少子化対策） 
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